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はじめに 
企業の社会的責任から SDGs まで、責任ある企業をめぐる多くの議論がある。しかしそ
の一方で、企業事故や不祥事は生じ続けている。2005 年の JR 福知山線脱線事故（以下、
福知山線事故）、2011 年の東京電力福島第一原発事故（以下、東電原発事故）では、被害の
大きさにもかかわらず、旧経営陣らが刑事裁判で無罪とされたことが注目を集めた1。「企業
無責任（corporate irresponsibility）」(Mitchell 2001)とか、「無責任資本主義」(奥村 1998)
のような言葉もある2。 
企業事故や不祥事の責任をめぐっては、法学や経営学、哲学・倫理学に相当の蓄積がある。
その中で本稿は、哲学・倫理学の議論を中心に、企業の道徳的責任に焦点を当てる。法、社
会、道徳（倫理）3における責任の区別、またなぜ道徳的責任なのかといった点は後に述べ
る。ここではまず、本稿で検討する問題を述べる。本稿で検討するのは、「企業それ自体を
道徳的責任の担い手とする」というアイデアの妥当性である。この問題を、企業倫理で「企
業の道徳的行為者性（corporate moral agency）」の問題と呼ぶ 。 
企業の道徳的行為者性は、福知山線事故や東電原発事故のような、企業内の個人の誰にも
道徳的責任がないとされる場面を念頭に、企業それ自体に道徳的責任を帰属させることの
是非をめぐって論じられる。本論で詳述するように、この問題の争点は、「精神も肉体もな
い企業」に、行為能力を認めて道徳的責任を帰属させることは妥当か、という点にある。 
この問題は、第 1 章で見るように、1970-80 年代、企業倫理の黎明期に提起され、この
領域を固有の学術領域として特徴づけた問題とされる。またこの問題は、今日まで、企業倫
理の伝統的な難問として知られる問題でもある。1990 年代までの論争をサーヴェイした論
文で、ムーアは、この問題をめぐる議論に決着が着かない理由に、この問題が本質的に複雑
であることをあげる(Moore 1999:229)。本稿では、ムーアが言う複雑さを解きほぐし、こ
の論争に決着を与えることを試みる。他方で、この問題が問われる動機は、比較的平易な言
葉で述べることができる。本稿の導入として、この点を確認する。 
 
1 動機の所在 
企業倫理学者フレンチは、企業を我々の社会に現れた「侵略者（invader）」と呼び、次の
ように言う。「侵略者は企業であり、今もそうである。かつて人間だけの領域であったとこ
ろに、企業が一斉に現れたことで、今日の状況はかつてのものではなくなった」(French 

 
1 JR 西日本旧経営陣を被告とする刑事裁判は全て無罪が確定している。東京電力旧経営陣を被
告とする刑事裁判は、2023 年 1月 18日、東京地裁に続き、東京高裁が無罪の判決を言い渡し
た。福知山線事故と東電原発事故を共に論じる議論として、八木(2016)、桜井(2018)を参照。 
2 以下の文献からの引用は、邦訳のあるものは基本的に邦訳に基づくが、筆者の解釈により異
なる訳を与えた箇所もある。出典を示す際には原書頁数に続けて、四角括弧［ ］内に邦訳の
頁数を示す。 
3 本稿では、「道徳」（morality）と「倫理」（ethics）を互換可能なものとして用いる。 
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1995: 3‒4)。 
フレンチが侵入者と呼ぶところの企業が中心となった世界のあり様、またその中で企業
はどうあるべきか。これが、企業倫理の主題である。それは同時に、そこで生きる人間のあ
り様を理解することと表裏一体の関係にある。フレンチは次のようにも言う。この世界は、
同時に「人類が歴史上これまでにないほどの経済的、社会的自由を手に入れた」世界でもあ
る。しかしその世界で、我々は「根本的な意味で無意味」になっている。企業はその中にい
る個々人が入れ替わっても存在を維持し続けるが、企業の中の個々人は、常に他の誰かに置
き換えられる可能性がある。フレンチは言う。「したがって、今私たちは自由だが、一般に
交換可能な社会の部品となっている。なぜこのような状況になったのか？」（ibid. 17)。 
企業の下で個人が交換可能な存在となること、また個人が企業の下で相対的に弱い立場
に置かれること、これらの視点は企業倫理に固有のものではない。法学者ミッチェルは、冒
頭にあげた「企業無責任」の言葉を冠した著作で、企業の構成員、例えば取締役、経営者、
従業員らの無力さを強調する。 
 
確かに彼らは、企業の中にあっても普通の人々と同じように、目的選択の能力をもち、
個人的、道徳的、社会的に主体的関与ができる。しかし企業の取締役、経営者、従業員
が、うわべは自由主義の理念による自然人と同じように見えても、現実には違うという
点に、企業の限界がある。すなわち、彼らが企業を動かしているのではなく、企業が彼
らを動かしているのだ（Mitchell 2001: 44 [51]）。 

 
ミッチェルによれば、これらの人々は、普段は普通の人間として暮らしているが、職場で
はただ一つの役割を背負う存在となる。会社の利益の最大化である。この人たちは、そこで
普段なら手を下さないだろう判断、例えば「製品の安全性を犠牲にしたり、環境を汚染した
り、同僚を解雇したり」（ibid.）することを迫られる。この意味で、企業の構成員は、「普通
の人間とは別の存在、つまり企業の取締役、経営者、従業員」であり、「自己決定の能力を
奪い取る人工的な企業世界で働く」（ibid. 45 [52]）存在である。 
その一方、企業は、本来なら人間が持つはずの自己決定の権利を持ち、目標に向かって強
大な力を発揮する存在となる。フレンチは企業を侵入者と表現したが、ミッチェルはそれを
ユダヤ教のゴーレム（ある言葉を聞くとユダヤ人を守るために動き出す）と表現する。企業
はゴーレムのように、目的追求のためにひとたび動き出すとコントロールが利かなくなる。
ミッチェルは言う。我々は「生きる意味をもたらす目的の選択と追求について、自然人とま
ったく同等の権利をもちながら、そうした目的の選択と追求の能力を欠く人造人間を生み
出したという、パラドクスを抱えているのだ」（ibid.） 。 
しかし、このように企業が強大な力を持ちながら個人が自律性を失う時、しばしば凄惨な
結末が訪れる。奥村は、東電原発事故について、この事故は他ならぬ東京電力が引き起こし
たものだと述べ、次のように言う。 
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したがってこの事故の犯人は東京電力という会社である。にもかかわらず、東京電力は
何ら罰せられていない。もし、人が他人に危害を加えたならば、その人は刑法によって
罰せられ、刑務所に入れられるか、場合によっては死刑になる。ところが、東京電力は
これだけ多数の人間に危害を加えたにもかかわらず、なんら罰せられていない。それと
いうのも、日本の刑法では、犯罪とは意思と行為の結果である。ところが、法人には身
体がなく、頭脳もない。したがって意思もなく、行為能力もない。だから法人には犯罪
能力はなく、刑法で罰することはできない―ということになっているからである（奥村 
2013:9-10）。 

 
この事故をめぐっては、冒頭で触れたように、刑事裁判で旧経営陣が無罪とされたことが
注目を集めた。法人処罰規定のない日本では、このような場合、企業内の誰も刑事責任を負
わないことになる。このとき、このように甚大な被害をもたらしながら責任を負わない企業
とはどのような存在であるか、このことが問題になる。奥村は次のように続ける。 
 
われわれ人間には身体、そして頭脳があり、意思がある。しかし法人である会社には身
体もなく頭脳もなく、意思もない。ところが、その会社=法人が巨大な力を持って個人
の上にのしかかっている。それは巨大な力を持っているにもかかわらず、責任をとらな
い。いったい、なぜ、このような会社=法人が存在するのか？(ibid.)  

 
法的責任（ここでは刑事責任）と道徳的責任の違いはあるにせよ、企業の道徳的行為者性
が問題になるのはおおよそこのような場面である。すなわち、時として甚大な被害を社会に
もたらしながらも、その責任を負わない企業という存在について、その意思と行為能力を正
当化し、それが道徳的責任の担い手であることを論証する。これが、企業の道徳的行為者性
が今日まで検討されてきた動機といってよい。もし、企業が道徳的行為者と言えるのなら
ば、企業それ自体を非難や処罰の対象とすることが可能となり、誰も責任をとらない事故や
不祥事に対して、適切な責任帰属を行うことができると考えられる。他方で、もし企業が道
徳的行為者と言えないならば、企業に責任を問うことはできず、責任はやはり関係する個人
の問題となる。 
しかし、当然のことながら、企業の道徳的行為者性を正当化するためには、精神も肉体も
持たない企業の意思や行為をどのように説明するかが大きな問題となる。法律上の擬制と
して人格を与えられた企業は、しばしば引用される英国の法律家の言葉の通り、「責められ
る魂もなければ、蹴りつけられる肉体もない」4のである。本論で詳述するように、この問

 
4 “Did you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be 
damned, and no body to be kicked?” 通常、Edward, First Baron Thurlow(1731-1806)の
言葉として引用される(Coffee 1981)。 
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題に対して、企業倫理だけでなく哲学・倫理学の近接領域から、様々なタイプの議論が提起
されている。これらを検討して、企業の道徳的行為者性の妥当性を検討することが、本稿の
主たる作業となる。 
 
2 個人責任の問題 
さらに、もし仮に企業が道徳的行為者だと主張する場合、次の問題に答えなくてはならな
い。すなわち、企業内の個人の責任である。例えば、企業の道徳的行為者性が正当化されて
おり、実際に企業それ自体に道徳的責任があるとされた場合に、その企業の社員が「あの事
故は会社の責任であって私の責任ではありません。私には責任はありません」と言うとした
らどうだろう。 
社会心理学者の小坂井(2008:236)は、集団責任を求める我々の心理機序を検討した著作
の中で、個人責任に転嫁できない集団責任は無意味であると述べる。しかしその一方で、企
業の起こした事故や不祥事に関して、顧客や一般人が何の関わりもなかった社員に対して、
「お前らは反省しているのか！」と非難を向けるとしたらどうだろう。関与していない社員
に責任が帰属されるのは不公平である(Velasquez 2003: 537)。したがって、企業の道徳的
行為者性を十分な仕方で検討したというためには、企業に責任を帰属させる場合の個人責
任のあり方も検討する必要がある。 
 
3 本稿の目標 
以上を踏まえて、本稿の目標は大まかに次の二つである。一つは、企業の道徳的行為者性
を筋の通った仕方で説明することである。もう一つは、その場合の個人責任のあり方を、一
つ目の議論と整合的な仕方で説明することである。すでに見たように、二つの問題は独立し
たものではない。両者は相互に関連したものである。一つ目の問題に答えるには、二つ目の
問題の検討が必要になる。二つ目の個人責任の問題を検討するためには、一つ目の企業責任
の問題も検討しなくてはならない。しかし、企業の道徳的行為者性をめぐる議論は、これま
で主に一つ目の議論に終始しており、本稿の議論も両者をある程度別個に論じていること
から、ここでは二つの目標があるとしている。両者を総じて言うならば、本稿の目標は、個
人責任の問題も余すことなく論じる仕方で、企業の道徳的行為者性を擁護することである。 
 
4 本稿の構成 
本稿は第Ⅰ部と第Ⅱ部に分かれる。第Ⅰ部で企業の道徳的行為者性の主たる議論を検討
する。第Ⅱ部で個人責任の問題を検討する。 
第Ⅰ部は次のように進む。第 1章では、企業の道徳的行為者性の問題を論じる重要性を、
企業倫理の歴史や隣接領域との関連も踏まえて改めて確認するとともに、本稿の方法論・射
程・独自性を論じる。第 2章で、道徳的責任や関連する責任概念を整理し、本稿で言う「企
業に道徳的責任を問う」とはいかなることであるかを明確にする。第 3 章から、企業の道
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徳的行為者性をめぐる議論を検討していく。第 3 章では、ビジネスの実践で道徳規範は参
照されないのだから、企業は道徳的行為者ではあり得ないとする議論を検討する。この議論
に反論を行う仕方で、ビジネスで参照される道徳規範のあることを示す。第４章では、企業
の行為能力の問題を取りあげる。企業の個人への還元不可能性、法人格の実在性、企業の志
向性に訴える議論を検討し、いずれも企業の道徳的行為者性を正当化するに至らないこと
を示す。その上で、第 5章から、本稿の見解を示すために、言語哲学の立場の一つである推
論主義を導入する。企業の意図および意図的行為の問題に焦点を当て、企業が意図的な行為
者と言えることを示す。第６章で、その議論に対する反論に答える仕方で、本稿が考える企
業の道徳的行為者性の全容を、個人責任の問題を除いて明らかにする。この第５・6 章で、
企業は我々の道徳共同体の一員として認められると主張する。 
第Ⅱ部は、第Ⅰ部の議論を踏まえて個人責任の問題を扱う。第 7章では、企業活動を共同
行為論の視点から検討する。これにより、企業活動で個人がどのような意図を持つか、その
際の道徳的責任はいかに理解されるかを検討する。第 8章では、第 7章の議論を踏まえて、
個人的に反対でありながら組織としてやらざるを得なかった企業活動についての、個人責
任の所在を検討する。この議論と企業の道徳的行為者性の議論から、問題ある企業活動で、
企業と個人の道徳的責任がどのように分配されるかを示す。これが、本稿が考える「企業に
道徳的責任がある」という事態の全容となる。 
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第Ⅰ部 企業の道徳的行為者性 
第 1章 問題の重要性と方法論 
本章では、企業の道徳的行為者性の問題が提起された歴史的背景や隣接領域との関連に
も触れながら、改めてこの問いを正当化した上で、この問題を検討する本稿の方法論を示
す。この作業を通じて、本稿の議論の枠組みと論点を整理するとともに、本稿の議論の見通
しを予告する。 
改めて問題の重要性を確認するのは、企業に限らない数多ある集団について、それを一個
の行為者だと論じたり、それが道徳的責任の担い手であると論じたりすることが、しばしば
反直観的であるとか、避けられるべき議論とみなされる場合があるからである 。企業の道
徳的行為者性に照らして言えば、確かに企業事故や不祥事で誰も責任を取らない現実は問
題に違いないが、そうは言っても企業が人間と同様に道徳的行為者であるなどあり得ない
選択肢ではないか、というわけである。 
実際、企業の道徳的行為者性を全面的に否定するヴェラスキーズ＆レンネガード
(Rönnegard and Velasquez 2017)は、その主張の理由の一つに、企業の道徳的行為者性が
反直観的であることをあげる。そうでなくとも、集団や社会のような個人の集まりに一つの
実体や心があると考えることは、伝統的に神秘的で非経験的なものと見なされてきた
(Rosenberg 2015: 175-6)。こうした点に自覚的な企業の道徳的行為者性の擁護者は、自ら
の議論は存在論的に害のないものであると弁解を試みる(Gilbert 2014: 119; List and Pettit 
2011: 76)。しかし、社会科学の哲学でしばしば言われるように、方法論的主張と存在論的
主張の区別は、実際には難しいものである(吉田 2021: Ch.1)6。   
とはいえ、企業の道徳的行為者性の問題が、企業倫理や隣接領域で広く受け入れられた問
題であることは疑いない事実である。多くの企業倫理の教科書では、この問題を未解決の論
争として紹介する。また、2017 年には、この問題を論じる主要な論者による論文集(Orts 
and Smith 2017)が出版された。この論集には、ブラットマンやペティットなど、従来は企
業倫理の議論に理論的基礎を提供する立場だった哲学者らが自ら論考を寄せており、この
問題への関心の高さを伺わせる(Bratman 2017; Pettit 2017)。また、実のところ数だけで
言えば、企業の道徳的行為者性を支持する論者の方が多いようにも見える7。 
しかし、そもそもこの議論が最初から誤った前提に基づいてなされていると感じる者に

 
6 この点は第 4章 2.2 節で論じる。 
7 例えば、ロツァーノ(Lozano 2000: 42)は、企業の道徳的行為者性を支持する論者として、フ
レンチとグッドパスター、反対する論者にラッドとヴェラスキーズ、中間的立場としてドナル
ドソン、ワーヘイン、ディジョージをあげる。中間とされる 3者も条件つきにせよ企業の道徳
的行為者性を認めるので、これも擁護者に加えるなら、企業の道徳的行為者性の擁護者の方が
多い。近年の議論に照らせば、主たる批判者にレンネガードを加えることができる。擁護者に
は、アーノルド、ヘス、ギルバート、リスト＆ペティット、ブラットマン、トレフセン、コー
レットなど、より多くの論者を加えることができる。 
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対して、上記の事実は問題を正当化するものではないだろう。そこで、少なくともここでは、
企業の道徳的行為者性が、最初から論ずべき選択肢にならないと思われる位に反直観的な
ものだと仮定しよう。以下では、その上でなお、この問題を検討することに無視できない理
論的・実践的な意義があると論じたい。 
既存の議論の存在を提示するだけでは問題を正当化できないのだから、この議論と関連
するより広範な文脈に注目するのがよい。すなわち、企業の道徳的行為者性がいくら反直観
的な問題に感じられるとしても、この問題を検討することで得られる帰結が、この議論の論
点を含むより一般的な問題に対して無視できないものであることを論じよう。そうしてお
けば、どのような直観を持つ人であれ、本稿の議論を検討する理由だけは持つことができ
る。また、仮に企業の道徳的行為者性がそこまで違和感を生じさせるものではないとして
も、以下はこの問題とその隣接領域との関係を整理する仕方で、企業の道徳的行為性がどの
ような問題であるかを概観するものにもなっている。そのため以下の議論は、この問題が関
連領域との間でどのような位置づけを持つかを確認する上でも有益である。 
 
１ 理論的意義 
企業の道徳的行為者性を論じる理論的意義から確認しよう。それに当たってまず、少し遠
回りになるが、企業の道徳的行為者性の問題が提起された当時の状況に触れておきたい。企
業の道徳的行為者性は、1970-80 年代の企業倫理の成立と軌を一にして提起された、この
領域を固有の学術領域として特徴づけた問題とされる。 
このことは、二つの点で重要である。第一に、企業の道徳的行為者性が企業倫理を特徴づ
ける問題であることは、この問題が企業倫理でどのように位置づけられるかを示す点で重
要である。第二に、この問題が企業倫理に特有の問題であることは、この問題をめぐる議論
から、類似の問題を扱う関連領域の議論に、他では論じられない論点を提供し得る点で重要
である。企業の道徳的行為者性を論じることの理論的意義に関して重要なのは、第二の点で
ある。しかしそれは、このように第一の点とも関わる。第一の点を確認した後に、それを踏
まえて第二の点を確認しよう。 
 
1.1 企業倫理に固有の問い 
企業倫理学者ディジョージは、企業の道徳的行為者性の問題を、企業倫理の萌芽期であっ
た 1970-80 年代に提起された、企業倫理に固有の哲学的な問題としている(De George 
1987)。企業の道徳的行為者性の問題が企業倫理に固有の問題であるのは、それが「ビジネ
スにおける倫理や会社の社会的責任に関する文献が提起してこなかった一つの中心的な問
題」であることによる。 
「ビジネスにおける倫理（ethics in business）」とは、ビジネスの長い歴史の中で、伝統
的に神学者が担ってきたビジネスにおける倫理的教えに関する議論である。また、「企業の
社会的責任」は、1960 年代に入って生じた若者たちの反ビジネス的態度、エコロジーや人
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口問題、薬物や核廃棄物、消費者問題への関心の高まりを受けて、経営学者が論じた議論で
ある。 
ディジョージによれば、こうした議論では、現在の企業倫理で見られるような体系的なア
プローチは見られなかった。ビジネスの倫理をめぐる議論では、例えばカトリックにおい
て、適正な雇用条件や賃金に対する労働者の権利、困窮者の生活改善といったビジネスの道
徳性の問題が論じられたり、プロテスタントにおいて、プロテスタント的な労働倫理に従い
それを発展させることといった、人生の様々な場面における倫理と道徳の問題が論じられ
たりしていた。しかし、こうした議論では、倫理的な教えが「ビジネスに適用されていた」
に過ぎず、そこに固有の学術領域と呼べるようなものはなかった。また、企業の社会的責任
をめぐる議論では、法律や合法性が重視される一方、倫理学理論に体系的な注意が払われる
ことはなかった。  
こうした状況にあって、1970 年代に入って多数の哲学者が参入することで、企業の道徳
的行為者性を含む企業倫理の中心的な問題が提起されるようになる。この時代は、生命医療
倫理の誕生や、ロールズの『正義論』による経済的問題に対する哲学的関心の正当化など、
哲学者が社会問題を論じることに先鞭がつけられていた時代であった。また、ウォーターゲ
ート事件、DC10 スキャンダル、賄賂、 ピンハネなどセンセーショナルなニュースに対す
る大衆の反応が学生の反応を生み、それが哲学部に市場を提供することになった時代でも
ある。ディジョージは次のように言う。「哲学者達は、それまでの研究を統合する触媒とな
り、倫理学理論や哲学的分析を持ち込むことで、企業倫理へと発展する構造を形成するのに
貢献した」（ibid. 202）。   
他方でこの時代は、哲学者の参入、また企業倫理という領域それ自体について懐疑的な視
線が根強い時代だったとも言われる。しかし、次第に次で見るような今日まで論じられる中
心的な問題が現れはじめただけでなく、特に 1980 年代に入り、いくつかの学会の設立や専
門雑誌の刊行、また大学やビジネススクールにおける企業倫理コースの開講など、いわゆる
企業倫理の制度化が進む。このような経過において、「企業倫理学という領域あるいは分野
が存在することに疑いの余地はない」（ibid. 204）ということになる。 
ディジョージは、企業倫理の中心的な問題として次の五つをあげる。企業の道徳的行為者
性はその一つである。簡単に見ておこう。 
まず一つ目に、ビジネスにおける不道徳な事例の分析がある。これにより、ビジネスのオ
ルタナティブな構造を議論し、同種の事例が再び生じることを防止することが目指される。 
二つ目は、（一つ目のものと関連が深いが）ビジネス実践の経験的研究である。例えば、
企業の採用・解雇実践において、差別的な意図が見出されるか否か、あるいは差別をなくす
ようにデザインされた実践が機能しているか否かといった検討がその一例となる。 
三つ目は、例えば私的所有の道徳的評価、費用便益分析・会計手続・限界効用計算の道徳
的意味の分析のような、ビジネスの倫理的な前提条件の検討である。 
四つ目は、メタ倫理学的な検討を通じた倫理学理論の修正である。企業の道徳的行為者性
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がこの問題に当たる。この点は以下でさらに論じよう。 
五つ目は、例えば多国籍企業の途上国に対する義務のような、複雑な問題のもつれを解く
作業である。 これら各種の問題を研究する活動について、ディジョージは次のように言う。
「これらの活動は、相互に関係する全体として、この分野の中心となっている」(ibid. 205)。 
 
1.2 メタ倫理学への含意 
このように、企業の道徳的行為者性の問題は、企業倫理をそれまでにない一つの学術領域
として特徴づけた、この領域に固有の問題の一つである。ここまでは、本節の冒頭であげた
第一の点、すなわち企業倫理におけるこの問題の位置づけという点に相当する。 
しかしながら、企業の道徳的行為者性の問題が、これと関連する問題を扱う隣接領域の議
論に貢献するという第二の点はどうだろう。この問題は、確かに企業倫理の成立以前の議論
とは一線を画する問題かもしれないが、この問題を包含するより一般的な哲学・倫理学の議
論に照らせば、これを企業倫理に固有の問題ということに大した意味は見出だせないかも
しれない。この議論は、我々の道徳実践に関する既存の議論を企業に適用する、いわゆる応
用的な側面の強い議論である。そのため、むしろ既存の理論の現金化といった意味合いを強
調する方が適切かもしれない。 
しかし、他方でこの議論は、ディジョージが言うようにメタ倫理学的な問題でもある。デ
ィジョージは次のように言う。「企業の道徳的地位は、一般的な倫理学理論では答えられな
いメタ倫理的な問題である。もし、企業がその行為に道徳的責任を持ち得るとすれば、伝統
的には人間の観点からのみ分析されてきた道徳的責任の概念の再分析が必要となるだろう」
(De George 1987: 205)。 
このように、企業が我々と同様に道徳的行為者であると言える場合、我々の道徳実践に関
するメタ倫理学的な理論は修正を迫られることになる。加えて、こうした理論の修正可能性
は、仮に企業の道徳的行為者性が正当化できないとしても同様に当てはまる。というのも、
企業の道徳的行為者性の検討を通じて、これを擁護するために用いた特定の理論が支持で
きないことが明らかになるなら、当該の議論の妥当性をめぐる論争の一部に決着が着けら
れることになるからである。 
例えば、本稿で詳述する論点の一つに、非難における感情の位置づけの問題がある
(Sepinwall 2017)。もし企業事故の被害者や一般社会が、事故を起こした企業に非難を向け
るとしても、非難を行う行為者の怒りや非難される行為者の後悔といった情緒的要素が非
難の本質であるなら、それを持たない企業に非難を向けることは適切ではない。このとき、
この点をもって企業の道徳的行為者性が正当化できないことが明らかになるとしても、企
業という特殊な対象をめぐる実践に関してそうした帰結が得られるなら、それは非難をめ
ぐる我々の道徳実践に関する理論を発展させる一つの成果と言える。 
このことが、本節の冒頭で取りあげた第二の点、すなわち企業の道徳的行為者性が、類似
の問題を扱う関連領域の議論に、他では論じられない論点を提供するという点に相当する。
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既存の議論の企業への適用が、翻って既存の理論の修正可能性を含意するということであ
る。 
 
企業を通して我々を見る 
この点を、共同行為を論じた筒井(2014)の議論を引いて強調しておこう。第 7 章で見る
ように、企業の道徳的行為者性の問題は、企業活動が複数行為者からなる共同行為の一つで
あるという点で、共同行為論の問題の一つである。筒井は、共同行為論を詳細に論じた論文
の中で、その議論が「行為論における単なる応用問題以上の位置づけを持つ」（ibid. 4）と
述べる。すなわち、「私たちの為す共同行為を通して、私たちのような行為者の持つ共同性
のありようを考えることが、共同行為の場面を超えて、行為一般における私たちの合理性の
あり方そのものの捉え直しを促すことになる」（ibid.）。本稿が、企業の道徳的行為者性をめ
ぐる議論は単に既存の議論の応用以上のものだと言うのも同様の理由である。すなわち、本
稿の議論は、企業という特殊な対象の検討を通じて、企業を創り出し時にそれに拘束される
我々という存在について、その行為者性や合理性のあり方の再考を促すものである。このよ
うな、企業という特殊な対象の検討を通じた人間理解の進展が、より一般的な文脈に照らし
た本稿の意義である。   
さらに、本稿の見るところ、このことは上述のメタ倫理学への貢献に留まらず、行為と責
任に関するいくつかの一般的な問題に対して当てはまる。以下では、メタ倫理学に加えて、
心と行為の哲学、集団責任論においても、同様に企業の道徳的行為者性の検討が、既存の理
論に修正を迫る可能性を持つことを確認する。これらの点をもって、企業の道徳的行為者性
を検討することに、関連領域に対する無視できない理論的貢献があることを示したい。 
 
1.3 心と行為の哲学への含意 
まず、心と行為をめぐる哲学に対する貢献である。企業の道徳的行為者性を論じることは、
それを正当化できることが明らかになった場合、心や行為をめぐる論争の一部に解決が与
えられることになる点で重要である。第 3 章で見るように、企業の道徳的行為者性をめぐ
る議論は、それが提起された当初、そもそもビジネスに道徳を求めることの是非を問う、ビ
ジネスと道徳の関係をめぐる古典的な問題と連続する仕方で論じられていた。それが次第
に、第 4 章以下で見るように、心や行為の理解をめぐる哲学的色彩の濃い議論に収斂して
いく。  
そこで問題になるのが、意図などの志向的状態、また二階の志向的状態といったより高次
の認知状態の理解である。企業のような人工物に志向的状態を認めるよく知られた方法は、
心の哲学における機能主義の援用である8。機能主義では、信念や意図など特定のタイプの

 
8 機能主義は、信念や意図など特定のタイプの心的状態を、それが機能する仕方、あるいはそ
れが果たす役割から説明する心の哲学の立場である。機能主義は行動主義と異なり、（コンピ
ュータのプログラムのような）対象の内部状態も考慮するが、本稿ではより広く、内部状態を
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心的状態を、それが機能する仕方、あるいはそれが果たす役割から説明する。この立場を援
用する場合、企業やその他の人工物にも、例えば信念や意図に相当する機能的特徴をそれら
が示すことをもって、当該の志向的状態を認めることができると論じられる。しかし、こう
した議論に対しては、機能主義で説明される志向的状態は、人間のそれを比喩的に表現した
だけの紛い物であるとの反論も根強い。企業の道徳的行為者性をめぐる議論では、サールの
志向性論(Searle1983, 1992)が参照される。サールが主張するような、志向的状態を人間の
意識に実現される心的状態と考える立場を心理主義と呼ぶならば9、心理主義と機能主義の
対立こそが、企業の道徳的行為者性をめぐる現在の主要な論点と言ってよい。 
ここで、仮に対象が企業である場合に、機能主義を通じて企業に意図やその他の志向的状
態を認めることができると明らかにできるなら、心や行為をめぐる従来の対立の解決に向
けた、一部ではあるが着実な前進が得られることになる。メタ倫理学の項でも指摘した通
り、このことは、企業の道徳的行為者性が正当化できないことが明らかになる場合、つまり
機能主義を通じた正当化に問題があることが明らかになる場合も同様である。このように、
企業の道徳的行為者性の問題は、心や行為の哲学の議論に対して、無視できない含意を持ち
得るものと言える。 
 
1.4 集団責任論への含意 
次に、集団責任論への貢献である。企業の道徳的行為者性が正当化できるなら、集団責任
をめぐる我々の倫理学的な理解に、部分的とはいえ確たる前進が刻まれることになる。上述
の心や行為の理解に機能主義を援用する議論が、例えば人工知能の道徳的行為者性のよう
な、他の人工物の道徳的責任をめぐる議論とも共通のものであるのに対し、企業の道徳的責
任をめぐる議論が他の人工物のそれと異なるのは、企業が個人から構成される集団だとい
う点にある。そこで問題になるのは、数ある集団の一つとしての企業であり、集団責任の一
つの形としての企業責任である。   
例えば、集団責任をめぐる伝統的な論文集『集団責任：理論と応用倫理の 50 年の議論』
(May and Hoffman 1991)では、企業の道徳的行為者性をめぐって最も引用されてきた論

 
考慮しないデネットの志向システム論（Dennett 1987）のような議論も機能主義として扱う。
志向システム論は第 4章 3.1 節で取りあげる。 
9 以下、心理主義という場合、志向的状態とそこに想定される志向性を心的状態と考える立場
を指す。また、言語の意味が心的状態にあるとする立場を指す場合もある。基本的にサールの
立場、またそれを援用するヴェラスキーズ、レンネガードの立場を指す。例えば、ヴェラスキ
ーズは次のように述べる。「我々は、例えば次のように言う。人間は、何事かを考え、感じ、
信じ、意図する。そして、これらの事柄を言うとき、我々はそれを文字通りに意味する。つま
り、我々は次のことを含意する。人間は意識的な心（もちろん、生物学的に基礎づけられた）
を持つし、思考、感じ、信念、そして意図は人間の意識的な心の内に文字通りある心的状態で
あると」（Velasquez 2003: 546）。サールは志向性に関して次のように述べる。「私の考えで
は、心的なものの志向性をより簡単な諸概念で論理的に分析することは不可能である。志向性
は、いわば心の根本的な特性であって、もっと簡単な要素を結合することによって築き上げら
れた論理的複合物ではない」（Searle 1983: 26 [34]） 
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文の一つ、フレンチの「道徳的人格としての企業」(French 1979)が「応用（applications）」
の部に収録されている10。フレンチは、企業の道徳的行為者性を論争の当初から今日まで
一貫して擁護してきた論者である。フレンチは、別の場所で、当初は集団責任の問題に関
心を持っていたところ、やがてそれが企業に最もよく当てはまると考えるようになったと
述べる(French 1984: ⅵ)11。他にも、集団の行為者性や道徳的責任を論じる中で、それが
成立する対象として企業や組織をあげる論者は多い(Corlett 2013; De George 2013; 
Hess 2014; List and Pettit 2011)。このように、集団責任をめぐる議論の中で、企業の道
徳的行為者性はその正当化に有望であると目されている。もし、実際にそれが可能である
ならば、集団責任をめぐる従来の議論に、一つの明確な足がかりが得られることになる。 
さらに、集団責任の問題は、冒頭でも言及した個人責任の問題も論点に含む。例えば、企
業を含む集団の全てを道徳的行為者だと考えるギルバート(Gilbert 2014:Ch.10)は、ヤスパ
ースの議論を参照する仕方で、集団が責任を負うときの個人の罪の意識を論じる。冒頭で触
れた、会社の責任と社員の責任の問題も、同様の論点を含むのは明らかだろう。すなわち、
国家や企業といった集団の行った行為の責任に関して、個人の責任はどのように理解され
るか。集団責任の問題に共通する構造である。本稿は、ヤスパースのように戦争責任を主題
とするものではないし、国家の道徳的行為者性を検討するものでもない。しかし、少なくと
も企業責任の問題から集団における個人の責任を検討することは、国家の戦争責任と個人
責任のような伝統的問題を論じる上でも有益な示唆を与えるだろう。 
まとめよう。このように、企業の道徳的行為者性の問題は、メタ倫理学、心と行為の哲学、
集団責任論のそれぞれに無視できない含意を持ち得る点で、検討する意義のある問題であ
る。上でも触れたが、このことは、仮に企業の道徳的行為者性が正当化できないことが明ら
かになった場合も変わらない。企業という対象を詳細に検討した結果、既存の理論のあるも
のが適切でないことが明らかになることもまた、既存の議論にとって無視できない成果で
ある。いずれにしても、企業の道徳的行為者性を検討することは、行為と責任をめぐる関連
領域の議論に意義のある作業と言えるだろう。すでに述べた通り、こうした作業は、既存の
理論を企業という対象に応用する以上の意味がある。すなわちそれは、企業という特殊な対
象の検討を通じて、既存の議論の妥当性を検討する作業であり、それを通じて、企業を取り
巻く我々自身のあり様を明らかにする作業である。 
 
２ 実践的意義 

 
10 また、企業の道徳的行為者性を一貫して否定してきたヴェラスキーズの論文「なぜ企業はそ
れが行う全てのことに道徳的責任を負わないのか」(Velasquez 1983)も収録されている。 
11 この論集には、フレンチの指導教員であり集団責任を否定するH.D.ルイス(Lewis 1948)の
論文も掲載されている。フレンチは、集団責任を考える際にルイスの議論に触発されたが、後
に集団責任を支持する他の哲学者の影響を受けるようになったと述べる。具体的には、デイヴ
ィドソンの影響が大きいようである(French 1984. ⅷ)。デイヴィドソンの議論を用いた企業の
道徳的行為者性の正当化は、第２章 2.2 節、第 4章 3.1 節で取りあげる。 
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しかし、上記はいずれも抽象的な哲学の議論に関わるだけで、我々の社会生活に実質的な
含意を持たないのではないか、そのように思われるかも知れない。この点に関して、むしろ
企業を取りまく我々の社会生活への実質的な貢献にこそ、企業の道徳的行為者性を検討す
る意義があると応答したい。三つの点を指摘しておく。   
 
2.1 法人処罰をめぐる議論 
一つ目に、実際の企業事故で被害関係者らが要請しているのが、正に企業それ自体を責任
の担い手とすることだという状況がある。一例をあげると、冒頭でも触れた福知山線事故が
ある12。この事故では、乗客 106 名と運転士が死亡し、562 名が負傷した。この事故で JR
西日本の旧経営陣を被告とする刑事裁判は、事故のあったカーブの危険性を予見できなか
ったとして、全て無罪が確定している。この事故では、JR 西日本の懲罰的な日勤教育、無
理なダイヤ運行、安全管理体制の問題など、JR 西日本の構造的な問題や組織風土が注目を
集めた。こうした中で、福知山線事故の遺族、また笹子トンネル天井板崩落事故や軽井沢ス
キーバス事故の遺族、さらに弁護士や法学者らも加わり、組織罰の法制化案をまとめ、提出
するに至った(組織罰を実現する会 2021)。 
ただし、そこで組織罰の具体案として提案されているのは、個人から独立した組織それ自
体の処罰ではなく、従来からある両罰規定の延長としての組織罰である。両罰規定とは、例
えば事故を引き起こした現場の労働者のみならず、雇用主や企業にも罰金を科す制度であ
る。両罰規定による企業への処罰制度はすでに多数存在しており、死者が発生した重大事故
においても、事故に関わった社員とともに企業それ自体に罰金を科すことは目新しいもの
ではない（ibid. 20）。しかし、両罰規定による企業への罰金刑は、前提として企業内に責任
ある個人が特定されていることを必要とする。したがって、企業内の個人の誰にも責任が特
定できない事例では、この制度を適用した企業それ自体への処罰は不可能となる。この組織
罰の法制化案は、同時に経営者に対する処罰の厳格化も要請するものであるとはいえ、個人
と独立に組織それ自体の責任を可能にするものとはなっていない。   
このような法制化案となった理由には、まず「刑法典を改正して、自然人と共にこれまで
にない法人処罰の要件と刑罰を定める規定を新設する方法」が、多くの議論と年月を必要と
することである。さらに、何より問題となるのが、「肉体も精神も持たない法人を自然人と
同様に考えて処罰できるのか、という根本的疑問も解決しなければならないという高い壁」
である（ibid. 53）。これに比べれば、従来からある両罰規定の延長としての組織罰の新設
は、時間を要せずに実現することが可能であるし、何より肉体も精神も持たない法人の理解
をめぐる「深遠な刑法理論の争いに巻き込まれる」（ibid.）こともない 。 
このように、肉体も精神もない企業に責任を問うことができるのかという、企業の道徳的

 
12 福知山線事故に関しては次を参照(4･25 ネットワーク and 西日本旅客鉄道株式会社 2011; 
JR 西日本安全フォローアップ会議 2014; 土本 2009; 宮林 2007; 川崎 2017; 松宮 2017, 
2018; 松本 2018; 桜井 2018; 航空・鉄道事故調査委員会 2007)。 
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行為者性と同様の問題は、抽象的な哲学・倫理学の理論上の関心に増して、企業を取りまく
我々の社会実践で検討が求められる課題となっている。もちろん、既存の刑法典との整合性
も踏まえた検討が必要となる刑事責任をめぐる議論と、そうした制約のない企業の道徳的
行為者性をめぐる議論は、完全に同一のものとなるわけではない。しかし、行為と責任をめ
ぐる哲学・倫理学の議論から企業の道徳的行為者性の妥当性を検討することは、同様の問題
意識を持つ法学上の議論にも、少なからぬ理論的示唆を与えられるものと思われる。 
 
2.2 企業の権利をめぐる議論 
二つ目に、米国の連邦最高裁判所で、企業に個人（自然人）と同様の人権を認める判決が
相次いで出され、大きな注目を集めている。一例をあげると、市民連合と呼ばれる保守派の
市民団体の訴訟を通じて、企業に表現の自由が認められた 2010 年の判決がある（Citizens 
United v F Election Commission 558 U.S. 310. 2010）。 
この事例は、2008 年の民主党予備選で「ヒラリー」と題したヒラリー・クリントンに関
するドキュメンタリー映画が、ケーブルテレビのビデオ・オンデマンドサービスで放送され
たことに端を発する。問題は、市民連合（Citizens United）という名の保守派の市民団体
が、ビデオ放映に自身の財源から資金を拠出していた点である。2002 年の超党派の選挙改
革法は、メディアを通じた候補者や候補者の敗北を明示的に主張する支出に資金を使用す
ることを禁止しており、同団体の資金提供はこれに違反すると考えられていた。 
しかし、資金を拠出した市民連合側の主張は、そのような資金規制自体が企業の表現の自
由の侵害であり、これを保障する憲法修正第一条に違反するというものであった。企業への
選挙資金支出の規制をめぐる歴史や、この判決の詳細は本稿で扱わない 。結論を述べれば、
最高裁の判決は、市民連合の主張を認め、選挙改革法の規制を違憲とするものだった。これ
はすなわち、企業が個人（自然人）と同様に表現の自由を持つことを、最高裁が認めたこと
を意味する。 
この判決は大規模な論争を巻き起こした。そこにはいくつかの主要な論点、例えば企業の
巨大な資金力による民主主義の腐敗(Clements 2014)や、表現の自由の規制(Colombo 
2015)といった論点がある13。その中で、本稿の議論にとって重要な点は、反対派のスロー
ガンである「企業は人民ではない（corporations are not people）」という言葉に集約され
る。ここで言う人民は、合衆国憲法前文にある「我々（合衆国）人民は（We the People of 
the United States）」を念頭に置いている。果たして、法律上の擬制である企業（法人）と
いう存在を自然人と同様の人民と考え、憲法上の権利が認められるかどうかが問題となる。 
注意しておくと、本稿は、企業に権利を認めるべきかという問題を扱わない。企業の道徳
的行為者性に対する批判の中には、企業に道徳的責任を認めるなら、企業に個人と同様の権
利も認めることになってしまうとする議論もある(Rönnegard 2013: 79)。しかし、企業の

 
13 他に、ウィンクラーは、米国で人々が権利を獲得していったのと同じように、企業が権利を
獲得していく過程の一つとしてこの事例を捉える(Winkler 2018)。 
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道徳的行為者性の擁護者も、企業に個人と全く同様の権利を認めることを主張するわけで
はない。また、上記の判決は、企業の政治への影響力を許容する点でセンセーショナルな話
題を呼んだが、例えばニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストによるペンタゴンペー
パー公表をめぐって、最高裁が報道機関の表現の自由を認めた事例のように、企業はすでに
一定の範囲で表現の自由を認められている(Greenfield 2018: 12-3)。一定の権利保障がな
くては、そもそも企業はビジネスを行うことができない。 
むしろ本稿の議論との関係で重要な点は、企業に人権を認める判決の論理的な妥当性で
ある。判決の中には、企業の行為はその構成員のものとしては説明できないとする、企業の
道徳的行為者性でも頻繁に言及される議論が用いられている(Friedman 2020)。企業倫理の
研究者もこの問題に反応しており、企業の道徳的行為者性に照らした検討が進んでいる
(Hussain and Sandberg 2017; Maitland 2017; 杉本 2019)。本稿は、上記の判決の妥当
性を論じることまではしないが、このように企業の道徳的行為者性を検討することは、企業
の権利をめぐる法律上の議論に必要な作業と目されている。 
 
2.3 企業に責任を問おうとする我々 
最後に、理論的意義で述べたこととも重なるが、企業の道徳的行為者性を検討することに、
翻って企業を取り巻く我々自身を再考するという実践的意義のあることを確認したい。前
の二項目を見れば、企業の道徳的行為者性を検討することの実践的な眼目は、結局のところ
法的実践への貢献に収斂すると思われるかもしれない。 
しかし、実のところ企業の道徳的行為者性をめぐる問題の中核は、自ら企業を創り出し、
時としてそれに拘束され、それに対し道徳的責任さえ問おうする我々の認識や実践そのも
のにある。次のような興味深い社会心理学の研究がある(唐沢, 松村, and 奥田 2018)。そ
の研究によれば、我々が通常行っている素朴な責任帰属の判断は、企業のような集団をも責
任の担い手と考える、機能主義的な考えに親和的な仕方でなされている。社会心理学者と共
にこの実験を企画した倫理学者の奥田は次のように言う。「その要点は、自然人の心的メカ
ニズムと同様の機能を持つ実体が、集団や組織、あるいは国家といった集合体にも備わって
いるという信念こそが、責任に関する素朴理解の本質である」（ibid. 290）という点にある。 
もちろん、こうした結果から直ちに、心と行為の哲学における機能主義の妥当性や、企業
の道徳的行為者性の妥当性が帰結するわけではない。我々に備わるこうした心理的機序が、
常に何らかのスケープゴートを探し求める、論理的根拠を欠いた傾向性に過ぎない可能性
もある(小坂井 2008)。したがって重要なのは、こうした責任帰属の実践を筋の通った仕方
で説明することができるかどうか、その道筋を丁寧に検討することである。そしてそれは、
翻って、企業を我々と同様に道徳的責任の担い手と考えようとする、我々という存在それ自
体の有り様を改めて検討することに他ならない。 本稿で詳述するように、自ら企業を創り
出し、それを道徳的行為者とさえ考えようとする我々の認識や実践と独立に、企業を純粋な
理論的対象として検討することはできない。企業の道徳的行為者性は、不可避に我々自身の
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実践を再考することを促す問題である。 
このように見れば、企業の道徳的行為者性をめぐる議論の実践的意義は、法的実践への貢
献に留まらず、他ならぬ企業を取り巻く我々自身の実践のあり様を明らかにする点にある
ことが分かる。この問題を扱う理論的意義として述べたことが、ここでも同様に当てはま
る。すなわち、企業の道徳的行為者性をめぐる議論は、単に企業を対象とした特殊な実践の
検討を越えて、それを可能にする我々自身がどのような存在であるかを明らかにする議論
である。 
 
ここまでのまとめ 
ここまでをまとめておこう。企業の道徳的行為者性を検討することには、次のような理論
的・実践的意義がある。 
まず、理論的意義の点である。企業の道徳的行為者性の検討は、この問題を含むより一般
的な哲学・倫理学の議論に対して無視できない含意を持ち得る点で重要である。企業の道徳
的行為者性が正当化されるなら、あるいはされなくても、既存の議論をめぐる特定の論争に
部分的な決着が着けられたり、特定の議論に修正が生じたりすることが予想される。そうし
た帰結が見込まれる領域には、メタ倫理学、心と行為の哲学、集団責任論がある。これらの
領域に少なくない帰結が見込まれる以上、企業の道徳的行為者性を検討することには意義
がある。 
次に、実践的意義の点である。企業の道徳的行為者性の検討は、企業の処遇をめぐる法的
議論に貢献し得る点で重要である。特に、日本での組織罰の法制化は、実際の企業事故の被
害関係者が中心となってその実現を求めているものである。企業をめぐる法的実践の枠組
みに関して、企業の道徳的行為者性の検討を通じて一定の貢献をなし得るのなら、それをす
べきだろう。 
さらに、実践的意義として強調したのは、企業の道徳的行為者性を検討することが、法的
議論への貢献に留まらず、企業やその責任をめぐる我々の実践それ自体を再考させるもの
だという点である。これと同様のことは、理論的意義の項でも指摘した。まとめて言えば、
企業の道徳的行為者性の検討は、企業という特殊な対象の検討を通じて、他ならぬ我々自身
の行為者性や合理性、またその実践に再考を促す作業である。我々は企業という制度的対象
を自分たちで創り出し、時としてそれに拘束され、また時にそれを通じて自分たちに甚大な
被害を与え、さらにその責任を問おうとさえする存在である。そのような我々とはどのよう
な存在であるか。本稿で検討するのは、翻ってこのような問題である。 
このように見るならば、仮に企業を道徳的行為者だと考えようとすることが、反直観的で
選ぶべき選択肢にすらあがらないものに感じられるとしても、その検討だけはしておくべ
きものであることが分かるだろう。少なくとも、それは既存の哲学・倫理学の議論の修正・
発展に貢献する見込みを持つし、法的実践をめぐる議論にも貢献できる見込みがある。さら
に、そもそも企業に道徳的責任を問おうとすることを含む、企業を取り巻く我々の実践その
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ものが検討するに値する問題である。このような諸々の重要性を持つ問題であることから、
企業の道徳的行為者性は、いかにそれが反直観的に見えるとしても、その検討だけは行って
おくべきなのである。 
 
３ 本稿の方法論・射程・独自性 
本章の最後に、企業の道徳的行為者性を論じる本稿の方法論を確認する。企業活動の道徳
的責任をめぐる本稿の議論が何を、どのように、どこまで論じるかを確認する。これを通じ
て本稿の射程・独自性も確認する。 
 
3.1 本稿の方法論と射程 
まず、「企業が道徳的行為者である」という命題を検討する際の、形式的な目標を確認す
る。形式的な目標は、企業が道徳的行為者であると言える場合が、少なくとも一つあること

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

を示すこと
、、、、、

である。これは消極的な姿勢に見えるかもしれない。しかし、企業の道徳的行為
者性の否定、すなわち企業が道徳的行為者ではないという主張は、全ての企業に関して、そ
れが道徳的行為者ではないと主張するものである。これに反論するためには、反例を一つ示
すだけでよい。これは、主張の構造から帰結する目標である14。 
次に、企業の道徳的行為者性の内容に関わる、実質的な目標を確認する。本稿で念頭に置
くのは、福知山線事故や東電原発事故のような、大規模な株式会社の起こした事故や不祥事
の道徳的責任である。その中で、本稿は、福知山線事故や東電原発事故のような、企業内の

、、、、

個人の誰にも道徳的責任
、、、、、、、、、、、

が帰属されないような事例で、企業それ自体が道徳的行為者であ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

る
、
と言える
、、、、

場合
、、
がある
、、、

ことを示す
、、、、、

15。 
上記の形式的な目標と合わせて言えば、本稿は、大規模な株式会社が起こした事故や不祥
事で、特に企業内の個人の道徳的責任が問い得ないような事例で、少なくとも一つ、企業が
道徳的責任を負うことになる場合のあることを示す16。 
この目標のため、本稿がどのような議論を取りあげるかを確認する。本稿では、企業の道
徳的行為者性を論じるのに必要な限りで、企業を扱う経営学や経済学、社会哲学、社会心理
学といった関連領域の議論を参照する。具体的には、法人格論争、組織論、株式会社論など、
企業の道徳的行為者性をめぐる先行研究で援用される議論に関して、先行研究を踏襲する
仕方で企業を特徴づける。その上で、それらを後述する哲学・倫理学の視点から検討する。 
したがって、本稿は企業を対象とする人文社会科学の議論を網羅的に整理・検討するもの

 
14 ドナルドソンは、全ての企業が道徳的行為者かを問うのではなく、どの企業が道徳的行為者
であり、どの企業がそうでないかを問うべきだと指摘する（Donaldson 1982:29）。 
15 実際、企業の道徳的行為者性はそのような文脈で論じられてきた。例えばフィリップスは、
NZ 航空エレバス山墜落事故を、乗務員や管制、経営者の誰にも道徳的責任が問えない事例と
して特徴づけ、企業の道徳的行為者性を検討する(Phillips 1995)。企業の道徳的行為者性を論
じる議論で、福知山線事故に言及するものに杉本(2008, 2019)がある。東電原発事故に言及す
るものに高浦(2021)がある。 
16 予告としては、本稿は、福知山線事故がその例になると論じる（第 5・6章）。 
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でない。本稿で扱わないタイプの企業も存在する。例えば、本稿は多くの先行研究と同様、
企業を組織として扱う組織論の視点を重視する。ここでいう組織とは、ある程度明確な役
割・役職の階層と意思決定手続を有する、官僚機構を備えた集団を指す。そのため、本稿の
議論では、同様の構造を有する公企業や協同組合、また大学、病院、政府なども議論の対象
に含まれる。しかし、そうした組織構造を持たない企業は対象から外れることになる17。 
ここまでの本稿の目標を見て分かるように、本稿は現代企業のあり様を網羅的に整理す
る仕方で、企業の道徳的行為者性に答えを与えようとするものではない。この点はどのよう
に正当化されるだろうか。 
 
企業人格の多次元性 
法学者のリプケンが「企業人格の多次元性」(Ripken 2019)と呼ぶアイデアから説明しよ
う。リプケンによれば、企業は社会状況やそれを反映した我々の認識や実践に応じてその姿
を常に変容させていく存在である。その意味では、ある一つの視点から導かれた単一の企業
像があると考えることは適切ではない。むしろ企業は、それを対象とする各学術領域の学際
的で相互的な貢献を統合しながら、常にその認識をアップデートしていく必要のある対象
である。リプケンは言う。 
 
企業の適切な説明は、企業の多様な役割や複数の目的に焦点を当て、その存在を広く見
ることを我々に要求する。企業は、企業生活の本質に対する社会の変化する見解によっ
て形成し、またそれによって形成される、常に進化する存在である。多次元的なアプロ
ーチは、企業の人格がダイナミックで平板でなく、常に進化するものであることを認識
する。それは、継続的な反省と適応を伴う進行中のプロジェクトである。多次元的なア
プローチでは、企業人格に関する特定の理論を支持するのではなく、より広い視野を維
持し、企業に関する様々な学際的な概念がもたらすそれぞれの貢献を統合する（ibid. 
53）。 

 
このように、企業を、それを対象とする各領域の議論が相互作用しながら、常にその認識
をアップデートすることで理解されるものと考えるなら、本稿の議論もまたそうした相互
作用の一部と見ることができる。したがって、本稿が企業を扱う上である程度まで限定的な
視点に留まるものであることは問題ではない。 
むしろ、本稿で採用する視点から、全体の議論へどのような貢献をなし得るかが重要であ
る。この点、先行研究で参照された企業（組織）像を踏襲して議論を構成していく本稿の方
針にだけ注目するなら、そこに本稿の独自性はない。本稿の独自性は、先行研究を踏襲する
仕方で特徴づけた企業を、いかにして行為と責任をめぐる哲学・倫理学の視点から検討する
か、そのアプローチにある。哲学・倫理学の議論として見た場合の本稿の議論の特徴を確認

 
17 現代型の企業の類型はラルー(Laloux 2014)を参照。 
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しよう。 
 
3.2 本稿の独自性 
推論主義の導入 
本稿の議論の最も重要な特徴は、「推論主義」と呼ばれる言語哲学の議論を用いて、企業
の道徳的行為者性を網羅的に検討する点にある。推論主義は、語の意味や概念の内容を、そ
れが推論で使用される役割から説明するいわゆる意味の使用説の一種である。推論主義に
は複数のタイプがある。その中で本稿は、ブランダムの議論を用いる (Brandom 1994; 
2000)。以下で推論主義という場合、特に断りの無い限りブランダムのそれを指す。 
ブランダムの推論主義は、語の意味や概念の内容だけでなく、信念や意図など志向的状態
についても、同様に推論で用いられる役割の視点から説明を与える点に特徴がある。この点
で言えば、ブランダムの推論主義は、志向的状態に関する言語論的な機能主義とも特徴づけ
られる。この議論は、企業を含む集団の行為者性の問題に関して、心理主義に訴えない仕方
で集団の行為者性を説明する議論として注目を集めている(González de Prado Salas and 
Zamora-Bonilla 2015; González de Prado and Zamora-Bonilla 2021; Koreň et al. 2021; 
Salis 2017)。心と行為の哲学の項で述べたように、心理主義と機能主義の対立は、目下のと
ころ企業の道徳的行為者性をめぐる最も重要な論点の一つである。その対立の解決に、推論
主義は有効と目されるということである。 
 
先行研究との比較 
言語論的な機能主義としての推論主義は、従来の機能主義とどのように違うのだろうか。
推論主義が焦点を当てる言語使用の点から説明しよう。企業それ自体を一つの行為者であ
ると考える際に、我々の言語使用を論拠とする議論は、推論主義を援用するものに限らず、
また企業を対象とするものに限らず、様々なものがある(French 1979, 1984, 1992, 1995; 
De George 2013; Pettit 2017; Ripken 2019; Tollefsen 2003; Velleman 1997; 和辻 
2007)。 
しかし、こうした言語使用に焦点を当てるタイプの議論に対しては、次のように反論が可
能である。すなわち、確かに我々は企業を含む集団を一つの行為者であるかのように語って
いる。しかし、言語はあくまで現実を表象する道具に過ぎないのであり、むしろ言語的な表
象に依存しない、精神と肉体という人間の持つ特徴こそが、道徳的行為者であるために必須
の要素である。 
実際、企業の道徳的行為者性を批判する論者が繰り返し主張するのは、この点に他ならな
い(Rönnegard 2013, 2015; Rönnegard and Velasquez 2017; Velasquez 1983, 2003)。
この点は、言語使用に言及しないタイプの機能主義にも同様に当てはまる。すなわち、意図
や合理性など、道徳的行為者であるために必要とされる諸能力の機能的特徴を企業に見出
すことができるとしても、それは精神と肉体を持つ人間を比喩的に見立てた紛い物に過ぎ
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ない。むしろそのように企業を一つの道徳的行為者として見立てる人間の側にこそ、道徳的
行為者であることの本質がある。このように見るならば、推論主義をはじめ、機能主義を擁
する議論はいずれも、企業の道徳的行為者性を論証することに成功しない。 
この批判に応答するには、言語やその他企業の道徳的行為者性の正当化に持ち出される
諸々の機能的特徴が、むしろ道徳的行為者性に本質的であることを論証する、より積極的な
議論が必要となる。しかし、先行研究の多くは、そのような正面からの応答を行うことなく、
あくまで機能主義的な議論のバリエーションを増やすことに留まっている。実際、言語使用
にも言及しながら企業の道徳的行為者性を機能主義の視点から擁護してきたペティットは、
そうした実質的な批判を検討することができないと述べる(Pettit 2017: 19 n.3)。言語使用
やその他企業に見いだされる機能的特徴を紛い物に過ぎないとする批判に正面から答えな
い限り、企業の道徳的行為者性を正当化することはできない。 
 
本稿の貢献 
この点、本稿は、精神と肉体を持つのは人間だけであるという、素朴かつ根強い批判に、
推論主義が強調する言語使用の視点を徹底する仕方で応答する。具体的には、信念や意図と
いった志向的状態、また身体運動を通じた行為の遂行といった、道徳的行為者性にとって不
可欠の要素に関して、我々の言語実践が、企業と人間の違いを捨象するような仕方で、翻っ
て企業と人間を機能的に等価な主体として扱うように推移することで、企業の道徳的行為
者性が成立すると主張する。この点で本稿の議論は、単に企業を外側から眺めて企業の道徳
的行為者性を論じるものではない。反対に本稿は、企業が道徳的行為者性として成立するよ
うなビジネスの実践がどのようなものであるかを検討する仕方で、企業と共に道徳実践に
望む（あるいは望まざるを得ない）我々のあり様に言及する。ブランダムは、我々の言語実
践がいかにして我々自身のあり様を規定するかに関して、次のように言う。 
 
我々が何であるかは、発見される分だけ決定され、見つけられる分だけ作られる。部分
的に、我々がそうあるところの種類の物事は、我々が我々自身を何と扱うかに依存する。
我々が発展させ自身が何であるかを作る一つの特徴的な方法は、我々が何かを表現す
ること、説明すること、そしてそれに関する我々の理解を明確にすることによる
（Brandom 1994: 3）。 

 
本稿は、我々自身が言語を用いて、我々と企業をどのように扱うか、その実践が我々のあ
り様に本質的であることを強調することで、問題が精神や肉体の有無に留まるものではな
く、むしろ我々の言語使用にあることを強調する。このように、推論主義を用いた言語論的
な議論を徹底する仕方で、企業の道徳的行為者性を正当化し、その場合の含意を示す点に、
本稿の独自性と貢献がある。 
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3.3 規範的理論と記述的理論 
最後に、推論主義を用いて企業の道徳的行為者性を検討する本稿の議論が、企業倫理の理
論として見る場合に、どのような議論であるかを確認する。本稿は、現行の企業を取り巻く

、、、、、、、、、、

我々の
、、、

実践
、、
に関して、それを何らかの仕方で改善すべきとか、維持すべきなどの、規範的な
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

議論を行わない
、、、、、、、

。例えば、株式会社の有限責任、資本主義社会、グローバル市場などに関し
て、本稿はそれを見直すべきとも、維持すべきとも論じない。そして本稿は、企業が我々と
同様の道徳的行為者であることが正当化できるとしても、企業を今後もそのような存在と
して認めるべきだとも、それを否定すべきだとも主張しない。 
この点、企業の道徳的行為者性の批判者であるレンネガードは、企業の道徳的行為者性を
規範的な議論であると批判する(Rönnegard 2013: 82)。レンネガードによれば、道徳的行
為者性の問題は、そもそも道徳的行為者としての人間の特徴がどのようなものかを論じる
記述的なものである。それにもかかわらず、企業の道徳的行為者性の擁護者は、企業を道徳
的行為者として扱うべきという規範的な目的のために、それに適合する理論を作り出そう
としている。 
本稿は、少なくとも自ら意図する限りでは、レンネガードが言う意味での規範的な議論を
志向しない。前項で言及したように、本稿の議論は、推論主義が重視する言語使用の視点を
徹底することを志向する。その際、本稿は可能な限り記述的に、企業をめぐる我々の実践が
どのようなものであるかを検討する仕方で、企業が道徳的行為者として認められるかどう
かを検討する。その中で、本稿は企業は道徳的行為者として認められると主張するが、企業
をめぐる我々の実践に関して、肯定も否定もしない18。レンネガードが言う意味での規範的
な議論を、ビジネスの「あるべき論」と呼ぶのであれば、本稿は、企業の道徳的責任を含め
て、ビジネスの「あるべき論」を論じるものではない。本稿が、株式会社の有限責任とか、
資本主義社会の是非を論じないのも、この理由による。もちろん、本稿の議論は、そうした
問題と地続きのものである。しかし本稿は、そうした既存の社会制度のあり方をある程度ま
で所与とした上で、その中で企業が道徳的行為者であると言えるかどうかを可能な限り、明
示的な仕方で記述することを目指す。その上で、我々がどうすべきかの判断を改めて行うべ
きというのが、本稿の基本的な方針である。 
  

 
18 企業の道徳的行為者性を認めることの望ましくない帰結を論じる議論として、次のものがあ
る(Ashman and Winstanley 2007; Hasnas 2017; Maitland 2017; 杉本 2019)。  
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第 2章 企業の道徳的責任 
本章では、本稿で扱う道徳的責任を特定する。具体的には、ビジネスや企業をめぐって用
いられる責任の用法を整理する。これを通じて、「企業に道徳的責任を問う」ことを正当化
するための論点を概観する。 
 
責任概念の多義性 
責任概念は多義的だと言われる。例えば、よく知られる H.L.A ハートの事例では、一つ
のエピソードで 9 つの異なる責任の用法が出てくる(Hart 2008: 210)。ハート自身のもの
を含め、この事例に基づくいくつかの責任分類が提案されているが(Hart 2008; Vincent 
2011; 瀧川 2003)、統一的な見解があるわけではない。加えて、日本語では「責任」の語
一つに、外国語の複数の意味を担わせている特有の問題もある(Llompart 2005)。 
また、問題を道徳的責任に限定しても、そこには複数の用法がある。例えば、ある人が立
場や役職に応じて何らかの状況を達成することを引き受けるとき、その人は当該の事柄に
ついて「道徳的責任がある」と言われる(Whitbeck 2011:49)。また、ある人が道徳的統合
性を保つとき、その人は「道徳的に責任がある」と言われる。そして、何らかの問題ある出
来事が生じたとき、それを起こした人は、当該の出来事やそれを引き起こした行為に関して
「道徳的責任がある」と言われる。 
さらに、問題がビジネスの場合、一般に企業の社会的責任が問題になる。しかし、その内
容をめぐっては、例えば日本国内の議論を評して「鵺のようだ」(楠 2010:20)と言われるほ
ど多様で、一貫した意味づけを見出しにくい。企業の社会的責任は次章の主題の一つだが、
責任概念の多義性に対処しておかなければ、その議論を満足に行うことも難しい。 
そこで、本章の以下では、ビジネスの場面で一般に用いられる「あの人（企業）は道徳的
に責任がある」という言明の複数の用法に関して、関連する責任概念も含めて整理を行うこ
とで、問題となる道徳的責任を明らかにする（第 1節）。次に、企業の道徳的責任という問
題設定そのものへの批判に反論する仕方で、この問題がどのような問題であるか、次章以降
の議論で前提する注記を行う。大まかに二つの批判に答える。一つ目に、身体のない企業が
行為をできるはずがないとする批判に対して、道徳的責任の帰属は行為文の記述を前提す
るという責任帰属主義を提示することで、単に身体がないというだけで、企業が道徳的責任
の帰属先として不適格になるわけではないことを示す（第 2節）。二つ目に、企業に対する
道徳的責任の帰属が、不公平な処罰をもたらすとする批判に対して、道徳的責任の中核とな
る有責性の問題と、処罰や補償で問題になる責任負担の問題が、概念的に別のものであると
論じることで答える（第 3節）。 
 
1 基本的な責任分類 
ヴェラスキーズの分類 
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責任概念は多義的だと述べた。しかし、問題を企業の道徳的行為者性をめぐる議論に限定
する場合、共有された一つの用法を特定することは可能である。結論から先に言えば、それ
は意図的な行為者による行為あるいはその結果に対して問われる責任である(Corlett 2013, 
French 1979, 1984, 1992, 1995; De George 2013; Moore 1999; Rönnegard 2013, 2015; 
Rönnegard and Velasquez 2017; Velasquez 2003)。関連する責任概念との関係に注意し
ながら、本稿で扱う道徳的責任を確認しよう。 
ここでは、ヴェラスキーズ(Velasquez 2003: 532)の定義する道徳的責任から議論をはじ
める。ヴェラスキーズの定義は、企業の道徳的行為者性をめぐる議論で一般に受け入れられ
たものとされる(Moore 1999: 330)。加えて、ヴェラスキーズは、企業の道徳的行為者性の
批判者の一人として知られる。この論者の定義に従い議論をはじめることは、企業の道徳的
行為者性を擁護しようとする本稿の議論において、同様の立場をとる論者の説明から議論
を始めるよりも、公平な出発点と言えるだろう。 
ヴェラスキーズは、「責任」の語の三つの用法を示しながら、企業の道徳的行為者性で問
題となる道徳的責任を定義する。 
 
1.1 徳責任 
一つ目は、「あの人は非常に責任ある人だ」のような、統合性（integrity)を備えた性格を
持つ人物を記述する用法である。ヴェラスキーズはこれを、徳の意味での責任と呼ぶ。ヴィ
ンセント(Vincent 2011)は、ハートの責任分類を基に独自の分類を提案する中で、この意味
での責任を「徳責任(virtue responsibility)」と呼ぶ。企業や経営者に対して「責任ある人（企
業）」という言明を行うことは一般に流通した用法である。以下では、ヴィンセントと同様
にこのタイプの責任を「徳責任」と呼ぶ。 
徳責任の意味で「責任がある」と言われる人や企業は、一般に自身の役割を果たすことで
そう呼ばれる。企業の徳をめぐる議論は本稿の範囲外である。他方、徳責任の意味で企業や
経営者、従業員が「責任がある」と呼ばれる際に、企業や経営者、従業員に要請される役割
に関する責任が、ヴェラスキーズの分類で二つ目に当たる責任である。 
 
1.2.1 役割責任 
ヴェラスキーズが言う責任の二つ目は、「ビジネスはステークホルダーに支える責任があ
る」のような、将来なされるべきだが、まだなされていない事柄に関する責任である。この
意味での責任は、一般に役割責任（role responsibility）とか、タスク責任（task responsibility）
と呼ばれる(Baier 1991; Hart 2008; Vincent 2011; 瀧川 2003)。上述の通り、企業や経営
者がこの意味での責任を果たしているなら、その企業や経営者は、責任ある企業とか責任あ
る経営者と呼ばれるだろう。 
役割責任との関係で注意する必要があるのが、責務（obligation）や義務（duty）との関
係である。まず、役割責任は、一般に企業の「責務」とか、経営者の「責務」のように、責
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務の語で表現されることもある。本稿でも、基本的に役割責任と責務を互換可能なものとし
て扱う。さらに、本稿では義務も、役割責任と互換可能なものとして扱う。瀧川は、ハート、
ケルゼンの責任分類を参照しながら独自の責任分類を示す中で、役割責任（責務）と義務の
区別に関して、「一般に責任は、比較的複雑で広範な事柄に関する義務であり、一定の期間
継続した配慮と注意を要求する「責任領域」とでもいうべきものを前提としている」（瀧川 
2003: 37）と指摘する。反対に、義務は、継続した配慮と注意を要しない19。しかし、企業
活動は、その場で質問に答える、短期的な指示を実行するなど、継続した配慮と注意を要し
ない短期間の義務の集積を前提する。そして、企業事故や不祥事が生じた場合、ここで言う
義務の履行が問題となる場合も多い。例えば、福知山線事故では、事故に至る一連の経過の
中で、運転士が列車のオーバーランを起こしたことに関して、本部に虚偽報告を行っていた
ことが明らかになっている。これは、正確な報告を行うことを旨とする運転士の役割責任へ
の違反と言えるが、一般的には運転士の報告義務違反と言われるだろう。このように、企業
事故や不祥事では、このような個別の義務違反も問題になる。この点を扱うため本稿では、
一般に義務と理解されるような短期間で履行者に裁量の余地がないような事柄に関しても、
広く役割責任として扱う。 
 
ビジネスと役割責任 
もう一つ、役割責任の語をビジネスで用いる場合、ビジネスに特有の用法との区別に注意
が必要である。1960 年代から 1970 年代まで、ビジネスで役割責任という場合、それは道
徳的な役割責任（例えば、嘘をつかない、他者に危害を与えない）を伴わない、企業内の役
職や職務内容に付随する責務や義務のみを指すと考えられていた。この用法を突き詰めれ
ば、経営者の役割責任は法に従い株主利益を最大化することに尽きるとする、いわゆる企業
の社会的責任への批判論に至る。企業に求められる道徳的な役割責任としてどこまでを正
当化するかは、次章で論じる。現時点では一先ず、本稿ではビジネスの伝統的な用法よりも
広い意味で、つまり道徳的な役割責任を含む意味で、役割責任の語を用いると述べておく。 
 
1.2.2 能力責任 
ヴェラスキーズの分類には含まれないが、役割責任と関わる責任概念を一つ確認してお
く。すでに見たように、役割責任は、短期間で単純な事柄に関する義務とは異なり、一定の
裁量を本質的な構成要素とする（瀧川 2003: 37）。そのため、役割責任は、裁量を行使する
行為者の能力を前提する。ヴィンセントやハートは、このように行為者に前提される能力の
ある状態を表す責任概念を、「能力責任（capacity responsibility）」と呼ぶ(Hart 2008; 
Vincent 2011)。ここで問題になるのは、「（我々が）何をすべきか、あるいはすべきでない

 
19 義務はあっても責務や責任はない場合の例として、瀧川は、教師にゴミ拾いを命じられた生
徒には、ゴミ拾いをする義務はあっても、ゴミ拾いをする責任や責務はないとする（瀧川 
2003: 36）。 
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かを理解し、何をすべきか熟考し決定し、そうした決定に照らして（我々の）行動を制御す
る能力」(Hart 2008: 218)である。 
役割責任は、このような能力責任を前提する。つまり、後者が否定されれば前者も否定さ
れることになる。例えば、船の操縦を誤り転覆させた船長の例を考えよう(Vincent 2011)。
この事例で、船長が実は鬱状態にあったと主張するなら、それは船長には能力責任の意味で
責任はなかったと主張している。そして前記のことから、船長は船の操縦という役割責任を
果たす能力に欠ける状態にあったと考えられるため、船長には安全運行の役割責任がなか
ったことになる。このように、ある行為者に役割責任があるという場合、その行為者に一定
の能力責任のあることが前提される。責任概念の分類に能力責任を含めることを否定する
議論もある（瀧川 2003: 27）。しかし、本稿の全体を通じて見るように、企業の道徳的行為
者性をめぐる多くの議論は、企業の行為能力や判断能力に関わるものであり、そうした問題
を企業の能力責任の問題と総称することは有益である。実際、以下で見るように、この責任
類型があることで、企業の道徳的行為者性をめぐる議論をより詳細に分類することができ
るようになる。したがって本稿では、対象に要請される役割責任の前提となる能力のあるこ
とを指して、「能力責任」があると言うこととする。 
ここまでをまとめれば、対象に能力責任が認められる場合に、その対象に役割責任が認め
られる。そして、対象が役割責任を首尾よく果たしている場合に、その対象に徳責任が認め
られる。このような関係がある。 
 
1.3 因果責任 
ヴェラスキーズが言う責任の用法の三つ目は、「第二次世界大戦の責任はヒトラーにある」
のように、誰かあるいは何かがすでに引き起こした行為や出来事に向けられる責任である。
ヴェラスキーズはこの責任を「因果責任」と呼ぶ。因果責任には、さらに二つの区別がある。 
 
1.3.1 自然の行為者に帰属される責任 
一つ目は、「街を破壊した責任はハリケーンにある」のように、自然の行為者に帰属され
る責任である。ヴェラスキーズは自然の行為者とするが、この意味での責任の帰属対象に
は、自動車が建物に衝突して建物を破壊する場合のように、人工物も含まれるだろう。企業
がこの意味での責任を帰属されることもある。日常の言葉遣いで言えば、「企業が是々の被
害を生じさせた」という言い方は珍しいものではない。民事責任では、この意味での責任を
もって、企業は損害賠償責任を負うことになる20。 
このタイプの責任が帰属されるためには、原因と結果との間に本質的な関連がなくては

 
20 例えば、製造物責任法は、製品の欠陥と被害の間に因果関係があることをもって、製造元の
企業に損害賠償を認める法律である。これは、厳格責任あるいは無過失責任(strict liability)と
呼ばれる責任類型の一種である。このように法的実践では、企業を因果責任の帰属先とするこ
とが行われる。 
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ならない。すなわち、引き起こすものと引き起こされるものの間に、真正な因果関係が必要
となる（Feinberg 1970：207）。他方で、この意味での責任が帰属されるとしても、必ずし
も道徳的な意味で責任が帰属されるわけではない。企業の道徳的行為者性で問題になる道
徳的責任は、ヴェラスキーズが言う因果責任の二つ目の意味の責任である。 
 
1.3.2 意図的な行為者に帰属される責任 
二つ目の意味での因果責任は、意図的な行為者（intentional agents）に帰属される責任
である21。これが、企業の道徳的行為者性で問題になる道徳的責任である。この責任は因果
責任のうちでも、「人間のような意図的行為者が何らかの過去の出来事を引き起こし（ある
いは引き起こすのを助け）、そしてそれを意図的に行った場合に、我々が彼らに帰属する種
類の因果責任」(Velasquez 2003: 532）である。 
因果責任との違いは、問題となる結果を意図的にもたらしたかどうかにある。例えば、A
が Bを銃で撃ち殺した場面を考えよう(Vincent 2011)。ここで、Bの死の原因はAが Bに
発砲したことである。そのため、A による発砲に B の死に対する因果責任を認めることが
できる。しかし、Aが発砲したのは木陰から出てきたBを熊と間違えたからかもしれない。
その場合、Aに Bを撃ち殺す意図はないため、直ちにAに道徳的責任があるとは言えない。
何らかの出来事に因果責任が認められるとしても、道徳的責任が直ちに導かれるわけでは
ない22。以下、特に断りのない限り、「因果責任」を用いる場合は、道徳的責任を含まない意
味での因果責任を指し、「道徳的責任」を用いる場合、因果責任があり、かつ意図的行為に
基づき帰属される意味での責任を指す。 
 
出来事への関与 
因果責任と道徳的責任の違いは、問題とされる出来事への関与の仕方の違いとしても整
理される。まず、因果責任と道徳的責任は両方とも、「過去の出来事に対する何らかの作用・
生成・連関・関与」を記述する仕方で、「出来事の原因をある存在者に帰属せしめる」（瀧川 
2003: 30）役割を持つ。別の言い方をすれば、因果責任と道徳的責任は、いわゆる後ろ向き
の責任、つまり「ある人はある過去の出来事に対して責任がある」のような形で表現される
責任である。瀧川は、このような責任を「関与責任」と呼び、次のように言う。「すなわち、
関与責任はあるかないか(あったかなかったか)であり、負わされたり引き受けられたり果た
されたりすることはできない。したがって、関与責任をある責任と呼ぶことができるだろ

 
21 本稿で行為者が意図（intention）を持つという場合、それが次の二種類の意図を持ち得るこ
とを指す。すなわち、行為者が行為の遂行中に持つ意図と、行為に先立って持つ意図である。
以下で見る議論では、前者はブラットマンの現在指向的意図、サールの行為内意図に相当す
る。後者は、ブラットマンの未来指向的意図、サールの先行意図に相当する。 
22 例えば、オースティンは次のように言う。「責任について考えるとき、ある人がAをするこ
とを意図したかどうか、あるいは意図的にAをしたかどうかを立証すること以上に重要なこと
はほとんどないと考えられている」（Austin 1970: 273）。 
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う」（ibid.）。 
他方で、因果責任と道徳的責任には次の違いがある。すなわち、因果責任は行為ではない
出来事としての関与を問題とするのに対し、道徳的責任は行為としての関与を問題とする。
例えば、因果責任が問題になる場合、「この自動車事故の責任はブレーキの故障にある」の
ように、行為ではない出来事としての関与を問題にする。この点で、因果責任の探求は無限
に遡ることが可能である。例えば、自動車事故の原因はブレーキの故障である、ブレーキの
故障の原因は部品の劣化である、部品の劣化の原因は劣悪な環境であるのように、因果責任
の探求は限りなく遡及することができる。瀧川は次のように言う。「因果的責任の探求は原
因の探求と重なり合う」（ibid. 32）。これに対し、道徳的責任が問題になる場合、「この自動
車事故の責任は運転者の前方不注意である」のように、行為としての関与が問題になる。瀧
川によれば、因果責任の追求は無限に遡及することができるのに対し、行為としての関与は
無限に遡及することができない。追求の帰着点は行為者だからである23。逆に言えば、ある
ことの原因を行為者を越えて遡る場合には、行為ではなく出来事としての関与が問題とな
る。まとめれば、このように因果責任と道徳的責任は、両方とも出来事への関与を問題とし
ながら、問題とする関与のレベルを異にする責任概念である。 
 
法的責任、道徳的責任、社会的責任 
ヴェラスキーズの定義とそれに関する補足は以上である。以下で全体を整理する前に、二
点補足を行う。 
一つ目に、ここまでの責任分類と、法的責任、道徳的責任、社会的責任、といった分類の
関係である。本稿では、法的責任、道徳的責任、社会的責任といった区別を、参照される規
範による区別と考える（瀧川 2003: 20）。瀧川は、責任実践において参照される規範を「責
任規範」と呼ぶ。過去の行為や出来事に関して責任規範への違反があれば、違反およびその
帰結に基づき対象や行為者に責任が帰属される。道徳的責任で言えば、それは意図的に行為
した結果、何らかの道徳規範に違反したことで帰属される責任である。責任規範には、道徳
規範の他にも、法規範・政治規範・学問規範などがある。それぞれ、法的責任とは、法規範
に違反したことで帰属される責任であり、政治的責任とは政治規範に違反したことで帰属

 
23 このように言う場合、行為者を行為の創始者と考える行為者因果性が問題になるように思わ
れる。しかし、本稿ではここでの因果責任と道徳的責任の違いに関して、企業事故をめぐって
なされる事故の記述を念頭に置いている。以下で論じるように、例えば福知山線事故を、事故
を起こした列車のブレーキ遅れとして記述するか（出来事としての関与の記述）、運転士、JR
西日本の経営陣、あるいは JR西日本それ自体の行為として記述するかに応じて（行為として
の関与の記述）、帰属される責任の種類とその帰属先が異なることになる。本稿は、このよう
な複数の選択肢があり得る企業事故や不祥事の記述の適切さが、企業の道徳的責任の問題の中
核にあると考える。企業の道徳的行為者性をめぐって行為者因果性に訴える議論は、第 5章 3
節で、行為への関与に訴えるタイプの議論として言及する。本稿が責任分類で依拠する瀧川
は、フィッシャーとラヴィッツァ(Fischer and Ravizza 1998)が論じる理由反応性を用いてフ
ランクファートの階層説を補強する仕方で、行為者因果性が理由を用いる能力であると論じる
（瀧川 2003: Ch.3）。 
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される責任であり、また、学問的責任とは学問規範に違反したことで帰属される責任である
等々、参照する責任規範に応じてことで帰属される責任が変化する。 
この整理によるならば、企業の社会的責任は、企業が社会規範に違反したことで帰属され
る責任となる。このように、企業に帰属される責任概念を参照される規範によって区別する
ことで、各種の責任が同じ責任の問題でありながら、同時に異なる点を整合的に説明するこ
とができる。例えば、「ゲームの基本的規則が法律によって制定され、それがビジネスの詐
欺行為を見つけ罰しようとしている。しかし、会社が法律によって制定されたゲームの規則
に反しないかぎり、会社は利潤だけを考えてその戦略を形成する法的権利を有している」
（Carr 1968:144）のような言明は、ビジネスの実践では法規範のみが参照され、道徳規範
や社会規範が参照されないことを主張する言明である。反対に、企業を「社会が要求する
（新しい規範を含めた）社会規範を守る道徳的主体として見なされても仕方のない存在」
（宮坂 2018: 20-1）とする言明は、ビジネスの実践で社会規範が参照されることを主張す
る言明である。 
役割責任や能力責任に関しても、同様に参照される責任規範によって、内容が異なると考
えられる。例えば、ビジネスの実践で道徳規範や社会規範が参照されることはないと主張す
る言明からは、ビジネスでは、例えば他者に危害を与えないことや嘘をつかないことなど
の、道徳規範あるいは社会規範に基づき行為する能力責任や、それを実行する役割責任が要
請されないことになる。したがって、参照される責任規範によっては、「秘密主義、スパイ
活動、欺瞞は、組織の行動を間違ったものにしない」ことがあり得るし、より極端に言えば、
そうした行為は、「むしろ組織の目的に適うなら、それらは正しく、適切で、実に合理的な
もの」（Ladd 1970: 500）ですらあり得ることになる。 
 
過失の問題の位置づけ 
二つ目に、意図的行為の問題における過失の位置づけを確認する。一般に、企業事故で問
題になるのは、企業が意図して事故を起こした場合だけでなく、企業が過失により事故を起
こした場合だろう。法人処罰をめぐる刑法上の議論では、企業に積極的な行為能力を認める
ことが困難でも、義務違反による過失なら認めることができるとする議論もある(美濃部 
1939; 樋口 2021)。この点から見れば、企業に意図的行為の能力があることを論証する方
が、例えば企業に予見可能性に基づく義務違反のような過失を犯す能力があることを論証
するよりも、理論的な難易度が高い24。 
しかし本稿では、基本的に上で見た通り、道徳的責任を意図的行為としての関与を問題に
する責任として議論を進める。本稿の目的が、企業に十全な意図的行為の能力があるかを論
じることで、現代企業の諸特徴やそれをめぐる我々の実践のあり様を明確にすることだか
らである。企業による過失を犯す能力は、企業に意図的に行為する能力のあることを論証す

 
24 ギブソン(Gibson 1995)は、意図を前提する刑事責任ではなく、過失に基づく不法行為の点
から企業責任を論じることを提案する。 
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ることで、必然的に正当化されるものと想定する。したがって、以下の議論でも、引き続き
問題を企業の意図的行為の問題として進めるが、その問題意識には注意義務違反による過
失も含まれるものと考える。 
 
1.4 企業の道徳的責任 
さて、ここまで問題となる道徳的責任が、基本的に意図的に行為した結果に関して帰属さ
れる責任であることを見た。ここで、企業の道徳的行為者性を正当化する論証を、次のよう
に示すことができる（Velasquez 2003: 451）。 
 
(1) 道徳的に責任があるのは(1)因果責任があり、(2)意図を持つ場合である。 
(2) 企業はしばしば(1)(2)を充たす。 
(3) よって企業はしばしば道徳的に責任がある。 
 
したがって、企業の道徳的行為者性の妥当性は、企業が意図的に行為を引き起こすことが
できるかどうかで決まることになる。これが企業の道徳的行為者性をめぐる議論で一般に
論じれられる問題である。例えばフレンチは、企業への道徳的責任の帰属を擁護した記念碑
的な論文（French 1979: 211）で、問題となる道徳的責任は、次の連言命題で表現される
とする。すなわち、一つ目の命題は、ある事象（通常は不都合な事象）の原因として、その
対象者の行為を記述するものであり、二つ目の命題は、問題の行為が対象者によって意図さ
れたか、あるいは問題の事象が対象者の意図的行為の直接の結果であったことを記述する
ものである。この二つの命題の連言を主張することが、すなわち道徳的責任の帰属を主張す
ることである。 
こうした道徳的責任の規定は、ここまで見た責任類型を踏まえることで、さらにいくつか
の問題に分けることができる。ここまでに見た責任類型との関係を確認していく。 
まず、因果責任との関係である。振り返っておくと、道徳的責任は因果責任のあることを
前提するが、逆はそうではない。因果責任が認められた上で、さらに行為者に意図や予見可
能性が認められるなど、何らかのレベルで行為としての関与が認められることが必要とな
る。 
次に、能力責任との関係である。問題ある出来事に関して、意図的行為としての関与を問
題にするためには、行為者に相応する能力のあることを前提する。例えば、A が B を撃ち
殺した事例を考えよう。実はこの事例で、Aが精神薄弱の状態にあり、Bを意図して撃ち殺
せる精神状態になかった場合、Aには能力責任の意味で責任がない。このように、道徳的責
任の問題は、行為者に能力責任が認められるかを問う問題でもある。すでに述べた通り、企
業の行為能力や判断能力が、企業の道徳的行為者性をめぐる主要な問題となる。 
最後に、役割責任との関係である。すでに述べた通り、役割責任は参照する責任規範に応
じて内容を異にする。そして、これもすでに述べた通り、ビジネスの領域では、その活動で
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道徳規範は参照されないと主張する議論がある。そうした主張が正しいならば、ビジネスの
活動で道徳規範は参照されず、したがってそれに伴う道徳的な役割責任は存在せず、それゆ
え道徳的責任も存在しない。そうした理路が成立する。このように、企業の道徳的行為者性
の問題では、ビジネスの活動で参照される規範の種類・内容も問題になる。 
まとめよう。対象に道徳的責任が帰属されるためには、まず行為と結果の間の因果連関が
本質的であることを前提する（因果責任）。さらに、行為者が意図的に行為するために必要
な能力を備えていることを前提する（能力責任）。そして、問題となる行為の領域で道徳規
範を参照した道徳的な役割責任のあることを前提する（役割責任）。つまり、意図的に行為
する能力を備え、道徳規範に照らした役割責任があり、行為と結果の間に本質的な因果連関
があり、そして行為が意図的になされた場合、行為者はもたらした結果に道徳的責任を問わ
れることになる。以下で「道徳的責任がある」と言う場合、基本的にこの意味で用いること
とする。 
この整理を踏まえれば、企業の道徳的行為者性を正当化する論証を、より細かな論点に分
けることができる。先に見た企業の道徳的行為者性を正当化する論証は次のものだった。 
 
(1) 道徳的に責任があるのは(1)因果責任があり、(2)意図を持つ場合である。 
(2) 企業はしばしば(1)(2)を充たす。 
(3) よって企業はしばしば道徳的に責任がある。 
 
ここまでを踏まえるなら、まず(1)は、能力責任の意味での責任、すなわち意図的に行為
を引き起こす能力が問題になっている。また、同時に(1)は、行為者に道徳的な役割責任が
認められることの問題にもなっている。道徳的責任は道徳的な役割責任を前提するからで
ある。 
次に、(2)に関しても、企業に能力責任が認められるかどうか（意図的に行為することが
できる）、企業に道徳的な役割責任があるかどうか、という二つの問題が含まれることが分
かる。したがって、上記の論証の(2)は、次のように細分化することができる。 
 
(2)-1 企業に能力責任が認められるか（企業に意図的行為が可能か） 
(2)-2 企業に道徳的な役割責任があるか（企業の役割責任は何か、ビジネスで参照される
責任規範は何か） 
 
このように問題を細分化することで、企業の道徳的行為者性をめぐる議論を、単にそれを
肯定するか否定するかだけでなく、(2)-1 と(2)-2 の肯定・否定の組み合わせとして、四つに
分類することができる。 
 
(a) 役割責任、能力責任を共に否定するタイプの議論 
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企業に道徳的な役割責任が要請されること、また企業に意図的行為の能力があることの
両方を否定する議論である。企業の役割責任は株主利益の最大化であると主張するフリー
ドマンの議論は、このタイプに相当する。論文「企業の社会的責任はその利益を増大させる
ことである」（Friedman 1970）で、フリードマンは、「責任を持ち得るのは人間だけであ
る。企業は人工的な人間であり、その意味では人為的な責任を持つことができるが、『ビジ
ネス』全体としては、この曖昧な意味でも責任を持つとは言えない。企業の社会的責任の教
義を検討する上で、まず明確にしなければならないのは、それが誰に対して何を意味するの
かを正確に問うことである」（ibid.）と述べ、企業の能力責任を否定する。さらに、フリー
ドマンの議論は、一般に企業活動で道徳規範は参照されないと主張するものと解されるた
め25、企業活動に従事する個人に関して、道徳的な役割責任は要請されない。このタイプの
議論では、企業の道徳的責任だけでなく、個人の道徳的責任も成立しない。 
 
(b) 役割責任を否定し、能力責任を認めるタイプの議論 
企業の道徳的な役割責任のみを否定する議論であり、企業に意図的行為の能力があるこ
とを否定しない議論である（明示的に肯定しない場合もこれに含む）。次章で取りあげるラ
ッド（Ladd 1970）は、組織の決定や行為は組織それ自体のものであり、組織内の個人には
帰属されないと論じる一方、組織の言語ゲームに道徳の語彙が存在しないため、組織の行為
に道徳的なものはあり得ないと論じる。 
このタイプの議論では、個人だけでなく企業もまた行為者であると理解するが、道徳的な
役割責任が成立しないため、誰が行為者であっても道徳的責任は成立しない。 
他に、本稿では補足的な扱いとなるが、例えばサッカーチームのような集団の行為者性を
認めるタイプの議論(González de Prado Salas and Zamora-Bonilla 2015)も、集団（企業）
にある種の行為能力を認めながら、その道徳的な役割責任は認めない議論に分類できる。集
団（企業）が行為する規範に応じて行為者性の特徴が変わると論じる議論もある(Hussain 
and Sandberg 2017)。 
 
(c) 役割責任を認め、能力責任を否定するタイプの議論 
企業に道徳的な役割責任のあることを否定しないが、企業に行為能力があることを否定
する議論である。現行の企業の道徳的行為者性に対する主要な批判が、このタイプに分類さ
れる。行為の意図をはじめ、企業の志向的状態を否定する議論がある(Danley 1980; Keeley 
1981; Rönnegard 2013, 2015; Rönnegard and Velasquez 2017; Velasquez 1983, 2003)。 
他に、道徳的行為者性であるために要請される能力として、感情(Rönnegard and 
Velasquez 2017; Sepinwall 2016)、知識(Rönnegard and Velasquez 2017)、二階の志向
性(Rönnegard 2013, 2015; Rönnegard and Velasquez 2017)を持つことがあげられ、企
業がいずれも持ち得ないと論じられる。 

 
25 このようなステレオタイプ的なフリードマン理解の妥当性は、第 2章 2節で検討する。 
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(d) 役割責任、能力責任を共に認めるタイプの議論 
企業の道徳的行為者性を肯定する議論である。まず、企業の道徳的な役割責任と能力責任
を共に正当化する議論がある(Donaldson 1982; De George 2013; Goodpaster 1983; 
Goodpaster and Matthews 1982)。現行の議論では、意図的行為をはじめとする企業の行
為能力の正当化に焦点を当てる議論が多い（Arnold 2006; Bratman 2017; Corlett 2013; 
French 1995; Gilbert 2014; Hess 2014; List and Pettit 2011; Pettit 2007, 2017)。 
このように整理することで、企業の道徳行為者性をめぐる議論で正当化すべき論点が明
確にできる。次章以降の議論では、上記の整理にしたがって検討を行っていく。 
 
2 身体の有無に訴えるタイプの議論 
本章の以下では、ここまで見た「企業の道徳的責任」という問題の立て方への批判に応答
する。 
 
2.1 精神も肉体も持たない企業に行為は不可能である 
企業の意図や行為という問題に対して、まず浮かぶ疑問として次のものがあるだろう。す
なわち、企業に意図的行為が可能かどうかが問題になっているが、そもそも「精神も肉体も
持たない」企業が意図を持つことも、それを行為として実現することも不可能ではないか。
冒頭で示した奥村の言葉を再掲する。 
 
日本の刑法では、犯罪とは意思と行為の結果である。ところが、法人には身体がなく、
頭脳もない。したがって意思もなく、行為能力もない。だから法人には犯罪能力はなく、
刑法で罰することはできない（奥村 2013:10）。 
 
ここでは刑事責任が問題にされているが、道徳的責任でも問題は同様である。身体も意志
もない企業に行為能力はないのだから、企業が行為者であるということはあり得ない。この
問題提起は、基本的に正しい。この点に根気よく答えることが、企業の道徳的行為者性をめ
ぐる現行の議論の最も重要な課題といってよい。 
問題を精神と肉体の問題に分けよう。まず、精神の問題、つまり企業に行為の意図は持ち
得ないという点は、第 5章を通じて、全面的に反論する。次に、企業に肉体が無い、つまり
企業は行為を遂行するための身体を持ち得ないという点である。この点も第 5 章まで結論
は持ち越しになる。しかし、少なくともここでは、企業の意図的行為の問題が、単に企業に
身体が無いという点をもって単純に棄却できる問題でないことを確認する。 
結論から言えば、企業に身体の無いことが、企業の意図的行為の問題を単純に棄却し得な
いのは、道徳的責任の問題が、基本的に行為としての記述の問題であり、出来事としての身
体運動の記述の問題ではないことによる。これは、上で見た、道徳的責任が行為としての関
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与を問題にする責任であることの帰結である。この点を、瀧川が言う「責任帰属主義」の点
から確認する。 
 
2.2 責任帰属主義 
瀧川によれば、我々はある出来事を行為として記述することで、行為者に行為の責任を帰
属させる(瀧川 2003: 30)。この議論は、ハートの議論を再構成したものである。ハートは、
行為を含む文の意味は事態の記述ではなく責任の帰属であると主張した。ハートによれば、
行為を含む文を事態の記述であるとするのは、いわゆる記述主義の誤謬を犯している。例え
ば、「Aは Bを殴った」という言明は彼の身体の動きを記述する言明ではなく、Bを殴った
ことの責任を A に帰属する言明である。ハートはこの立場を撤回したが、瀧川はこれを次
のような仕方で再構成して擁護する。 
それによれば、ハートの議論の問題点は次の二つである。第一に、例えば「Cはピアノを
弾いた」あるいは「Dは夕食についた」という行為文は、事態を記述しているだけであり、
責任の帰属は行っていない。確かに、例えばピアノの騒音が問題となる場合のように、「C
はピアノを弾いた」という文は状況によっては責任の帰属を行うかもしれない。しかし、ハ
ートが主張するように、行為文が常に責任の帰属を行っているとは限らない。第二に、ハー
トの主張では、事態記述と責任帰属がそれぞれ排他的に別種の文を構成するものとして考
えられている。 
この二点に対し瀧川は、両者はむしろ同一の文に関してそれぞれ別種の相を構成すると
主張する。瀧川はオースティンの発語内行為（Austin 1962）の理論に照らして責任帰属主
義を再構成する。オースティンによれば、我々の言語行為の特徴は、我々が何かを意味する
発話行為を遂行することで、同時に主張や約束、命令や宣言など、単に何かを意味するに留
まらない発語内行為を遂行する点にある。この点から見ることで、行為文が単に出来事を記
述するだけでなく、同時に責任の帰属も遂行する場合もあることを説明できる。すなわち、
「行為文では、発話行為の相では行為の記述が行われているが、発話内行為の相では状況に
よっては責任の帰属が行われている」(瀧川 2003: 30)。このように見れば、行為を記述する
文には、行為記述と責任帰属の二つの相を認めることができるし、かつそれが状況に応じて
使い分けられることも説明できる。 
 
瀧川の議論の検討 
行為を記述することに二つの相があるという瀧川の指摘は正しい。しかし、その整理の仕
方には、言語行為論の視点から疑問が残る。瀧川は発語行為に行為を記述する相を認める
が、行為文の使用（行為を記述すること）は主張の発語内行為に相当する。オースティンの
言語行為論を独自の仕方で洗練させたサールによれば、主張の機能は、世界の有り様を表す
と称することである。そして、それは世界の実際の有り様を表す程度に応じて真あるいは偽
と評価される(Searle 2010: 11[14])。そうであれば、発語行為に行為を記述する相を認め、
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発語内行為に責任帰属の相を認めるという瀧川の整理は成り立たない。むしろ、責任帰属は
主張の発語内行為を遂行する中で、場合により遂行される付加的な機能であると考える方
が適切である。すなわち、主張の発語内行為は、しばしば単に行為者の行為を記述するが、
場合によって、行為者に責任を帰属させる役割も果たす。このように整理すれば、同一の行
為文が行為記述と責任帰属の二つの相を持つことを説明しつつ、言語行為論とも整合性を
保つことができる。 
このように再構成された責任帰属主義から、行為文は全てではないが、しばしば道徳的責
任の帰属を行うという機能を持つということができる。というより、むしろ一般に行為とし
ての記述が問題になるのは、行為者に道徳的責任を帰属する際に、行為としての記述が必要
とされるからである。瀧川は言う。「責任が語られるのは通常何か望ましくない事態や都合
の悪い事態が生じたとき」（瀧川 2003: 34）である。あるいはフレンチが言うように、我々
は人生を彩る成功よりもむしろ失敗の方に興味があるのかもしれない（French 1974: 210）。
いずれにせよ、何かしら問題ある出来事が生じた場合、単に出来事としての身体運動の記述
ではなく、意図的行為としての記述が問題になる。 
 
企業の道徳的責任をめぐる行為文の使用 
そして実際、我々は企業活動に関わる道徳的（あるいは法的、社会的）責任の帰属先を、
行為文の記述から判断する。例えば、福知山線事故で、航空・鉄道事故調査委員会の調査報
告書は、事故原因を「本件運転士のブレーキ使用が遅れたため、本件列車が半径 304ｍの右
曲線に制限速度 70km/h を大幅に超える約 116km/h で進入し、1両目が左へ転倒するよう
に脱線し、続いて 2両目から 5両目が脱線したことによるものと推定される」(航空・鉄道
事故調査委員会 2007: 243)と記述する。この記述に関して、二つの捉え方ができる。 
一つ目に、この記述を、当該事故を「ブレーキ遅れを原因とする列車のカーブへの速度超
過による侵入」として記述するものと捉えることができる。これは、当該事故を生じさせた
出来事としての関与を記述する文に相当する。すでに見たように、出来事としての関与を記
述することでは、道徳的責任は特定されない。 
二つ目に、この記述を、運転士のブレーキミスを記述するものとして捉えることができる。
その場合、当該事故は、運転士の行為が適正なブレーキ操作や安全運転のような役割責任に
違反したことを記述するものとして理解できる。そうであれば、当該事故の道徳的責任の帰
属先は運転士ということになる。実際、例えば福知山線事故遺族の淺野氏は、「なぜ結論の
部分では、事故の直接原因と、日勤教育の影響をにおわすだけで終わっているのか…これで
は、JRの言う運転士個人のミスということになってしまう」(松本 2018: 130)と述べる。 
反対に、事故の道徳的責任を JR 西日本に帰属させるのであれば、例えば、「福知山線事
故は JR西日本によって引き起こされた」のような、企業を行為者とする行為文を使用する
必要がある。実際、福知山線事故への JR 西日本の関与の検証結果の中には、「速達化計画
を進める際は必ず安全問題も検討するような安全管理体制を構築しておくことは、鉄道事
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業者の責務と考えられるが、JR 西日本はその責務を十分に果たしていなかった」(JR 西日
本安全フォローアップ会議 2014: 48)と指摘するものもある。 
このように、企業活動を対象とする行為文の記述は、道徳的責任の帰属先の特定にいわば
論理的に結びついている。そして、この点から見るなら、問題は企業に身体がないことより
むしろ、企業を行為者とする行為文の記述や語りが適切な言明と言えるかどうか、となる。 
 
問題は行為文の使用の適切さにある 
もちろん、道徳的責任の帰属に関して行為の記述が本質的であるというだけでは、企業を
行為者とする行為文が適切であることにはならない。さらに言えば、企業が身体を持たない
ことは、企業を行為者とする行為文のうち特定のものを否定する理由になる。単純な例で言
えば、「企業が誰々を殴打した」のような行為文を使用すれば、企業が身体を持たないとい
う理由から、不適切な言明とみなされるだろう。しかし、ここまでの議論の眼目は、企業に
身体がないという理由だけでは、同じ仕方で全ての企業の行為文を否定するのには十分で
はないということである。 
この点を踏まえれば、問題になるのは、身体運動を本質的な要素としないような行為類型
（例えば、鉄道の自動速度制御装置の設置に関する意思決定のような、認知的要素を本質と
する行為類型）に関して、企業を行為者とする行為文は全て不適切とみなされるのか、言い
換えれば、企業を行為者とする行為文のうち適切と言えるものが一つでもあるかどうか、と
いう点である。この点に関して、身体がないという点だけをもって答えることはできない。 
 
2.3 行為記述の複数性 
最後に、ここまでの議論を、企業活動を記述する行為文一般の問題として整理することで、
企業の道徳的責任の問題を含めた、企業活動をめぐる行為文の選択肢を整理する。 
責任帰属主義の前提は、出来事の記述に複数の形があり得るという点にある。例えば、A
が Bの顔を殴ったという出来事は、Aが伸ばした腕がBの顔に当たったというAの身体運
動としても記述することができるし、あるいはAが Bの顔を殴った行為としても記述する
ことができる。あるいはそれは、A に対する B の叱責として記述できる場合もあるかもし
れない。 
さらに、企業活動の道徳的責任が問題になる場合、複数ある行為文の選択肢に、企業を行
為者とするものが加わる。フレンチは、道徳的責任を帰属される行為者をデイヴィドソン的
行為者と呼び、企業がそれに当てはまると主張する(French 1979: 211)。デイヴィドソン的
行為者とは、複数あり得る行為文の中で、問題となる対象（ここでは企業）を行為者として、
その意図的行為を真に記述することができる場合の行為者のことを言う26。意図的行為を真

 
26 フレンチは、デイヴィドソンの次の論文を参照している(Davidson 1971)。デイヴィドソン
自身がフレンチの議論を支持するかは定かではないが(杉本 2008:45)、デイヴィドソンはフレ
ンチの議論にコメントはしていたようである(French 1984:ⅷ)。 
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に記述することができるとは、意図的行為の行為者として、行為文からその対象を消去でき
ないことを意味する。 
例えば、ある企業活動を企業の意図的行為として記述する文が、取締役会を構成する個々
人の意図的行為を記述する行為文の省略表現に過ぎないのであれば、企業は元の行為文か
ら消去可能であり、企業を行為者とする行為文は真ではないことになる。他方、ある企業活
動に関する行為文から、企業を行為者として消去できないのであれば、企業は消去不可能な
デイヴィドソン的行為者であり、それ自体で意図的な行為者と言える。この議論の妥当性は
第 4章で検討する。 
現在の議論で重要なのは、このように企業の道徳的責任が問題である場合、複数ある行為
文の選択肢の候補に、企業を行為者とするものが含まれる点である。そして、福知山線事故
の例で見たように、問題ある企業活動を誰の行為（あるいは過失）として記述するかに応じ
て、その道徳的責任の帰属先は変化する。この点に、すでに見た責任帰属主義を踏まえるな
らば、同一の企業活動に関して、それに関与したことに関する責任をめぐる記述の選択肢は
次のようになる。 
 
(1) 出来事としての記述（因果責任の記述、例えば、速度超過による列車のカーブ侵入）。 
(2) 企業内の個人あるいはその複数の行為としての記述（個人を行為者とする行為文、例
えば、運転士のブレーキミス）。 
(3) (2)を通じた個人への道徳的責任の帰属（個人の道徳的責任の記述、例えば、ブレーキ
ミスを犯した運転士に道徳的責任がある）。 
(4) 企業の行為としての記述（企業を行為者とする行為文、例えば、鉄道会社が事故を引
き起こした）。 
(5) (4)を通じた企業への道徳的責任の帰属（企業の道徳的責任の記述、例えば、脱線事故
を起こした鉄道会社に道徳的責任がある）。 
 
企業の道徳的行為者性を正当化することは、(1)から(3)に加えて、(4)と(5)が適切であると
認めることに等しい。反対に、企業の道徳的行為者性を否定する場合、最低でも(5)を否定
することができればよい。(4)を認めても、(5)道徳的責任の帰属までは認めないという立場
も可能だからである（例えば、役割責任を否定して能力責任を認めるタイプの議論がこれに
該当する）。 
前章で見たように、本稿の目的は企業の道徳的行為者性が成立する場合が少なくとも一
つあると示すことである。したがって、本稿の目標は、企業活動の記述に関して、少なくと
も一つ、(4)ならびに(5)が適切であるような事例が一つあることを示すこととなる。 
 
3 負担責任に訴えるタイプの議論 
企業の道徳的責任という問題に対する批判に、企業に道徳的責任を帰属させる場合の負
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担と処罰の問題がある（Lewis 1948; Hasnas 2012; Velasquez 1983, 2003）。これを総括
する議論として、レンネガード＆ヴェラスキーズ(Rönnegard and Velasquez 2017)の議論
を確認する。 
 
3.1 不正な処罰の問題 
レンネガード＆ヴェラスキーズによれば、企業の道徳的行為者性が認められる場合、道徳
的責任のない無実の個人が罰を受けることになるため、企業の道徳的行為者性は不正であ
る。なぜなら、企業の道徳的責任に基づく処罰や制裁は、企業そのものに与えられるべきだ
が、それが何らかの効果を持つためには、必然的にそれが企業の構成員に与えられる必要が
あるからである。 
例えば、ある企業が与えた損害に対して法的にも道徳的にも責任があるとされ、罰金や損
害賠償の支払いを強いられる場合、その資金は株主の持分や利益、管理者の給与、あるいは
労働者の賃金から捻出されなければならない。また、ある企業がその不正行為に対する罰と
して解散させられる場合、解散しなければならないのは個々のメンバーであり、そのキャリ
ア、収入源は失われることになる。そうした負担を課される者の中には、企業による不正行
為を知らなかった者、知っていても参加を拒否した者、さらに知っていて不正行為を防ごう
とした者まで含まれるかもしれない。 
さらに、企業がその不正行為に対して道徳的責任があり、その責任に関して罰せられるの
であれば、企業内で不正行為者に関与した個人が罰せられることに加えて、企業それ自体に
さらなる罰が与えられることになる。その場合、不正行為に参加し、その道徳的責任に関し
て十分に処罰された個人が、今度は自身の関与した責任ではないこと、つまり、企業それ自
体が関与したとされることについて、再び処罰されることになる(Rönnegard and 
Velasquez 2017: 133)。                            
レンネガード＆ヴェラスキーズは、このように企業の道徳的行為者性を認めた場合の処
罰のあり方が不正であることを、企業の道徳的行為者性を否定する理由にあげる。 
この問題に対して、ここであげられた企業の責任負担の問題と、ここまでに見た企業の道
徳的責任の問題が、関連するが別の問題であると答えることで応答する。すなわち、以下で
見るように、企業の道徳的責任の問題は、企業にどのような負担をどのように課すかを問う
負担の問題とは、概念的に別の問題であるため、上記の批判は、企業に道徳的責任を問うこ
とそれ自体への批判としては成立しない。 
 
3.2 Responsibility と Liability 
まず、日本語における訳語の統一を行っておく。上で取りあげられた制裁・処罰の問題で
は、通常 liability の語が用いられる。これは一般に、「負担あるいは不利益を意味する概念」
（瀧川 2003: 35）である。具体的には、法的には刑罰・損害賠償などが、道徳的・社会的
には非難や配慮・辞任・解任などが含まれ得る（ibid.）。他方、日本語で liability は、
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responsibility と共にしばしば責任の語をあてられる。混乱を防ぐため、以下では、
responsibility にはこれまで通り「責任」の語をあて、liability には「負担責任」の語をあ
てる27。 
 
3.3 有責性と負担性 
次に、道徳的責任と負担責任の違いに移る。両者の重要な違いは、「転嫁可能性 
(transferability)」(瀧川 2003: 35）にある。すなわち、負担責任における負担は規範違反者
から他者へ転嫁可能であるのに対し、道徳的責任に前提される有責性は他者へ転嫁しない。 
まず、有責性の概念を確認する。これは、ここまで見た道徳的責任の中核となる、規範へ
の違反によって構成される特徴と言える。つまり、行為者は意図的行為の結果、何らかの道
徳規範に違反した点において有責であり、そのために道徳的責任を帰属される。瀧川は、有
責性があるという意味で責任のあることを「『責任がある』といわれる場合に中核に位置す
る責任概念」(ibid.)と言う。 
次に、有責性は他者へ転嫁しないが、負担責任で生じる負担は他者へ転嫁することを確認
する。そのために、ある出来事に関して有責でありながら負担責任が生じない場合、反対に
有責性がないのに負担責任が生じる場合があることを確認する。 
年少者が石を投げて学校の窓ガラスを割った場合を考えよう。この場合、窓ガラスを割っ
た行為の有責性（道徳的責任）は年少者にあるが、年少者にその結果に対する損害賠償責任
や刑罰といった負担責任は課されない。あるいは、教育的配慮により非難をしない場合もあ
るだろう。つまりこの事例は、有責性があるのに負担責任を負わない事例になっている。他
方、この事例で親は、年少者の割った窓ガラスの弁償を行ったり、学校に謝罪したりするこ
とがあり得る。これは、有責性がないのに負担責任を負う事例である。もちろん、有責性と
負担責任は一般に連続的に考えられる問題であるが、このように両者は、概念的には別の問
題である。より一般的に言えば、我々は「たとえその行為に道徳的責任がなくても、他人に
与えた損害を償う道徳的（法的）な負担責任を負うことがある」（De George 2013: 108）
し、逆もまた然りである。 
 
3.4 負担責任の問題への応答 
以上から、レンネガード＆ヴェラスキーズが言う、企業の道徳的責任に基づく不正な処罰
の問題は、関連するが別の問題であると応じることができる。もちろん、有責性を前提しな
い負担責任の実践があるにせよ、基本的に負担責任は有責性との関連で評価されることは
確かである。負担責任は有責性の程度によって評価されるし、場合によって、結果の重さ、
行為者の徳責任といった要素によっても軽減されたり増加されたりする（Vincent 2011）。 

 
27 瀧川は、本稿で言う道徳的責任と中心とする有責性を本質的な要素とする責任類型を「ある
責任」と呼ぶことができるのに対比して、負担責任の意味での責任を「負う責任」と呼ぶこと
ができると指摘する（瀧川 2003: 35）。 
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しかし、ここで見たように、有責性を前提する道徳的責任と、それらを前提せずに課され
ることもある負担責任は、概念的に別のものである。したがって、企業の道徳的責任と、企
業の道徳的責任に基づく負担責任の運用に関する問題も、別の問題である。すなわち、企業
に道徳的責任を帰属させた後で、負担責任の分配の問題に不公正が生じる場合があるとし
ても、それは負担責任の具体化に関する問題であって、企業の道徳的責任が妥当であるかど
うかを検討すること自体の問題ではない。 
とはいえ、このように問題が区別できると論じるだけでは、応答として不十分と捉えられ
るかもしれない。そこで次に、道徳的責任と負担責任の区別、さらにここまで見た責任概念
との関連にも触れながら、負担責任の問題に若干のコメントを行う。 
 
問題は負担責任のうちの一部にある 
まず、仮に企業それ自体の道徳的責任が認められるとして、それに基づき企業の構成員に
何らかの負担が課せられること自体は、基本的に問題ある事態ではない。例えば、ある企業
が起こした不祥事に関して、企業そのものに道徳的責任が認められるとしよう。これを受け
て、顧客への損害賠償という負担責任が生じたとする。このときさらに、顧客への賠償金の
振り込みという損害賠償責任に伴う負担責任が生じ、それを当該企業の経理担当者が役割
責任として担う場合もあるだろう。この作業負担は、企業の道徳的責任に基づいて企業の構
成員に生じる負担責任の一つと言える。他にも、広報担当の社員は、会社のホームページに
謝罪文を掲載する作業負担を負うかもしれない。さらに電話応接を担当する社員は、電話で
「貴方達は非倫理的な企業だ」と非難する顧客に対して、「この度は誠に申し訳ありません」
と謝罪の言葉を発する作業負担を負うかもしれない28。これらはいずれも、企業それ自体に
道徳的に責任が認められることで、道徳的に責任のない企業の構成員に負担責任が生じる
例である。しかし、こうした対応が企業の構成員に課せられるとしても、それは通常業務の
範囲内であり、特別な問題はない。 
もちろん、レンネガード＆ヴェラスキーズが言うような、例えば、罰金や損害賠償の支払
いで、株主の持分や利益、管理者の給与、労働者の賃金が用いられる場合のように、上記の
例よりも問題含みに思われる負担責任はあるだろう。しかし、このように企業それ自体の道
徳的責任から生じる個人の負担責任に関して、問題なく許容されるだろうものからそうで
ないものまであることから分かるのは、ヴェラスキーズ＆レンネガードの批判は、企業の構
成員に生じる何らかの負担責任の内、その一部の適切さをめぐるものであるという点であ
る。上の例であげたように、企業の道徳的責任に基づき企業の構成員に認められるだろう負
担責任には様々なものが考えられるが、それら全てが問題あるというわけではないのだか

 
28 注意しておくと、企業それ自体にしか道徳的責任がなく、企業内の個人の誰にも道徳的責任
がない場合、電話口で発話された非難は企業それ自体に向けられたものでしかないから、それ
を電話で受ける従事員が、自責の念を持つ必要はない。企業それ自体に非難を向ける実践が成
立するかは、第 6章 3節で論じる。 
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ら、問題は、企業の道徳的責任から企業の構成員に対する負担責任が生じることそれ自体に
あるのではない。 
 
制裁論との区別 
負担責任に関する問題提起を踏まえて、本稿の問題意識を確認しておく。このように、道
徳的責任と負担責任はそれぞれ別の問題である。そして、本稿で扱うのは前者、すなわち本
稿で言う意味で、企業はそれ自体で有責であり得るかという問題である。もちろん、この問
いに肯定的に答える場合、さらに企業にどのような負担責任を負わせるべきかという問題
に答える必要があることは言うまでもない。それを論じるためには、負担責任の目的論、つ
まり応報か抑止かをめぐる伝統的な議論29や、例えば被害者への賠償・補償を担う刑事罰(佐
伯 2009)のような、現行の被害者支援や刑事司法制度の再考も含めた議論が必要になる。
いずれも重要な論点だが、それらは、企業に道徳的責任を帰属できるかという問題とは、関
連するが別の問題である。 
加えて、企業の負担責任を問題にする仕方として、そもそも企業に制裁を加えるべきだか
ら、そのための理論構築を進めるべきだとする、目的を先行させるタイプの議論の立て方が
ある。確かに、企業の道徳的行為者性をめぐる議論に、そうしたモチベーションがあること
は否定できない。しかし、そうした議論の立て方に対しては、前章で見たレンネガードの、
道徳的責任の問題は記述的な問題であって規範的なものはないという批判が向けられるだ
ろう（第 1章 3.3 節）。本稿はこの点に同意し、基本的に企業の道徳的責任を可能な限り記
述的な仕方で検討する。 
補足すれば、このように目的としての処罰・制裁を先行させる議論は、例えば厳格責任を
拡張するような仕方で、企業制裁を可能にするさらなる立法措置を考えることでも、（多く
の批判はあろうとも）理論的には可能である。しかし、仮に厳格責任を刑事責任や道徳的責
任に持ち込むとすれば、刑法の責任主義や、あるいは道徳的責任に前提される有責性の位置
づけを見直すことが必要となる。加えて、何よりそれが自由な経済活動の阻害となる点にも
答える必要がある。また、企業の刑事責任に関してであれば、それでも企業への処罰・制裁
という目的を先行させる仕方で、法人処罰を正当化することも可能だろう（今井 2014;樋
口 2021）。しかし、繰り返しになるが、本稿では問題を道徳的責任として捉えた上で、規
範的な目的を先行させるくことなく、企業は道徳的行為者と言えるかどうか、言えるとした
らそれはどのようなものか。可能な限り、記述的な仕方で検討を行うことを試みる。（制裁
の問題も含めて）我々が企業とどのような関係を持つべきかを考えるのは、その後の作業で
ある。 
  

 
29 応報刑論を明示的に支持した上で、企業の道徳的行為者性を擁護する議論として、コーレッ
ト(Corlett 2013)の議論がある。 
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第 3章 ビジネスと道徳規範 
本章では、企業の道徳的な役割責任に焦点を当てるタイプの議論を検討する。さらに、そ
の議論と接続される仕方で論じられる企業の能力責任にも検討を加える。 
 
役割責任と能力責任 
前章で確認したのは、企業への道徳的責任の帰属を正当化するためには、企業の道徳的な
役割責任と、それを遂行する能力責任（基本的には意図的行為の能力）の二つが要請される
ことであった。これら二つのうち一つでも否定されるなら、企業の道徳的責任は正当化する
ことができなくなる。 
本章ではまず、二つのうち前者、すなわち企業の役割責任に焦点を当てるタイプの議論に
焦点を当てる。役割責任は、行為者が行為する規範や制度が当該の役割を要請することを前
提する。ビジネスの役割責任が問題の場合、例えば他者に危害を与えないとか、嘘をつかな
いといった役割責任が、ビジネスでも要請されるかどうかが問われることになる。以下で見
るように、ビジネスの領域では当初、ビジネスの役割責任に道徳的なものは含まれないとす
る議論が主流であった。 
この主張に反論することは、一般にフリードマンに帰せられる、ビジネスで遵守される規
範は法規範のみであり、企業の役割責任は株主利益の最大化に尽きるとする主張に反論を
提起することと等しい。前章で見たように、フリードマンの議論は、企業の道徳的な役割責
任と能力責任の両方を否定するタイプの議論に分類される（第２章 1.4 節）。ただし、企業
の能力責任に関するフリードマンの見解は、「責任を持ち得るのは人間だけである。企業は
人工的な人間であり、その意味では人為的な責任を持つことができるが、『ビジネス』全体
としては、この曖昧な意味でも責任を持つとは言えない」(Friedman 1970)のように、ごく
簡単な言及に留まっており、フリードマンの方法論的個人主義を確認する以上の含意はな
い。そのため以下で、フリードマンの議論を取りあげる場合、企業の道徳的な役割責任を否
定する点に焦点を当ててることとする31。 
本稿では、ビジネスが問題であっても、他者に危害を与えないこと、他者を欺いたり不正
を働かないことといった、最小限の道徳規範は含まれると論じる。その作業を通じて、最小
限の道徳規範を遵守する道徳的な役割責任がビジネスでも要請されると主張する。この主
張は、企業の社会的責任として論じられる各種の規範（およびそれに基づく役割責任）のう
ち最低限のものを正当化するに留まる。しかし、この点を正答することができれば、ビジネ
スで道徳的な役割責任が要請されると論じるには十分である。またそれにより、企業事故に
関して、他者に危害を与えないという役割責任の不履行や失敗を論じることも可能になる。 

 
31 この議論は、企業の能力責任をめぐる議論が、企業以外の集団の責任の問題に適用できるの
と異なり、企業の道徳的責任に特有のものである。国家の目的や役割責任と企業のそれとの違
いを論じる議論にオザー(Ozar 1985)やワーヘイン(Werhane 1980)の議論がある。 
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注意しておくと、企業の道徳的な役割責任を肯定するタイプの議論は、実際には以下で見
るように、役割責任と能力責任を明確に区別して論じるというより、例えば、「意思決定で
道徳的な理由を使用する能力」(Donaldson 1982: 30)のような仕方で、両者を連続的に取
りあげる場合が多い。しかし以下では、役割責任と能力責任の問題をできる限り区別する仕
方で議論を進める。これにより、役割責任と能力責任の問題に関して、それぞれどのような
論点があるのかを明示しながら議論を行うのが狙いである。 
 
1 企業の役割責任に訴えるタイプの議論 
1.1 ラッドのフォーマル組織論 
まず、企業の道徳的な役割責任を否定する議論として、1970 年のラッド(Ladd 1970)の
論文を取りあげる。ラッドの議論は、企業の道徳的行為者性を否定する古典的な論文として
知られる。他方で現在では、企業の道徳的行為者性を否定する議論の中心は、ヴェラスキー
ズやレンネガードが行う心の哲学に依拠した議論が主になっている。しかしラッドの議論
は、フォーマル組織、社会的決定、言語ゲーム、疎外など、現行の議論でも注意を払うべき
多くの論点を持つ。またラッドの議論は、以下で見る理想化された企業モデルの哲学的分析
を通じて、企業に道徳的な役割責任が要請されることが論理的にあり得ないと主張するも
のである。これは、企業の道徳的・社会的責任をめぐる経済学や経営学の議論と一線を画す
る。それはまた、企業がそれ自体で規範に違反し得るかをめぐる、規範に従う企業の行為能
力を論じる際にも重要な含意持つ。以下、ラッドの議論を確認する。 
ラッドの議論は、大まかに次のような議論の構造をとる。 
 
(1) 企業はフォーマル組織である。 
(2) フォーマル組織はその言語ゲームの規則に従って意思決定（社会的決定）を行う。 
(3) フォーマル組織の正しい意思決定は全て組織の決定であり、誤った決定は個人の決定
である。 
(4) フォーマル組織の言語ゲームに道徳の語彙はない（個人の疎外）。 
(5) したがってフォーマル組織の正しい意思決定に道徳的なものはない。 
 
(1) フォーマル組織 
ラッドが議論の対象とするのは、ラッドが「フォーマル組織（formal organization）」
（Ladd 1970: 488）と呼ぶタイプの組織である。フォーマル組織には、民間部門と公共部
門のあらゆる種類の官僚機構が含まれる。したがって、民間企業だけでなく、軍事組織、政
府の官僚機構、さらに大学、病院、労働組合といった組織も議論の対象となる（マフィア、
共産党、FBI、CIAのような非合法組織や秘密組織も含めてよいとされる）。 
ラッドは、フォーマル組織の分析を、官僚制をめぐるウェーバーの伝統的な議論を基礎に、
エツィオーニ、サイモンをはじめとする組織研究の知見にも言及する仕方で進める。ラッド
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が強調するのは、その議論が、組織に関する経験的な探究ではなく、ウェーバーの理念型に
範をとった、ある種の理想化を通じた組織の意思決定に関する探究だという点である。これ
を通じて、フォーマル組織が、その特徴の論理的帰結として、道徳的行為者ではあり得ない
ことを主張するのがラッドの主眼となる。 
フォーマル組織の特徴を確認しよう（ibid. 490）。フォーマル組織は、「特定の目標を達
成するために計画され、綿密に組み立てられたユニット」（Etzioni 1964: 4）であり、それ
は「規則によって拘束された公的な機能の持続的な組織」（ibid. 53）とされる。それはさら
に、階層的（hierarchical）な構造、特に水平的な分業だけでなく垂直的な分業、すなわち
「権威のピラミッド」(Simon 1965:9)を持つ点に特徴がある。 
フォーマル組織では、組織内の公的な活動における個人の行為や決定と、当該の個人の私
的な活動における行為や決定が明確に区別される。すなわち、「組織内の個々の意思決定者
の決定は、個人に帰属されるのではなく、組織に帰属される」（Ladd 1970: 489）。フォー
マル組織にあっては、組織の構成員は他の個人によって交換可能であり、別の誰かに入れ替
わっても、組織の継続性や同一性に影響を与えることがない。反対に、組織の決定や行為は
継続性や同一性を持って維持される。この意味で、組織の構成員は非人格的な存在と言われ
る。 
 
(2) 言語ゲーム 
フォーマル組織を分析するに当たって、ラッドはウィトゲンシュタインの言語ゲーム論
を援用する。ラッドはウィトゲンシュタインの次の言葉を引用する。「言語とそれが織りな
す行為からなる全体を、私は言語ゲームと呼ぼう」(Wittgenstein 1958: §7)。言語ゲーム
は、何がなされるべきで、何がなされるべきでないかといった、ゲーム内の行為の適切さを
規定する。さらにそれは、ゲームの目標を定める。例えば、チェスのゲームで言えば、チェ
スにおける駒の動きとは何で、どのように動くか、その結果がどうなるか、その目的は何か、
そして各プレイヤーが選択する行為がゲームの目的に照らしてよいものであるかどうかを
定める。 
言語ゲームがゲーム内の実践を規定するとする考えを、ラッドはフォーマル組織の分析
に適用する。ラッドによれば、「ウェーバーの官僚制の分析は、ある種の言語ゲームを記述
していると解釈することができる」（Ladd 1970: 490）。 
言語ゲームの視点を採用することの帰結として、フォーマル組織の実践は、いずれも自己
完結したものと理解される。すなわち、ゲームを行っている中で、そのゲームの規則に異議
を唱えることは「不公平」であるとか、規則に疑問を持つことは理解不能であるとさえ言わ
れる（ibid. 492）。別の言い方では、ゲームの規則にはある種の神聖さがあり、ゲームをす
る側の批判を免れることができるとも言われる。 
ラッドは、言語ゲームのこのような特徴が、フォーマル組織の特徴にうまく符合すると考
える。ラッドは言う。ゲーム内の「活動の自律性とゲームの規則の免責性が官僚機構の運営



 50 

に似ているのは、偶然とは思えない」（ibid.）32。 
 
社会的決定 
さて、すでに見たように、フォーマル組織では、組織内の意思決定は組織のそれとして理
解されるため、それは没個人的なものとなる。ラッドは、このような没個人的な性格を持つ
組織の意思決定を、「社会的決定」と呼ぶ。 
ところで、言語ゲームはゲーム内の実践の目標を設定するのであった。さらに、言語ゲー
ムでは、それを達成するために適切である行為がよい行為とされ、そうでない行為が悪い行
為とされる。ラッドはこの点から社会的決定を説明する。 
まず、フォーマル組織の言語ゲームで規定される目標は、すなわち組織の目標である。フ
ォーマル組織の目標は、例えば営利企業による利益の最大化だけでなく、組織の維持や自治
など、様々なものが含まれる（ibid. 495）。 
次に、フォーマル組織の言語ゲームに照らせば、組織目標の達成に適切である行為がよい
行為であり、そうでない行為が悪い行為である。このとき、ゲームの規則に照らした悪い行
為が選択されることは、最初から除外される。例えば、チェスのゲームで、駒をひっくり返
すといった行為は規則に照らして悪い行為である。チェスの言語ゲーム内で、そうした行為
は選択されることがない。これと同様に、フォーマル組織でも、その言語ゲームの目標に照
らした不適切な行為や決定は、自ずから排除されることになる。「組織の目的や目標に関係
のない検討事項は、組織の意思決定プロセスとは無関係なものとして自動的に排除される。
この無関係なものを排除するという原則は、言語ゲームの一部である」（ibid. 496）。 
したがって、フォーマル組織でなされる決定は、必然的に言語ゲームの規則に照らしたよ
い行為のみが選択されることになる。この点は批判が寄せられる部分であり、実際に本稿の
議論でも問題含みな論点として再度言及することになるが、ここでは議論を進めよう。 
 
(3) よい行為と悪い行為 
ラッドによれば、フォーマル組織の社会的決定を言語ゲームの視点から分析することの
帰結は次のようになる。すなわち、組織内の個人が組織の目標の達成のために行う決定は社
会的決定であり組織に帰属されるが、反対にそれが組織の目標の点から見て不適切な決定
であるとき、すなわち言語ゲームにおける悪い決定や行為であるとき、それはフォーマル組
織の言語ゲームから除外され、組織内の個人に帰属される。 
具体的に見てみよう。例えば、自分の船を座礁させた海軍士官が軍法会議にかけられるの
は、その行為が海軍という組織の目的と矛盾していたからであり、その行為は海軍ではなく

 
32 ウィトゲンシュタインの言う言語ゲームの規則が、ラッドの言うような不可侵性を持つと解
されるかは疑問が残る。例えば、ウィトゲンシュタインは「その［言語ゲームの］多様性は固
定したもの、一時に与えられ確定したものではない」(Wittgenstein 1958: §23)と述べる。実
際、ビジネスのゲームの規則が固定したものではないという点は、ビジネスと道徳の関係をめ
ぐる主題の一つであり、以下で検討することになる。 
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士官の責任とされる。一方、将校が組織の目的に従って、ある村への砲撃を成功させ、住民
を皆殺しにした場合、それは社会的行為であり、その行為は個人としての将校ではなく、組
織に帰属される。つまり、「社会的な決定や行為という概念は、組織の目的という概念と論
理的に結びついている」。そのため、「この行為と目的の共-含意関係（co-implication）の結
果、組織の目的の一つに関係なく組織に採用される行為や決定という概念は、意味をなさな
くなる」(ibid. 496)。 
 
ラッドの議論は何を説明するか 
この分析は、現実の実践に比べて極端なものに見える。しかし、上で述べたように、ラッ
ドの議論の目的が、理念型としてのフォーマル組織を前提し、その論理的含意を検討する点
にあることを鑑みれば、むしろそれによって説明される組織のあり様に目を向けるべきで
ある。ここでは、福知山線事故をめぐる責任帰属を例にしよう。 
まず、福知山線事故、つまり JR福知山線における列車の脱線は、列車の安全運行という
JR 西日本の組織目的に照らして適切なものではない。これをラッドの議論に照らすと、そ
のような組織目的に照らして不適切な決定や行為は、いずれも個人に帰属される。したがっ
て、この事故で列車脱線の道徳的責任は、JR 西日本ではなく脱線を起こした運転士に帰属
される。実際、JR 西日本の旧社長である井手正敬氏は、「事故原因に関しては、『完全に運
転士のチョンボ。それ以外あり得ない』と述べ、運転士の『性格や能力の問題をあげつらっ
た』とされる（松本 2018: 237）。さらに、個人責任でなく組織的・構造的問題を問いたい
とする遺族の声に対して、「事故において会社の責任、組織の責任なんていうものはない。
そんなのはまやかしです。組織的に事故を防ぐと言ったって無理です。個人の責任を追及す
るしかないんです」（ibid.）と述べたともされる。 
JR 西日本に組織として誤りを認めない体質があることや、個人や外部への責任転嫁の傾
向があることは、事故の検証や報道でも度々指摘されてきた。ラッドの議論は、組織の無謬
性と個人への責任帰属が論理的に接続された企業モデルをもって、福知山線事故に一つの
合理的な説明を与えるだろう（もちろんここまでの議論が正しいとしてであるが）。 
 
(4) 言語ゲームと道徳の語彙 
ここから、企業の道徳的行為者性に関わる論点に移ろう。ここまで見たようにラッドは、
フォーマル組織の実践では、その言語ゲームで規定される目標に照らして適切な手段のみ
が、組織の社会的決定になると論じる。ところが、そのように言語ゲームの規則によって規
定される組織の決定に、道徳的な決定は含まれない。なぜなら、フォーマル組織の言語ゲー
ムに、道徳的な語彙は含まれないからである。 
ラッドによれば、フォーマル組織で選択される決定や行為は、いずれも組織の目標達成に
関する点で「事実的な事柄」である。あるいは組織の決定や行為の問題は、経験的な問題と
も言われる。 
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明示されていないが、この点はサイモンが採用する事実と価値の区別を念頭に置いてい
る。実際にラッドは、サイモンの「私的経営における決定は、公的経営における決定と同様
に、組織のために設定された目的をその倫理的前提条件としなければならない」(Simon 
1965:52)という言葉を引いている。サイモンは、組織行動論の前提に論理実証主義を採用
し、組織の意思決定に関して、事実的な命題と価値的な命題を区別する。事実に関する命題
とは、経験的なテストによる検証を経て、真か偽かを決定することができる命題である。組
織の意思決定は、いずれもこの点に関わる。つまり、組織の意思決定は目標達成の点から見
てそれがよいものであったか、その真偽を決めることができる。これに対し、価値に関する
命題は、いわゆる当為に関わる事柄であり、その真偽を確かめる術がない。例えばサイモン
は、行政組織の目標として、健康な人間をつくることをあげる。この組織目標は、事実命題
のように経験的テストを通じて真偽を問うことができない。つまり、サイモンは、「組織の
ために設定された目的をその倫理的前提条件としなければならない」の言葉で、組織目的は
価値に関する命題であり、真偽を問い得るものではないと述べている。 
サイモンが組織行動論の対象とするのは、事実的な命題、つまり経験的テストの検証を通
じて真偽を決定することのできる、組織の意思決定に関する問題である。そして、ラッドが
言うフォーマル組織の決定や行為も、この意味で真偽が問い得る事実的な問題である。 
 
(5) 企業は道徳的行為者ではない 
組織の言語ゲームに道徳的な語彙がないことは、このような区別からの論理的帰結であ
る。フォーマル組織の意思決定は、いずれも組織の目標達成に関わるものである。そこでな
される組織の決定はいずれも、上の仮定により、価値に関する命題、つまり倫理的な命題を
含まない。したがって、フォーマル組織の意思決定に道徳的な要素は存在しない。ラッドは
言う。「したがって、論理的な理由から、組織の行動が通常の道徳の原則に適合することを
期待するのは不適切である」（Ladd 1970: 499）。さらに言えば、我々は、フォーマル組織
や、フォーマル組織で行為する代表者が「正直で、勇気があり、思いやりがあり、同情的で、
何らかの道徳的統合性を備えていることを期待できないし、期待してはならない。このよう
な概念は、いわば組織の言語ゲームの語彙にはないのである（我々はチェスの語彙にもそれ
らを見つけることはできない！）」(ibid.)。 
したがって、通常は道徳的に間違っているとされる行為も、フォーマル組織にとってはそ
うではないことになる。例えば、ラッドは「秘密主義、スパイ活動、欺瞞が、組織の行為を
間違ったものとはしない」どころか、「組織の目的に適うなら、それらは正しく、適切で、
合理的なもの」（ibid.）ですらあると言う。それは、例えばポーカーでブラフをかけるのが
間違った行為ではないのと同様である。 
ラッドの結論は次のようなものになる。「社会的決定が道徳の原則に合致することを期待
するならば、それは単に論理的な誤り、おそらくライルがカテゴリー・ミステイクと呼ぶも
のさえ犯していることになる」（ibid.）。ラッドによれば、組織は目的合理的に目標を達成す
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る機械のような存在であり、機械に道徳の原則を遵守させることを期待するのは、カテゴリ
ーの間違いである。さらに他方で、フォーマル組織の構成員が、組織の目的ではなく、自分
の道徳的な呵責に判断を委ねるなら、組織活動の基本規則に違反していることになる。 
 
1.2 ラッドの議論の帰結 
ラッドの議論の検討に入る前に、その議論の帰結を二点確認しておく。 
一つ目に、ラッドは、ビジネスの活動は法的責任のみを守っていれば何をやってもよいと
いう、企業の社会的責任を否定する自由主義的な立場の主張を行っているのではない。 
むしろラッドの議論は次のように続く。フォーマル組織の目標達成に道徳的な要素は関
わらないため、フォーマル組織は道徳的責任を負うことのできる存在ではない。そのため、
フォーマル組織は同様に道徳的な権利も持ち得ない。したがって、通常人間に行うなら道徳
的に許容されないような事柄も、フォーマル組織に対して行うことに道徳的な問題は生じ
ない。 
つまり、ラッドはフォーマル組織に道徳的な役割責任を期待できないため、それを法的に
拘束するしかないと考える。人間の場合は道徳的に許容されないような方法であっても、道
徳的権利を持たないフォーマル組織にそれを適用することは妨げられない。 
二つ目は、組織内で行為する個人に関する帰結である。すでに見たように、フォーマル組
織の社会的決定は、いずれも組織目標に照らして不適切なものを論理的に排除する。排除さ
れた決定や行為は、それを行った組織内の個人に帰属される。個人は、組織外では道徳的な
決定や行為を行う道徳的な行為者であるかもしれないが、組織内では、組織の目標達成のた
めに意思決定するだけの道具的な存在となる。ラッドはこれを、マルクスに照らして「疎外」
と呼ぶ。本稿ではマルクス主義の内容には立ち入らないが、このようにフォーマル組織の言
語ゲームは、通常個人が持ち得る道徳性の行使を妨げる実践を個人に迫るものとなる。 
こうした帰結は、例えばミッチェルが言う、企業の構成員が「普通の人間とは別の存在、
つまり企業の取締役、経営者、従業員」であり、「自己決定の能力を奪い取る人工的な企業
世界で働く」（Mitchell 2001: 44 [51]）存在であることを、フォーマル組織の論理的帰結と
して合理的に説明するだろう。 
 
 
1.3 ラッドの議論の検討 
フォーマル組織の言語ゲームに道徳の語彙はない。この主張は、本稿の分類で言えば、企
業の道徳的な役割責任を否定する議論として整理できる。そして実際、そのように理解され
てきた(Donaldson 1982; Goodpaster 1983; Goodpaster and Matthews 1982)。この論文
が出された 1970 年代は、前述の通りビジネスと道徳の関係が企業経営の主題の一つとされ
た時代である。こうした潮流の中に、ラッドの議論を位置づけことは、一先ずは適切である。 
しかし実のところ、ラッドの議論は、企業の道徳的な役割責任だけでなく、能力責任にも
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関わる。ラッドの議論では、フォーマル組織は、組織それ自体に決定や行為が帰属される存
在であり、この点において行為能力を認められるようにも見える。実際、前章の議論では、
ラッドの議論をそのように整理した。しかし、ここまで見たように、ラッドの議論は、言語
ゲームの規則に照らして正しい決定や行為しか選択しない存在である。つまり、この理解に
よれば、フォーマル組織が、ゲームの規則に違反することはあり得ない。例えばヘックマン
は、ラッドの議論を「全ての企業の行為がよいものになるという、耐え難い立場に立つこと
になる」(Heckman 1992:935)と評する。 
ところで、前章で見た道徳的責任は、問題ある出来事に意図的に関与したことで問われる
責任、さらに言えば、当該の行為で前提される規範に違反することで問われる責任であっ
た。この点から見るならば、言語ゲームの規則に違反することのないフォーマル組織は、規
範に違反し得ない存在であり、道徳的責任を問われることがない。実際、以下で見るワーヘ
イン(Werhane 1989)は、フォーマル組織の語彙に道徳的なものが含まれても、フォーマル
組織があくまで機械のように目標を達成するのみなら、それは道徳的行為者ではないと指
摘する。このように、ラッドの議論は、ビジネスの役割責任だけでなく、企業の能力責任の
点からも、企業の道徳的行為者性を否定する議論になっている33。 
したがって、ラッドの議論に反論するためには、能力責任の点に関しても議論を講じる必
要がある。実際、次節で見るドナルドソンのような議論は、ビジネスの規範に道徳規範が含
まれることを主張するだけでなく、企業をフォーマル組織として捉える視点を相対化しな
がら、道徳的行為者に相応しい行為能力を企業に見出す作業を行っている。 
しかし、やはりフォーマル組織の言語ゲームに道徳の語彙が含まれないとする主張に、反
論を行う必要はある。仮に企業が規範に違反し得る存在だと言い得るとしても、ビジネスの
役割責任に道徳的なものがないのなら、やはり企業の道徳的行為者性を正当化することは
できないからである。 
そこで以下では、最初にビジネスの役割責任に道徳的な内容を持つものが含まれること
を正当化する。その後に、それを踏まえて、改めて企業の能力責任を論じるための企業モデ
ルを、ラッドへの反論の中から取りあげる。 
 
2 企業の社会的責任と最小限道徳 
 
2.1 ビジネスの役割責任 
役割責任から道徳的な役割責任へ（1970-1980年代） 
上で触れたように、ラッドの論文が提出された 1970 年代は、ビジネスと道徳の関係に公

 
33 ただし、ワーヘインの論点は組織が依然として個人を没個性的な存在として遇する点にあ
る。ワーヘインは、むしろ組織の道徳的行為は、組織内の個人による自発的な活動を通じて実
現される必要があると考える。ワーヘインの議論に対しては、本章第 3.2 節、第５章 3.2 節で
本稿の評価を示す。 
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然と疑問が投げかけられた時代である34。他方で 1970 年代は、そうした伝統的なビジネス
の見方に変化が生じ始めた時代でもある。フェルドマン(Feldmann, Kelsay, and Brown 
1986)らは、ハーバード・ビジネス・レビュー誌（以下、HBR誌）に寄稿された論文を整理・
検討する中で、米国の経営者が経営責任をどう考えているかを分析する。それによれば、こ
の時代に、経営者の責任観が、当初の（道徳的な内容を含まない）役割責任から道徳的な役
割責任と呼べるものに変化していく。 
簡単に見ておこう。まず、1940-60 年代は、経営者の役割責任として、例えば社会、労働
者、消費者の要求に答えることではなく、会社の利益、サバイバル、繁栄を求める株主の要
求に対して答える責任観が支配的であった。そうした責任観を明示する論文に、カーの
1968 年の論文がある。カーによれば、経営者のごまかしや義務違反に見える行為も、ゲー
ムの規則や市場のプロセスにコミットしている限り正当化される。もちろん、経営者は法律
を守る必要はあるが、道徳的要請は法に体現されており、それ以外の制約は課されない。カ
ーは次のように述べる。「ゲームの基本的規則が法律によって制定され、それがビジネスの
詐欺行為を見つけ罰しようとしている。会社が法律によって制定されたゲームの規則に反
しないかぎり、会社は利潤だけを考えてその戦略を形成する法的権利を有している」(Carr 
1968: 144)。 
1970 年代に入り、役割責任の捉え方に変化が見られるようになる。フェルドマンらによ
れば、それは、経営者が自覚する役割責任の拡大である。そこでは、会社の政策によって影
響を受ける会社内外の人々の要求に答える義務があるという見方が生じてくる。ブレーナ
ー&モランダー(Brenner and Molander 1977)は、HBR誌の読者 1227 人に対する調査論
文で（対象の多くが経営者である）、経営者は、ビジネスのゲームの規則である収益性、市
場への平等なアクセス、見えざる手に未だコミットしているが、それ以上に、人間社会の価
値にコミットしていると論じる。また、企業倫理学者のグッドパスター＆マシューズは、経
営者が中心的に寄稿していた HBR 誌で、（道徳的な内容を伴わない）役割責任からの転換
を強調する論文を発表した(Goodpaster & Mattews 1982)。現在の文脈で重要なのは、グ
ッドパスター＆マシューズが、企業には従来から想定されてきた（狭義の）役割責任だけで
なく、道徳的観点に立って意思決定を行う役割責任があると論じた点である。フェルドマン
らは、この論文を、1980 年代のビジネス社会の責任の意味を展望する、最良の指標と位置
づける(Feldmann et al. 1986: 99)。 
 
近年の状況 
このように、ラッドの論文が提示された 1970 年代からそれに続く 1980 年代は、ビジネ
スで要請される役割責任の理解が変化していく時代であった。さらに、現在の企業活動をめ
ぐる諸状況を見れば、企業の社会的責任から SDGs まで、企業は道徳的な役割責任を広範
に引き受けているように見える。 

 
34 本節の記述は宮坂(1995: Ch.2)を参照している。 
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この点、ヘス(Hess 2017)は、「企業の道徳的責任についての認識されていないコンセンサ
ス」という論文で、哲学者や他の領域の学者が過去 35年間にわたって企業の道徳的行為者
性を議論してきた中で、「企業には道義的義務があるという点で一般的なコンセンサスがあ
る」と述べ、さらに、企業の道義的行為者性に関する議論の多くは、実際には、「企業が持
つ道徳的責任についてどのように語るのが最善かについての議論にすぎない」(ibid. 170)と
述べる。また、次章で取りあげる経営学者の宮坂もまた、次のように述べる。 
 
このような社会的存在としての内容が変容する中では、企業が依拠する「基準・規範」
も変化せざるをえない。なぜならば、企業は、それが独自の意思決定構造を有している
限り、社会が要求する（新しい規範を含めた）社会規範を守る道徳的主体として見なさ
れても仕方のない存在だからである(宮坂 2018: 20-1)。  

 
しかし、企業に道徳的な内容を伴う役割責任が認められることに一定の合意があるとし
ても、その内実になると話は簡単ではない。一般に、企業に問われる責任（それが役割責任
であれ道徳的責任であれ、あるいは能力責任や徳責任であっても）を問題にする際、持ち出
されるのは「企業の社会的責任」である。しかし、その内実は実に様々であり、その内容を
一意に特定するのは困難である。 
 
2.2 企業の社会的責任 
例えば、2020 年 7月にモーリシャス沖で生じた日本の貨物船による重油流出事故を見て
みよう。この事故を起こした船は、長鋪汽船が所有する大型のばら積み貨物船WAKASHIO
（以下、わかしお）である。しかし、わかしおを傭船（チャーター）し、実際に船を挫傷さ
せて一帯に重油を流出させた会社は商船三井である。一般に、このような海洋汚染事故で
は、2001 年のバンカー条約によって、船舶を所有する船主が賠償責任を負うことになって
おり、商船三井は賠償責任を負わないと見られていた35。商船三井は事故当初、会見で自社
の法的責任を果たすことを強調していた。ところが、この会見から約一ヶ月後、商船三井は
一転して、自社には「社会的責任がある」と会見し、モーリシャスの自然環境の回復に当て
る基金の設立、10億円規模の拠出を行うことを発表した。 
もちろん、こうした企業の態度それ自体は歓迎すべきものだろう。しかし、ここで言及さ
れる社会的責任は、本稿の分類で何を指すのだろうか。少なくとも、次のような解釈が可能
である。 
 
(1) 運行した船舶が座礁し海洋汚染を引き起こしたという、因果責任の意味で用いられて
いる。 
(2) 過失によって船舶を座礁させ海洋汚染を引き起こしたという、道徳的責任の意味で用

 
35 バンカー条約の賠償責任は厳格責任である(藤井 and 樋口 2020)。 
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いられている。 
(3) 起こした結果に対する損害賠償責任という、負担責任の意味で用いられている。 
(4) 地域環境や生物多様性を保護するという、役割責任の意味で用いられている。 
 
簡便のため、ここで(4)役割責任は、(1)(2)(3)から帰結する負担責任としての意味ではない
としよう。つまり、(4)は会社自らが引き受ける、地球環境や生物多様性へ配慮する、いわば
善行としての役割責任の明示であり、(1)(2)(3)と重複するものではない（会見で商船三井の
社長は、自社の言う社会的責任が賠償責任とは異なるものだと述べている。商船三井の会見
を、環境配慮の ESG 投資を意識した動きの先駆と評価する議論もある(北西 et al. 2020; 
定方 2020)）。 
このように、企業の社会的責任は、しばしば法的責任に尽きない企業の責任として持ち出
されるが、その意味するところが判然としない場合が多い。もちろん、上記の発話が厳密に
一つの内容を持たなくてはならないわけではない。しかしそこで、商船三井社長の発話が、
上記の(1)(2)(3)、つまり被害を生じさせた因果的・道徳的責任やその回復・補償に向けた負
担責任に留まらず、(4)地球環境や生物多様性へ配慮する道徳的な役割責任を指すものだと
するならば、そうした役割責任には今なお批判があるだろう36。 
というのも、以下で見る、フリードマン、ハイエクら企業の社会的責任の批判者として知
られる論者は、そうした道徳的に望ましい事柄の実現を、企業に役割責任として課すべきで
はないと考える。もし、企業に善行を促す道徳的・社会的な役割責任を認めてしまえば、自
由な社会の基盤を掘り崩すことになる38。 
したがって問題は、企業に何らかの道徳的、あるいは社会的な役割責任が要請されること
に大まかに同意する中で、その内容をどこまで認めるか、ということになる。本稿の問題意

 
36 商船三井は、自社の社会的責任を次のように説明する。「『企業の社会的責任』（Corporate 
Social Responsibility = CSR）の本質は、企業が、社会・環境・人権等に十分配慮した事業活
動を行うことにより、社会とともに持続的な発展を目指していくことにあると考えます。いう
までもなく企業は「社会」の一員であり、「社会」からの信頼を失えば事業活動は立ち行かな
くなるからです」。https://www.mol.co.jp/ir/data/annual/pdf/ar-j2006_10.pdf  2022 年 11
月 1日アクセス 
38 ハイエクは、論文「民主社会における企業」(Hayek 1967)で、企業の資本が、経営者の裁量
で「道徳的あるいは社会的に良いと認められたあらゆる目的に使うことができる」(ibid. 305)
かのように考えられる傾向に警鐘を鳴らす。ハイエクによれば、企業に公共の利益への奉仕を
求めることは、翻って企業の自由な活動を制限することになる。なぜなら、「企業が特定の
『公共の利益』に奉仕するよう監督されるべきと認められるほど、政府は公共の利益の保護者
として任命されているのだから、政府が同様に企業に何をしなくてはならないかを指示する権
限も持つべきだとする主張が説得力を持つようになる」（ibid. 311-2）からである。このよう
に、企業への善行の要請は、自由企業の論拠を掘り崩すものとなる。ハイエクは、フリードマ
ンの次の言葉を引用する。「もし、我々の自由社会を破壊し、その基盤を揺るがす何かがある
とすれば、できるだけ多くの金を稼ぐこと以外の何らかの意味での社会的責任が、経営者によ
って広く受け入れられるようになることだろう。これは、根本的に破壊的な教義である」
（ibid. 312）。 
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識はあくまで企業の道徳的責任であり、企業の社会的責任をめぐる議論を網羅的に整理す
ることはその範囲を超える。ここでは、社会的責任として企業に要請される規範のうち、本
稿が道徳規範として正当化できると考える最低限の規範のみを取りあげる。それを通じて、
当該の規範に従うことを、企業の道徳的な役割責任と考える。 
 
2.3 最小限道徳 
本稿で正当化するビジネスの道徳規範は、一般に最小限道徳と呼ばれるものである。最小
限道徳は、その名の通り最低限の道徳的な要請である。サイモン&パワーズ&ガネマン
(Simon, Powers, and Gunnemann 1972)は、企業の社会的責任を、他者に害を加える活動
に対する消極的禁止命令と、何らかの善の積極的追求を要請する積極的義務とに区別する。
最小限道徳に当たるのは前者である。サイモン&パワーズ&ガネマンは、避けるべき危害を
「人を健康や安全や基本的自由の簒奪から保護するための国内法や国際法の規則を侵犯す
るか、その実施を妨げる行為を含むもの」 (ibid. 22)と説明する。サイモン&パワーズ&ガ
ネマンによれば、こうした危害を他者に加えることを避けることは、一定の人々や諸機関が
あらゆる状況で道徳的善ないし社会的善を追求することを要求するよりも、それを否定す
る理由がはるかに少ない。 
企業倫理学者のボウイは、環境への企業の役割責任を取りあげた論文で、最小限道徳の点
から、アラスカのエクソン社製タンカー「バルディーズ号」が起こした座礁事故を論じる
(Bowie 1990)。この事故は、船長が甲板で飲酒している間に、十分な訓練を受けていない
乗組員がタンカーを操縦して起こしたものとされる。ボウイは、エクソン社が定める方針と
手続きに問題があった場合、同社は道徳的に過失があるとみなされる可能性があると述べ
る。その場合、同社は十分な注意を払い、過失を避けるという道徳的義務に違反したことに
なる。しかし、ボウイによれば、この事例は、環境を汚染しない義務への違反になるのでは
ない。この事例には、環境に対する特別な義務への違反は含まれない(ibid. 515)。ボウイは、
上で見た最小限道徳の危害の範囲に、湖の汚染は含まれないと述べる。その対象となってい
るのは、人間の健康や安全や自由だからである。ただし、湖の汚染によってそこで泳いだり
魚を食べたりする人々への危害が生じるなら、それは最小限道徳の危害の範囲に入る。ボウ
イの議論の眼目は、環境問題に積極的に対応する企業の道徳的・社会的な役割責任を否定す
る点にある39。 
環境の問題にはこれ以上立ち入らないが、モーリシャスの事例でも、ボウイの議論に従う
なら、最小限道徳が要請する範囲を超えて、企業に道徳的な役割責任は認められないことに
なる。したがって、商船三井には、モーリシャスの海を汚染し当地で暮らす人々の暮らしに

 
39 杉本(2022)は、ミャンマーとロシアからの撤退をめぐる企業の道徳的義務を論じる論文で、
ボウイの最小限道徳の議論を批判的に検討する。杉本はそこで、デジャルダン(DesJardins 
2011)の議論に依拠して、ステークホルダー・モデルから、最小限道徳に留まらない、より積
極的な道徳的義務が企業に要請され得ることを主張する。 
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危害を加えたという意味での道徳的責任は帰属されるかもしれないが、それを超えて当地
の地域環境を積極的に保護するような道徳的な役割責任があるわけではない。 
危害の範囲、環境への役割責任は重要な問題である。しかし、本稿の焦点は、公害や企業
事故など、人間に対する直接的な危害を加える企業活動の道徳的責任にある。本稿は、企業
の役割責任が最小限道徳の遵守のみで尽きると主張するものではない。それを正当化する
には、さらに追加の議論が必要だと述べるに留める。ここでは、最小限道徳の擁護のみを目
標とし、議論を進めよう。  
 
フリードマン主義 
では、企業の社会的責任の中に、最小限道徳はどのように位置づけられるだろうか。ここ
から、フリードマンによる企業の社会的責任批判を取りあげる。一般に、フリードマンの主
張は、企業の社会的責任として、法令を遵守した利益追求のみを認める立場として受け取ら
れる。 
しかし注意すべきは、フリードマンがその議論の中で、「法律や倫理的慣習に基づく社会
の基本的な規則を遵守しながら、できるだけ多くの金を稼ぐこと」(Friedman 1970)のよう
に、法規範に留まらない道徳規範の遵守に言及する点である。法学者の楠は、フリードマン
の批判者だけでなく擁護者も、多くがこの点を見過ごし、「市場への信頼の賛否」にしか焦
点を当てていないと指摘する(楠 2010: 16. n.28)。 
この点、企業倫理学者で、企業の道徳的行為者性の擁護者であるドナルドソンは、フリー
ドマンは、アダム・スミスと同じようにフェアプレーを主張していると指摘する
(Donaldoson 1982:68)。ドナルドソンが引くのは、『資本主義と自由』(Friedman 1962)の
次の言葉である。 
 
企業の社会的責任はただ一つ、それは、ゲームの規則の枠内に留まる限りで、つまり詐
欺や不正を行うことなく開かれた自由な競争に加わる限りで、自らの資源を使って自
らの利潤を増加させるための活動に従事することである(ibid. 133)。 
 
ヴァグナー＝ツカモトは、この引用にある、開かれた自由な競争の承認、詐欺と不正の回
避が、フリードマンの考える「法的な規則と倫理的な規則の内実」だと指摘する(ジクムン
ト・ヴァグナー＝ツカモト 2007:10)。ヴァグナー＝ツカモトによれば、これらの問題は全
て、法的規制下に置かれることになるが、それでもグレーゾーンや未規制の領域は残る。そ
れゆえ、フリードマンの倫理的慣習の概念は、「開かれた自由な競争と詐欺と不正の回避と
に関わる未だ成文化されざる領域に関連づけることができる」（ibid.）。	
最小限道徳の擁護において重要になるのは、ここで言う詐欺や不正の回避に加えて、他者
に危害を加えないことが、フリードマンの言う「倫理的慣習」に含まれると言えるかどうか
である。ヴァグナー＝ツカモトの指摘を踏まえて言えば、グレーゾーンや成文化されない未



 60 

規制の領域に、他者に危害を加えないことが、道徳規範として含まれるかが問題となる。  
 
ハイエク主義の企業の社会的責任 
フリードマンは、上記の引用文の他には、倫理的慣習に関して具体的なことは述べていな
い。この点、楠(2010)は、フリードマンの企業の社会的責任への批判に賛意を示し(Hayek 
1967)、またフリードマンと共に自由市場の熱心な擁護者として知られるハイエクを参照す
ることで、フリードマンが言う倫理的慣習の中身を検討する。 
楠によれば、企業の社会的責任の問題は次の四層に分けることができる(楠 2010:22)40。 
 
Ⅰ 利益獲得という社会的責任 
Ⅱ 法令対応という社会的責任 
Ⅲ 法令以外のルールへの対応という社会的責任 
Ⅳ ルール対応以外の社会的責任 
 
楠によれば、企業の社会的責任は、しばしば（Ⅰ層とⅡ層）対（Ⅲ層＋Ⅳ層）の対立とし
て単純化される。しかし、フリードマン対反フリードマンの対立として言うなら、第Ⅳ層を
どのように扱うかの対立と理解するのが適切である（ibid. 24）。 
他方、ビジネスの規範に最小限道徳が含まれるかを問う本章の議論で重要なのは、第Ⅲ層、
すなわち基本的に道徳規範あるいは倫理的慣習を指すだろう、「法令以外のルール」の中身
である。次に、ハイエクを参照する仕方でこの点を検討する楠の議論を確認する。 
 
ハイエクのルール論 
ハイエクのルール論は、一般にヒュームに起源を持つ自生的秩序論として知られる。その
議論の前提は、我々の知識が分散しており、その全体が誰にも見渡せないことである(Hayek 
1948: 79 [110])。分散した知識を有効利用するにはどうしたらよいか。それを可能にする
のが、市場で各人が相手のニーズを見出し、それを満たそうと努力する競争の過程である。
ハイエクは、市場での競争を「知識の発見プロセス」と呼ぶ。知識の発見プロセスとしての
競争が知識の有効利用を可能にするのは、市場に備わる価格の調整機能のためである。市場
参加者は、市場で価格が形成されることで、それを基に自身の行為を決定することができ
る。それにより、各参加者の自発的な取引が促進されることで、知識の発見プロセスが進む。
市場が有する自生的な秩序化作用が、知識の発見プロセスとしての競争を押し進める。この
ような、市場が有する自生的秩序を、ハイエクは「カタラクシー（catallaxy）」と呼ぶ(Hayek 
1978:90‒92)。 
カタラクシーの秩序化作用に基づき人々が自由に競争する社会は、「開かれた社会」と呼

 
40 企業の社会的責任の階層化で知られるキャロル(Carroll 1979; Carroll, Karakowsky, and 
Buchholtz 2018)も同様の分類を行う。 
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ばれる。これに対し、個人が全体の目標に規定されて行為する、カタラクシー以前の社会は、
「閉じた社会」と呼ばれる。楠は、開かれた社会のルールをマクロルール、閉じた社会のル
ールをミクロルールと呼び、次のように問う。すなわち、開かれた社会で形成されるマクロ
ルールは、「ひとびとの普段の生活によって形成されるミクロルールと常にかけ離れている
もの」（楠 2010: 104）だろうか。 
楠は、本稿の冒頭で引用したミッチェルの言葉を引く。ミッチェルによれば、企業内で働
く人々は、普段は普通の人間として暮らしているが、職場ではただ一つの役割を背負う存在
となる。会社の利益の最大化である。この人たちは、そこで普段なら行わないだろう判断、
例えば「製品の安全性を犠牲にしたり、環境を汚染したり、同僚を解雇したり」（Mitchell 
2001: 44 [51]）することを迫られる。この意味で、企業の構成員は、「普通の人間とは別の
存在、つまり企業の取締役、経営者、従業員」であり、「自己決定の能力を奪い取る人工的
な企業世界で働く」（ibid. 45 [52]）存在である。楠は問う。「開かれた社会は、そのような
行動を回避するようなマクロルールの形成を拒絶するのであろうか」(楠 2010: 104)。 
楠は、ミッチェルが言う「製品の安全性を犠牲にしたり、環境を汚染したり」といった行
為は、「自社の利益と引き換えに取引相手、または社会全体に損失を被らせるものである」
と言い、そうした行為は「近隣に迷惑をかけない（ようにするための工夫）というルールが
倫理的慣習として当該地域において成り立つように、マクロ経済社会でも成り立つもので
あろう」（ibid.）と述べる。さらに、楠はフォード・ピント事件を例にあげ、そうした事例
を回避するマクロルール、つまり「儲かるからといって是認できる範囲を超える危険を社会
にもたらしてはいけない、という倫理的慣習は法令の存在とは別に開かれた社会で成り立
ち得るマクロルールなのではないだろうか」（ibid.）と続ける41。 
 
法規範の成文化に先行する倫理的慣習の領域 
このように見れば、開かれた社会で成立するマクロルールに、他者に危害を加えないとい
う最小限道徳が含まれることを認めることが可能かもしれない。しかし、ハイエクは基本的
に、そうした規制が全て法規制によってなされるべきと考える。例えば、ハイエクは次のよ
うに言う。「一度我々が契約を取り決める権利を自然人から企業およびそれに類した法人に
まで拡大すると、企業の責任（liability）を限定するのはもはや契約ではありえず、法律で
なければならなくなる。誰が責任（liability）を負うべきであり、財産はいかにして決定さ
れ、保全されるべきかは法律が決める」(Hayek 1948: 115[159])。その場合、企業の社会的
責任は結局のところ上記のⅡ層まで、つまり法令対応までを要請するものとして理解され
るのではないか。 

 
41 実際、ハイエクは例えば、「有害物質の使用を禁止したり、使用基準を厳しく設けたり、あ
るいは労働時間の制限や労働環境の衛生を義務づけることは、競争を守っていくことと十分に
両立するものである」(Hayek 1944: 38-9 [43])のように、他者に危害を加える行為が市場の競
争の中で禁止されることを否定しない。 
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しかし、この点には次のように答えることができる。すなわち、最小限道徳として言及さ
れる道徳規範が全て法規制によって実現されるべきととしても、法規制には規制がなされ
る以前の問題の認知や対応方法の議論が必要である。言い換えれば、ある規範（ここでは成
文化されていない最小限道徳が念頭に置かれている）が法制化されるためには、法制化の基
礎となる法制化されない規範に照らした議論や異議申し立てが必要である。 
例えば、上記モーリシャスの事例では、事故を起こしたのがタンカーではなく貨物船であ
るため、タンカーの油濁事故の場合より賠償額が制限されること、船舶所有者（長鋪汽船）
には賠償責任が認められるが運航者（商船三井）には認められないことなど、現行の成文化
された法規範で対応できない問題のあることが指摘された(Friends of the Earth Japan 
(FoE Japan) 2020)。このような、法規範に潜在する問題の指摘がなされる際に参照される
規範は、論理的に法規範ではあり得ない。ヴァグナー＝ツカモトが、「法的な規則には法と
して明文化されてきた倫理的慣習が反映されている」(ヴァグナー＝ツカモト 2007: 9)と指
摘する通り、法規範が制定されるためには、それを可能にする明文化されていない暗黙の規
範が必要である。このように考えるならば、道徳規範は法規範として実現されるべきと主張
することと、法規範に還元されない道徳規範の存在を主張することに関して、矛盾しないど
ころか、後者は前者の必要条件であることが分かる。ヴァグナー＝ツカモトの言葉を借りれ
ば、問題となる倫理的慣習とは、「立法への将来的な入力項目」(ibid. 10)として理解される
ものであり、消去することのできないものである。 
したがって、結局のところビジネスの活動が法規範に規制された競争に収斂していくと
しても、そこで倫理的慣習の位置づけが消去されることはない。それはむしろ、企業が法規
範に明文化されたルールにのみ従うべきだと論じることと、整合的ですらある。例えば、こ
こでの議論は、楠の次の主張と整合的である。「ハイエク流の企業の社会的責任論があると
すれば、企業行動に内在化された法的仕組みとして捉えるものとなるのであって、これを外
から見れば『企業が社会的責任を果たしている』と映るものなのであれば、ハイエクの社会
哲学と企業の社会的責任論とは整合性が保たれることになる」（楠 2010: 98 n.275）。 
 
まとめ 
他方で、楠によれば、ハイエクに依拠して企業の社会的責任として擁護できるのは、この
第Ⅲ層の倫理的慣習までである。それを超えた企業の社会的責任、つまりⅣ層のルール対応
以外の社会的責任はハイエク、あるいはフリードマンの認めるところではない。確かに、現
代のビジネスは最小限道徳を超えて、より多くの道徳的な役割責任を企業に要請するよう
に見える。本稿でそれを否定することはしないが、それを擁護するには、さらに追加の議論
が必要となる。それは本稿の議論の必要を超える。ここでの議論の目的は、第Ⅲ層の倫理的
慣習に関して、他者に危害を加えない最小限道徳が含まれることを確認することであり、以
降の議論にはそれで十分である。 
まとめよう。他者へ危害を加えないという最小限道徳は、企業の社会的責任の批判者の議
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論（ステレオタイプ的な理解が含まれているとはいえ）においても、法規範に還元できない
道徳規範として位置づけを与えることができる。本稿では、この規範の遵守をもって、企業
に要請される役割責任と考える。企業が事故や不正、あるいは過失によって他者に危害を加
えた場合、企業は最小限道徳に違反したことによる道徳的責任を帰属される。 
以下、ビジネスの道徳規範という場合、基本的に他者に危害を加えないという最小限道徳、
加えて、フリードマンが言及した詐欺と不正の禁止を指すものとする。したがって、ビジネ
スで企業が行うべき道徳的な役割責任は、それらの道徳規範の遵守、すなわち、他者に危害
を加えないこと、詐欺や不正を働かないこと、これらのものを指す。  
 
3 企業の能力責任に訴えるタイプの議論  
修正されたフォーマル組織  
では次に、上記の議論も踏まえて、道徳的な役割責任を果たす企業の能力を検討しよう。
すでに述べたように、ラッドの議論に反論するためには、単にビジネスの言語ゲームに道徳
の語彙が含まれると主張するだけでは十分ではない。道徳の語彙を含んだ規則を機械的に
実行するだけの存在は、規範に違反し得る存在ではないため、道徳的責任を問えないからで
ある。この点に対処するため、規範に違反し得ることを含むような企業の能力を論じる必要
がある。ビジネスの言語ゲームに道徳の語彙が含まれることはすでに正当化を行った。以下
では、ラッド流のフォーマル組織を、その言語ゲームの規則に道徳的語彙を含むものとして
考える。以下ではこれを、「修正されたフォーマル組織」と呼ぼう。  
 
3.1 ドナルドソンの合理的行為者モデル  
ここでは、修正されたフォーマル組織に対抗する議論として、ドナルドソンが提示する企
業モデルを取りあげる。ドナルドソンは、ビジネスを社会契約の視点から捉える統合社会契
約論の提唱者の一人である(Donaldson and Dunfee 1999)。統合社会契約論は、以下で見
る企業の道徳的行為者性を擁護する議論(Donaldson 1982)を経た上で提示される。企業の
道徳的行為者性を擁護するドナルドソンの議論は現在でも、企業の道徳的行為者性を擁護
する議論の主要なものとして扱われる。 
まず、ドナルドソンとラッドの共通点から確認しよう。ドナルドソンはラッドと同様に、
企業がフォーマル組織であり、それゆえ論理的に道徳的行為者ではないことが帰結するの
だとすれば、企業は「強力なマシンのように、監視され、規制されなければならない」と論
じている。企業に「自動制御や内部の道徳的制御がない場合、一部の外部の行為者が制御を
行う必要」（ibid. 26）がある。 
次に、ドナルドソンとラッドの相違点である。企業の役割責任に関するものと、能力責任
に関するものに分ける。企業の役割責任に関しては、すでに言及したように、フリードマン
の議論と倫理的慣習の関係を論じている他（本章第 2.3 節）、ハイエクの議論等も参照する
仕方で、企業の道徳的な役割責任を擁護する。この点に関しては、本稿は最小限道徳のみを
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正当化する方針を示したので、ドナルドソンの議論の詳細には立ち入らない42。 
企業の能力責任に関しては、ドナルドソンは、ラッドが企業とは何か、さらに企業がどの
ように行為するかを単純化していると批判する。すでに見たように、ラッドはサイモンの議
論から組織の概念を引き出すが、サイモンの議論は多くの競合する組織モデルの一つに過
ぎないのであり、どのモデルが適切であるかについてのコンセンサスは存在しない。 
そこで、複数のモデルを検討する必要が生じる。ドナルドソンは、サイモンの組織モデル
と対抗するいくつかの企業モデルを検討する。以下では、ドナルドソンが道徳的行為者とし
て相応しいと考える企業モデルを取りあげる。 
ドナルドソンによれば、道徳的行為者としての資格を得るために、企業は道徳的意思決定
のプロセスを具現化する必要があるとし、次の二点を充たす必要があると主張する（ibid. 
30）  
 
(1) 意思決定で道徳的な理由を使用する能力 
(2) 企業の明白な行為だけでなく、その方針や規則の構造を制御する意思決定プロセスの
能力  
 
(1)は、企業を機械のレベル以上に引き上げるために必要なものとされる。ドナルドソン
によれば、道徳的行為者であるためには、対象が何かを行うことに関して、単に原因ではな
く、理由を持たなければならない。そして、対象が道徳的行為者であるためには、その理由
のいくつかは道徳的なものでなければならない。ドナルドソンによれば、企業は明らかに、
人間と同じように考えることはできないが、ある種の理由を用いることができる。この事実
は、企業が道徳的な説明責任を果たしている事実から示される。つまり、適切な内部構造を
持つ企業は、その行為を説明する責任を負うことができ、その説明には、どのような道徳的
理由がその行為を促したかが含まれる。 
(2)は、企業が道徳的行為者になるためには、その意思決定に道徳的理由を用いることが
できるだけでなく、その方針や規則の構造を制御できる必要があることを示す条件である。
人間は、自身の行為だけでなく、自身の道徳的能力を維持することにも道徳的責任を負う。
例えば、アルコールやドラッグを通じて他者に害を与えた場合、その人は他者に危害を与え
たことだけでなく、そのような仕方で自身の道徳的能力を変化させたことにも道徳的責任
を負う。したがって、企業が道徳的行為者であるという場合、その企業は特定の方針、規則、
手続きのような自社の道徳部門を維持することにも道徳的責任を負うことになる。 
ドナルドソンによれば。条件(2)は、条件(1)をさらに特定するものになっている。つまり、

 
42 ただし、本稿がハイエクのカタラクシー（自生的秩序論）を参照する仕方で最小限道徳を論
じたのに対し、ドナルドソンは社会契約論を基礎に企業の道徳的な役割責任を論じる点で、両
者には大きな違いがある。ハイエクのカタラクシーとドナルドソン＆ダンフィーの統合社会契
約論を比較する議論に、フセイン(Hussain 2009)の議論がある。 



 65 

条件(1)は、企業の行為に関する道徳的視点からの管理を要請するものであるが、条件(2)は
さらに、そうした道徳的管理が企業の意思決定プロセスに及ばなければならないことを特
定する。  
 
合理的行為者モデル 
ドナルドソンは、自身の議論で論じる合理性が、フォーマル組織の合理性とは異なる意味
での合理性だと述べる。フォーマル組織の合理性は、所与の目的に照らして手段が適切かど
うかを判断する、一般に道具的合理性と呼ばれる合理性である。これに対し、ドナルドソン
の企業モデルの合理性は、自社の道徳的能力を維持するようにポリシーや規則を制御する
ことまで要請する点で、ラッドと異なる合理性を提示する。以下では、ドナルドソンの企業
モデルを、「合理的行為者モデル」と呼ぶ。 
ドナルドソンは、企業が合理的行為者モデルの二つの条件を充たす場合、企業は道徳的行
為者であると主張する。そして、ドナルドソンは次のように言う。「原則として、ほとんど
の企業が二つの条件を充たすことができない理由はない」（ibid. 30）。  
 
3.2 ワーヘインの批判  
しかし、ワーヘインは、ドナルドソンが企業の概念を豊かなものにしたことは認めつつ、
そうした議論では企業の道徳的行為者性を認めることはできないと主張する(Werhane 
1980:46‒47)43。ワーヘインは、思考実験として、「ロボトロン（Robotron）」というコンピ
ューターとロボットのみで稼働する企業を考える。ロボトロン社は、定款と法的地位を持
ち、他の企業と同じように運営される。例えば、財産を所有し、製品を製造し、マーケティ
ングを行い、他の企業や顧客と連絡を取り合い、新しい製品ラインを開発し、委任状を書く
といったことを行う。ロボトロン社に社員がいないことは、実際に本社を訪れた人だけが知
ることである。ロボトロン社は、公害防止装置やより安全な製品を開発するなど、社会から
の期待に応えるよう自らをプログラムすることもできる。 
つまり、ロボトロン社は、道徳的目標を自ら選択することができる企業であり、ドナルド
ソンの条件をすべて充たす。社会の期待や政府機関の要求に応え、道徳的目標を制度化し、
効率的で収益性の高い運営を行う。しかし、ワーヘインに言わせれば、ロボトロン社は道徳
的行為者ではない。それは、ロボトロン社に人間の従業員がいないことによるのではない。
仮にロボトロン社に人間の従業員がいたとしても、ロボトロン社と人間の関係は、ロボトロ

 
43 ワーヘインのここでの批判は、ドナルドソンだけなく、グッドパスター&マシューズ
(Goodpaster and Matthews 1982)にも向けられている。その議論は、上述の通り 1960 年代
～70年代のHBR誌をレビューしたフェルドマンらの論文で、1980 年代のビジネス社会の責
任の意味を展望する最良の指標と位置づけられた (Feldmann et al. 1986: 99)。グッドパスタ
ー＆マシューズは、我々が企業に人間の道徳的な意思決定のプロセスを投影できることをもっ
て、企業に良心があると主張する。このアイデアを展開させた論文にグッドパスターの次の論
文がある(Goodpaster 1983)。 
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ン社とコンピューターの関係とほとんど変わらない。ワーヘインが強調するのは、ロボトロ
ン社で稼働するのがコンピューターであれ人間であれ、企業の目標と構成員の関係が形式
的なものに過ぎない点である。構成員は、自分自身のものではない目標を達成するために、
制度の一部となる。構成員の選択は、企業目標の達成に影響を与えるときにのみ重要にな
る。そのような関係の企業であれば、フォーマル組織でも実現可能である。 
ワーヘインは、企業が道徳的行為者であると言うためには、企業構造の内在的な変更が必
要だと主張する。ワーヘインは言う。「企業の目標と企業の関係、それ以上に重要な社員と
企業との関係について、根本的な再構築が必要である」（ibid.48）。 
しかしなぜ、ワーヘインは企業と個人の関係次第で、企業の道徳的行為者性の評価が変わ
ると考えるのだろうか。この論文の後に発表した著作(Werhane 1985)で、ワーヘインは個
人を一次的な道徳的行為者、企業を個人の行為に依存して行為することが可能になる二次
的な道徳的行為者とする仕方で、企業の道徳的行為者性を正当化する（ibid. 52）。その議論
によれば、企業が意図を持つことや、行為を遂行することは、いずれも個人の意思決定や行
為に依存する。この点で、企業はそれ自体で自律した行為者ではないため、個人と企業を完
全に同一視することはできない。しかし同時に、企業は、取締役会、株主、経営者、従業員
らの意思決定手続きや、外部の弁護士や会計士などのアドバイスを結びつける仕方で、集団
的な意図を形成する。それが企業の意思決定であり、企業の行為である44。このような、企
業の意思決定や行為は、いずれも二次的なものでしかない。しかしそれは、企業を構成する
個人の意思決定や行為に再記述することができないものであり、やはり企業の意図や行為
である。企業の行為は企業にしか帰属し得ないものであり、その道徳的責任も企業に帰属さ
れる。 
このように、ワーヘインの議論では、一次的に、言い換えれば自律的な仕方で行為を行う
ことができるのは個人だけである。この点から言えば、企業と構成員の関係次第で道徳的行
為者性の評価が決まるとする上記の議論も、企業の構成員の自律的な関与を前提した議論
として理解することができるだろう。 
しかし、基本的に企業の道徳的行為者性が問題になるのは、企業内の誰にも道徳的責任が
帰属できない企業活動の場合である（第 1章 3.1 節）。福知山線事故の例で見たように、経
営陣の誰にも事故の予見可能性が認められず、誰にも道徳的責任がないとされるような場
面で、企業それ自体の道徳的責任を問えるかが問題になる。この点、ワーヘインが論じる個
人の自律的な関与が前提される企業活動であれば、そこから生じる企業活動の道徳的責任
に関しても、まず企業ではなく当該の決定や行為を行った個人への帰属を考えるのが適切
だと思われる45。 

 
44 ワーヘインはこの議論で、デネットの志向システム論(Dennett 1987)を採用する。志向シス
テム論を含む企業の志向性の問題は、第 4章 3および第 5章で取りあげる。 
45 企業と個人の道徳的責任の分配は第Ⅱ部の主題である。第 8章では、チャレンジャー号爆発
事故で、モートン・サイアコル社の経営陣の道徳的責任を問うべきと論じるワーヘイン
(Werhane 1991)の議論を取りあげる。 
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他方、機械的に道徳的な意思決定を遂行するだけの企業が道徳的行為者と言えないこと
は、本章でも指摘した通りである。道徳的責任の帰属は規範への違反を前提するため、規範
に従ったり違反したりする行為者にしか、それを帰属させることができない。 
ドナルドソンの議論の評価に戻れば、合理的行為者モデルの評価は、規範に違反すること
のない修正されたフォーマル組織との論理的な差別化がなされているかどうかで決まる。
もし、修正されたフォーマル組織でも提案された企業モデルを説明できるなら、当該の企業
モデルもまた道徳的行為者ではないことが帰結する。反対に、提案された企業モデルが修正
されたフォーマル組織では説明できない企業モデルであるなら、少なくとも論理的には、そ
れが道徳的行為者である可能性を持つ。この点で、ドナルドソンの議論は、ラッドの分析の
誤りを主張する議論というわけではない。実際、ドナルドソンは、いつくかの企業はラッド
が言うような組織構造に制約されているかもしれないと述べる（Donaldson 1982: 29）。
むしろ重要な点は、企業の意思決定の仕方はラッドが提示するものに尽きるわけではない
ことである。この点を踏まえるならば、問うべき問題は、全ての企業が道徳的行為者である
かどうかではなく、一部の企業に関して、それが道徳的行為者であると言えるかかどうかで
ある。以下、ドナルドソンの合理的行為者モデルに限定して検討を進める。  
 
3.3 修正された合理的行為者モデル  
条件(1)の検討  
条件(1)から見よう（本章第 3.1 節）。条件 1は、企業が自社の行為を道徳的な理由、つま
り道徳的語彙を用いて説明することを要請する。この点、修正されたフォーマル組織は、そ
の言語ゲームの規則に最小限道徳を含む。そして、自社の振る舞いを何らかの道徳的理由で
説明し続けることが組織目標に照らして適切な手段と考えられるなら、常にそうした決定
を行うかもしれない。実際ラッドは、フォーマル組織が、例えば広報戦略の手段として道徳
的な語彙を用いる場合もあると論じる(Ladd 1970:500)。したがって、道徳的な理由を用い
て説明責任を果たすことだけなら、修正前のフォーマル組織でも説明可能である。そして、
言語ゲームの規則に従って道徳的語彙を用いるフォーマル組織は、定義により規範に違反
することはないため、道徳的行為者にはなり得ない。条件(1)は、修正された（あるいは修正
前の）フォーマル組織と論理的に差別化される企業モデルを提示できていない。  
 
条件(2)の検討 
次に、条件(2)は、自社のポリシーや規則を制御する仕方で、企業が自らの道徳性を保つ
ことを要請する。このように条件を追加した合理的行為者モデルは、修正されたフォーマル
組織で説明できない企業モデルを提示できているだろうか。  
 
条件(2)の消極的解釈  
消極的な解釈を提示してみよう。すなわち、修正されたフォーマル組織もまた、自社の方
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針や規則を、自社が最小限道徳の語彙を用いて説明責任を果たすものに改定することが可
能である。このように解釈する。例えば、政府が提示する温室効果ガスの排出基準が改正さ
れた場合を想定しよう。そこで、あるフォーマル組織が、自社の排出基準をそれに対応させ
るように改定するとしよう。この改定は、当該のフォーマル組織が自社の排出基準を道徳的
語彙を用いて説明することを可能にする。さらにそれは、当該のフォーマル組織が市場で組
織目標を達成するための手段としても合理的だろう。したがって、条件(2)の消極的解釈は、
修正されたフォーマル組織が、条件(2)を充たすことを支持する。したがって、条件(2)の消
極的解釈による合理的行為者モデルは、依然として修正されたフォーマル組織で説明可能
な企業モデルの範囲に留まる。 
消極的解釈に不足しているのは、ここまでも繰り返し言及してきた、規範への違反の点で
ある。（修正された）フォーマル組織は定義上、その決定や行為に関して規則に違反するこ
とはない。修正されたフォーマル組織では、組織がポリシーや規則の改定に失敗して非道徳
的だと非難されるとしても、定義により、そうした決定や行為は個人に帰属される。そのた
め、修正されたフォーマル組織は、やはり規範に違反し得るような存在ではない。 
したがって、条件(2)を修正されたフォーマル組織では説明できない企業モデルの条件と
して解釈するなら、企業が何らかの仕方で規範に違反しながら、自社の方針や規則を修正す
るというように、規範への違反を含む条件として解釈しなくてはならない。そもそも、フォ
ーマル組織は定義上規範に違反し得ないのだから、それと異なる企業モデルを提示するた
めには、それが定義上（あるいはラッドにならって企業の理念型として）規範に従ったり従
えなかったりするものであるという風に、条件を設定する必要がある。  
 
修正された合理的行為者モデル：条件(2）の積極的解釈  
条件(2)を、そのような企業モデルを明示するものとして再構成することは可能である。
消極的解釈では、方針や規則に関してなされる改定が、新たな法規制という、言語ゲームの
規則の改定を受けてなされるものと考えた。このように、修正されたフォーマル組織を制約
する構造自体が、組織にとって所与として改変される場合、修正されたフォーマル組織は、
その構造に合わせて方針や規則を改定するだけである。 
しかし、ハイエク主義の企業の社会的責任の項で検討したように、そうした規則の整備は、
常にグレーゾーンや未規制の倫理的慣習の領域を前提する。そうした領域がなければ、新た
な規則制定につながる異議申し立てが不可能だからである。修正されたフォーマル組織は、
定義によりそうした領域への対応をなし得ない。修正されたフォーマル組織と論理的な差
別化を図るなら、未規制の倫理的慣習に基づく異議申し立てに対応する企業モデルを提案
すればよい。 
そこで、条件(2)の積極的解釈を次のように修正する。  
 
条件(2)（積極的解釈）企業の明白な行為だけでなく、その方針や規則の構造を、規則外の
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倫理的慣習に基づく異議申し立てに対応する仕方で制御する、意思決定プロセスの能力。  
 
条件(1)と修正された条件(2)を充たす企業モデルを、「修正された合理的行為者モデル」と
呼ぼう。修正されたフォーマル組織は、このモデルを説明することができるだろうか。 
修正されたフォーマル組織は、定義により、規則外にある未整備の倫理的慣習に基づく異
議申し立てに対応し得ない。組織はあくまで整備された規則に照らした決定や行為を行う
のみである。仮に、規則外からの倫理的慣習に基づく異議申し立てが組織内の個人によって
行われたとしても、その異議申し立ては、常にそれを行った個人に、その私的な誤りとして
帰属される。実際には、そうした異議申し立ては、組織内の個人だけでなく、消費者、市民
団体、監督官庁など、様々なステークホルダーからなされるだろう。つまり、異議申し立て
を行う行為者に関して一般化するならば、ビジネスの言語ゲームに対する異議申し立ては、
社会で行為する行為者全般から行われるものと言える(French 1979:211)。そして、修正さ
れたフォーマル組織は、定義により、それらの異議申し立てに対応する術を持たない46。仮
に規則外からの異議申し立てへの対応がなされるとすれば、修正されたフォーマル組織の
言語ゲームの規則に、異議申し立てられた内容が組み込まれた場合である。しかしそれは、
あくまで所与の規則に照らした規則やポリシーの改定に過ぎないのであり、修正されたフ
ォーマル組織が、自ら規則外の倫理的慣習に反応するのではない。 
これに対し、条件(2)の積極的解釈による修正された合理的行為者モデルでは、規則外の
倫理的慣習に基づく異議申し立てに対して、自社の方針や規則の改定という仕方で対応す
る。異議申し立ては、組織内の個人をはじめとする多様なステークホルダーから、規則とし
て未整備の最小限道徳への違反の指摘という形でなされる。例えば、上述のモーリシャス事
故の損害賠償をめぐる法規制への指摘のように、成文化された法規制に対して適切に振る
舞いながら、なおその問題が指摘され、それに会社自ら対応する場合が、その例となる。  
 
完全な合理的行為者モデル  
もちろん、未整備の倫理的慣習に基づき異議申し立てがなされた直後は、その倫理的慣習
が未整備であるがゆえに、故意あるいは過失による規範への違反も認められないはずであ
り、その場面をもって規範への違反と言うことには問題がある。そのため、念頭に置く場面
を次のように修正しよう。すなわち、問題となる場面は、未整備の倫理的慣習に照らした異
議申し立てがなされ、かつその申立が正当であると認められながら、一定期間企業が対応を
行わないような場面である。 
他方、もしここで、仮に問題の端緒が分かった時点で全て適切に対処するような企業を考
えるならば、確かに規範への違反は構成し得ないが、そうであるならそもそも道徳的責任を
問う必要がない。これもまた、修正されたフォーマル組織と論理的に異なる企業モデルだ

 
46 もちろん、この点に関して「企業は広く社会的要請に対処する必要がある」と述べるだけで
あれば、その内実に関して議論が生じることはすでに見たとおりである（本章第 2.2 節）。 
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が、修正されたフォーマル組織と同様に、道徳的責任の帰属が問題にならない企業モデルで
ある。この企業モデルを便宜的に、「完全な合理的行為者モデル」と呼ぶなら、企業の道徳
的行為者性が問題になる企業モデルは、次の五つの類型のうち(4)のみとなる。  
 
(1) フォーマル組織：言語ゲームに道徳の語彙がないため、道徳的責任が成立しない。 
(2) 修正されたフォーマル組織：言語ゲームに道徳の語彙を持つが、規範に違反し得ない
ため、道徳的責任成立しない。 
(3) 合理的行為者モデル（消極的解釈）：言語ゲームに道徳の語彙を持ち、自らの方針や
規則の制御も行うが、規範に違反し得ないため、道徳的責任が成立しない。 
(4) 修正された合理的行為者モデル（積極的解釈）：言語ゲームに道徳の語彙を持ち、言
語ゲームの規則外の領域からなされる未整備の倫理的慣習に照らした異議申し立てに対応
する仕方で、自らの方針や規則の制御を行う。規範に違反し得る企業モデルであり、道徳的
責任が成立する。 
(5) 完全な合理的行為者モデル：言語ゲームに道徳の語彙を持ち、言語ゲームの規則外の
領域からなされる未整備の倫理的慣習に照らした異議申し立てに即座に完全に対応する仕
方で、自らの方針や規則の制御を行う。規範への違反を構成することなく異議申し立てに適
切に対応するため、規範に違反し得ず、道徳的責任が成立しない。  
 
本章のまとめ  
ここまで、ラッドの（修正された）フォーマル組織論を批判的に検討する形で、企業の道
徳的な役割責任、およびそれを実行する企業の能力責任を検討した。ラッドに提起した議論
は、大まかに次の二点にまとめられる。 
一つ目に、ビジネスの規範は、ラッドが言うような、通常の道徳規範から隔離された不可
侵の規則の体系ではない。本章では、ビジネスの規範が法規範に還元され得ない未整備の倫
理的慣習を前提することを示す仕方で、ビジネスの規範を単純に法規範と同一視し得ない
と主張した。その中身が、本章で正当化した最小限規範に留まるか否かに関して、本章は答
えを示していない。しかし、少なくとも本章の議論で、ビジネスの活動に道徳規範が含まれ
ることを否定することが困難であることは示せたはずである。 
二つ目に、言語ゲームの規則に違反し得ない（修正された）フォーマル組織に対して、規
範に違反したり従ったりする（修正された）合理的行為者モデルを提案した。規則に従うと
いう点から言うならば、前者は機械的に規則の内容を実現するアルゴリズム的な存在であ
る。これに対し後者は、成文化されない未整備の倫理的慣習に基づく異議申し立てに反応す
る仕方で、規範への違反を構成し得る存在である。道徳的責任は道徳規範への違反によって
帰属される責任であり、それを帰属される行為者であるためには、修正された合理的行為者
モデルのように、規範に違反し得る存在であることが要請される。 
修正された合理的行為者モデルの条件を充たす企業はあるだろうか。修正前の（消極的解
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釈による）合理的行為者モデルに関して、ドナルドソンは、それが当てはまる企業を見つけ
ることができない理由はないと述べる。修正された合理的行為者モデルは、修正前の合理的
行為者モデルと異なるモデルというより、条件(2)を、ラッドのそれと論理的に差別化し得
るように解釈したものである。それゆえ、修正された合理的行為者モデルもまたドナルドソ
ンが言わんとした企業モデルであると考えるなら、同様にこれを充たす企業を見出すこと
は可能と言えるだろう。 
例えば、モーリシャス原油流出事故での商船三井の対応を再び考えよう。この事例は、法
規範に関して違反のない状態で、未整備の倫理的慣習に基づく異議申し立てがなされた事
例である。この事例で商船三井は、当初は法規範に従うことのみを強調していたが、後に法
規範外の倫理的慣習に基づく異議申し立てに対応する仕方で、会社の方針を変更した。本稿
の責任分類に照らして言うならば、この事例で商船三井には、法規範に還元されない道徳規
範への違反が認められ、それに基づく道徳的責任が帰属され、さらに道徳的責任の帰属に基
づく諸々の対応が負担責任として負わされた（商船三井自らが引き受けた）。そのように理
解することができる。 
修正された合理的行為者モデルの観点から言えば、このような対応を行う企業が、道徳規
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

範に従ったりそれに違反したりし得る企業の一例となる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

47。ラッドの議論が理念型に照らし
た論理的分析であることに鑑みれば、修正された合理的行為者モデルもまた、修正されたフ
ォーマル組織や、完全な合理的行為者モデルとは論理的に異なる企業の振る舞いを理想的
に記述するものである。そしてそれが、道徳的行為者性を有する企業モデルの有望な一類型
となる。 
次章では、このような仕方による企業の道徳的行為者性の正当化が誤りであるとするヴ
ェラスキーズの議論を検討し、やがて議論の争点が企業の志向性をめぐる議論に移ること
を確認する。 
  

 
47 企業が共同体からの非難に反応して自ら道徳規範への違反を認め得ることができるか、それ
をどのように考えるかで企業の道徳的行為者性の理解が変わることを、第Ⅰ部の最後で論じる
（第６章 3.4 節）。 
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第 4章 企業の行為能力 
本章では、前章のドナルドソンの議論への批判をはじめ、企業の道徳的行為者性をめぐる
議論への主だった批判を取りあげる。前章で確認したのは次の二点であった。一つ目に、企
業の役割責任に関して、ビジネスの規範として最小限道徳を正当化した。二つ目に、最小限
道徳を含む、ビジネスの規範に従ったり違反したりする企業モデルとして、修正された合理
的行為者モデルを提案した。 
一つ目の点に関しては、本稿では最小限道徳を正当化するに留めた。それを超える企業の
役割責任に関して今なお議論があるとしても、やはり企業に何らかの道徳的な役割責任が
要請される点は、現状では認めざるを得ないだろう。この点で、企業の役割責任に訴える仕
方で、企業の道徳的行為者性を否定するのは、現状では困難である。 
しかし、二つ目の点、すなわち企業が道徳的な役割責任を果たす能力を持つとする点に関
しては、これを否定する根強い議論がある。現行の企業の道徳的行為者性をめぐる議論の焦
点は、こちらにあると言ってよい。前章では、道徳的行為者としての条件を充たす企業モデ
ルを、ドナルドソンの議論を中心に検討した。しかし、それは本当に企業が道徳的に行為す
ることを意味するのだろうか。我々が企業に認める行為能力は、我々が企業に帰属させてい
る、ただの比喩表現に過ぎないのではないだろうか。本章でとりあげるのは、おおよそこの
ような問題である。 
以下ではまず、前章のドナルドソンをはじめとする企業の道徳的行為者性を擁護する議
論に対して、企業が一個の実体であることを論証できていないとするヴェラスキーズの批
判を取りあげる（第 1節）。次に、この批判に反論するため、法人格の実在性に訴えるタイ
プの議論を取りあげる（第２節）。その中で、ヴェラスキーズの批判が、個人と企業の存在
論的な身分の違いに向けられるものであることを確認すると共に、企業の法人格に訴える
タイプの議論では、ヴェラスキーズに有効な反論を提起し得ないことを確認する。その議論
を受けて、企業の道徳的行為者性を正当化するさらなる論拠として、行為の意図をはじめと
する企業の志向性に訴えるタイプの議論を取りあげる。志向性の機能主義的な理解から企
業の志向性を認める議論と、心理主義的な理解からこれを批判する議論を検討し、両者に決
着が着けられていないことを示す（第３節）。最後に、企業の道徳的行為者性へのさらなる
批判としてあげられるいくつかの論点を概観する（第４節）。これらの論点に対する、本稿
としての見解は、推論主義を導入する次章で明らかにする。 
 
1 企業の還元不可能性に訴えるタイプの議論 
1.1 ヴェラスキーズの批判 
まず、前章のドナルドソンやワーヘインの議論に対する、ヴェラスキーズの批判を取りあ
げる。ヴェラスキーズの議論は、ドナルドソンやワーヘインだけでなく、企業の道徳的行為
者性の擁護者に全て当てはまる議論とされる。ヴェラスキーズによれば、企業の道徳的行為
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者性の擁護者は、いずれも次の見解を公然にあるいは密かに支持している。それは、企業が
、、、

企業の構成員に還元できない特徴を持つ、「実在する一個の実体
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

(real individual entity
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

)
、
」

(Velasquez 2003:539)である、という見解である。その例として、ヴェラスキーズはフレン
チの次の言葉を引く。 
 
しかしながら、私の分析の一部は次のことを示すだろう。すなわち、企業の行為は個人
の行為と同一視され得ないこと、それゆえ、ある人間存在を、企業の道徳的あるいは法
的侵害のために責めることが常に公正であるわけではないことを、である（French 
1984: 539）。 

 
ヴェラスキーズが問題視するのは、ここに見られる「還元不可能性」の考えである。その
典型として、ヴェラスキーズはフレンチの次の議論を引く。すなわち、還元という言葉は、
「複合企業（conglomerate）に関して述定可能（predicable）な事柄が、必ずしもそれと
結びつく個人の何人かに、あるいはその全員に関して述定可能とは限らない」ことを意味す
るのであり、またそのことは、「責任の述定に関しても同様に当てはまる」（French 1984: 
26）。フレンチは続けて次のようにも言う。「企業組織の特徴がそのメンバーの特徴に還元
できないことは、企業組織に関して真に述定され得る特徴でありながら、その構成員に関し
てはそうでないものがある」（ibid.）ということである。 
 
1.2 還元不可能性とは何か 
企業が個人に還元不可能な特徴を持つことは、ここまでもいくつかの仕方で言及されて
きた。以降の議論でも、このアイデアに訴える様々なタイプの議論を取りあげる。このアイ
デアは、フレンチが述定（predicable）の語を用いたことから示唆されるように、行為文の
再記述の問題（第 2章 2.4 節）を別の仕方で言い換えたものと言える。例えば、ある企業の
取り交わした売買契約は、当該の企業の売買契約であって、経営者や従業員ら構成員の売買
契約ではない。企業活動には、企業それ自体のものとしてしか記述できないタイプの活動が
ある。これを言い換えれば、企業が示す特徴のある部分は、その構成員に還元不可能なもの
があると言うことができる。すでに確認したように、行為は常に複数の仕方で再記述するこ
とが可能である。そして、複数ある企業活動に関する行為文のうち、企業を行為者とする行
為文が企業内の個人を行為者とする行為文に再記述できないのは、企業がその構成員に還
元できない特徴を持つからである。 
ヴェラスキーズによれば、企業の道徳的行為者性の擁護者はいずれも、還元不可能性のア
イデアに何らかの仕方で与している。ヴェラスキーズは次のように述べる。 
 
ドナルドソン、グッドパスター、ワーヘイン、マイケル、J・フィリップス、そして他
の者たちは全て、企業組織の非還元的な性質が含意することについてそれぞれ異なる
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結論に達しているにもかかわらず、公然にあるいは密かに、この同じ主張のバージョン
にアピールしている(Velasquez 2003:539 n.25)。 
 
とはいえ、例えば前章で見たドナルドソンは、明示的な仕方で還元不可能性を論じている
わけではない。ヴェラスキーズは、そうした議論も含めて、企業の個人への還元不可能性の
アイデアが支持されていると指摘するわけである。 
この点を補足するなら、次のようになる。まず、第 1章で見たように、企業の道徳的責任
の問題は、突き詰めれば企業内の構成員の誰にも帰属できない道徳的責任を、企業に帰属さ
せることの是非を問う問題である(第１章 3.1 節)。そのため、企業の道徳的行為者性を擁護
することは、企業がその個人に還元できない仕方で、一つの道徳的行為者であるという見解
に与することを含意する。この意味では、還元不可能性の主張は、企業の道徳的行為者性の
必要条件と言える。そのため、ドナルドソンのように還元不可能性に直接言及しないタイプ
の議論であっても、企業の決定や行為が、何らかの仕方でその構成員の決定や行為に還元で
きないことを支持する必要がある。この点、ドナルドソンの議論を振り返れば、その批判対
象であったラッドの議論に関して、フォーマル組織の決定や行為が組織それ自体に帰属さ
れることを否定するものではなかった。この点を踏まえるならば、ドナルドソンの議論も、
同様に企業の決定や行為が企業それ自体に帰属される（還元不可能である）というアイデア
を支持していると理解することも可能だろう。 
このように、明示的な仕方で還元不可能性に言及しない議論でも、突き詰めればそれを支
持する仕方で再構成することが可能であるし、その必要がある。このとき、企業の還元不可
能性を組み込んだ仕方で再構成された議論は、いずれもヴェラスキーズの批判への対処を
要請される。 
したがって、仮に明示的な仕方で還元不可能を論じていなくとも、企業の道徳的行為者性
を支持する論者が、そうしたアイデアに与しているというヴェラスキーズの指摘は適切で
ある。ヴェラスキーズが言うように、そうした論者は全て、「企業組織の非還元的な性質が
含意することについてそれぞれ異なる結論に達しているにもかかわらず、公然にあるいは
密かに、この同じ主張のバージョンにアピールしている」（ibid.）。 
ヴェラスキーズは、企業の還元不可能性を支持する論証を次のようにまとめる（ibid.  
539）。 
 
(1) X が個々の構成員に帰属し得ない特徴を持つならば、Xはその構成員とは異なる実在
する一個の実体である。 
(2) 企業組織は、その構成員に帰属させることができない特徴を持つ。 
(3) したがって、企業組織はその構成員とは異なる実在する一個の実体である。 
 
1.3 還元不可能性は実在性を含意しない 
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ヴェラスキーズによれば、この論証は前提(1)が誤りであるため、全体も誤りである（ibid. 
540）。(1)は「Xが個々の構成員に帰属し得ない特徴を持つならば」という前件と、「Xはそ
の構成員とは異なる実在する一個の実体である」という後件からなる。このうちの前件、す
なわち何らかの物の集合に関して、その集合全体に帰属するが、個々の構成要素には帰属で
きない特徴があると論じることは正しい。例えば、大きいという性質が砂の山に帰属される
としても、砂山の中の一粒一粒に同様の性質は帰属されない。任意の物の集合に、その構成
要素に帰属できない性質があること自体に、何ら神秘的な点はない（逆もまた然りである）。 
しかし、ここから(1)の後件、そうした集合が「実在する一個の実在である」（real individual 
entity）と推論するなら誤りである。このことは、問題が企業である場合も同様である。 
ここでは、企業の還元不可能性としてしばしば取りあげられる議論として、時間を通じた
企業の継続的な同一性を例にする。例えば、ある企業が何十年も存続し続け、元のメンバー
が引退したり入れ替わったりしても同じ企業であり続けるように、企業はその構成員の非
連続的な同一性と無関係に、時間を通じた継続的な同一性を持つ。フレンチが言うように、
企業組織は「複合企業の集合体（conglomerate collectivity）」であり、「そのアイデンティ
ティが組織内の個人のアイデンティティの連言で尽きないような個別の組織」（French 
1984: 13）である。 
しかし、こうした継続的な同一性が企業の構成員の誰にも帰属できないとしても、その事
実は、企業組織がその構成員と異なる「実在する一個の実体」であることを含意しない。ヴ
ェラスキーズは、次のような例をあげる。まず、ある人が砂山でクフ王のピラミッドのレプ
リカを作ったとする。次に、レプリカがクフ王のピラミッドであることを示す形状を変えな
いように注意しながら、砂粒の一部を取り除き、他の砂粒に置き換えたとする。この場合、
砂粒の一部（あるいは全部）が変わっても、クフ王のピラミッドのレプリカは、なおそこに
あると言うことができる。しかしそこで、作られた砂山（クフ王のピラミッドのレプリカ）
はそれ自体で一個の実体なのではない。そこには、砂という実体の集合体があるのみであ
る。このことから、ある特徴を帰属される集合的な対象があることと、さらにその構成要素
が変化することが両立し得るとしても、そこから、集合的な対象がその構成要素とは異なる
実在する一個の実体であると推論できないことが分かる。企業の場合も、例えば企業の継続
的な同一性のような、その構成員に帰属できない特徴があるとしても、企業がそれ自体で実
在する一個の実体であることは推論できない。この議論が正しいなら、前提(1)は誤りであ
り、企業の還元不可能性に訴える議論の全体もまた誤りとなる。 
 
ヴェラスキーズの議論の検討 
しかし、ヴェラスキーズがあげるクフ王のピラミッドの例は適切だろうか。むしろ、問題
の事例では、クフ王のピラミッドのレプリカを構成する個別の砂が実体であることと、それ
により構成されるクフ王のレプリカが実体であることを、共に認めることができるのでは
ないだろうか。問題が企業である場合も、時間を通じて変化する企業の構成員が実体である
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ことと、企業それ自体が実体であることを、共に認めることができるのではないだろうか。 
特に、問題が企業である場合、その社会的な実在性は広く認められたものである。そうで
あれば、仮にクフ王のピラミッドの事例で、レプリカを構成する砂粒だけを実体と認めると
しても、問題が企業の場合は別である。そのように言うことすらできるのではないか。 
実際、企業が問題の場合、特に企業の法人格に訴える仕方で、企業の社会的な実在性が強
調されることは珍しくない。例えば、経営学者の中條は、組織の概念をめぐる著作で、次の
ように述べる。「企業は擬制でありながら、社会制度として現実に影響力をもつ存在である。
それ故、法人格をもつ社会実体として、自らの行為の結果に対して責任をとらねばならな
い」(中條 1998:23)。また、法人格の実在性をもって、企業それ自体への道徳的（あるいは
刑事）責任の帰属を正当化する議論は、今日でもしばしば見られる。次は、企業の社会的な
実在性をもって、法人処罰を正当化する法学者の今井の議論である。 
 
しかし、自然人を念頭において発展してきた刑法理論を法人にも妥当させるという統
合説の（正当な）観点からも、法人が自然人と同様に社会に実在していることを、今一
度強調する必要があろう。確かに、法人には、自然人と異なり、肉体も精神もない。し
かし、法人をも処罰すべきだという社会的要請が（我が国のみならず、イギリス、アメ
リカ合衆国、フランス等において幅広く）存在するのは、法人の活動に起因する違法な
結果が、法人の行為によるものと認識されているからである。また、法人の刑事責任を
認め、法人に故意犯ないし過失犯の成立を認めようとするのは、違法結果の惹起につい
ての非難を、法人にも伝達でき、法人もこれを理解できると解されるからである。その
理論的な説明として、規範的責任論の趣旨に立ち返る必要があることは、統合説が説く
とおりである。しかし、そうした理論的説明の前提には、法人の社会的実在性を認める
ことで、法人に対して（社会的に存在する）法的非難の伝達・受容が可能であるとの認
識が、存在せざるを得ないように思われる(今井 2009: 25)。 
 
このように、しばしば法人企業は制度上の擬制でありながら、それを超えた実在性、ある
いは社会的実体とも言える様態を示すと言われる。この点を重視するのであれば、法人企業
に関して、単に構成員への還元不可能性を主張するに留まらず、企業を一つの実在する実体
と認めることができるのではないか。そこで次に、ヴェラスキーズの議論に反論を提起すべ
く、法人格の社会的実在性に訴える議論を検討する。 
 
2 法人格の実在性に訴えるタイプの議論 
2.1 宮坂の株式会社論 
ここでは、企業の道徳的行為者性の問題を法人（株式会社）の問題に照らして論じる宮坂
の議論を取りあげる（宮坂 2018）。宮坂は、経営学の視点から長年、企業倫理に関心を寄
せてきた論者である。宮坂は、本来であれば自然人に対してのみ問うことができる道徳を企



 77 

業に問う動きを「画期的な」(ibid.ⅰ)ものと評し、その理論的根拠となる企業の道徳的行為
者性をめぐる議論を網羅的に整理・検討してきた。 
以下の議論は、宮坂が、企業の道徳的行為者性の問題を「経営学をはじめとする社会科学
との関連で概念的に整理し『株式会社論』の文脈に沿って位置づける」ことを目的に提示し
たものである。その中で、宮坂は、企業の所有者は企業それ自体であり、企業それ自体が道
徳的（社会的）責任を問われる存在であると論じる。 
その議論は、「『株式会社論』の文脈に沿って」の言葉の通り、株式会社の問題として、企
業の道徳的行為者性の問題を論じるものである。そのため、以下の宮坂の議論に限り、企業
＝（会社法で言う）会社＝法人＝株式会社として議論を進める。 
宮坂の議論を、ここまでの役割責任・能力責任の枠組みに照らすと、次のように整理でき
る。 
 
(1) 会社は社会のために働くことで存在を認められる道徳的（社会的）存在である（企業
の道徳的な役割責任）。 
(2) 会社の所有者はヒト（法人）としての会社それ自体である（企業の能力責任）。 
(3) 会社はそれ自体がヒト（法人）として道徳的（社会的）責任を問われる存在である（企
業の道徳的行為者性）。 
 
(1) 社会的存在としての企業 
まず(1)は、ビジネスの道徳規範の問題を経営学の視点から述べ直したものである。宮坂
は、「企業は社会的存在である」という言葉を、ドラッカーの『会社の概念（concept of 
corporation）』(Drucker 1993)に依拠して整理する48。ドラッカーによれば、会社は一つの
社会制度である。会社は社会のために、したがって人間のために働くことで社会に受け入れ
られる。会社は、伝統的に言われるように、株主の所有物ではない。そのような見解は、「会
社を個々の株主の所有権の合計以外の何物でもないとする古いお粗末な作り話（crude 
fiction）」(ibid. 20)である。むしろ会社は「社会的現実としては、株主は会社と個別な関係
になる人々の幾つかのグループの一つにすぎない」のであり、むしろ「会社の方が永続的で
あり株主が一時的」（ibid. 20-1）である。このような仕方でドラッカーは、会社は株主の所
有物ではなく社会的制度だと論じる。 
ドラッカーの議論を基に、宮坂は社会的存在を次のように説明する。すなわち、「社会的
存在＝社会にその活動が正当であると認められ受け入れられていること」である。会社もま
た社会的存在であり、その活動を通して社会に受け入れられなければ、存続することができ
ない。宮坂によれば、「会社は、社会的に有益な財貨・サービスを提供することによって初
めて利益を上げることが認められる存在である」（宮坂 2018: 5）。このとき、会社にとって
の直接的な目的と間接的な目的を区別することが重要になる。前者は、「利益＝収益-費用」

 
48 ドラッカーの議論は、宮坂のまとめを参照した。 
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で例示される利潤の追求である。後者は、会社の定款に事業目的として明示されるような、
社会への有益な財貨・サービスの提供である。会社は、これらの二つの側面を併せ持った存
在であり、二側面を両立させて初めて存続することができる（ibid.）。 
会社が社会的存在であることを、宮坂は次のようにも言う。すなわち、会社は、法人格を
与えられることで自然人と同じように権利能力を与えられる存在である。法人格を与えら
れることは、その存在が社会で正当化されることであり、そこでは社会の価値観や規範を受
け入れて事業展開することが前提になる。宮坂はこれを企業の社会化と呼ぶ。 
もちろん、法人＝企業は、第一に法律に従って活動することを要請される。宮坂はこれを、
企業の社会化の第一段階と呼ぶ。しかし今日の社会では、企業は最低限の規範である法律の
遵守だけでなく、それを超えた社会規範、あるいは国際的な事業展開を進めるなら、適切な
価値観に則って経営をおこなうという「経営の道徳性」も求められる。このように企業が道
徳的な存在であることを要請される事態を、宮坂は企業の社会化の第 2段階と呼ぶ。 
 
(2) 会社の所有者はヒトとしての会社それ自体である 
企業の社会化の第 2 段階を経て、社会的存在としての企業＝法人は、法規範に従うだけ
でなく道徳規範に従うことも要請されるようになる。ここまでは、前章で見たビジネスの道
徳規範の問題を、経営学の視点から述べ直したものとして理解できる。 
企業の道徳的行為者性の問題はさらに、ビジネスで要請される道徳的な役割責任が、企業
それ自体に問われること、あるいは企業それ自体がそれを果たしたり果たせなかったりす
ることを要請する。この点を説明するのが、(2)会社の所有者はヒトとしての会社それ自体
である、という議論である。 
この主張は、岩井克人の株式会社論(岩井 2003; 岩井 et al. 2005)に依拠している。岩井
は、法人格をめぐる伝統的な論争に決着を着けるとの目論見のものと、法人格の実在性をめ
ぐる立場を、それを支持する法人実在説と、名目上の存在に過ぎないとする法人名目説に区
別する49。岩井の言う決着とは、実在説と名目説の片方を支持するのではなく、法人が「モ
ノとしての会社」と「ヒトとしての会社」なる存在の二重構造を持つと指摘することで、両
者を統一する見解を示すことである（岩井 et al. 2005: 57）。 
それによれば、第一に、「モノとしての会社」とは、株主に所有される法人（モノ）とい
う意味での会社である。第二に、「ヒトとしての会社」とは、会社資産を所有する法人（ヒ
ト）という意味での会社である。つまり、「株式会社とは、株主が法人としての会社を所有
し、その法人としての会社が会社資産を所有する。という『二重の所有関係』によって構成
されている」（ibid.）。この見方によれば、会社は「ヒトでありモノであるという、そもそも

 
49 一般的には、法人格論争は法人実在説、法人名目説、法人擬制説の三つの立場で争われる
(Ripken 2019)。奥村(2006)は、岩井が法人擬制説を無視していると批判した上で、株式会社
に社会的責任はあるかという問題提起の下、法人格の実在性、そしてその能力責任を否定的に
論じる。 
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本質的に矛盾した存在」(岩井 2003:17)として理解される。 
このように法人を理解することで、法人はヒトであるという立場を支持することができ
る。もちろん、この二重構造において、法人はなおモノとしての側面も有する。モノとして
の側面を重視するなら、会社の所有者はやはり株主であり、道徳的な役割責任を問われるの
も株主ということになるのではないか。そう考えられるかもしれない。あるいは、株主主権、
すなわちスットクホルダー・セオリーが今日では説得力を持たないなら、ステークホルダー
が会社の所有者であるとか、コーポレートガバナンスの視点から、会社の所有者を経営者と
考えるべきではないか。これらのどれかを支持するなら、道徳的な役割責任を問われるの
も、株主、ステークホルダー、経営者など、あくまで会社を所有する人間となるはずである。 
このような、いわゆる「会社は誰のものか」論争に関して、宮坂は、道徳的な役割責任を
問われるのはあくまでヒトしての会社であると論じる。宮坂によれば、株式会社は制度とし
て実在し、法人としての会社がそれ自体として会社（現実資本）を所有し、独自の意思決定
構造の下で意思決定を行う。そのため、道徳的な役割責任を問われるのは、その会社に所属
する自然人としてのヒトではなく、会社それ自体としてのヒトである。そして、このことが、
会社それ自体に道徳的な役割責任が問われることを示している。 
したがって、(3)会社はそれ自体がヒト（法人）として道徳的（社会的）責任を問われる存
在であること（企業の道徳的行為者性）が帰結する。 
 
2.2 存在論的身分と認識論的身分 
法人が一定の権利義務の担い手として認められることを、企業の還元不可能性を論じる
一つの仕方と理解するなら、宮坂の議論もまた、企業の還元不可能性に訴えるタイプの議論
の一つとして整理できる。さらにその議論は、モノとヒトの二重構造から法人格の実在性を
肯定する点で、企業が実在する一個の実体と論じるものでもある。この議論から、ヴェラス
キーズの議論に反論することができるだろうか。 
注意すべきは、宮坂の議論で論じられるような法人格の社会的な実在性と、ヴェラスキー
ズが言う実在性の違いである。ヴェラスキーズの議論では、企業を構成する個々の人間に認
められながら、他方でそうした個々の人間から構成される企業には認められない、そういっ
た意味での実在性が問題にされているように見える。この違いを区別することなしに、法人
格の実在性に訴えるタイプの議論を評価することはできない。 
 
サールの社会存在論 
この点を整理するために、サールの社会存在論を参照する(Searle 2010)。サールの社会
存在論は、一枚の紙片が一万円札であることとか、ある集団あるいは登記上の対象が法人企
業であることなど、「人間の社会的で制度的な実在性（human social institutional reality）」
の存在様態を明らかにすることを目的とする（ibid.ⅸ）。ヴェラスキーズは、企業の道徳的
行為者性を否定する際に、度々サールの議論に依拠しており、特に企業の道徳的行為者性に
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関して、それをサールが論じる制度的実在性の議論の一部だと説明する（Velasquez 
2003:559 n.46）。この点から見て、ヴェラスキーズの議論をサールの社会存在論に依拠し
て整理することは、ヴェラスキーズの批判の意図を明示化する点で適切である。 
サールは、ある集団が企業であることのような制度上の事実を「制度的事実（institutional 
facts）」と呼び、それをエベレストがあるとか水はH2Oであるのような「生の事実（brute 
facts）」と区別する。このとき、企業をはじめとする制度的事実の実在性と、生の事実の実
在性はどのように異なるのか。それを説明するのが、存在論的な主観性/客観性の区別、お
よび認識論的な主観性/客観性の区別という、存在論と認識論それぞれに認められる主観性
/客観性の区別である。 
まず、存在論的な主観性/客観性の区別は、対象の存在がそれを経験する主体に依存する
かどうかで決まる。例えば、痛みやくすぐったさは、主体がそれを経験する限りで存在する
点で、存在論的に主観的である。他方で、エベレストや水素原子は、誰の主観的経験にも依
存することなく存在する点で、存在論的に客観的である。 
次に、認識論的な主観性/客観性の区別である。これは、ある命題の真偽が観察者の態度
や意見に依存して決まるかどうかの区別である。例えば、「ゴッホはフランスで死んだ」と
いう言明は、その真偽が観察者の態度や意見とは独立に確認できる点で、認識論的に客観的
である。他方で、「ゴッホは優れた画家だ」という言明は、主観的な意見に関わる点で、認
識論的に主観的である。 
この区別に基づき、サールは制度的事実の存在論的身分と認識論的身分を次のように説
明する。すなわち、制度的事実は、我々の主観的経験に依存して存在する点で、存在論的に
主観的であるが、我々の主観的な意見に依存して真偽が決まるわけではない点で、認識論的
に客観的である(Searle 2010: 18 [24-5])。 
企業の問題に適用してみよう。まず、企業を構成する個々の個人は、誰の主観的経験にも
依存することなく存在する点で、存在論的に客観的である。これに対し、企業は、我々がそ
れを経験（認識）する限りで存在する点で、存在論的に主観的である。他方、認識論的な区
別を見れば、企業を構成するのが個々の人間であることは、（実はそれがロボットだったよ
うな特殊な場合を除いて）誰の意見や態度にも依存することなく真だと言えるため、認識論
的に客観的である。また、企業を構成する個人が道徳的な役割責任を果たすことを期待さ
れ、それを果たせなかった場合に道徳的責任を問われることも、（その人が心神喪失の状態
にあったのような能力責任が否定される場合を除いて）誰の意見や態度にも依存せずに真
であり、認識論的に客観的である。他方で企業を見れば、ある集団や登記上の対象が法人企
業であることは、（登記に不備があったとかの特殊な場合を除いて）、誰の意見や態度にも依
存せずに真であると言えるため、認識論的に客観的である。さらに、宮坂の議論を踏まえれ
ば、ビジネスで企業が道徳的な役割責任を果たすことを期待され、またそれを果たせなかっ
た場合に道徳的責任を帰属されることは、（少なくとも本稿の議論の範囲で言えば、最小限
道徳の範囲で広く受け入れられているという意味で）誰の意見や態度にも依存せずに真と
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言えるため、認識論的に客観的である。 
このように整理するならば、企業は実在する一個の実体ではないというヴェラスキーズ
の議論と、法人企業は道徳的な役割責任を果たすことを要請される実在的な実体だという
宮坂の議論は、実在性や実体性に関して、異なる意味を用いているものとして整理すること
ができる。 
ヴェラスキーズの議論は、企業を構成する人間と、人間から構成される企業に関して、両
者の存在論的身分が異なることを主張するものである50。すなわち、企業にその構成員に還
元できない特徴が認められるとしても、制度的事実としての企業の存在論的な身分が、主観
的なものから客観的なものになるわけではない。 
これに対し、宮坂の議論は、法人企業の存在論的な身分ではなく、認識論的な身分に関し
て、それが道徳的な役割責任を期待される社会的存在であることの客観性を主張するもの
である。すなわち、企業は（本稿の範囲で言えば）最小限道徳の範囲において、誰の意見や
態度にも依存せずに道徳的な役割責任を期待される社会的存在であり、この意味で法人企
業の実在性は認識論的に客観的である。この整理から見れば、企業の認識論的な客観性をい
くら強調しても、ヴェラスキーズが求める存在論的な客観性を示したことにはならないと
言えるだろう。 
 
存在論か認識論か 
ここには、道徳的責任の帰属に関して、存在論的な身分と認識論的な身分のどちらを本質
的と考えるかの対立がある。企業の道徳的行為者性の妥当性に関して、これを否定するヴェ
ラスキーズの議論が方法論的個人主義として分類されること、また企業の道徳的行為者性
を擁護する議論が方法論的集団主義として分類されることは、従来から指摘されてきた。 
しかし、上記の整理を踏まえるならば、ヴェラスキーズの議論は、方法論的個人主義に加
えて、存在論的個人主義にも与していることが分かる51。これに対して、企業の道徳的行為
者性の擁護者は、一般に企業が個人と同等の存在論的身分を持つことを論じるわけではな
い。つまり、それらの論者は、方法論的集団主義を支持するからといって、存在論的集団主
義まで支持するわけではない。例えば、共同行為における集団全般の道徳的行為者性を擁護
するギルバートは、そこで論じられる集団の実在性は、存在論的に問題のないものだと主張
する（Gilbert2014: 119）。あるいは、リスト＆ペティットは、集団はそれ自体で実在する
道徳的行為者であると論じながら、集団が示す自律性は認識論的なものだと主張する（List 
& Pettit 2011: 76）。 
企業の道徳的行為者性を擁護する論者が目指すのは、基本的に、企業が個人と同様の存在

 
50 実際、ヴェラスキーズは上記の還元不可能性に訴える議論が、存在論的な議論だと捉えてい
る(Velasquez 2003:539)。 
51 ワーヘインがこの点を指摘している。ワーヘインはその上で、企業は存在論的には個人に還
元できるが、企業の二次的な行為者性はそうではないと論じる(Werhane 1985:51)。類似の考
察はハジ(Haji 2006:308)にも見られる。 



 82 

論的な身分を持つと論じることではなく、企業を道徳的行為者として正当化し得る認識論
的な要素を明示することである。そこで提案される議論には、ここまでのものも含めて様々
なバリエーションがある。もちろん、ヴェラスキーズは、そうした認識論的な議論に基づく
提案に対して、存在論的な客観性の論じられていないことをもって反論するだろう。したが
って、企業の道徳的行為者性の問題は、企業に道徳的責任を帰属させるために、存在論的な

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

客観
、、
性まで必要とされるのか、あるいは認識論的な客観性をもって企業に道徳的責任を帰
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

属させることを正当化できるか、このような問題に収斂する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 
ここでは、企業の法人格に訴えるタイプの議論に関して、サールに従い存在論と認識論の
対立として問題を整理し争点を明確にした。このような明確な区別が可能であるかどうか、
あるいはこのような区別の下での整理の仕方に異論があるかもしれない。しかし、ここでの
整理に別の仕方があるとしても、要するに問題は、共に何らかの意味で実在的とされる個人
と企業に関して、実在性のいかなる様態を重視し、両者が共に道徳的行為者であると認める
か、それを否定するかである。この対立自体は、ここでの整理に別の仕方があるとしても維
持されるだろう52。 
企業の道徳的行為者性を存在論的な身分の問題だと論じるヴェラスキーズに対し、認識
論的な議論の提案をいくら続けても議論が噛み合わないのではないか。そのように思われ
るかもしれない。実際、本稿が考える企業の道徳的行為者性の問題の難しさは、このような
異なるカテゴリーの問題をどのように調停するかにある。 
そのような調停を実現するために講じられる現行の議論で争点になるのは、次で見る行
為の意図の問題である。すなわち、行為の意図を人間の意識に実在する意識的な心的状態と
考えるか、反対に企業でも示すことのできる機能的状態と考えるか。意図的行為の実現に関
して、存在論的に客観的と言える身分を持つ人間の意識状態を重視するヴェラスキーズと、
意図の認識論的で機能的な側面を重視する企業の道徳的行為者性の擁護者の見解が対立す
る。本稿では、本章の残りと次章を使って、このような心の哲学の対立に収斂する、個人と
企業をめぐる存在論的/認識論的な問題の調停を試みる。 
 
2.3 法人格と道徳的行為者性 
しかしその前に、本節の最後に、上記で見た法人格に訴えるタイプの議論の検討を完了さ
せる。ここで検討するのは、法人企業に、先程触れた行為の意図、あるいはその他の、道徳
的行為者として要請される認識論的な追加要素を見出す仕方で、法人企業の道徳的行為者
性を追求できるかどうかである。 
そのような方針を検討する議論に、倉田(2017)の議論がある。倉田は、宮坂が依拠した岩

 
52 例えば、企業を構成する個人に関して、それが存在論的に主観的だと論じることも理論上は
可能である。しかしその場合も、企業活動を実際に生じさせる個人とそうではない企業といっ
た違いのように、存在論的な主観性という両者の身分を維持したまま、その中にさらに違いを
認めることが可能である。したがってサールと異なる整理の仕方を講じた上でも、ここでの議
論の整理は、（別の言葉遣いになったとしても）なお維持される。 
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井の株式会社論（本章第 2.1 節）を下敷きに、それをリスト＆ペティット(List & Pettit 2011)
の示す合理的な集団行為者性の条件をもって補強することで、法人格の実在性を擁護する
ことを試みる53。 
結論から先に言えば、法人格の実在性に訴えるタイプの議論は成功しない。法人格の問題
は、道徳的行為者性とは異なる領域の問題である54。なぜなら、法人格は行為者性の問題に
とって必要条件でも十分条件でもなく、逆もまた然りだからである。 
ここでは、法人格と企業の道徳的行為者性に関して、(1)前者の肯定と後者の否定が成り
立つこと、また(2)後者の肯定と前者の否定が成り立つことを確認する。これにより、両者
が論理的に別の問題であることを示す。 
まず、(1)法人格は法的な手続きを適切に行うことで成立するが、法定要件を充たしたか
らといって、例えばリスト＆ペティットが言う合理的な集団行為者性の条件が充たされる
わけではない。会社法に行為者性の要件は含まれないからである。 
次に、(2)例えばリスト＆ペティットが示す合理的な集団行為者性の条件を充たす集団が
あったとしても、だからといって、その集団が法人格を有するわけではない。法人格は、法
定要件を充たした場合にだけ成立する。要するに、法定要件は行為者性を含意しないし、行
為者性は法定要件を含意しない。両者が重なる場合もあるだろうが、基本的にそれらは論理
的に別の問題である。 
したがって、本稿で法人格の問題を取りあげるのはここまでである。実際、企業の道徳的
行為者性をめぐる現行の議論は、それを擁護するにせよ否定するにせよ、問題を法人企業に
限定しない。むしろ、多くの議論は、法人格を持たない組織も対象として論じる55。したが
って以下でも、念頭に置くのは大規模な株式会社の起こした企業事故や不祥事であるが（第
１章 3.1 節）、議論の対象は、広く法人格を持たない組織も含むものとして議論を進める。 
 
3 企業の志向性に訴えるタイプの議論 
本節では予告通り、企業の意図をめぐる議論を確認する。第１節のヴェラスキーズの批判
を踏まえるならば、企業の還元不可能性は、企業の道徳的行為者性を正当化するために訴え

 
53 リスト＆ペティットの議論は、第８章で詳述する。ここでは内容に踏み込まない。本節の議
論の趣旨は、問題の形式からして、法人格の問題と道徳的行為者性の問題が別のものであるこ
とを示すことである。 
54 フレンチは、1979 年の論文(French 1979) の時点ですでにこの点を指摘している。 
55 例えばヘスは、企業の自由意志を論じた論文で次のように言う。「私が『企業
（corporation）」や『企業実体（corporate entity）』について語るとき 、それは集団
（collectives）を指しているのであって、法人やこの言葉で指定され得る他のものを指してい
るのではない。『ウォルマート』や『ACME』についての主張は、適切に組織化され指示され
た、ウォルマートやACMEを構成する人々の集団の特徴についての主張である。現代の企業は
この種の集団の範型だが、その主張はいかなる法的地位にも依存せず、またそれを前提として
おらず、法的な企業に限定されるものではない。大学、NGO、政府、宗教団体、そして軍隊の
支部も、ここで提示された説明では全て適格であると思われるのであり、自由意志と道徳的行
為に関する主張はそれゆえ、それらにも及んでいる」(Hess 2014: 242)。 
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る必要がある議論だが、それだけでは十分ではない。法人格の実在性に訴えることはできな
いことは、第２節で確認した。そこで、企業の道徳的行為者性の擁護者は、何か別の仕方で、
「企業組織には、それにもかかわらず、それを道徳的責任の適切な主体とするような特別な
何かがある」（Velasquez2003: 541）と主張する必要に迫られることになる。 
そこで争点になるのが、意図をはじめとする企業の志向性の問題である。もちろん、個人
の存在論的身分の確かさを強調するヴェラスキーズに対して、そうした議論は暖簾に腕押
しのようにも思われる。しかし、それでもなお、企業の志向性を説明する議論は、今日まで
様々なバリエーションを増やし続けている。 
以下では、その中の主だった議論を取りあげるとともに、それに対するヴェラスキーズの
批判、またヴェラスキーズと共に企業の道徳的行為者性を批判するレンネガードの批判を
取りあげる。それを通じて、志向性の問題が、両者の間でなお決着の着いていないことを確
認する56。 
 
3.1 企業の意図の問題 
まず、企業の道徳的行為者性の擁護者による、企業に意図57を認める議論を確認する。実
のところ、そのいくつかはここまでの議論で言及している。第２章で取りあげた、行為記述
の複数性をめぐるフレンチの議論がその一例である（第２章 2.3 節）。 
 
デイヴィドソン的行為者 
改めて確認すると、フレンチは、道徳的責任を帰属される行為者をデイヴィドソン的行為
者と呼び、企業がそれに当てはまると主張するのであった。デイヴィドソン的行為者とは、
ある対象を行為者として、意図的行為を真に記述することができる場合の行為者のことを
言う。意図的行為を真に記述することができるとは、意図的行為を行う行為者として、行為
文から問題の対象を消去できないことを意味する。例えば、ある企業活動を企業の意図的行
為として記述する場合の行為文が、取締役会を構成する個々人の意図的行為の行為文の省
略表現に過ぎないのであれば、企業は元の行為文から消去可能であり、企業を行為者とする
意図的行為の記述は成立しない。他方、ある企業活動に関する行為文から、企業を行為者と
して消去できないのであれば、企業は消去不可能なデイヴィドソン的行為者であり、それ自
体で意図的な行為者と言える(French 1979: 211)。本章の第１節で見た通り、行為文の再記
述をめぐる議論は、言い換えれば、企業の個人への還元不可能に訴える議論でもあった。行
為文の再記述、還元不可能性、そして行為の意図の問題を、このようにフレンチは架橋する
仕方で論じる。 
 
デネットの志向システム論 

 
56 次の企業の志向性、次章の推論主義の道具立て (第 5章 1節）は西本(2021)に負っている。 
57 行為内意図と先行意図の区別は、脚注 21を参照。 
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企業の意図を正当化するフレンチの議論は、他のバリエーションもある。その一つは、デ
ネットの志向システム論(Dennett 1987)を用いた議論である。フレンチは、デイヴィドソン
的行為者の議論と志向システム論を、ほとんど同義の議論だと述べる(French 1992:4)。デ
ネットの議論は、意図、信念や欲求などの志向的状態を、他者の解釈に基づいて帰属される
特性だと理解する、志向的状態に関する解釈主義として知られる。デネットによれば、志向
システムとは、対象の振る舞いを予測するために用いられる、志向姿勢 (intentional stance) 
と呼ばれる戦略で説明される存在である(Dennett 1987:15 [25])。 
志向姿勢は次のように説明される。まず、振る舞いを予測する対象について、それが合理
的行為者であると仮定する。この仮定により、対象は合理性の諸々の制約に服すものとして
理解される。合理性の制約とは、真なる事柄を信じること、信念が整合性を保っていること、
保持する信念の演繹的な帰結や全体の証拠から導かれる帰納的推論の帰結を受け入れるこ
となどの、合理的ということで課される諸々の制約の束である(Tollefsen 2002:32)。デネッ
トによれば、こうした仮定のもとで、対象の振る舞いを、意図、信念、欲求などを持つ行為
者の合理的行為として予測することができれば、その対象はそうした志向的状態を持つと
いうことができる。例えば、私が近くにいるネコを対象としてその振る舞いを予測するとす
る。このとき、私が、そのネコが目の前のネズミを捕えようとする意図を持つなら、ネコは
ネズミに飛びかかるだろうと予測し、実際にネコの振る舞いの予測に成功するならば、ネコ
はそうした意図を持つ存在として認められる。このような、志向姿勢によって振る舞いを予
測できる対象こそが、デネットが志向システムと呼ぶものである。デネットは信念に関して
次のように言う。 
 
どんな対象あるいはシステムでもこの［志向姿勢の］戦略で振る舞いが充分予測できる
なら、それはまさしく信念を持つ者 (believer) と呼ぶにふさわしい…真に信念を持つ
者とは何かと言えば、それは志向システムである。つまり、志向戦略によって振る舞い
が充分な信頼性を持って予測できるシステムのことをいう(Dennett 1987:15 [25])。  

 
このようにデネットは、志向的状態を、志向姿勢を用いた予測によって理解される、解釈
依存的な特性だと主張する。この立場においては、例えばサーモスタットや国家であって
も、場合によっては志向的状態を持つ存在であることが帰結する。そのため、このような志
向的状態の理解が妥当なものであるならば、企業もまた、その振る舞いを根拠に、意図的行
為の主体だと主張（デイヴィドソン的行為者の文脈で言えば記述）できることになる。この
ような志向的状態の理解に基づき、フレンチは、企業が意図を持つ行為者だと理解できるが
ゆえに、企業は意図的行為者であると主張する。 
 
ブラットマンの意図の計画理論 
しかし、フレンチはさらに、上記と別の意図の理解も提案する(French 1995)。それは、
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ブラットマン(Bratman [1987] 1999)の意図の計画理論を援用するものである。ブラットマ
ンによれば、意図の特徴は、例えば、「明日の飛行機で新千歳空港に飛ぶ」のように、未来
指向的に形成される点にある（ibid. 8）。この点で、未来指向的意図は計画の一部である。
つまり、未来指向的意図は、人間が計画を形成し、それを保持し、場合によって結合したり、
修正したりする中で本質的な役割を果たす。この理解は、デイヴィドソン的な意図に関する
伝統的な議論と対照をなす。伝統的な議論は、意図的行為の遂行中に見られる、現在指向的
意図に焦点を当てる。その場合、意図はその時点で行為者が持つ信念と欲求の組み合わせと
同一視されるため、計画に関わる未来指向的な要素は考慮されないことになる（ibid. 6-9）。
しかし、そうした意図の理解は犬や猫にこそ適切かもしれないが、計画する生き物としての
人間にとってはそうではない59。ブラットマンの目的は、意図を信念と欲求の組み合わせと
考える信念欲求モデルに替えて、意図の計画理論を提示することである。 
フレンチは、この議論が、上記の企業の意図の議論よりも確かな仕方で、企業の意図を正
当化すると考える。もし意図が信念欲求モデルから説明されるなら、心を持たない企業は信
じたり欲求したりすることができないため、意図を持つことは困難である（French 
1995:10-27）。しかし、意図が計画や計画することに関わる機能的側面から特徴づけられる
なら、企業にそれを見出すことは可能である。つまり、意図に関して機能主義を採用するな
ら、「その状態［意図］の主要な要素である計画は、企業の意思決定に典型的に見られる」
（ibid. 12）のである60。 
このように、フレンチの議論だけでも、企業の意図を正当化する複数のバリエーションが
ある。以下でこれらの議論への批判を確認するが、その前に、ここまでの議論への疑問に答
える仕方で、フレンチの議論のもう一つの特徴を確認する。 
 
M社の督促の例 
その疑問とは、企業の意図と個人の意図の関係をめぐるものである。すなわち、上記のよ
うな仕方で企業の意図を説明する場合、企業の意図と企業内の個人のそれとの区別は、どの
ようにつけられるのか。この点に答える必要がある。 
フレンチは、次のような例をあげる（ibid.）。ある日、フレンチの家に、ニューヨーク州
バッファローにある自動車会社Mのクレジット部門から通知が届いた。通知によれば、フ
レンチはM社からリースした車に対する前年分の財産税の一部を滞納している。通知には
Sという名前のサインがあり、滞納分を納めるか Sに連絡するよう記してある。フレンチは

 
59 この指摘はドナルドソン(Donaldson 1982:22‒23)にも見られる。 
60 フレンチは、このように心的状態なしに意図を持つことは可能だと考えるが、ブラットマン
自身は、意図を心的状態として議論を進めており、ブラットマンの議論からフレンチの議論が
導かれるかは疑問が残る（Bratman [1987] 1999:10）。他方で、ブラットマンは、自ら企業の
道徳的行為者性をめぐる議論に参入し、特定の共有された手続きを経てなされた集団の決定
は、心的状態でなく、また構成員の共有意図（Bratman 2014）とも異なる集団の意図だと主
張する。この議論でブラットマンは、集団の意図が心的状態でないことについて、フレンチよ
りも詳細な検討を行っている（Bratman 2017）。 
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通知が誤りだと思ったので、記載された番号に電話をかけた。Sが電話に出てフレンチの質
問に答えた。Sによれば、M社には、フレンチの滞納を示す記録が確かにある。フレンチは
その点を何度も確認したが、Sの答えは変わらない。二人はやり取りの末に、問題を解決す
る合意できる結論に達した。 
フレンチによれば、この事例で督促の意図を持つのは、S でなく M 社である。意図の計
画理論から見れば、督促の意図は、M 社の計画や計画することに関わる機能的側面から特
徴づけられる。その場合、督促を行う意図をM社の計画に基づくものと理解することは可
能である。再びフレンチの言葉を引けば「その状態［意図］の主要な要素である計画は、企
業の意思決定に典型的に見られる」（ibid. 12）のである。 
他方で、この事例では、企業の意図と企業内の個人の意図の区別が問題になる。M 社の
督促は、M社の意図的行為としても、従業員 Sの意図的行為（例えば、「Sがフレンチ宛の
督促にサインした」）としても記述することができる（ibid. 23）。このとき、督促がM社の
意図的行為であることを確証するのは、企業が持つ意志決定構造である（ibid. 25-26）。フ
レンチはこれを、企業内決定構造（Corporation's Inner Decision Structure，CIDS）と呼
ぶ。 
 
CIDS 
CIDS は二つの要素から構成される。それは、企業内の地位とレベルを記した組織フロー
チャートと、企業内の決定や行為が企業のものであることを承認する規則（通常は企業憲章
を含む）である。組織フローチャートは、企業の決定がどのレベルで、誰によってなされる
べきかを定める。さらに、特定の誰かによってなされた決定や行為は、承認規則を参照する
ことで、企業の決定や行為とされる。すなわち、企業内の誰かによる決定や行為をCIDS か
ら見るならば、それは企業の意図や意図的行為として適切に記述される。M 社の督促につ
いていえば、CIDS に照らして適切なものである限り、それは M 社の意図的行為として理
解される。 
 
3.2 レンネガード&ヴェラスキーズの批判 
ここから、企業の意図を正当化する議論への批判を見る。企業の意図、またそれを含む企
業の志向的状態をめぐる議論は、他にも様々なバリエーションがある。しかし、ここで取り
あげる批判は、それら全てを対象とする。その批判は、レンネガード＆ヴェラスキーズによ
るものである。レンネガード＆ヴェラスキーズは、企業の道徳的行為者性をめぐる 2017 年
の論集(Orts and Smith 2017)で、企業の道徳的行為者性に対する批判をまとめた共著論文
(Rönnegard and Velasquez 2017)を発表した。意図の問題はそこで提示される論点の一つ
である61。 

 
61 レンネガード＆ヴェラスキーズが提示する論点は次の六つである。(1)企業の道徳的行為者性
は反直観的である、(2)企業は心的な意図が持てない、(3)企業は知識や感情を持てない、(4)企
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意図に関する機能主義 
意図の計画理論に顕著なように、企業に意図を認める議論は、意図に関する機能主義的見
解を採用する。フレンチの場合、その議論とCIDS を組み合わせることで、企業に意図を認
めることを主張する。レンネガード＆ヴェラスキーズによれば、企業に意図を認める他の論
者も、何らかの仕方で、意図に関する機能主義を支持する（Rönnegard and Velasquez 
2017:128）62。しかし、レンネガード＆ヴェラスキーズによれば、意図に関する機能主義は
誤りである（Rönnegard and Velasquez 2017:134-37; Velasquez 162003:558 n.40）。端
的に言えば、レンネガード＆ヴェラスキーズの議論は、企業の道徳的行為者性で問題になる
意図とは人間の持つ心的な意図のことであり、企業にそれを持つことはできないと主張す
るものである。二人によれば、意図に関する機能主義は、機能的側面から理解した意図を企
業に帰属できることをもって、企業に意図を認める議論である。その際の意図の帰属の仕方
には次の二通りがあるが、どちらも企業に心的な意図があることを示すものではない63。し
たがって、企業の道徳的行為者性は誤りということになる。 
 
あたかも志向性の帰属 
企業に意図を帰属する仕方の一つ目は、我々が企業に意図があると比喩的に語る場合や、
それによって企業の振る舞いを予測する場合に行う帰属である。M 社の督促でいえば、M
社に督促の意図があると語ったり、それによってM社の振る舞いを予測したりする場合が
そうである64。しかし、我々がそのように企業に意図を帰属させるとしても、企業に人間と
同様の意図があるわけではない。 
この批判は、サール(Searle 1992)の志向性論を援用する（Rönnegard 2013: 86-76;  
2015: 24-25; Velasquez 2003: 546）。サールは、人間の心の内に実在する志向的状態と、
心を持たない対象に帰属されるだけの志向的状態を区別する。例えば、誰かが「私は喉が渇

 
業は行為に関与できない、(5)企業の道徳的責任は不公平な責任帰属を生じさせる、(6)企業は自
律性を持てない。(1)は第１章 1節、2節で応答した。(5)は第２章 3節で応答した。(3)(4)(6)は
本章の最後で言及する。 
62 レンネガード＆ヴェラスキーズがあげるのは、前節のフレンチ（French 1979, 1992, 
1995）の他、ペティット（Pettit 2007）の議論である（Rönnegard 2013: 85; 2015: 17-29; 
Rönnegard and Velasquez 2017: 128-9）。他に、前章で見たワーヘイン（Werhane 1985）、
スミス(Smythe 1985)、ウィーバー(Weaver 1998)、アーノルド(Arnold 2006)、杉本(2008)、
ブラットマン（Bratman 2017）も、意図に関して機能主義を採用する。 
63 意図の帰属にはもう一つ、企業のメンバーの全てあるいは多くが同一の意図を持つことの省
略表現として、企業に意図を帰属させるという仕方がある（Rönnegard and Velasquez 2017: 
130; Velasquez 2003: 545）。企業の意図の問題は、基本的に企業内の特定のメンバーに帰属
できない意図を問題にするものであるため、ここでは省略表現としての帰属を扱わない。 
64 2017 年の共著論文では、ペティット（Pettit 2017）の議論がこの帰属の例にあげられてい
る。それ以前の議論では、 デネットの志向システム論があげられる（Rönnegard 2013: 85-
87, 2015: 21-25）。 
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いている」と発話する場合、発話者の心の内に、渇きの感情と飲みたいという欲求がある
（Searle 1992: 128-29 [78]）。これに対し、誰かが「企業は督促を意図している」と発話す
る場合、企業に同様の仕方で意図があるわけではない。サールは、人間の心に実在する志向
的状態を「本来的志向性」（intrinsic-intentionality）、比喩的に語られる志向的状態を「あ
たかも志向性」（as-if intentionality）と呼ぶ。この区別に従うなら、企業の意図はあたかも
志向性に過ぎない65。 
 
志向性の指令的帰属 
意図の帰属の二つ目は、企業を意図的な行為者として扱うよう指令的（prescriptive）に、
企業に意図を帰属させるものである。このタイプの帰属は、あたかも志向性の帰属が記述的
帰属と呼ばれるのに対し、指令的帰属と呼ばれる（Velasquez 2003: 547）。指令的帰属は、
CIDS に言及する上記のフレンチの議論に見られる。つまり、M社の督促でいえば、我々は
CIDS に基づき、督促を M 社の意図的行為として扱うよう指令的に、M 社に意図を帰属し
ていることになる。フレンチの「CIDS は規範的な役割を遂行する必要がある。つまり、そ
れは指令的であって単に記述的なものではない」（French 1995: 31）という言葉に照らし
ていうなら、意図の指令的帰属は、企業を意図的な行為者として扱うことを、規範的に要請
するものだと言える。 
付言しておくと、こうした規範的な要請は、企業活動だけに見られる特別なものではない。
このことは、指令的帰属がサール(Searle 1995)の制度的事実（institutional facts）の亜種
とされていることから読み取れる（Rönnegard and Velasquez 2017:129; Velasquez 
2003:559 n.46）。制度的事実とは、特定の集団が企業であるとか、特定の人物がCEOであ
ることなど、人間の制度的世界を構成する事実の総称である（本章 2.2 節）。この事実は、
宣言（declarations）という言語行為が遂行され、かつ関係者がそれを適切なものと認識す
る場合に創り出される（Searle 2010）。例えば、我々は一定の条件（具体的には法定要件）
を充たし、「ここに企業がある」と宣言することで、特定の企業があるという事実を創り出
すことができる66。この事実は、関係者にその内容に相応しい仕方で行為することを要請す
る、義務論的力（deontic powers）と呼ばれる規範的な力を持つ（ibid. 8-9 [10]）。人間の
制度上の行為は一般に、制度的事実の義務論的力に従う形で遂行される。企業を意図的な行
為者とする指令的帰属の規範性も、制度的事実の義務論的力ということになるだろう67。 
しかし、我々が制度的事実の内容に従って行為することを規範的に要請されるとしても、

 
65 あたかも志向性を本来的志向性と混同する議論として、サールはしばしばデネットの志向シ
ステム論をあげる（Searle 1992: 82 [134]）。 
66 サールは、カリフォルニア州の会社法を例にあげる（Searle 2010: 97-98 [152]）。このとき
既存の法律が制度的事実であるように、制度的事実は他の制度的事実に依存して成立する場合
もある。 
67 しかし、サールのいう制度的事実に企業の意図が含まれるかどうかは疑問が残る。M 社か
ら届いた紙片が督促状であることは制度的事実だが、企業が督促の意図を持つというような事
実を、サールは議論していない。 
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企業に心的な意図が生じるわけではない。そこには、本来的志向性の意味での意図がない。
ヴェラスキーズは言う。「手続きもポリシーも、集団の心的状態や集合的心性を創造しない。
フレンチも他の論者も、手続きとポリシーに従うことで集団がそれ以前になかった本当の
志向性を創り出すという証明を提出していない。そうした論証がないなら、集団の意図は比
喩的なものだという直観的でもっともらしい見方を放棄する理由はない」（Velasquez 
2003: 546）。 
ここまでの議論が正しいならば、意図に関する機能主義は、いかなる帰属の仕方をもって
も、企業に心的な意図があることを示すことはできない。さらに、他の論点でも、レンネガ
ード＆ヴェラスキーズは、道徳的行為者であるために、行為に関する心的な知識や気づき
（awareness）、感情など、心的な要素が必要だと主張する（Rönnegard and Velasquez 
2017:128,131,137）。二人に言わせれば、心的状態に言及しない仕方で意図や他の要素を説
明する機能主義的な議論は、いずれも誤りなのである。 
 
3.3 心理主義と機能主義 
この議論に対して、どのような応答が可能だろう。セピンウォール（Sepinwall 2016）
は、機能主義を採用することで企業の道徳的行為者性を擁護する論者と、心的な要素に言及
することでそれを批判する論者の論争を次のようにまとめる68。すなわち、企業の道徳的行
為者性の擁護者は、二つの課題のうち一つに直面することになる（ibid. 11）。一つ目は、道
徳的行為者性に必要とされる心的な要素の類似物を企業に見つけ出すことである。意図や
その他の心的状態を機能的特徴から説明する議論が、これに当たるだろう。しかし、そのよ
うな類似物は、すでに見たように「粗末な代用品」（ibid. 11）として否定されることにな
る。 
二つ目は、心的な要素が道徳的行為者性に必要な要素ではないと主張することである。例
えば、アーノルドの「なぜこのような志向性の理解に同意しなければならないのか。ヴェラ
スキーズは何の議論もせずに、この立場の直観的な魅力なるものに頼っている」（Arnold 
2006:284）69とか、ヘスの「これらの［心的な要素の］仮定は、議論されても正当化されて
もいないし、それ自体が道徳的行為者性にとって必要不可欠なものではない」(Hess 
2010:61)などの言明が、こうした主張に当たるだろう。つまり、道徳的行為者であるために
心的な意図が必要だという仮定が正当化されない限り、機能主義を擁する論者は、レンネガ
ード＆ヴェラスキーズの議論にかかずらう必要はないというわけである。 

 
68 セピンウォールの議論は、企業の道徳的行為者性をめぐる対立が目下のところ解消できない
こと、およびその対立のポイントがどこにあるかを論じるものであり、対立する立場のいずれ
が優勢かを示すものではない。セピンウォールによれば、対立のポイントは「企業の競合する
概念ではなく、道徳的行為者性が何を要求するかについての意見の相違」（Sepinwall 
2016:3）にある。 
69 アーノルドの批判はヴェラスキーズ（Velasquez 2003）に向けたものだが、レンネガード＆
ヴェラスキーズ（Rönnegard and Velasquez 2017）に向けたものと考えて論旨に影響はな
い。 
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確かに、この仮定に関して、レンネガード＆ヴェラスキーズはサールの志向性論を援用し
て意図は心的なものだと主張する他に、特段の正当化を行っていない70。好意的に理解すれ
ば、二人の議論は、サールに従い志向的状態は心的状態でしかないと考えることで、道徳的
行為者性に必要とされる意図も心的状態でしかないと主張するものと言えるだろう。基本
的に、志向的状態（およびそこに想定される志向性）を心的なものと考える見解は、心の哲
学の伝統に沿ったものであり、多くの議論の前提を構成してきたものである。この点を鑑み
れば、機能主義を擁する側にこそ、機能的特徴を示せば心的な要素を考慮しなくてもよいと
考えることの正当性や、そうした扱いをした場合の帰結を提示する必要があるように見え
る。それが企業の道徳的行為者性の当否を分ける論点なら尚更である71。 
加えて、サールはその志向性論、すなわち本来的志向性とあたかも志向性を区別し、心的
状態である前者のみを志向的状態と認める議論に関して、それ以上の正当化は必要ないこ
とを強調している。その理由は、志向的状態が心的状態であるという事実が、社会的世界を
構成する制度的事実が我々の認識や行為に依存して成立するのと対照的に、我々の行為や
認識から独立した事実72だからである（Searle 1998: 9-10, 95）。この事実は、例えば、我々
は意識を持たないと主張する場合ですら、相手が意識的であることを前提せざるを得ない
ように、人間の認識や行為の前提をなすものである73。言い換えれば、この事実は正当化を
要する理論や見解ではないのである。これに対し、機能主義は、志向的であるという志向的
状態の特徴を機能的関係に置き換えることで、その特徴に関して何らの説明も与えないど
ころか、世界の多くの事物が人間と同様の仕方で志向的だと論じる誤った議論である（ibid. 
50）。志向性に関して必要なのは、それがあるという事実を認めることであり、それを別の
仕方で説明することではない。このように見れば、レンネガード＆ヴェラスキーズは、これ
らの理由をもって、意図に関する心理主義に正当化は必要ないと主張できるだろう。それに
対し、「もし［意図に関する］直観が別の場所にあるなら、もし志向性を示す存在のクラス
が心的状態を持つものに限定されないという可能性を受け入れるのを厭わないなら、企業

 
70 意図以外の点でも、このことは同様に見える。行為に関する知識を心的なものと考える点に
特段の正当化は見られない（Rönnegard and Velasquez 2017:127-8）。また、行為の意図に関
する気付きを心的なものと考える点に関しては、サール（Searle 1980）の中国語の部屋の議
論で強調される意味の心的な理解が、これに相当するとされる（Rönnegard 2013: 86-7; 
2015: 25）。加えて、この気づきの理解は、二人が考える自律性の条件にも適用される
（ibid.）。レンネガード＆ヴェラスキーズの議論は、このように主要な論点を、サールの議論
に負っている。本稿の以下でサールの議論を中心的な問題とするのは、この理由による。 
71 脚注 60でも言及したが、ブラットマンは、彼の議論を援用してきたフレンチやアーノルド
より、企業に認められる意図が心的状態でないことにより注意を払っている（Bratman 2017: 
49-50）。 
72 正確には、志向的状態が心的状態であることは、個人の主観によって捉えられるという点
で、人間の主観に依存した事実である。しかしそれは、自分以外の観察に依存しないという点
で独立だといわれる（Searle 1998: 94）。 
73 この例は、デネットに向けたサールの皮肉から構成した（Searle 1997:130）。サールは、外
的世界の実在論に関する超越論的論証として、この形の議論を提示している（Searle 1995: 
177-98）。 
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の志向性の議論が提供されるだろう」（Arnold 2006:284）というように、意図に関して異
なる直観を持ち出しても、有効な反論とはならない。こうした仕方で異なる意図の理解を提
示することはできても、レンネガード＆ヴェラスキーズもなお、「集団の意図は比喩的なも
のだという直観的でもっともらしい見方」（Velasquez 2003:546）のように、自分達の直観
を繰り返すことが可能であり、議論を取り下げることはないからである。 
したがって、意図に関する心理主義に正当化がなされていないとか、意図に関して異なる
直観を支持すると主張するだけでは、レンネガード＆ヴェラスキーズへの有効な反論にな
らない。意図に関する心理主義それ自体が論駁されない限り、機能主義の方こそ、レンネガ
ード＆ヴェラスキーズがかかずらう必要のない議論ということになるだろう。この点で、意
図に関する心理主義が誤りであることの「証明の重荷は、まさに集団主義者（collectivist）
の肩に課せられる」（ibid. 549）のである。セピンウォールのまとめに戻れば、その課題が
果たされない限り、「我々に馴染みある現象学的な構成要素を欠いた道徳的責任の説明は、
承認できないほど異質なもの」（Sepinwall 2016:11）ということでしかないだろう。 
もっとも、この議論は、レンネガード＆ヴェラスキーズの主張を好意的に補足したもので
ある。二人の議論に関しても、なぜ企業活動の道徳的責任が問題である場合に、心的な意図
と同等の機能的特徴を示す事物を同じ仕方で扱うことが適切でないのか、より積極的な議
論が求められるだろう。しかしながら、上で見たように、機能主義を擁する論者も、心とい
う個人と企業の違いを捨象して機能的特徴から企業活動の道徳的責任を考えることの正当
性、またその帰結を示すことが求められる。まとめれば、これらの点を示さない限り、双方
とも相手を論駁するには至らないのである。 
こうした双方の隔たりを、前節で見た企業の存在論的/認識論的な身分をめぐる対立から
見直せば、ここにも、志向的状態の理解をめぐる同様の対立がある。すなわち、志向的状態
の理解をめぐって、実在的な心的状態という存在論的身分を重視するレンネガード＆ヴェ
ラスキーズと、機能的で認識論的な特徴を論じる企業の道徳的行為者性の擁護者の隔たり
である。企業活動の道徳的責任をめぐっていずれの見解が適切か、次章では本稿としての立
場を明示する。 
 
4 追加条件の提案 
その議論に移る前に、本章の最後として、ヴェラスキーズ＆レンネガードが主張する、道
徳的行為者であるために必要でありながら企業が充たすことのできない条件を、さらに四
点確認する。 
 
4.1 企業の自律性に訴えるタイプの議論 
一つ目に、道徳的行為者であるために必要なのは、単に意図を持つことに留まらず、意図
を含む一階の志向的状態に対する二階の志向的状態を持つことである74。例えば、ある人は

 
74 この議論は、フランクファート(Frankfurt 1971)を参照している。 
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肉を食べたいという一階の欲求を持つかもしれないが、動物を傷つけたくないという二階
の欲求も持つことができるため、肉を食べないという意図を形成することができる。このよ
うな二階の志向的状態を持つことで、単に欲求に反応するのではなく、主体的に行為を選択
することができる。 
レンネガード＆ヴェラスキーズは、この能力をもって自律性と呼ぶ(Rönnegard and 
Velasquez 2017:134)。しかし、企業がそれを持つことはできない。なぜなら、二階の志向
的状態を持つことは、自身の志向的状態に対する心的な気づき(awareness)を必要とするか
らである(Rönnegard 2013:86)。ここでの心的な気づきは、サールの「中国語の部屋」(Searle 
1980)の議論に依拠して説明される。この議論では、次のような思考実験が提示される。ま
ず、ある部屋に A が一人でいると想像する。A は英語を話すことができる一方で、中国語
については全く理解することができない。しかし A は、部屋に置いてある英語のマニュア
ルに従って、部屋の外の人にとってはあたかも中国語を理解しているかのように思われる
方法で、中国語を操ることができる。このとき、サールが問題とするのは、部屋にいるAは
はたして中国語を理解してるのだろうか、ということである。 
サールの答えは、こうした仕方でAが中国語を操っていたとしても、それだけではAが
中国語を理解していることにはならない、というものである。サールの思考実験は本来、コ
ンピュータのプログラムはそれだけで脳状態の全てを実現できるとする、いわゆる強い AI
と呼ばれる議論への反論として考案されたものである。その文脈に照らして言えば、もし中
国語を操る A と同じように、コンピュータがプログラムの規則通りに中国語 (として中国
語使用者に理解される出力) を完璧に操れるとしても、コンピュータには、通常の意味で中
国語使用者にあるはずの中国語の理解がない。そのため、コンピュータが中国語を理解して
いることにはならない。中国語使用者が持つはずの中国語に対する理解（レンネガード＆ヴ
ェラスキーズの議論の文脈で言えば、行為者が自身の行為に対して持つはずの気づき）は、
プログラムを実現するコンピュータにあるのではなく、「それをプログラムする人と使う人
の心の中、すなわちインプットを入れる人とアウトプットを解釈する人の心の中にだけあ
る」 (ibid. 423) のである。 
自律性、すなわち二階の志向的状態を持つことができるのは、自身の行為の意図に対する
心的な気づきを持ち、行為を自主的に選択し得る存在だけである。「意図的行為の選択にお
ける気づきは、選択することおよび意図することの能力の両方が、形而上学的に心的状態で
あるということを示唆している」(Rönnegard 2013: 87) 。 
 
4.2 企業の知識に訴えるタイプの議論 
二つ目に、何らかの行為に行為者が道徳的責任を負う場合、行為者は、自分が何をしてい
るかに関する知識を持ち、それを意図的に行ったのでなければならない(Rönnegard and 
Velasquez 2017:127)。もし行為者が自分で何をしているのか全く知らずに行為した場合、
行為者は行為に対して道徳的責任を負い得ない。しかし、知識は、行為者が心を持っている
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場合にのみ持ち得る心的状態である。企業を含む集団は、心を持たない。したがって、企業
に対して道徳的責任を帰属させることはできない。  
 
4.3 企業の感情に訴えるタイプの議論 
  三つ目に、道徳的行為者には、知識や意図だけでなく、感情を経験し、罪悪感や自責の念
を感じる能力が要求される（ibid. 131）。しかし、企業は情緒的な能力を持たないため、感
情を経験することができず、罪悪感や自責の念という感情が引き起こされない。また企業は
人間の気持ちを知ることも、人間に共感することもできない。 
 
4.4 行為への関与に訴えるタイプの議論 
最後に、行為者が行為や出来事に対して道徳的責任を負う場合、行為者は、その行為や出
来事が生じるか否かを決定する活動に、何らかの関与をしていなければならない（ibid. 
132）。つまり、その行為者は、自らの行為かあるいはその行為を防ぐことに失敗したかの
いずれかを通じて、問題の行為や出来事をもたらしたか、もたらすのを助けたのでなければ
ならない。しかし、企業の行為は、いずれもその構成員の行為あるいは不作為によってもた
らされる。企業の構成員が動かなければ、企業の行為は何も生じない（Velasquez 2003: 
543）。 
 
まとめ 
以上、企業の意図の問題に追加する仕方で、レンネガード＆ヴェラスキーズが主張する、
企業の道徳的行為者性に要請される条件を四つ確認した。そのうち、自律性・知識・感情に
関して、心を持たない企業は、いずれもそれを持つことができないとされる。最後の、行為
への関与の問題は、企業の行為は全て企業内の個人に依存する点が論じられる。本稿の冒頭
の問題意識を思い出せば、これらの論点は、総じて「精神も肉体もない」企業に、いかにし
て道徳的行為者として相応しい能力を認めることができるか、あるいはできないかを問う
ものである。レンネガード＆ヴェラスキーズは、全ての点に否定的である。次章で本稿の立
場からの反論を行う。 
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第 5章 推論主義と企業の意図的行為 
本章では、レンネガード&ヴェラスキーズの心理主義による議論に反論する。この目的の
ため、ブランダム（Brandom 1994, 2000）の推論主義を取りあげる。推論主義は、主張を
中心とした言語表現の推論的な役割から、文の内容やそこに含まれる真理や指示などの概
念を包括的に説明する、意味論における機能主義の一種である。 
さらに推論主義は、以下で見るように言語表現の推論的な役割から信念や意図など志向
的状態を説明する点で、心の哲学における機能主義の一種でもある（Brandom 1994:154）。
もちろん、（レンネガード&ヴェラスキーズの依拠する）サールの議論に従えば、そうした
議論は、前節で見たように志向的状態が心的状態であることを説明していないと退けられ
るだろう。 
しかし、ブランダムをはじめ推論主義の支持者には、志向的状態を心的状態ではなく言語
使用から理解すべきと主張することで、心理主義を否定する者もある(González de Prado 
Salas and Zamora-Bonilla 2015; González de Prado and Zamora-Bonilla 2021; Heath 
2008; Salis 2017)。つまり、推論主義は心の哲学における機能主義の一種であると同時に、
心理主義を含意しない。したがってその議論は、意図に関する心理主義を否定し、機能主義
を支持する議論を提供すると見込まれる。 
以下では、推論主義による志向的状態の理解と、サール（そしてレンネガード＆ヴェラス
キーズ）の心理主義による理解を比較する仕方で、企業活動の道徳的責任が問題である場
合、推論主義による言語論的な志向的状態の理解が適切だと主張する（第１節）。その上で、
推論主義から見る場合の企業の意図の問題（第２節）、企業の意図的行為の問題（第３節）
を論じる。最後に、なお残る身体の有無の問題、存在論的身分の問題に答えることで、企業
が意図的な行為者であることを示す。残る論点は次章で検討する。それらを合わせて、企業
は道徳的行為者であると主張する。 
 
1 推論主義 
1.1 基本的な道具立て 
理由を与え求めるゲーム 
まず、推論主義の基本的な道具立てを確認しよう。ブランダムは、合理的行為者と他の存
在を分かつ特徴として、概念の理解に注目する。これは合理主義の一般的な特徴だが、推論
主義の特徴は、概念内容を「理由を与え求めるゲーム（the game of the giving and asking 
for reasons）」と呼ばれる言語実践から説明する点にある(Brandom 2000:48‒49 [65])。こ
の実践は、参加者が主張を基本的な手番として、なされた主張を理由として次の主張を行っ
たり、なされた主張の理由を尋ねたり答えたりすることで進行する。 
オウム（動物）と人間の違いに注目して、この実践を見てみよう。オウムと人間は共に、
赤い物を見て「これは赤い」と発話する、信頼可能な弁別的反応の傾向性（reliable 
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dispositions to respond differentially）を持つ。他方で、オウムと人間を分けるのは、こ
の発話における「赤」の概念の理解である。例えば、人間は「これは赤い」に続き「色があ
る」とか「青くない」など、さらなる発話を行うことができる75。また人間は、なぜそのよ
うな発話を行ったのかを尋ねられた場合、その理由を説明することもできる。これに対しオ
ウムは、「これは赤い」と発話することはできても、その発話を理由としたさらなる発話を
したりすることも、相手に発話の理由を尋ねられた場合に答えたりすることもできない。こ
のような、理由を与える求める実践で適切に概念を使用できるかどうかが、オウムと人間の
違いである。 
このアイデアを、サールのそれと比較しておこう。サールは、統語論的に正しく言語を扱
う対象があったとしても、その対象が言語の意味を理解しているわけではないと考える
（Searle 1980: 422）。この議論が、前章の最後に見た中国語の部屋の議論である（第４章
4.1 節）。その要点は、プログラム通りに正しく言語を出力するコンピュータがあったとし
ても、コンピュータがその言語の意味を理解していることにはならないということであっ
た。意味の理解は、プログラムを入力したりその出力を解釈したりする人間の心の内にあ
る。 
対照的に、推論主義はブランダムの「意味論は語用論に答えなくてはならない」（Brandom 
1994:83）の言葉の通り、理由を与え求める実践でなされる言語使用から意味の内容を説明
する。意味の理解は、このような実践に習熟していることとされる（ibid. 5）。つまり、推
論主義は、意味の理解を主体の心の内に前提するサールの議論と逆の出発点をとるのであ
る。意図を含む志向的状態も同様に、理由を与え求める実践でなされる言語使用から説明さ
れることになる。 
 
信念的コミットメントとしての信念 
具体例として、志向的状態の代表である信念の説明を確認しよう。行為の意図も、基本的
に同様の道具立てで説明される。信念について、ブランダムは次のように言う。「信じるこ
との状態または地位は、本質的に、単に偶然にではなく、主張するという言語的パフォーマ
ンスに関連している。信念は、本質的に主張を行うことによって表現され得る種類の事柄で
ある」（ibid. 153）。この見解と対照的に、サールは信念を、言語行為なしに行為者の内に
実在する心的状態と考える。サールにとって、主張の内容は、信念の内容に基づき引き出さ
れる派生的なものである（ibid. 147, 671 n.8）。いずれの立場が適切かは後に検討する。引
き続きブランダムの議論を確認しよう。 
信念と主張が本質的に関連するというとき、両者の関係とはいかなるものだろう。ブラン

 
75 ブランダムは、このように我々が言語実践で日常的に用いる推論を実質的推論（material 
inference）と呼び、形式論理学の推論と区別する（Brandom 1994: 97-8）。推論主義による
意味や志向的状態の分析は、この推論の質的なよさを基に進められる。本稿で「推論的」とい
う場合、特に断りのない場合は実質的推論の推論関係を指す。 



 97 

ダムによれば、「信念は、主張を行うことで引き受けあるいは承認される、推論的に分節化
される種類のコミットメントにおいてモデル化され得る」（ibid. 157）。コミットメントと
は、言語実践の参加者が獲得する実践上の地位である。この地位は、規範的地位（normative 
status）、あるいは義務論的地位と呼ばれる（ibid. 142）。規範的地位には、コミットメント
と、それと対をなすエンタイトルメントの二種類がある。ここでは差し当たり、コミットメ
ントを、発話者が主張を行うことで引き受ける、当該の主張のエンタイトルメントを示す責
任、エンタイトルメントを、主張を行うために発話者に帰属されていることが求められる権
威と考える（ibid. 161）76。 
例えば、誰かが「ここに火がある」と主張するとしよう。このとき、発話者は主張を行う
ことで、尋ねられた場合に当該の主張を行うエンタイトルメントのあること（例えば「煙が
上がっているからだ」のような元の主張を行う権威のあること）を示す責任を引き受ける。
言い換えれば、発話者は主張を行うことで、当該の主張を正当化することへのコミットメン
トを引き受ける。他方、聞き手の側では、同様のコミットメント（つまり「火がある」と主
張したエンタイトルメントを示す責任）を発話者に帰属させる。このように、ブランダムの
考える言語実践は、参加者が規範的地位を自ら引き受けたり帰属させ合ったりすることで
進行する77。 
さらに、上の引用にある「推論的に分節化される種類のコミットメント」とは、行為者の
コミットメントやエンタイトルメントから何が帰結し、また何が両立不可能なものとして
排除されるかに関する推論的な帰結関係に基づき（ibid. 168-70）、内容が規定されるコミ
ットメントをいう。例えば、発話者が「火がある」と主張することで引き受けるコミットメ
ントは、「それは熱い」という主張へのコミットメントを帰結する一方、「それは水である」
という主張へのコミットメントを両立不可能なものとして排除する。言語実践の参加者は、
こうした帰結関係に従い次の主張や行為を行うことを通じて、当初は暗黙のうちにあった
コミットメントの内容を明示的にしていく。 
信念は、このような仕方で主張を通じて引き受けたり帰属させ合ったり、またそれを通じ
て内容が分節化されるコミットメントにおいてモデル化される78。こうしたコミットメント
は、信念的コミットメント（doxastic commitments）と呼ばれる（ibid. 157）。 

 
76 注意しておくと、ここで規範的あるいは義務論的な語彙を用いるからといって、ブランダム
は道徳の話をしているのではない。むしろブランダムは、道徳的なものであるかどうかにかか
わらず、我々は合理的存在として、認識や行為において理由に拘束されると考える。ブランダ
ムは言う。「この［理由の］力はある種の規範的力、合理的な『すべき（ought）』である。合
理的であることは、これらの規範によって拘束ないし制約される存在であること、理由の権威
に従う存在であることである」（ibid. 5）。 
77 規範的地位を引き受ける、帰属させるという二種類の態度は、規範的態度（normative 
attitude）と呼ばれる (ibid. 162）。引き受けには、下位クラスとして承認(acknowledgement)
という態度がある。脚注 81を参照。 
78 もちろん、この説明だけでは、信念は主張と本質的に関連するかもしれないが、それは心的
状態であると言うことが可能である。この点は、意図の説明を見た後に検討する。 
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言語実践の参加者が、信念的コミットメントを引き受けたり互いに帰属させ合ったりす
る場合、参加者の規範的地位は上記以外にも様々に変化する。そこで重要な点は、発話者が
主張を通じて信念的コミットメントを一人称的に引き受けるだけでなく、聞き手が発話者
に対して、コミットメントを三人称的に帰属させる点である。例えば、もし発話者が「火が
ある」と言いながらそこで火傷してしまったとすれば、聞き手は発話者に、「この人は火が
ないと信じていた」のような、異なる信念的コミットメントを、三人称的に帰属させるかも
しれない。このように、信念的コミットメントにおいては、一人称と三人称の両方の視点が
本質的となる（ibid. 158）。別の言い方をすれば、「信念的にコミットすることは、特定の
社会的地位を持つこと」（ibid. 142）なのである。 
 
義務論的なスコアキーピング 
このように、言語実践で参加者が互いに発話や行為を評価することを、ブランダムは「義
務論的なスコアキーピング（deontic scorekeeping）」と呼ぶ79。ブランダムは次のように言
う。 
 
能力ある言語実践の参加者は、自身と互いのコミットメントとエンタイトルメントを
追い続ける。その人達は（我々は）義務論的なスコアキーパーである。言語行為、範型
的には主張は義務論的スコアを変化させる。それらは、言語行為を行った人に対してだ
けでなく、それが向けられる相手に対しても、どのようなコミットメントとエンタイト
ルメントを帰属させるのが適切かを変化させる（ibid. 142）。 
 
ここまでをまとめよう。推論主義はこのように、信念を持つことを言語実践を通じた他者
との関係（義務論的なスコアキーピング）の産物だと考える。ブランダムは言う。「信念的
コミットメントは規範的、より明確には義務論的な地位である。そうした地位は言語的共同
体のメンバーの実践的態度の産物である」(ibid. 142)。このような理解は、サールとの対比
において、さらに企業の意図を考える上で、重要なものになる。次に、推論主義による意図
の理解を確認する。 
 
実践的コミットメントとしての意図 
行為の意図も、基本的には信念と同様、言語実践における規範的地位の観点から説明され
る。行為の意図は二種類に分けられる。先行意図（prior intentions）と行為内意図（intentions 
in action）80である。双方の意図とも、行為者による行為へのコミットメントの承認

 
79 ブランダムのスコアキーピングのアイデアはD.ルイス(Lewis 1979)に依拠したものである
(Brandom 1994:180‒82)。スコアキーピングの観点からの推論主義の整理は、島村(2015)が詳
しい。 
80 二種類の意図はサール（Searle 1983）の区別による（Brandom 1994: 256）。 
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（acknowledgements）の点から説明される（ibid. 256）81。 
まず、先行意図は、行為に先立ち形成される意図である。この場合、行為者は「だろう」
（will）とか「しよう」（shall）などの語を用いて、行為へのコミットメントを明示的に承
認する。例えば、誰かが「私は公園へ行くだろう」と発話する場合、発話者は公園へ行くこ
とへのコミットメントを明示的に承認する。このとき、聞き手は、同様のコミットメントを
発話者に対して帰属させることになる。次に、行為内意図は、行為の遂行中に行為者が持つ
意図である。この場合、行為者は端的に行為することで、行為へのコミットメントを承認す
る。このとき、実践の参加者は、行為者に同様のコミットメントを帰属させる。このような、
行為に関わるコミットメントは、実践的コミットメント（practical commitments）と呼ば
れる（ibid.）。 
実践的コミットメントの場合も、信念的コミットメントと同様に、一人称と三人称の双方
の視点が重要となる（ibid. 267-71）。例えば、「私は公園に行くだろう」という発話の場合、
聞き手は「べき」（should）の語を用いて、発話者に対して、「彼女は公園へ行くべきだ」の
ような三人称的なコミットメントを帰属させることもある。あるいは、発話者もまた、「私
は公園へ行くべきだ」のように、三人称的なコミットメントを自らに帰属させるかもしれな
い。 
このように、推論主義は、信念や意図など志向的状態を言語実践の規範的地位の点から説
明する。この議論が意味するのは、志向的状態の内容は、主体の内的な状態から一意に決ま
るものではないということである。このように見るとき、問題は、この議論がサールの心理
主義に対する反論となるかどうかとなる。 
 
1.2 心理主義への反論 
本節の冒頭で触れたように、ブランダムをはじめ推論主義の支持者は、志向的状態の内容
を心的状態からではなく、言語実践から理解することが適切な立場だと主張する。ブランダ
ムの議論は、基本的に特定の立場（本稿の関心でいえば心理主義）を明確に論駁するより、
哲学史的な解釈も示しながら自身の見解を肯定的に説明するという形をとることが多い82。
ここでは、ブランダムの議論を支持し、かつ心理主義を明確に論駁する議論として、ヒース
の議論を参照する（Heath 2008: Ch.4）。本稿は、ヒースの議論を、心理主義に対するブラ
ンダムの言及を正確に再現するわけではないが、心理主義に対するブランダムの問題意識

 
81 承認（acknowledgement）は引き受けの下位クラスである。実践的コミットメントが問題
の場合、両者の違いに注意する必要がある。例えば、行為者は推論的帰結として行為へのコミ
ットメント引き受けながら、それを承認していない場合もあるとされる（Brandom 1994: 
269）。以下では簡便さのため、実践的コミットメントに関して、承認にのみ言及して議論を進
める。 
82 加えて、ブランダムが中心的な問題として扱うのは、心理主義そのものより、心理主義と一
般に結びつく心的表象のアイデア、つまり心的状態に表象する心と表象される対象のそれ以上
は説明不可能な関係が想定される点である。この立場をとる論者としてサールもあげられる
（Brandom 1994:68-70）。サール自身の言葉は脚注 9を参照。 
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を共有した上で、それを再構成するものと考える。ヒースの論点に関して、ブランダムが同
様の指摘を行っていることを脚注で示す。 
ヒースの議論は、二つのステップから構成される。まず、(1)志向的状態は意味論と統語
論により支配された命題の構造、言い換えれば文の形を持つ（ibid. 103 [170]）83。これは、
志向的状態が、文的な構造を持つと考えなくては理解できない多くの特徴を持つことによ
る。いくつかの例をあげておこう。例えば、信念に関して、それが時制（明日雨が降る）、
様相（雨が降るかもしれない）、否定（雨は降っていない）を含む場合、それらは心的なイ
メージではなく文の構造を持つと考えなくては理解できないだろう。また、同一指示表現を
含む信念に関して、当該の表現を置換すると信念の同一性が保証されない場合がある（例え
ば、Aと犯人が同一人物であっても、「Aは指紋を残した」という信念と「犯人は指紋を残
した」という信念の同一性は保証されない）ことも、信念が文の構造を持つことの帰結だと
考えられる。他にも、信念に言表様相（de dicto）と事象様相（de re）で表現される区別が
ある（例えば、我々が「Aは「窃盗犯が逃げた」と信じている」と言う場合と、「Aは窃盗
犯について「彼が逃げた」と信じている」と言う場合、我々は後者の場合に、窃盗犯の存在
によりコミットしている）ことも、信念が文の構造を持つと考えなくては説明が難しい。以
下では、志向的状態は本質的に文的なものではないとする見解も検討するが、このように見
る限り、多くの志向的状態が文の構造を持つと考えるのは自然である。 
次に、(2)志向的状態を文的なものと考える場合、問題は、文的な志向的状態を、サールの
ように心的状態として説明できるかどうかとなる。ヒースによれば、文的な志向的状態を心
的状態として説明することはできない84。その理由は、文的な志向的状態を心的状態と考え
る場合、文に関わる規範性を説明できないからである。ヒースによれば、文はまず推論に用
いられるが、推論は正しくなされたり誤ってなされたりするものである。また、推論の前提
や帰結となる信念は、事態を正しく表象するかどうかによって真または偽となる。さらに、
文を構成する各概念もまた、それが指示しようとする対象や性質を指示できるかどうかで
成功したり失敗したりする。 
これらは、推論における文間的（intersententional）、文における文的（sententional）、
文の構成要素における部分文的（subsententional）なそれぞれのレベルで、正しさと誤り
という規範的基準のあることを示している（ibid. 108 [179]）85。そのため、文的な志向的

 
83 ブランダムも、主張を中心とした言語実践から志向的状態の内容を考察するというように、
志向的状態が文の構造を持つと考える（Brandom 1994: 5）。ブランダムはこの見解を、統覚
が判断の形式を持つと考えたカントの功績とする（ibid. 78-9）。 
84 ヒースが念頭に置いているのは、心に意味論と統語論を備えた「思考の言語」があると考え
るフォーダーの議論である（Heath 2008: 106 [177]）。サールに対するブランダムの問題意識
は脚注 82を参照。 
85 ヒースは、この構造化をブランダム（Brandom 1994）に負うとする（Heath 2008: 109 
[180]）。ブランダムの議論でも、推論、表象、指示のそれぞれが正しさと誤りの規範的基準を
持つことは繰り返し指摘される。これらに説明を与える際、ブランダムは推論の実質的なよさ
（つまり推論レベル）から分析をはじめ、それに基づき表象や指示の適切さを説明する方針を
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状態を心的状態だと考える場合、心的状態からこうした規範性が説明できることを示さな
くてはならない。 
ではなぜ、規範性は心的状態から説明できないのか。それは、規範性が本質的に公的な性
格のものだからである。ヒースは、ウィトゲンシュタイン（Wittgenstein 1958）の私的言
語論に依拠して次のように言う。「ウィトゲンシュタインの私的言語論の要点はまさに、規
範性を個人と世界の間の純粋に私的な関係として説明することができないということにあ
る」（Heath 2008:109 [180]）。 
次の例から考えよう。まず、Aが無人島に漂着したとする。Aは、島での滞在期間を記録
しようと毎日灌木に刻みを入れようと決める。しかしこのとき、Aには、自分がその日の刻
みを入れたかどうか判断する手段がない。言い換えれば、Aは一人で自分の行為の正しさを
決める基準を持たないのである。このことは、刻みを入れたことの確認として木の側に小石
を置くなど、さらなる手立てを講じても同様である。この例は、一人では、実際に正しいこ
とと正しく思われることの区別がつかないことを示している。つまり、ある事柄が正しかっ
たり誤っていたりするためには、他者や共同体による公的な基準が必要なのである。ヒース
は言う。「誤りという規範的概念を意味あるものにするのは、まさにこの個人間の次元なの
である」（ibid. 110 [182]）。 
この議論に従えば、規範性は本質的に公的な性格を持つものである。そのため、文に関わ
る規範性もまた、同様に公的なものだと考えられる。つまり、我々が推論や文、概念を正し
く使用できているかどうかの答えは、「他の人々が我々を理解できるかどうかに依存しなけ
ればならない。個人は自分だけで、自分が言うこと（あるいは考えること）が意味をなすか
を決定する能力を持たない」（ibid. 113 [183]）ということになる。したがって、規範性を
説明する資源が個人の心的状態に見出せない点で、規範性を持つ文の構造を持った志向的
状態を、個人の心的状態から説明することはできないのである。 
これに対して、推論主義は、すでに見たように志向的状態を言語実践の規範的地位から説
明する点で、上記(1)(2)の基準を充たす。すなわち、(1)推論主義は主張、つまり文を基本的
な単位として、(2)行為者がコミットメントやエンタイトルメントを引き受けたり帰属させ
合ったりする規範的実践から、信念や意図を説明する。注意しておくべきは、こうした意図
の理解が、従来の意図に関する機能主義とも異なる見解を提示する点である。すなわち、ブ
ランダムが「原初的な（original）、独立した、あるいは非派生的な志向性は言語的な事柄
（affair）である」（Brandom 1994:143）というように、志向的状態は本質的に、行為者間
の言語的、また社会的な地位の点から理解されるのである86。 

 
とる。文的な志向的状態が規範的性格を持つという見解は、判断能力を規則に従う能力だと考
えるブランダムのカント解釈に基づく（Brandom 1994:10-1, 30-1）。 
86 ヒースはより明確に次のように述べる。「何よりもまず重要なことは、志向的状態は心的状
態でないということである。志向的状態は、理由を与えたり求めたりするゲームで書き留めら
れる「標識」である。このゲームは最初、我々が習得する公的な実践である。内面化を通し
て、このゲームの「仮想的な」手番のシミュレーションを行う能力を獲得するのは、したがっ
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1.3 心理主義と推論主義 
サールはこの議論に同意するだろうか。実際、サールは上記の(1)(2)のいずれも否定する。
しかし、本稿ではこの二点が、さらにこの二点を充たす推論主義が、企業活動の道徳的責任
に関わる意図の分析に適切だと主張する。順に見ていこう。 
(1)サールは、動物や幼児などの言語を持たない主体も、「水を飲みたい」とか「外へ出た
い」のような志向的状態を持つため、志向的状態は必ずしも文的なものではないと主張する
（Searle 1983: 5 [7]）。しかし、企業活動の道徳的責任に関わる意図は、基本的に文的なも
のだと考えられる。例えば、前章で取りあげたフレンチに届いたM社からの督促状の例を
思い出して欲しい。当然ながら、督促は文の形で表現される。また、督促の適切さをめぐる
フレンチの問い合わせとそれに対するM社の社員 Sの応答も、文を通じて交わされる。さ
らに、この例に留まらず、企業活動を構成する多くの要素、例えば企業憲章、倫理綱領、定
款、各種の契約や計画なども、文の形を持つ。これらの点を考えれば、企業活動を実現する
意思決定や各種の行為（報告、命令、依頼や質問など）が、文の構造を持つ志向的状態に基
づき遂行されると考えるのは自然である。もちろん、企業活動は督促状にサインする際に
「指を動かす」というような、基本的な身体動作を含む。その意図が文的なものかどうか判
断は難しい。他方で、第 2章で確認した通り、道徳的責任が問題である場合、特定されるべ
きは行為としての記述であり、身体動作としての記述ではない（第２章 2 節）。その場合、
誰の行為として督促を記述するかが問題であり、それを誰の身体運動として記述するかは、
基本的に問題ではない。そして、そのような督促の行為の意図は、「誰々に督促を送付する」
のような文的なものとなるだろう。もちろん、企業活動ではグラフや画像、動画など、文を
含まない媒体も使用される。さらに、そうした媒体が最終的な生産物の場合もあるだろう。
しかし、企業活動はそうした文を含まない媒体だけで進むわけではない。必ず、それを用い
る意図やそれを用いた帰結が、文の形で表現されることで進むはずである。さらに、最終的
な生産物が文を含まない媒体であったとしてさえ、それを生産したり、使用したり、公開し
たりしたことで問題が生じた場合、発話であれ文書であれ文的な形でその意図が問われ、文
的な形でそれに答えることが要請されるだろう。こうした点から見れば、企業活動の道徳的
責任で問題になる意図が、文の構造をしていると考えるのは理に適っている。これに対し、
サールのいうような文的でない意図（のようなもの）を持ち出しても、議論の目的に照らし
て適切な反論にはならない。 
(2)サールは、志向的状態が本質的に規範的なものであることを認める一方、規範性が公
的な基準を要請することを否定する（Searle 2001:182-3 [199]）。サールによれば、動物は
目の前にある食べ物や障害物に関する信念を持つが、それは、正しかったり誤っていたりす
る点で規範性を持つ。この点で規範性は公的な基準を必要とするものではなく、自然の中に

 
てこのゲームを用いて自分自身の計画能力を増幅する能力を獲得するのは、後になってからの
ことである」（Heath 2008:130 [218-19]）。 
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ありふれたものと考えられる。しかし、企業活動の道徳的責任が問題である場合、問題にな
るだろう意図は、組織内や社会で共有された公的な規範によって理解されると考えるのは
自然である。M社の督促でいえば、Sが意図的にフレンチ宛の督促にサインしたのか、誤っ
て意図しない通知にサインしたかにかかわらず、それは M 社の督促として理解される
（French 1995:23）。つまり、M社の督促は、Sの心的状態や自己理解ではなく、公的な基
準に従って理解されるのである。この例によらずとも、企業の構成員が、関係者の主張や行
為を好きな仕方で解釈してはならないのは自明である。このように見れば、動物の志向的状
態（のようなもの）を持ち出し規範性が公的なものであることを否定する議論は、より基本
的な規範性の理解に関してなお妥当する余地があるかもしれないが、企業活動の道徳的責
任が問題である場合、適切な反論にはならない87。 
このように、企業活動の道徳的責任に焦点を当てる場合、(1)問題となる意図が文的な構
造を持ち、(2)公的な規範の基準に服すと考えることは理に適っている。反対に、意図に関
する心理主義は、これらの点を充たさないため、適切な議論を提供することに失敗してい
る。したがって、レンネガード&ヴェラスキーズは、有効な議論を提起できていない。これ
に対し、推論主義は(1)主張、すなわち文の使用を基本単位とし、かつ(2)その規範的な使用
から志向的状態を説明する議論であり、企業活動の道徳的責任を問うという目的に照らし
て適切なものだと言える。この点で、問題を企業活動の道徳的責任に限定する場合88、推論
主義は適切な意図の理解を提供する議論と言える89。レンネガード&ヴェラスキーズの機能
主義への批判に照らしていうならば、言語実践に基礎を置く機能主義こそ、企業の道徳的行
為者性を論じる際に適切な立場だということになる90。 

 
87 この点、推論主義を採用する場合、志向的状態の内容を説明する言語実践の規範性が、そも
そもどうやって成立するかが問題となる（Brandom 1994:18-55）。ここでは、そもそも企業
をめぐる我々の規範的実践がどのようにして成立するかを論じることはしない。企業のような
フォーマルな組織が問題の場合、安定したコミュニケーションを成り立たせる程度の規範性は
所与としてよいと思われる。ブランダムは、規範的地位の説明で提示される権威と責任の関係
の説明において、自身の提示する言語実践が組織行動の研究と親和的であると指摘する（ibid. 
673 n.24）。しかし、本来であればそうした実践の参加者と考えられないはずの企業が道徳的
行為者として認められるとすれば、そこには我々の実践の規範性に関する何かしらの奇妙さが
含まれるように思われる。本章第 3節でこの点を論じる。 
88 したがって、本稿の議論は、全ての志向的状態（例えばサールが幼児や動物が持つと言うよ
うな志向的状態）に関して、それが言語的なものであると主張するものではない。クレイン
は、ブランダムの反心理主義の哲学的基礎となるセラーズの「所与の神話」批判に関して、そ
れが感覚与件の認識論的役割に関する批判である限り、何かが与えられているというアイデア
の現象学的動機に影響はないと論じる(Crane 2001:136)。 
89 しかしこのことは、志向的状態の説明に推論主義が必要であることを意味しない。志向性に
想定される表象関係を、別の仕方で説明できる可能性もあるからである(白川 2017:14)。 
90 他方で、推論主義には、議論が言語実践の内部での話に終始しているために、言語を超えた
実在的世界との関係が説明できないという批判がある(白川 2015)。この点は、言語行為論から
制度的事実の成立を議論し、同時に外的世界の実在論や真理の対応説を主張するサール
（Searle 1995, 1998）の議論と対照的である。この点をどう考えるかは、本章第 2節と 3
節、第６章 2節で述べる。 
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2 企業の意図 
では、企業活動の道徳的責任の問題に推論主義が適切だと考える場合、企業の道徳的行為
者性はどのように理解されるだろう。推論主義は、志向的状態の内容を言語実践の役割から
説明する点で、機能主義の一種である。他方でこの議論は、企業や人間を含む誰の意図をも
言語の機能的側面から説明する点で、企業の意図に関して機能主義を採用しながら、人間の
意図に関して心理主義を許容するタイプの、従来の機能主義的な議論と異なる方針を取る。
さらに、前節の議論に従う限り、推論主義を採用できるのは、議論の対象を文の構造を持つ
志向的状態に限定する場合である。この制約が、企業の道徳的行為者性の議論にどのような
含意を持つかは明らかではない。そこで以下では、企業の道徳的行為者性を推論主義から検
討することで、企業の道徳的行為者性に対する本稿の評価を示す。本章では、企業の意図の
問題（第２節）、企業の意図的行為の問題（第３節）を論じることで、企業の意図的行為を
認めることができると主張する。次章で、残る論点（第４章 4節）に答える仕方で、企業の
道徳的行為者性を正当化する。 
 
2.1 企業の意図 
企業の意図の問題から考えよう。推論主義は企業の意図を認めるだろうか。前節の議論に
従うならば、その答えは、企業が実践的コミットメントとしての意図を自ら承認したり、互
いに帰属したりされたりすることができるかによって決まる。さらに、行為の意図は、信念
的コミットメントをはじめとする他の規範的地位との関係で理解される。したがって問題
は、企業を各種の規範的地位をめぐる実践の適切な参加者と言えるかどうかということに
なる。ブランダムはこの点、その答えは寛容であるべきと述べるに留まる（Brandom 
1994:644）。 
 
ゴンザレス＆ザモラ=ボニラの推論主義的行為者性 
他方で、ゴンザレス＆ザモラ=ボニラは、推論主義に基づき集団の行為者性を論じた論文
で、次のように答える。すなわち、その答えは「人々に受け入れられている言説的な規範に
依存する」（González de Prado Salas and Zamora-Bonilla 2015:15）91。ゴンザレス＆ザ
モラ=ボニラによれば、この答えはトリビアルなものだが、この基準から見ると、スポーツ
チーム、企業、組織、政府など特定の集団は、推論主義的な意味での行為者として理解する
ことができる。例えば、サッカーチームは、ボールが適切な仕方でラインを通過した回数に
応じて点数、つまり規範的地位を持つ。「これらの存在は、明らかに義務論的地位、すなわ
ち世界の何らかの出来事をそれら存在の行為として我々に解釈させる義務論的地位を伴う」
（ibid.）のである。 

 
91 推論主義ではないが、フセインとサンドバーグ(Hussain and Sandberg 2017)も、企業が行
為する規範次第で企業の行為者性の評価が変わるという、多元論的機能主義を主張する。 
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推論主義的な実践に参加する行為者の特徴がその実践の規範に依存して決まるとするゴ
ンザレス＆ザモラ=ボニラボニラの指摘は正当である。第 3章でラッドの議論を通じて検討
したように（第３章 1節）、ビジネスのゲームの規則に道徳の語彙が含まれないなら、そこ
で行為する行為者は、企業であれ人間であれ、道徳的な役割責任を要請されることのない行
為者となる。推論主義から考える場合に、このことを否定する理由はない。したがって、規
範的地位をめぐる実践の規範に応じて、その実践に参加すると言われる行為者の特徴は変
化すると言える。 
しかし、二人の議論には次の二つの問題がある。一つ目に、ゴンザレス＆ザモラ=ボニラ
の議論は、推論主義の重視する言語実践への参加を、単に何らかの規範的実践に参加するこ
とに矮小化しているように見える。例えば、サッカーの試合は（問題が生じない限り）明確
な言語実践なく進行するのに対し、企業活動はそうではない。推論主義の基礎となるのは、
言語を通じた規範的実践なのだから、言語を介さなくとも成立するような実践を例に、推論
主義的な行為者性を論じるのは適切ではない。 
二つ目に、ゴンザレス＆ザモラ=ボニラの議論は、企業が何らかの規範的地位を帰属され
る（あるいは規範的地位を引き受けていると解釈できる）ことを示すだけで、企業もまた他
の実践の参加者に規範的地位を帰属させる可能性を検討していない。推論主義に照らせば、
規範的地位は、相手に帰属させたり、相手が自ら引き受けるだけのものではない。それは同
時に、相手から帰属されるものでもある。この点をもって、ブランダムは志向的状態を社会
的地位と論じたのであった。この点を論じないゴンザレス＆ザモラ=ボニラの議論は不十分
である。ブランダムが、志向的状態は「彼ら自身［実践の共同体］の活動の産物であって、
その活動を解釈する理論家の産物ではない」（Brandom 1994: 61）と言うように、規範的
地位をめぐる実践で内容を持つことになる志向的状態は、相互に帰属させ合う点に本質が
ある。したがって、企業が規範的地位をめぐる実践の参加者だと主張するためには、企業に
規範的地位を帰属させることができること、また企業がそれを引き受けていると解釈でき
ることだけでなく、企業もまた規範的地位を実践の参加者に帰属させることができること
を示さなくてはならない。 
これはつまり、我々が企業の発話や行為の内容を解釈するのと同じ仕方で、企業もまた
我々の発話や行為を解釈すると論じることと等しい。企業が我々の志向的状態を解釈し得
ることを、フレンチがあげたM社の督促（第４章 3.1 節）の例から確認する。 
 
2.2 言説的なスコアリング姿勢 
フレンチがあげたのは、次のような例だった（French 1995: 12）。ある日、フレンチの
家に、ニューヨーク州バッファローにある自動車会社Mのクレジット部門から通知が届い
た。通知によれば、フレンチはM社からリースした車に対する前年分の財産税の一部を滞
納している。通知には S という名前のサインがあり、滞納分を納めるか S に連絡するよう
記してある。フレンチは通知が誤りだと思ったので、記載された番号に電話をかけた。Sが
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電話に出てフレンチの質問に答えた。Sによれば、M社には、フレンチの滞納を示す記録が
確かにある。フレンチはその点を何度も確認したが、Sの答えは変わらない。二人はやり取
りの末に、問題を解決する合意できる結論に達した。 
まず、フレンチが、M 社から届いた督促を、M 社自身による督促として対応したことに
注目しよう。これはすなわち、フレンチが、督促をM社自身の行為と捉えたことを意味す
る。推論主義の視点から言えば、それは、フレンチによるM社への、督促の実践的コミッ
トメントの帰属と言える。また、M 社の側から言い直せば、それは、M 社による督促の実
践的コミットメントの承認である。ここまでは、ゴンザレス＆ザモラ=ボニラの議論でも説
明することができる。 
そこで次に、フレンチが督促に関して問い合わせを行った際、社員 SがM社の記録に言
及して、督促が適切であることを説明した場面に移ろう。まず、この問い合わせで、フレン
チは自ら、督促が誤りだという信念的コミットメントを引き受ける。さらに、M 社の側か
ら言い直せば、それは同時に、M 社がフレンチに、督促が誤りだという信念的コミットメ
ントを帰属させる場面と理解できる。というのも、そうした信念的コミットメントをフレン
チに帰属させるからこそ、続けてM社は、（Sを通じて）督促が適切であるという、督促の
エンタイトルメントを提示する発話に移行するからである。 
このように見ると、M 社はフレンチに志向的状態を解釈されるだけでなく、自らもフレ
ンチに規範的地位を帰属させる仕方で、フレンチの志向的状態を解釈する、そのように言う
ことができる。 
 
志向的状態を解釈する企業として企業を解釈する我々 
しかしこの議論には次のような批判が可能である。すなわち、上記のようにM社がフレ
ンチの志向的状態を解釈していると述べることは、そのような振る舞いをM社が行ってい
る（つまりM社がフレンチの志向的状態を解釈している）ものとして、フレンチがM社を
解釈したことの結果である。このように考えるなら、たとえM社が規範的地位をめぐる実
践の参加者であると言い得るとしても、M 社とフレンチの間にはなお、解釈を与えるもの
と与えられるものの違いがある。 
検討に入る前に、この主張に出てくる「解釈」の語の意味を整理しておく。二つの意味に
分けることができる。一つ目に、相手の志向的状態を解釈したり相手から解釈されたりする
意味、つまり規範的地位を互いに帰属させ合う意味での解釈がある。二つ目に、一つ目の意
味での解釈を相手が行っていると、相手を（また同様に相手もまたこちらを）解釈する意味
での解釈がある。 
二つ目の意味で相手を解釈することを、ブランダムは、「言説的なスコアリング姿勢
（discursive scorekeeping stance）」（Brandom 1994: 642）をとると呼ぶ。二つ目の意味
での解釈は、互いに

、、、
他者を自分と同じような
、、、、、、、、、、、

（一つ目の意味での）
、、、、、、、、、、

解釈
、、
の
、
活動を
、、、

行っている
、、、、、

いると解釈する
、、、、、、、

のである。このような、「自分が採用しているのと同じ種類の態度を他者が
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採用していると対称的に捉えること」（ibid.）が、言説的なスコアリング姿勢の特徴である。 
以下では混同を避けるため、二つ目の意味での解釈を、「言説的なスコアリング姿勢」あ
るいは「言説的なスコアリング姿勢の意味での解釈」と呼ぶ。反対に、特に断りなく「解釈」
と言う場合は、一つ目の意味での解釈を指す。 
この区別に基づくならば、前記の批判は、次のことを主張するものである。すなわち、M
社がフレンチの志向的状態を解釈していると考えることができるのは、あくまでフレンチ
がM社に対して言説的なスコアリング姿勢をとるからである。フレンチの言説的なスコア
リング姿勢がなければ、M 社の振る舞いは規範的地位をめぐる実践に参加しているものと
は考えられない。反対に、フレンチが規範的地位をめぐる実践に参加していることは、M社
の振る舞いと独立に説明することが可能である。フレンチは、M社との関わりがなくとも、
規範的地位をめぐる実践の参加者と考えられるからである。この違いを見るならば、真に規
範的地位をめぐる実践の参加者と言えるのは、言説的なスコアリング姿勢をとることので
きるフレンチだけであり、M社はそうではない。 
 
身体の問題、存在論的身分の問題 
この主張を、ここまでに見た、企業の道徳的行為者性をめぐって生じるいくつかの対立軸
から整理しておく。いくつかの対立軸とは、道徳的責任の帰属をめぐる行為記述と身体の有
無の対立（第 2章 2節）、企業の実在性をめぐる認識論的身分と存在論的身分の対立（第 4
章 2.2 節）、志向的状態の理解をめぐる機能主義と心理主義の対立（第 4章 3.3 節）である。 
このうち、志向的状態をめぐる機能主義と心理主義をめぐる対立に関しては、すでに推論
主義による言語論的な機能主義の適切であることを示した（本章 1.3 節）。したがって、上
の主張を心理主義に基づいて、つまりM社には心がないのだから、M社はフレンチに対し
て言説的なスコアリング姿勢をとることができないと主張することはできない。 
他方で、行為記述と身体の有無をめぐる対立、認識論的身分と存在論的身分をめぐる対立
に照らす場合、なお次のように言うことができる。まず、上記のように、M社の側もまたフ
レンチに対して規範的地位を帰属させると理解できるとしても、そのような理解がそもそ
も身体を持った生身の行為者の言説的なスコアリング姿勢に依存するのだから、M 社が
我々と同様の仕方で規範的地位をめぐる実践に参加しているとは言えない（行為記述に対
する身体の有無の優位）。さらに、この点をより一般的に言い直せば、実際の発話や行為を
行う中で相手に言説的なスコアリング姿勢を向ける行為者と、相手の言説的なスコアリン
グ姿勢に依存して規範的地位をめぐる実践に参加していると言われるに過ぎないM社の間
には、存在論的身分の点で決定的な違いがある（認識論的身分に対する存在論的身分の優
位）。 
総じて言えば、企業活動を構成する志向的状態の理解に関して心理主義を拒否し、規範的
地位をめぐる実践が志向的状態の内容を構成すること、さらに企業をそうした実践の参加
者とみなすことができることを主張できるとしても、企業を実践の参加者とみなすことを
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可能にする身体やその存在論的身分の問題まで棄却できるわけではない。「精神も身体も持
たない企業」という当初の問題に戻るなら、首尾よく心の問題を棄却できたとしても、なお
身体の有無やそれに基づく存在論的な実在性の問題が残るということである。 
この点に筋の通った説明を与えることで、本稿としての企業の道徳的行為者性の正当化
を一通り示すことができる。それはまた、翻って、企業が道徳的行為者であるとはいかなる
事態であるかに関して、本稿としての見解を示すものともなる。 
 
2.3 企業は言語実践の参加者である 
身体の問題、そして存在論的身分の問題には、本章の最後で答える。その前に、企業の意
図的行為を説明するために必要となる他の論点の検討を済ませる。それを踏まえて、改めて
身体の問題、存在論的身分の問題に答えたい。 
まず、本節の残りで、上述の批判に差し当たりの応答を行っておく。この応答は、身体の
有無の問題と存在論的身分の問題を脇に置いたものであるため、決定的な議論にはなり得
ない。しかしその議論は、推論主義の視点から、企業が規範的地位をめぐる実践の参加者だ
と主張する際の基本的な道筋を示す点で必要なものである。 
企業が規範的地位をめぐる実践の参加者であることを示す基本的な議論は、次のものに
なる。 
 
(1) 我々が企業に対して言説的なスコアリング姿勢をとることができる。すなわち、企業
が規範的地位をめぐる実践の参加者として我々を扱う態度をとっている、そのように理解
することができる。 
(2) 企業に言説的なスコアリング姿勢をとることができるとき、我々は、企業を言説的な
スコアリング姿勢の下で扱わざるを得ない。 
(3) 我々が企業を言説的なスコアリング姿勢の下で扱うなら、企業は我々の一員である。 
 
まとめれば、我々は、(1)企業に関して、それが規範的地位をめぐる実践の参加者として
我々を扱う態度をとっていると理解することができる（我々が企業に言説的なスコアリン
グ姿勢をとることができる）とき、(2)企業をそのような態度をとるものとして扱わざるを
得ず、それゆえに、(3)企業は我々の一員となる、ということである。順に説明しよう。 
 
まず、(1)に関しては、すでに確認した通りである。M 社の例に見るように、我々は、企
業が規範的地位をめぐる実践の参加者として我々を扱う態度をとっているものとして、企
業に言説的なスコアリング姿勢をとることができる。 
次に、(2)に関しては、我々の現行の社会実践に照らして正当化することができる。すな
わち、企業が我々を規範的地位をめぐる実践の参加者として扱う態度をとっているものと
して理解できるとき、実際に企業をそのような態度をとっているものとして扱うことは、現
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代社会で避け難い実践である。これは、志向システム論をはじめ、ここまでに見た企業の行
為能力を說明する様々なアプローチで、企業を理解する視点が任意で選択できるかのよう
に論じられるのとは異なる事態である92。 
M 社の督促の例で確認しよう。まず、上で論じた、M 社がフレンチに規範的地位を帰属
させていると理解される事態は、当然ながら、いずれも社員 S を通じて実現されるもので
ある。以下でも言及するように、それら Sによって遂行される発話や行為が、実のところ S
の私的なものとして理解される可能性は常にある。例えば Sが、フレンチとの対話の中で、
「実は督促を免除してあげたい」のような発話を行う場合がそうである。その場合、それは
M社の判断ではなく、Sの私的な判断として理解されるだろう（French 1995: 31）93。他
方で、そうした特別な場合を除いて、フレンチが Sの発話や行為を、Sの私的なものとして
対応するなら、不適切なのはフレンチの方となるはずである。もし、フレンチがそうした対
応を行った場合、フレンチは（Sを通じて）M社から、そのように対応する理由を尋ねられ
たり、場合によって態度を修正するよう求められたりするだろう。つまり、この実践では、
社員 Sを通じてなされる規範的地位の帰属をM社のものとして扱うことが、一般に流通し
た社会実践として規範的に要請される。そのような要請は、フレンチに限らず、また企業の
道徳的行為者性をめぐる態度やそれに関する知識の有無にかかわらず、企業をめぐる我々
の実践一般に妥当する。言うなれば、この場面で行為者がレンネガードやヴェラスキーズで
あっても、二人は S を通じてなされる自身への規範的地位の帰属を、M 社のものとして対
応することを要請されるし、実際にそのように対応するだろうということである。このこと
は、たとえレンネガードやヴェラスキーズが、そうした実践を虚構だと確信していたとして
も変わらない。 
もちろん、レンネガード＆ヴェラスキーズの議論を思い出せば、そうした場面は、企業が
当該の志向的状態をもつかのように振る舞うことを指令する、あたかも志向性の指令的帰
属として説明されるだろう（第４章 3.2 節）。しかし、本稿の議論の範囲で心理主義は否定
されるから、そうした方針は取り得ない。繰り返し言及してきた通り、企業活動を構成する
文的な志向的状態は、規範的地位を引き受けたり帰属させ合ったりする実践を通じて、初め
てその内容を有するものである。 
この点から言えばむしろ、我々に規範的地位を帰属させる行為者として企業を扱う、つま
り企業に言説的なスコアリング姿勢を向ける我々の実践こそが、規範的地位をめぐる実践
の参加者として、つまり志向的状態の持ち主として企業を成立させるように見える。 

 
92 例えばヘスは、企業の志向的状態を説明する候補として、解釈主義、傾向性主義、表象主
義、の三つの選択肢を示し、我々は好みに応じてこれらのいずれかを用いて企業の志向的状態
を理解できると論じる(Hess 2014:245)。ここで本稿が述べているのは、企業の志向的状態の
理解は、このような任意の選択によるのではないということである。 
93 以下で論じるように、何が Sの判断で何がM社の判断かは、フレンチの言うCIDS
（French 1995: 31）を含む、企業の決定や行為が行われる手続きを定める明示的な規則や非
明示的な慣習、また実際に採用された手続きによる。第Ⅱ部で、共同行為論を参照する仕方で
この点を詳述する。 
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実際、ブランダムは、我々自身の言説的なスコアリング姿勢こそが、その姿勢を向けられ
る対象に関して、規範的地位をめぐる実践の参加者であることを認めるものであると論じ
る。これが、企業が規範的地位をめぐる実践の参加者だと論じるための最後のステップであ
る。 
(3)ブランダムは、我々はいつ、言説的なスコアリング姿勢をとることができる対象にそ
の姿勢を採用すべきかと問い、次のように述べる。すなわち、「人はそれを適用することが
可能なときはいつでも、推論的なスコアキーピングの態度を適用すべきである」（Brandom 
1994: 644）。 
ブランダムによれば、言説的なスコアリング姿勢を向けられるための条件は厳しいもの
である。そのため、この姿勢を採用することに寛容な方針をとるとしても、規範的地位をめ
ぐる実践の参加者に値しない者にまで、その範囲を拡大する危険性はほとんどない。その一
方で、可能な限り言説的なスコアリング姿勢をとることで、「情報へのアクセス、知識、理
解、つまり意味的・実践的な自己意識を高める」（ibid.）ことができるため、その報酬は大
きい。それゆえ、ブランダムは、規範的地位をめぐる実践の仲間として理解できる者は、そ
う理解されるべきと論じる。 
さらに、ブランダムによれば、我々が言説的なスコアリング姿勢をとることができる相手
に対して、実際にその姿勢をとることは、その相手を「我々」の一員と言うことに等しい。
ブランダムは、言説的なスコアリング姿勢を向けることができる相手とそうでない相手を
区別する態度を、「包括的な境界設定の態度（inclusive demarcational attitude）」（ibid.）
と呼び、次のように言う。 
 
そうした包括的な境界設定の態度を採用することは、その態度を採用するものとして
理解され得るものが誰であれ、その者に対して「我々」と言うことである。その態度と
いうのは、自身のスコアキーピングによって「我々」から「それ」を区別する態度であ
る。「我々」というのは、理由を与え求める規範的空間に住む、合理的な行為者そして
知る者（knower）であり、「それ」というのは、理由を与え求める規範的空間で生きた
り動いたりしておらず、その中に存在を持たないものである（ibid.）。 

 
つまり、我々が相手に言説的なスコアリング姿勢をとる、すなわち規範的地位をめぐる実
践に参加するものとして我々を扱う態度を対象が示しているものとして、その対象を扱う
ならば、その対象は規範的地位をめぐる実践の参加者、つまり我々の一員となる。M 社の
例で言えば、M 社がフレンチに規範的地位を帰属させる実践を行っているとフレンチが理
解し、そうした態度をとるものとしてM社を扱うのであれば、フレンチは、M社を規範的
地位をめぐる実践の参加者として、つまり我々の一員として認めることになる。 
したがって、M 社がフレンチに規範的地位を帰属させると述べることがフレンチの言説
的なスコアリング姿勢に依存するという批判への、差し当たりの応答は次のようになる。す
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なわち、確かに、M 社が規範的地位を自身に帰属させていると考えるのはフレンチである
が、(1)フレンチがM社に関して、それが規範的地位をめぐる実践の参加者として我々を扱
う態度をとっているものとして理解することができ（M 社に言説的なスコアリング姿勢と
ることができる）、(2)さらに社会一般に流通した実践として M 社をそのような態度をとる
ものとして扱わざるを得ず（M社に言説的なスコアリング姿勢をとらざるを得ない）、それ
ゆえM社がフレンチに規範的地位を帰属させる実践を行っているものとしてフレンチがM
社を扱うのであれば（実際に M社に言説的なスコアリング姿勢をとる）、(3)M 社は規範的
地位をめぐる実践の参加者、つまり我々の一員となる。 
この議論は、上で述べた通り、身体の有無の問題や存在論的身分の問題に答えていない。
したがって、この議論は、企業の道徳的行為者性の妥当性を決定づけるものではない。しか
し、推論主義から考える場合、この議論が、企業が志向的状態をめぐる言語実践の参加者で
あると論じる際の、基本的な考え方を示すものになる。 
 
推論主義的な議論の含意 
この議論の含意について述べておく。企業が推論主義的な行為者の一つだと論じるゴン
ザレス&ザモラ=ボニラの議論、あるいはここまで見た機能主義による議論と、本稿が異な
るのは、本稿の議論が次の帰結を持つことによる。すなわち、企業を規範的地位をめぐる実
践の参加者として扱う我々の態度を通じて、本来であれば企業を含まない言語実践に参加
していたはずの我々のあり様もまた変化する、このような帰結である。つまり、我々は企業
をその一員とする実践で、我々自身を、企業と共に規範的地位をめぐる実践に従事する行為
者として、ある意味で作り出す。その理由は、我々は言語実践で自らを扱う仕方に応じて、
自らがどのような存在であるかを作り出すと考えられるからである。ブランダムは次のよ
うに言う。 
 
我々が何であるかは、発見される分だけ決定され、見つけられる分だけ作られる。部分
的に、我々がそうあるところの種類の物事は、我々が我々自身を何と扱うかに依存する。
我々が発展させ自身が何であるかを作る一つの特徴的な方法は、我々が何かを表現す
ること、説明すること、そしてそれに関する我々の理解を明確にすることによる
（Brandom 1994: 3）。 

 
例えば、「〇〇社（企業）が私に督促を送ってきた」「◯◯社に問い合わせたら是々の返答
が返ってきた」のように、我々が企業を我々の一員であるかのように扱ったり、それを通じ
て企業が我々と同様の行為者であるかのように表現したり、説明したり、さらに（本稿の議
論がそうであるように）そうした実践ががどのように理解されるかを明確にしたりする実
践は、翻って我々の自身のあり様をその分だけ作り出し、決定する。ブランダムが「部分的
に、我々がそうあるところの種類の物事は、我々が我々自身を何と扱うかに依存する」と述
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べるように、いわば我々は、企業を規範的地位をめぐる実践の参加者として扱うことで、
我々の一員としての企業だけでなく、企業と共に共同体の一員である我々をも作り出す。 
この帰結は、ゴンザレス＆ザモラ=ボニラの議論に留まらず、企業の道徳的行為者性をめ
ぐって提起されてきた、企業を規範的実践の参加者と考えるタイプの議論にはないもので
ある。ゴンザレス＆ザモラ=ボニラが、企業が規範的地位をめぐる実践の参加者であること
を、いわば企業を外側から眺めて論じたのと同様に、企業を規範的実践の参加者と考えるタ
イプの他の議論もまた、企業を外側から眺めて論じることに留まっている。これに対し、推
論主義に基づくここでの議論は、我々の言語実践がその参加者としての企業を作り出すだ
けでなく、言語を用いる我々自身をも作り出すことを論じている。 
そうだとすれば、我々は企業を我々の一員とする実践で、次のことも認めることになる。
すなわち、企業が、翻って我々に関して、規範的態度をめぐる実践の参加者としての適切さ
を評価する資格を持つ。例えば、督促の例でM社がフレンチにし得るだろうと論じたよう
に、企業もまた、我々の規範的地位をめぐる実践の適切さを評価する。我々は、企業をその
ような資格を持つ行為者として扱うことを、企業を我々の一員として扱うことで認めるの
である。企業と我々は、共に規範的地位をめぐる実践に参加する共同体の一員である。 
 
推論主義から見る企業の意図の問題 
ここまでをまとめる仕方で、企業の意図の問題に戻ろう。まず、企業が規範的地位をめぐ
る実践の参加者だと論じることが、（企業を含まない）我々の言説的なスコアリング姿勢の
産物だとする批判への差し当たりの応答は、次のものであった。すなわち、我々が企業を規
範的地位をめぐる実践の参加者として扱う限りにおいて、企業は実際に、規範的地位をめぐ
る実践の参加者となる。 
第 1章で確認した通り、本稿は企業やビジネスの「あるべき論」を論じるものではないか
ら（第１章 3.3 節）、この実践を維持すべきとも、変更したり、放棄したりすべきとも論じ
ない。しかし、「哲学はいかなる仕方でも言語の実際の使用に抵触してはなら」ず、「最終的
にはこの使用を記述できるだけ」(Wittgenstein 1958: §124)なのであれば、我々の現行の
実践を見る限り、我々は企業を、規範的地位をめぐる実践への参加者として我々を扱う態度
をとるものとして理解するだけでなく、そのような態度をとるものとして扱わざるを得ず、
そのように扱うがゆえに、企業は実際に規範的地位をめぐる実践の参加者となる。 
そして、志向的状態が規範的地位をめぐる実践を通じて初めて内容を持つのであれば、
我々が企業をそのように扱わざるを得ない限りにおいて、企業は我々に対して実践的コミ
ットメントや信念的コミットメントを帰属させたり、また我々にその内容を問うたり、修正
を求めたりする行為者である。M 社の督促を、フレンチは人間と企業のコミュニケーショ
ンと表現するが（French 1995:13）、推論主義の語彙で言い直せば、それは人間と企業によ
る理由を与え求める実践ということになる。身体や存在論の問題になお答える必要はある
が、推論主義の視点から考えるならば、企業に意図を認めることは可能である。 
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全てが企業の意図なのか 
次の論点に移る前に若干の注意をしておく。企業の意図を正当化するこの議論は、企業活
動を構成する全ての意図に関して、企業がその持ち主になり得ると主張するものではない。
次の二点に注意する必要がある。一つ目に、企業活動を構成する意図の中には、「督促状を
ポストまで運ぶ」とか「電話の受話器を取る」のように、企業がその主体となることができ
ないものもある。しかし、このような意図が企業活動に含まれること自体は、企業活動に企
業が主体となる意図が含まれることを否定しない。以下で詳述するが、道徳的責任の所在で
問題になるのは、誰が督促状を集荷場所まで運ぶことを意図したかとか、誰が督促の電話で
受話器を持ち上げたかのような、身体運動を本質的要素とするような意図というよりは、誰
が督促を意図したかのような、意思決定を本質的要素とし、かつ企業がその主体となり得る
意図であるように思われる。いずれにせよ、本稿は企業が全ての意図の主体になることを主
張するものではない。そして、企業がその主体になることのできない意図があることは、企
業が道徳的責任の所在で問われる意図の主体として排除されることを意味しない。 
二つ目に、問題を企業が主体となることのできる意図に限定しても、その意図が企業のも
のかどうか、常に議論の余地は残る。これは、フレンチによる企業の意図の議論と同様であ
る。企業の意図と個人のそれを区別する基準の一つは、フレンチが言うCIDS を含む（第３
章 3.1 節）、企業の決定や行為が行われる手続きを定める明示的な規則や非明示的な慣習、
また実際に採用された手続きだろう。実践の参加者は、問題の決定や行為が企業のものかど
うかを尋ねることができるし、問われた相手は、例えば組織階層や手続きに言及して、それ
が企業の意図であることを説明することができる。また、なされた決定が企業のどのレベル
のものか、例えば督促がM社それ自体のものか、あるいはM社のクレジット部門のものか
といった点も、組織階層や手続き、慣習に照らして説明が可能である。これら企業の決定や
行為が行われる手続きを定める明示的な規則や非明示的な慣習、実際に採用された手続き
は、問題の決定や行為が企業それ自体や企業内の特定の組織のものであることを正当化す
るエンタイトルメントの役割を果たすと言える。もちろん、特定の決定や行為が、企業内の
個人に帰属されるべき場面もある。例えば、故意による企業の倒産、合併や分裂、社名の変
更など、企業が道具主義的に扱われる場合、その決定は個人に帰属されるべきだろう（杉本 
2008:52）。個々の事例で問題の決定や行為が誰のものであるかは、その都度の実践の様態
に照らして判断される事柄である。重要な点は、企業活動を意図する主体が誰であるかは、
常に実践で問われる余地があるということである。 
 
3 企業の意図的行為 
本章の最後に、推論主義による企業の意図の正当化を踏まえて、企業に意図的行為者が可
能であることを主張する。第 1 章で確認した、企業の道徳的行為者性を正当化する論証は
次のものであった（Velasquez 2003: 451）。 
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(1) 道徳的に責任があるのは(1)因果責任があり、(2)意図を持つ場合である。 
(2) 企業はしばしば(1)(2)を充たす。 
(3) よって企業はしばしば道徳的に責任がある。 
 
さらに、企業の道徳的行為者性に関わる論証の(2)は、次の二つに細分化される。 
 
(2)-1 企業に能力責任が認められるか（企業に意図的行為が可能か）。 
(2)-2 企業に道徳的な役割責任があるか（企業の役割責任は何か、ビジネスで参照される
責任規範は何か）。 
 
(2)-2 の、企業に道徳的な役割責任が要請されることに関しては、第 3章で、ビジネスの
道徳規範として最小限道徳が含まれることを正当化した（第 3章 2.3 節）。したがって、企
業活動をめぐる規範的な言語実践にあっても、道徳規範は参照されるし、嘘をつかないこと
や不正を働かないこと、他者に危害を与えないことという道徳的な役割責任が、企業に要請
されると言うことができる。 
(2)-1 の企業の能力責任に関しては、前節で企業に意図を認めることができることを論じ
た。(2)-1 はさらに、企業に意図的行為が可能であること、つまり企業が意図をもって因果
的に行為を引き起こすことを要請するのであった。企業をそのような行為者と言うことが
できるだろうか。 
 
行為への関与に訴えるタイプの議論 
これを否定する議論は、前章の最後で取りあげた、企業に行為への関与ができないとする
批判に相当する（第４章 4.4 節）。レンネガード&ヴェラスキーズは、企業の行為は全て企
業内の個人の作為あるいは不作為に依存するのだから、企業それ自体に行為に関与する能
力はないと主張する。これはすなわち、企業に行為を引き起こす能力のあることを否定する
議論である。 
この点に関して、二つの議論がある。一つ目に、行為者自らが行為の原因であることをも
って、つまり行為者自身が行為の創始者であることをもって道徳的責任の帰属先であるこ
とを認める、行為者因果性に訴える議論がある。二つ目は、行為者因果性のような形而上学
的議論なしに、企業活動が全て企業内の個人の行為に依存して可能になる点をもって、企業
と個人の違いを強調する議論がある。 
一つ目の、行為者因果性に訴える議論には、個人の行為者因果性を肯定し、企業のそれを
否定する議論(Haji 2006; Velasquez 1983) 94と、個人と企業の双方に行為者因果性を認め

 
94 行為を引き起こすことの内実に関して、ヴェラスキーズは 1983 年の論文で、カント的な行
為の創始者の考えをもって、企業が行為を創始することはできないと論じる（Velasquez 
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る議論がある(Hess 2014)。企業の道徳的行為者性を擁護する議論は後者である。他方、仮
に企業に行為者因果性を認めるとしても、より素朴な仕方で、企業の行為は個人のそれに依
存すると論じることはなお可能である95。この点から言えば、議論は二つ目の議論に収斂す
る。すなわち、個人の行為に依存することでしか行為を実現し得ない企業の行為を、いかな
る仕方で企業それ自体の行為として説明するのか。この点に答えるために、必ずしも行為者
因果性の議論を経由する必要はない96。したがって、以下の議論では、行為者因果性の内実
をめぐる議論ではなく、行為の実現をめぐる企業と個人の違いに焦点を当てる。その上で、
企業は全ての行為の類型に関してではなく、特定の行為の類型に関して、意図をもって行為
を引き起こすことができる行為者であると主張する。 
以下の三つを順に論じる。 
第 3.1 節 推論主義から考える場合、言語実践の規範的関係に照らす仕方で、企業が意図
をもって行為を引き起こすと認めることができる。 
第 3.2 節 他方で、企業はそれ自体で言語から独立した世界との直接の交渉を持つ行為者
ではなく、この点で企業の行為は、言語から独立した世界に直接の影響を与え得る個人の行
為に依存する。 
第 3.3 節 しかし、道徳的責任が問題になる企業の行為には第 3.2 節の仕方で個人の行為
に依存しつつ、むしろ言語実践の規範的関係における理解を本質的要素とするものがあり、
そうした行為においては、第 3.1 節の仕方で企業それ自体が意図的行為の行為者だと認め
ることができる。 
以下、順に確認する。 
 
3.1 行為を引き起こす 
まず、推論主義から考える場合、言語実践の規範的関係に照らす仕方で、企業が意図をも
って行為を引き起こすと認めることができる。最初に注意しておくと、ここまでと同様、以

 
1983:13-4）。ハジ(Haji 2006)は、フィッシャーとラヴィッツァ(Fischer and Ravizza 1998)の
両立論に依拠して行為者因果性を論じた後、フレンチ(French 1979)やギルバート(Gilbert 
2000)の議論に照らして、企業の行為は個人に依存するしかないと論じる。 
95 例えば、第３章で取りあげたワーヘインのような議論がそれに当たると考えられる
(Werhane 1985)。 
96 企業の行為者因果性を擁護するヘス(Hess 2014)の議論は、表象の機能主義的説明(Dretske 
1988)から企業の信念や欲求を説明する議論に収斂する。この点では、志向的状態に関する機
能主義として整理する方が適切である。またヘスは、人間もまた身体の物理的基盤というより
基本的なプロセスに依存する点をもって、企業の行為が個人の行為に依存する点が直ちに問題
になるわけではないと論じる。しかし、企業の行為と個人の行為の違いで問題になるのは、企
業と個人という意味論的な次元で共に行為者として理解されるもののうち、片方が他方に依存
する点を問題にするものである。この点から言えば、人間の行為がより低次の物理的プロセス
に依存する仕方と、企業の行為が人間の行為に依存する仕方は同じものではない。第２章で見
たように、因果責任の追求は無限に遡ることができるのに対し、道徳的責任の追求は行為者で
止まる（第２章 1.3.2 節）。ここで問題になっているのは、道徳的責任の追求が企業と個人のど
ちらの行為者で止まるかであって、因果的プロセスの探求が問題なのではない。 
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降の議論でも、本稿の範囲に限り、志向的状態に関する心理主義が否定されていることが前
提となる。したがって、企業が意図をもって行為を引き起こせるかという問題は、心的な意
図が因果的に行為を引き起こせるかという問題ではない97。まず、推論主義がこの点をどの
ように論じるかを確認する。 
推論主義は、意図と行為の関係を、ここまで見た規範的地位をめぐる実践に照らした、規
範的な関係として考える（Brandom 1994:259-61）。すなわち、行為者が特定の行為への実
践的コミットメントを承認するなら、行為者はそのコミットメントを理由として行為すべ
きという関係である。ここまでは、推論主義に関するこれまでの議論の帰結として自然に理
解できるだろう。 
しかしさらに、ブランダムは、特定の場合に実践的コミットメント（理由）は、行為の原
因と考えられると論じる98。特定の場合とは、行為者が承認する実践的コミットメントに、
実践の相手がエンタイトルメントを帰属させる場合である。つまり、言語実践の中で、行為
者が正当な実践的コミットメントを承認しており、それに基づいて行為が遂行される場合、
実践的コミットメントを行為の原因として考えることが可能となる。 
ブランダムは、この仕方で理由が原因となることを、行為が「正しい仕方」（ibid. 259）
で引き起こされると表現する。これは、実践的コミットメントと行為の関係が逸脱的なもの
ではなく、行為者が承認した実践的コミットメントが正に原因となって、行為が因果的に引
き起こされることを意味すると考えられる。他方、そこで実践の相手によるエンタイトルメ
ントの帰属が要請されることは、実践的コミットメント（理由）が行為の原因となることが、
言語実践の規範的関係から理解されることを意味する。ブランダムは次のように言う。「義
務論的スコアが持つ因果的順序に対する唯一のアクセスは、スコアキーピングの実践者の
義務論的態度を通してのものである」(ibid.)。この議論を額面通りに受け取るならば、行為
者が実践的コミットメントを承認し、またそのコミットメントにエンタイトルメントが帰
属された状況で、行為者が承認した実践的コミットメントに基づき行為を遂行する場合に、
実践的コミットメントは「正しい仕方で」行為を引き起こすことが可能であると考えられ
る。 
この議論は、企業それ自体に意図的行為が可能であることを支持するように見える。企業
活動は、M社の督促の例のような、消費者と企業の個別の言語実践から、「〇〇社が是々の
商品を販売している」「〇〇会社が△△線の運行を行っている」のような、企業活動の総体
を記述する言語実践まで、企業が実践的コミットメントを承認し、かつ我々がそれにエンタ

 
97 ヴェラスキーズは、上述のように 1983 年の論文でカントの行為者因果性を支持する議論を
行ったが、2003 年の論文では、「事物に関する思考あるいは事物の知覚（またはその事物が内
包的対象である何らかの他の志向的状態）がそれ自体でリアクションや反応を引き起こす時
に、その事物が提示する因果性」として、志向的因果性（intentional causality）という概念
を導入しており、志向的状態を行為の原因と考える立場も示している（Velasquez 2003: 540, 
555 n.28）。ヴェラスキーズが依拠するサールは、志向的状態が行為の原因ではないとする反
因果説を主張する(Searle 2001)。 
98 ここでブランダムは、デイヴィドソンの行為の因果説を念頭に置いている。 
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イトルメントを与える中で遂行されている、そのように理解することができる。前節で確認
したように、我々は、企業が言語実践の参加者として我々を扱う姿勢（言説的なスコアリン
グ姿勢）をとるものとして企業に対峙する（我々もまた言説的なスコアリング姿勢をとる）
ことで、実際に企業が言語実践の参加者であることを成立させる。その議論と、実践的コミ
ットメントが行為の原因となるというここでのブランダムの議論を踏まえれば、企業は意
図に基づき行為を引き起こす、つまり意図的行為が可能であると認めることができる。 
 
言語と独立な世界との関係 
しかし、この仕方で企業の意図的行為を認める場合、次の問題に答える必要がある。すな
わち、このように規範性から因果性を捉える議論では、言語と独立な世界で生じる事態を捉
えられない、という問題である。本稿の関心から言い直せば、言語実践の規範的関係をもっ
て意図的行為を理解する議論では、企業事故や不祥事で言語を介さずに世界に生じる影響
を説明できない、そのように考えられる。推論主義が言語実践を基礎に語や概念を説明する
議論であることを思い返せば、これは当然の帰結のようにも思われる(朱 2016:32)。 
しかし、企業事故や不祥事では、まさに言語と独立に世界で生じるような企業活動の影響
が問題になる。例えば、福知山線事故で生じた乗客への人体・生命への危害のように、言語
を介さずに生じるだろう危害がある99。そして、そうした言語と独立の世界に直接の影響を
与える行為を行うことができるのは、企業内の個人であろう。この点に照らせば、上記で見
た、言語実践の規範的関係から企業の意図的行為を正当化するだけの議論は、企業活動の道
徳的責任を論じるにあたって不十分なものに見える。 
この点を説明するため、推論主義が言語的世界と非言語的世界の関係をどのように論じ
るかを確認する。これを通じて、企業の意図的行為と個人の意図的行為が、どのような点で
異なるのかを整理する。そこから分かるのは、企業は個人がなし得るような、言語と独立な
世界へ直接の影響を与える行為を行い得る行為者ではないということである。 
 
3.2 言語から独立した世界との交渉を持たない行為者 
プラグマティズムの思想でブランダムに大きな影響を与えたローティは、言語を通じた
理由によって構成される規範的世界と、言語から独立した原因によって構成される因果的
世界を明確に区別する。ローティに言わせれば、我々は「理由の論理空間」にいるのであっ
て、「対象に対する因果関係の論理空間」(Rorty 1979:157 [165])にいるのではない。 
ローティが主張する理由と因果の二元論に対して、いかにして規範的世界と因果的世界
の関係を確保するかが、ローティの影響を受けたブランダムの一つの課題となる100。ブラン
ダムが、どのようにして推論主義の枠内で、言語から独立した世界との関係を論じるかを確

 
99 他方で、事故後の補償のような事故の全容をいかに理解するかの場面では、利用者に加えら
れた危害は言語的に理解される他はなくなる。 
100 ローティに続くいわゆるネオプラグマティストに関してはミサック(Misak 2015)を参照。 
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認する。 
ブランダムの議論で、言語実践と因果的世界との関係は、二つの仕方で説明される。一つ
目に、(1)行為者が非推論的な観察報告で示す、信頼可能な弁別的反応の傾向性（reliable 
dispositions to respond differentially）がある。(2) 二つ目に、行為者が意図に基づき行為
を引き起こす、これもまた信頼可能な弁別的反応の傾向性がある。行為を論じるのは後者だ
が、いずれも、推論主義から考える企業の意図的行為がいかなるものかを示すために必要な
道具立てとなる。順に確認する。 
 
(1) 非推論的な観察報告における信頼可能な弁別的反応の傾向性 
非推論的な観察報告で示される、信頼可能な弁別的反応の傾向性から確認する。これは、
オウムの例を思い返せば、オウムが何か赤い物を見て「これは赤い」と弁別的に反応する際
の傾向性であった（本章第 1.1 節）。ここで、オウムの反応が信頼可能であることは、オウ
ムが安定して赤い物に「これは赤い」と反応する傾向性を示すことを認める、実践の相手の
評価を通じて認められる(Brandom 1994: 202)101。以下で重要になるのは、そもそも企業が
そうした反応傾向性を持ち得るかである。そのため、以下では「信頼できる」を除いた弁別
的な反応の傾向性、あるいは単に反応傾向性を主として議論を進める。オウムの話に戻れ
ば、オウムは、「赤」の概念がその中に位置づけられる推論関係を理解せず、それゆえ「赤」
をめぐる推論実践に参加することができない。しかし他方で、ここで述べたような、赤い物
を見て「これは赤い」と反応する傾向性を有する。 
言語と独立な世界との関係は、このような非推論的な観察報告で示される行為者の反応
傾向性によって説明される。すなわち、オウムが反応する赤い物が原因、それに対して生じ
る「これは赤い」という反応が結果であり、両者の関係の中に、原因と結果の因果関係が示
される。それに加えて、「これは赤い」という反応は、赤の概念を通じた理由を与え求める
実践における手番の一つとしても理解される。すなわち、理由を与え求める実践の参加者で
あれば、「これは赤い」の後に、「それは青くない」とか「それに色がある」などの、さらな
る発話を行ったり、発話者に「これは赤い」と発話した理由を尋ねたり、尋ねられたら理由
を示すことができる。この点で、何か赤い物に対する反応傾向性に基づく発話は、赤い物を
原因とする因果関係によって説明されると同時に、理由を与え求める実践の規範的関係に
よって説明されるものとなる102。 

 
101 観察報告を行うAの信頼可能性は、聞き手BがAを信頼可能とみなすことで認められる。
これは、BがAに観察報告に関するコミットメントを帰属させ、さらに聞き手Bも同様のコミ
ットメントを引き受けることを意味する。BはAの観察報告の内容を自らも引き受けること
で、それを自身の推論の前提に使うことができる。Bが行うこうした推論を、ブランダムは
「信頼可能性推論」と呼ぶ（Brandom 1994: 216）。観察報告の信頼性を評価するBの評価の
信頼性を問題にするならば、議論は無限後退に陥る(白川 2018)。本稿ではこの問題に立ち入ら
ないが、企業の発話や行為がそれとして認められる実践が成立する（してしまう）のは、推論
主義がこうした特徴を持つことの帰結かもしれない。 
102 本稿はこの議論の妥当性に立ち入らない。以下で見るように、このような仕方で世界との関
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ブランダムはこのように、非言語的な対象を原因とする因果的な反応（発話）を信頼可能
な弁別的反応の傾向性で説明する仕方で、言語と世界との関係を説明する。ブランダムはこ
れを、非言語的実践から言語的実践への、つまり非言語的な世界から言語的世界への「言語
参入移行（language entry transitions）」（ibid. 222）と呼ぶ。では企業は、言語と独立の
世界に対する反応傾向性を、すなわち非言語的な世界から言語的世界への言語参入移行を
行うことができるだろうか。 
 
観察報告における信頼可能な弁別的反応の傾向性を持たないが言語実践に参加する行為者 
それはできないと思われる。もちろん、行為者が信頼可能な弁別的反応の傾向性を持つこ
とが、言語実践の相手方の評価によって認められる点を強調する仕方で、企業に信頼可能な
弁別的反応の傾向性を認めることも可能だろう。しかし、ブランダムがこの議論を、そもそ
も言語と独立な世界との関係を説明するために持ち出す点を鑑みれば、企業それ自体がそ
うした言語と独立な世界との接触を持つと論じるのは適切ではないだろう。したがって本
稿では、企業はそれ自体で非言語的な世界から言語的な世界への参入をなし得ないタイプ
の行為者として、企業を特徴づける。 
しかし他方で、この点をもって、企業が理由を与え求める実践の参加者としての資格を失
うわけではない。ここまでの議論を踏まえれば、企業は次のような行為者だと言うことがで
きる。すなわち、企業は、概念をめぐる適切な推論関係を踏まえた言語実践に参加すること
ができる行為者であるが、言語と独立な世界に関する非推論的な観察報告を行うための、信
頼可能な弁別的反応の傾向性を持たない行為者である。 
観察報告における信頼可能な弁別的反応の傾向性を持たないが、規範的な言語実践に参
加することができる行為者の例として、ブランダムは色盲の行為者をあげる(Brandom 
2011: 88)。色盲の行為者は、オウムが示すような、赤い物に対する信頼可能な弁別的反応
の傾向性を持たない。しかし他方で、色盲の行為者は、「赤」の概念を用いた理由を与え求
める実践に参加することはできる103。 
企業もまた、このタイプの行為者として整理することができる。すなわち企業は、色盲の
行為者が色調に関してそうであるのと同様に、言語と独立な世界への信頼可能な弁別的反
応の傾向性を持たない。他方で企業は、概念をめぐる適切な推論関係を踏まえた言語実践に
参加することはできる。つまり企業は、言語から独立した世界からの直接のインプットを行
い得るタイプの行為者ではないが、それが他の行為者から提供されるなら、それを用いて言

 
係を確保する推論主義の枠組みの中で、企業それ自体が世界との関係を持ち得ると認められる
かどうかが問題となるからである。これは、ここで問題になる信頼可能な弁別的反応の傾向性
が、実際には因果的世界との関係を説明できないとしても変わらない。ローティは、ブランダ
ムの試みが成功しないと評価する(朱 2016)。 
103 本稿の筆者は色盲であり、赤いものや緑のものに対する信頼可能な弁別的反応の傾向性を持
たない。しかし、「紅葉が赤い」や「信号が赤い」などを用いた推論関係を理解しその実践に
参加することができる。 
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語実践に参加することができる行為者である。言語から独立な世界からのインプットは、そ
れに対する反応傾向性を持つ、企業内の個人によって確保されることになる。 
この点は再び、企業の道徳的行為者性をめぐって提起される、身体の有無の問題や、存在
論的身分の問題を思い起こさせるが、ここでは議論を進めよう。次に、ブランダムが言語と
独立な世界との関係を論じるもう一つの道具立てである、意図的行為における信頼可能な
弁別的反応の傾向性を確認する。 
 
(2) 意図的行為における信頼可能な弁別的反応の傾向性 
推論主義は、すでに確認したように、意図と行為の間に因果関係のあることを、言語実践
の規範的関係から捉える。その上で、行為者が承認したエンタイトルのある実践的コミット
メントを原因として、因果的に行為を引き起こすことを可能にするのが、ここでもまた、信
頼可能な弁別的反応の傾向性である。ブランダムは次のように言う。 
 
行為することへの準備を含意する意味で意図するということは、実践的コミットメン
トの承認に対応する。この「意図」の意味で、意図は原因である。それは、訓練された
行為者にとって、パフォーマンスを信頼できる仕方で因果的に引き出す実践的コミッ
トメントの承認である（Brandom 1994: 261）。 

 
ブランダムによれば、意図的行為は、言語実践の規範的関係の中から、非言語的な世界へ
「言語退出移行（language exit transitions）」(ibid. 202)を行うものである。ブランダムが
行為を「パフォーマンス」と表現する場合、言語実践の規範的関係から理解される行為であ
りながら、非言語的なパフォーマンスンスでもあるような、行為者の振る舞いが問題とされ
る(ibid. 244)。非言語的なパフォーマンスンスとしての行為が、言語的世界からの退出とさ
れることは、非推論的な観察報告が、非言語的な世界から言語的世界への参入とされるのと
は、反対方向の作用を示している104。これら、言語的な世界への参入（非推論的な観察報告）、
そこからの退出（非言語的なパフォーマンス）をもって、ブランダムは、言語実践における
規範的世界の関係と、非言語的な世界との接続を論じるのである。 
 
意図的行為における信頼可能な弁別的反応の傾向性を持たないが推論実践に参加する行為
者 
ここでもまた、企業が意図的行為における信頼できる弁別的な反応傾向性を持つかを検
討する。結論から言えば、企業はそうした反応傾向性を持ち得ないだろう。もちろん、非推

 
104 ブランダムは次のように言う。「言語的あるいは言説的なスコアリングの退出（意図的行
為）は、これらの参入（知覚的な観察）との類否によって理解されることになる。行為におい
ては、義務論的な態度の変化、具体的には実践的コミットメントの承認が、非言語的パフォー
マンスを引き出す刺激として機能する」(Brandom 1994: 235)。 
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論的な観察報告で検討したように、信頼可能な弁別的反応の傾向性が、言語実践の相手の評
価によって認められる点に依拠すれば、企業にもそれを認める方針をとることはできる。し
かしブランダムが、信頼可能な弁別的反応の傾向性を用いて、意図的行為を非言語的なパフ
ォーマンスとして説明する点に鑑みれば、上記の方針は適切ではない。企業が言語と独立な
世界に直接の影響を与えるパフォーマンスを行い得るとは言い難い。 
また、言語実践の規範的関係を強調する仕方で、意図的行為における信頼可能な弁別的反
応の傾向性を企業に認める方針を追求するとしても、次の批判が残される。すなわち、仮に
信頼可能な弁別的反応の傾向性のあることを認める仕方で、企業に意図的行為が可能であ
ることを論じるとしても、企業活動は企業内の個人の行為に依存する仕方でしか成立しな
い。実際、企業それ自体による行為への関与を認めないとする議論（第 4章 4.4 節）で強調
されるのは、まさにこの点であった。 
このように議論は、結局のところ、信頼可能な弁別的反応の傾向性を企業に認めるかどう
かではなく、企業活動をめぐる個人と企業の行為のあり様の違いに収斂する。この点から見
ても、企業に意図的行為における信頼可能な弁別的反応の傾向性を認めない方針をとる方
が、企業と個人の違いを強調することができる点で有益である。つまり、企業は意図的行為
における信頼可能な弁別的反応の傾向性を持たないが、個人はそれを持つとする仕方で、両
者の違いを強調する方が、従来の議論で論じられてきた企業と個人の違いに明確な特徴を
与えられる点で有益である。この区別を通じて、推論主義から見る場合に、企業がどのよう
なタイプの行為者であって、どのようなタイプの行為者ではないか、さらに先行研究で企業
の行為への関与が問題にされる際、結局のところ何が問題とされるのかを明確にすること
ができる。 
 
企業は行為への関与を持ち得ないとする批判 
企業が意図的行為における信頼可能な弁別的反応の傾向性を持たないことを認めつつ、
その上でなお意図的な行為者だと論じるならば、企業を次のような行為者だと主張するこ
とになる。すなわち、企業はそれ自体で非言語的なパフォーマンスを行い得る行為者ではな
く、この点で企業の行為は、個人の非言語的なパフォーマンスに依存する。他方で、企業は
本章第 3.1 節の議論を通じて、言語実践の規範的関係の中で、意図的行為が可能であること
を認められる。 
さらに、企業が非推論的な観察報告を可能にする信頼可能な弁別的反応の傾向性を持た
ないが、概念をめぐる推論実践に参加することができると論じたことを踏まえれば、次のこ
とが帰結する。すなわち、企業は言語的な世界への参入も、そこからの退出もそれ自体で行
うことのできない行為者である。別の言い方をすれば、企業は、言語と独立な世界との直接
の交渉を持ち得ない行為者である。企業の意図的行為は、言語実践の規範的関係の中での
み、そのようなものとして認められる。他方で、言語と独立な世界との関係は、全て個人に
依存する仕方で確保される。 
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もちろん、言語と独立な世界との直接の交渉を持たない、言語実践の規範
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

的関係の中での
、、、、、、、

み成立する行為者というのは、どこかおかしなところがある
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。このおかしさは、企業をめぐ
る我々の実践に、どこかおかしなところがあることの裏返しである。身体の問題と存在論的
身分の問題を論じる際に見るように、企業の道徳的行為者性は、このように言語実践の規範
的関係の中で、人間と企業が機能的に等価なものとして扱われる場合に成立する。身体の有
無や、存在論的身分の違いが言語実践の中で捨象されるある種の倒錯した実践にこそ、企業
の意図的行為が認められる契機がある。企業が言語実践の規範的関係でのみ認められる行
為者であるという議論のおかしさは、このような我々の実践のおかしさに起因する。この点
は以下で詳述する。ここでは議論を進める。 
他方で、このように企業を言語と独立な世界との直接の交渉を持ち得ない行為者と特徴
づけることで、企業それ自体は行為への関与を持ち得ないとする批判を、次のように言い直
すことができる。すなわち、企業が行為への関与を持ち得ないとする批判は、企業が言語と
独立な世界に直接の影響を与えることができない点を批判するものである。企業は、実践的
コミットメントの承認に基づき行為を引き起こす、信頼可能な弁別的反応の傾向性を持た
ないため、言語と独立な世界に直接の影響を与える非言語的なパフォーマンスを行い得な
い。反対に、企業活動は全て非言語的な世界への直接の影響を与え得る個人を通じて実現さ
れるのだから、道徳的責任の帰属先として適切なのは企業内の個人だけである。 
 
二次的な行為者性に訴えるタイプの議論 
この議論に対しては、企業の行為が個人の行為に依存することを認めつつ、なお企業に二
次的な意味で意図的行為の可能であることを認める方針が可能である。第３章で取りあげ
たワーヘインが採用するのが、この方針である。ワーヘイン(Werhane 1985)は、企業活動
が全て個人の行為に依存して可能になる点から、個人を一次的な行為者、企業はそれに依存
して行為を可能にする二次的な行為者だと論じる（第３章 3.2 節）。本稿で言う、言語と独
立な世界に直接の影響を与え得ない行為者という企業の特徴づけも、ワーヘインの議論と
親和的に見える。 
しかし、本稿ではそうした方針は採用しない。その理由は次の三点がある。一つ目に、二
次的な行為者の位置づけが不明確である。それが、個人に帰属し切れない道徳的責任の帰属
先を首尾よく用意するための議論に過ぎないなら、企業の道徳的行為者性の擁護者は、企業
の道徳的行為者性を正当化するための都合のよい理論を作り出していると断じる批判を免
れないだろう(Rönnegard 2013:82)。また、企業の道徳的行為者性で問題になるのが、企業
内の個人の誰にも帰属させることのできない道徳的責任である点に照らすと、ワーヘイン
の議論は、この点をうまく説明することができないと思われる。一次的な行為者がいずれも
免責されながら、二次的な行為者である企業だけを有責と認めることができるのか、ワーヘ
インの議論では分からない。 
二つ目に、ワーヘインは企業の意図的行為が個人の意図的行為に依存する二次的なもの
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だと論じる中で、企業の意図もまた、企業内の個人の意図に依存して可能になる二次的なも
のだと論じる(Werhane 1985:52)。しかし、推論主義に基づく本稿の議論に照らせば、そう
した意味で意図を認められるに過ぎない行為者は、言語実践で規範的地位をめぐる実践に
参加する行為者とは言えない。ゴンザレス＆ザモラ=ボニラの議論を検討した際に論じたよ
うに、それは、企業を我々の実践から切り離して、外側から意図を帰属させる議論に過ぎな
い。規範的地位（実践的コミットメント）としての意図は、実践の参加者から帰属されたり、
それを承認していると解釈されるだけのものでなく、相手に帰属させるものでもある。本稿
はこの点で、個人の意図と企業の意図に違いを認めない。ワーヘインの議論は、この点を説
明することができない。 
三つ目に、次で論じるように、企業活動には、言語と独立な世界への直接の影響を与え得
る個人の行為を本質的要素としないものがある。むしろ企業活動には、言語実践の規範的関
係における理解を本質的要素とするものがある。ワーヘインは、企業活動に様々な行為類型
が含まれる点に関心を払っていないが、この点を見れば、言うなれば企業こそが一次的な行
為者であり、企業内の個人が二次的な行為者として理解されるような行為類型があると論
じることができる。そして、企業の道徳的行為者性が問題になるのは、まさにそのような行
為の類型においてである。次にこの点を確認する。 
 
3.3 意味論的次元で成立する意図的な行為者 
第 3.2 節では、企業はそれ自体で言語から独立した世界との直接の交渉を持つ行為者で
はなく、この点で企業の行為は、言語から独立した世界に直接の影響を与え得る個人に依存
する他はないことを確認した。しかし、以下で論じるように、道徳的責任が問題になる企業
活動には、たとえそれが個人に依存して可能になることを認めたとしても、第 3.1 節のよう
に、言語実践の規範的関係における理解を本質的要素とする意図的行為がある。こうした行
為に関して、企業を意図的行為を行う行為者として認めることが可能である。 
 
単純な事例 
まず、単純な例から考えよう。例えば、ある企業の製品の品質担当者が製品の品質の問題
に気づき、それを隠蔽する判断を独自で行い、自身で品質表示の改竄を行ったとしよう。こ
の行為は、道徳規範に違反する企業活動の例である。他方でその行為は、問題を認識し隠蔽
する判断、隠蔽を行う行為のいずれも、担当者のものとして適切に記述することができる。
そのため、担当者に問題の行為の道徳的責任を帰属させることに、特段の問題はない。 
しかし、企業事故や不祥事で問題になるのは、単純な例ばかりではない。例えば、品質表
示の偽装をとっても、問題の認識、隠蔽の判断、隠蔽行為が、いずれも異なる行為者によっ
てなされる場合もある。さらに、当初の問題の認知、隠蔽の判断、隠蔽行為を行った担当者
のいずれもが異動や退職でいなくなった後でも、隠蔽が続けられる場合もあるかもしれな
い。 
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ここで仮に、言語と独立な世界に直接の影響を与え得る行為者のみに道徳的責任の帰属
先を限定するなら、複雑な企業活動にあっても、道徳的責任は企業内の個人のみを対象とし
て検討されることになる。 
 
複雑化する企業不祥事 
この方針が困難であることを確認するため、井上(2021)による企業不祥事の分類を参照
する。井上は、日本で過去 25 年（1995 年から 2020 年）の間に生じた主要な企業不祥事
30件を取りあげ、問題の端緒と二次的な対応を行う行為者の点から整理する。 
言及される行為者は、大まかに従業員と経営者である。その上で井上は、企業不祥事の発
端となった行為者を第一次原因者、それを受けた二次的な対応を行う行為者を第二次原因
者とし、事例ごとに従業員と経営者がどちらに当たるかを検討する。 
不祥事の発端が、現場での業務が想定通り行われないことである場合、第一次原因者は従
業員となる。経営者の不法・不適切な判断や行為が不祥事の発端になる場合、第一次原因者
は経営者となる。例えば、カネボウ美白化粧品事件105では、大規模な健康被害を発生させた
原因に、お客様対応窓口社員による苦情情報の無視があげられる。この場合、当該窓口の従
業員が第一次原因者である。その上で、被害が判明してからも公表と回収をためらった経営
者が、第二次原因者となる。他に、オリンパス粉飾決算事件106では、歴代３人の経営トップ
によって損失隠蔽が決意されたため、第一次原因者は経営者である。他方で、その決定に隷
属、迎合する形で粉飾決算を継続した従業員は、第二次原因者となる。 
第一次原因者と第二次原因者が、従業員と経営者のいずれになるかに応じて、企業不祥事
の類型を二つに区別することができる。一つ目に、第一次原因者が従業員、第二次原因者が
経営者となる類型がある。従業員が第一次原因者となる場合、問題となる行為は、従業員の
無能・考え違い・ミス・意図的逸脱とされる。第二次原因者が経営者である場合、問題とな
る行為は、経営者の無知・不決断・無為無策・隠蔽とされる。 
二つ目に、第一次原因者が経営者、第二次原因者が従業員となる類型がある。第一次原因
者が経営者である場合、問題となる行為は、経営者の無理・無茶・無謀・無法とされる。第
二次原因者が従業員である場合、問題となる行為は、経営者の判断への盲従とされる。これ
を踏まえて井上は、第一次原因者、第二次原因者が誰になるか、さらにその場合に問題とな
る行為に応じて、企業不祥事を次のように整理する。 
 

 
105 2013 年 7月、カネボウの化粧品を使った人の肌がまだらに白くなるという問題が発覚した
事件。2008 年 9月から 2013 年 7月の間、問題の化粧品は販売され続けた。2015 年 2月 9日
時点で、白斑症状を発症した人は 1万 9434 人に達した(井上 2015: Ch.7)。 
106 2011 年 11月 8日、オリンパスが、1990 年代頃から有価証券投資等に係る損失計上を先送
りしており、国内ベンチャー企業の買収資金並びに英国社買収に際しアドバイザーに支払った
報酬を損失穴埋めのために利用していたと公表した事件。経営者自らが主導して 1000 億円を
超える損失を隠蔽し、長期にわたって有価証券報告書の虚偽記載を繰り返していた(井上 2015; 
山口 2016)。 
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ケース A. 業務不全が発生してからも、その事実を経営者が知らないまま不祥事が継続、
拡大し続ける（第一次原因者が従業員、第二次原因者が経営者）。 
ケースB. 問題発生を知ってからも、直ちに適切な措置を取らず、隠蔽とまでは言えない
が、不決断や逡巡によって不祥事が継続・拡大する（第一次原因者が従業員、第二次原因者
が経営者）。 
ケース C. 問題発生を知って、経営者が確信的に隠蔽を図る（第一次原因者が従業員、第
二次原因者が経営者）。 
ケース D. 経営者自身による不正、不適切な判断と行為（第一次原因者が経営者、第二次
原因者が従業員）。 
 
ケース D は、第一に経営者に帰属される道徳的責任を考察すべき事例であるから、ケー
ス A、B、C に限定して議論を進める。ケース A、B、C は、問題の発生を受けたにもかか
わらず（第一次原因者が従業員）、経営者が無知、不決断、積極的な判断によって、道徳規
範への違反が継続される場合である（第二次原因者が経営者）。 
井上の議論は、第一次原因者と第二次原因者の区別に留まるが、本稿では、その分類に、
第三次原因者を加えたい。すなわち、第三次原因者とは、第二次原因者の無知、不決断、あ
るいは積極的な判断を基に、問題ある企業活動を継続する従業員あるいは経営者である（多
くの場合は従業員だと予想されるが、場合によって経営者の場合もあるだろう）。第三次原
因者を議論に追加することで、言語と独立な世界への直接の影響を与える行為が遂行され
る場面を、議論に組み込むことができる。例えば、カネボウ美白化粧品事件では、苦情情報
を無視した当該窓口の従業員が第一次原因者、製品の公表と回収をためらった経営者が第
二次原因者であった。ここに、経営者の判断を受けて問題ある商品の販売を継続する行為者
を第三次原因者とすることで、問題ある企業活動の全体を捉えることができる。さらにこれ
により、言語と独立な世界に直接の影響を与える行為を行うのが、第三次原因者である従業
員であることを明示することができる。 
 
非言語的なパフォーマンスに尽きない意思決定の問題 
ここで、企業活動の道徳的責任の問題を、言語と独立な世界に直接の影響を与え得る行為
者の問題に限定する立場をとるならば、問題ある企業活動の道徳的責任は、第三次原因者に
帰属されることになる。カネボウの事例で言えば、問題ある商品の販売を続けた現場の従業
員に、道徳的責任が帰属されることになる。 
しかし通常、カネボウのような事例で、第二次原因者である経営者の判断こそ、企業活動
の全体から見て本質的な問題だと考えられるだろう。なぜなら、それは第一次・二次・三次
原因者を通じた、継続的な組織不正として行われたのであり107、そのような場合、継続され

 
107 第Ⅱ部の議論で言えば、第一次・二次・三次原因者が組織的に行う共同行為ということにな
る。 
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た問題ある企業活動の方針を定めた経営者の判断こそが、問題の本質と考えられるからで
ある。そのため、問題ある企業活動の方針を定めた経営者に対して、道徳的責任の帰属を考
えるのが適切だろう。企業の道徳的行為者性の批判者であっても、この点に異論はないと思
われる。 
ここで重要なのは、そのように問題を経営者の判断だと考えるならば、すでに問題を、言
語と独立な世界に直接の影響を与え得る行為者の問題としてではなく、企業活動に関する
意思決定の問題として捉えることになる点である。企業活動の方針を定める意思決定は、推
論主義の視点で言えば、規範的地位をめぐる実践で、行為者が自ら承認したり互いに帰属さ
せ合ったりする実践的コミットメントとして理解される。この点から言えば、第二次原因者
である経営者の判断を問題の本質と認めることは、第三次原因者による言語退出としての
非言語的なパフォーマンスよりも、言語実践の規範的関係で理解される実践的コミットメ
ントこそ、問題の本質だと認めることに等しい。他方で、ここで第二次原因者の非言語的な
パフォーマンス、例えば、問題ある判断を行う決裁文書に印鑑を押すべく指を動かすパフォ
ーマンスから道徳的責任を考えるなら、企業活動の問題を適切に捉えられなくなる。指を使
って印鑑を押す非言語的なパフォーマンス（推論的には決裁行為）は、確かに言語と独立な
世界に直接の影響を与える行為であるが、問題ある企業活動の問題性は、そうした非言語的
なパフォーマンスにあるのではない。組織的になされた不正の問題は、第二次原因者（経営
者）がどのような推論関係を通じて問題ある企業活動の方針を決定したか、その決定の内容
に照らして評価されるのであり、決裁を行う身体運動に照らして評価されるのではない（第
２章 2.2 節）。なされた実践的コミットメントをとりまく推論関係（意味論的関係）の考慮
なしに、道徳的責任の帰属はなし得ない。 
加えて言うならば、非言語的なパフォーマンスを通じて世界に直接の影響を与える行為
者の道徳的責任も、単にその身体運動に照らして評価されるのではない。問題ある非言語的
なパフォーマンスは、意図的行為（あるいは過失のある行為）として、経営者の意思決定を
含む企業活動全体の推論関係の中で評価される。例えば、非言語的なパフォーマンスが経営
者の意思決定に従う仕方でやむなく行われたものなのか、そもそも問題ある行為であるこ
とを知らなかったのか、企業活動全体に照らして推論関係における意味付けがなければ、適
切な道徳的責任の評価は不可能である。 
 
経営者が問題の発生に関して無知の場合 
もちろん、経営者の判断が問題になる場合、第一の関心は、問題ある方針を決定した経営
者の道徳的責任であろう。問題の企業活動を、経営者の実践的コミットメントに基づき実行
された組織不正と考えれば、経営者に道徳的責任を帰属させることで、問題を解決させるこ
とができるかもしれない。しかし、ケースB、Cのような、経営者の問題ある判断が争点に
なる場合、どのような場合に、経営者に道徳的責任を問うことができ、どのような場合にで
きないか（つまり免責される）が問題になる。全ての判断を一人の経営者が行うのであれば、
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問題は単純かもしれない。しかし、複数の経営陣が意思決定を行う場合、その判断は難しく
なる。この問題は第二部で詳述する。 
他方で、ケースA、すなわち、第二次原因者である経営者の無知により問題の企業活動が
継続される場合、たとえ企業活動の意思決定プロセスが問題の本質であることを認めると
しても、経営者への道徳的責任の帰属が困難な場合がある。例えば、福知山線事故で旧経営
陣の刑事責任が否定された場合のように、経営者や技術責任者等に関して、問題の予見可能
性が認められない場合、それらの人に道徳的責任を帰属させることができない。第二次原因
者である経営陣の実践的コミットメントに照らして問題を考えるとしても、誰も道徳的責
任を負わない場合があるということである。 
しかし、企業全体のレベルで考えるなら、そうした場合に企業それ自体の実践的コミット
メントを認めることで、企業それ自体に道徳的責任を帰属させる方針がなお考えられる。こ
のような、企業内の個人の誰にも道徳的責任を帰属させることのできない場合こそが、企業
の道徳的行為者性が問題になる場面であった。そして、第二次原因者である経営者の判断の
ように、非言語的なパフォーマンスではなく、言語実践の規範的関係から理解される実践的
コミットメントが中心的問題になる場合、非言語的なパフォーマンスの場合のようには、企
業を行為者として排除する理由は（差し当たり）見当たらない。つまり、全ての事例ではな
いにせよ、企業は規範的地位をめぐる実践の参加者と言えるため、企業に実践的コミットメ
ントを認めることに（差し当たりの）問題はない。例えば、福知山線事故のように、経営陣
が問題のカーブの危険性を予見できなかったことが認められる場合でも、問題が経営上の
判断という実践的コミットメントの問題であるなら、福知山線の運行を、JR 西日本それ自
体の実践的コミットメントに基づく行為として理解することは、（差し当たり）可能である
ように見える。 
ここで、このように問題ある企業活動を企業それ自体の行為と認めることで、企業それ自
体に道徳的責任を帰属させることができるのだから、企業それ自体を意図的行為者と認め
るべきだとする規範的主張に転じるなら、議論は本稿の冒頭、つまり振り出しに戻る。本稿
では、可能な限り記述的に、企業それ自体を行為者と認めることができるかどうかを検討し
てきた。議論をケース A に限定した上で、改めて企業の意図的行為が認められる仕方を確
認する。 
 
企業それ自体による意図的行為 
ここまで提示してきた、企業それ自体に意図的行為を認めることができることの論拠を
改めて整理しよう。次の四つとして示すことができる。 
一つ目に、我々は企業を行為者とする言語実践を社会一般に流通したものとして行って
いる。福知山線事故で言えば、我々は、「JR 西日本の列車運行」とか「JR 西日本が事故を
起こした」のような、JR西日本を行為者とする行為記述を用いている。これに対して、「（特
定の）経営者による列車運行」とか「（特定の）経営者が事故を起こした」のような行為記
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述は、皆無ではないが馴染みあるものではない。 
二つ目に、推論主義から見る場合、そうした実践が意図の内容に本質的であるがゆえに、
企業に行為の意図を認めることができる（本章第 2節）。行為の意図は、言語実践における
規範的地位、すなわち実践的コミットメントである。これを心的状態として理解することは
できない。ブランダムが言うように、実践的コミットメントを含む規範的地位は社会的地位
である。それは、言語実践の参加者が自ら承認したり互いに帰属させ合ったりする中で、初
めて内容を持つものとして理解される。この点から言えば、企業は規範的地位をめぐる実践
の参加者であり、実践的コミットメントを自ら承認したり相手から帰属されたり、相手に帰
属させたりすると言える場合がある。そのため、企業に行為の意図を認めることができる場
合がある。例えば、JR西日本による福知山線の運行は、JR西日本それ自体による実践的コ
ミットメントの承認であり、また我々も同様の実践的コミットメントを JR西日本に帰属さ
せていると考えられる。列車運行に対して行われた問い合わせに対して、応答するのは JR
西日本である。もちろん、特定の発話が経営者個人の見解である場合もある。全てが JR西
日本の実践的コミットメントとして理解されるわけではない。しかし、我々は基本的に JR
西日本をめぐる実践において、なされる発話や企業活動を JR 西日本のものとして扱うし、
同時に JR 西日本から我々の発話や行為を評価されもする。その限りで、JR 西日本は、福
知山線運行の意図を認められる。 
三つ目に、意図に基づく行為の遂行は、言語実践の規範的関係の点から理解される（本章
第 3.1 節）。すなわち、行為者が自ら実践的コミットメントを引き受け、かつそのエンタイ
トルメントを実践の相手から帰属される場合、行為者の行為は意図に基づき因果的に（正し
い仕方で）引き起こされると考えられる。JR西日本で言えば、JR西日本が引き受け帰属さ
れる福知山線運行の実践的コミットメントは、利用者や社会一般からエンタイトルメント
を帰属されたものと考えられる。それゆえ、推論主義に照らせば、企業は意図的に福知山線
の運行を引き起こした（正しい仕方で行った）と言える。 
四つ目に、このような意図的行為の理解において、確かに言語と独立な世界に直接の影響
を与える仕方で（福知山線事故で言えば、実際に列車を運行する仕方で）、非言語的なパフ
ォーマンスンスを遂行する行為者の行為が問題になるが（本章第 3.2 節）、企業活動の道徳
的責任の問題は、それに尽きるものではない。企業事故や不祥事の多くの場合に、経営者の
判断が争点となる点から分かるように、企業活動の道徳的責任の問題では、それを直接に生
じさせた行為者の非言語的なパフォーマンスンスだけでなく、問題ある企業活動を実行（継
続）させた判断を含む企業活動の総体が問題になる。その場合、それは言語実践の規範的関
係から理解される実践的コミットメントを本質的要素とするため、企業がその主体となる
ことを（差し当たり）排除しない。福知山線事故のような旧経営陣の列車運行に関する判断
が問題になるような事例では、企業が問題の企業活動を行う行為者であることは（差し当た
り）排除されない。三点目までを踏まえて言えば、福知山線事故で、JR 西日本が福知山線
運行を意図的に行っていたと認めることは可能である。 
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本節で論じてきたのは次のことだった。 
第 3.1 節 推論主義から考える場合、言語実践の規範的関係に照らす仕方で、企業が意図
をもって行為を引き起こすと認めることができる。 
第 3.2 節 他方で、企業はそれ自体で言語から独立した世界との直接の交渉を持つ行為者
ではなく、この点で企業の行為は、言語から独立した世界に直接の影響を与え得る個人の行
為に依存する。 
第 3.3 節 しかし、道徳的責任が問題になる企業の行為には第 3.2 節の仕方で個人の行為
に依存しつつ、むしろ言語実践の規範的関係における理解を本質的要素とするものがあり、
そうした行為においては、第 3.1 節の仕方で企業それ自体が意図的行為の行為者だと認め
ることができる。 
 
第四次原因者としての企業 
この議論を踏まえて、意図的行為を行う行為者としての企業を、前述の第一次・二次・三
次原因者の整理に組み込む。これにより、言語実践の規範的関係の中で意図的行為を行う企
業と、それに尽きない言語と独立な世界との交渉を持つことのできる個人との違いを整理
する。争点を明確にした上で、身体の問題と存在論的身分の問題に答える。 
ケースAで、第一次・二次・三次原因者は次のように整理された。 
 
ケース A. 業務不全が発生してからも、その事実を経営者が知らないまま不祥事が継続、
拡大し続ける（第一次原因者が従業員、第二次原因者が経営者、第三次原因者が従業員）。 
 
ここに、第四次原因者としての企業を加える。第四次原因者としているが、これは、第一
次・二次・三次原因者の順で進む企業活動の時系列の順を意味しない。 
 
第四次原因者（意味論的次元） 
第一次・二次・三次原因者（意味論的次元、因果的次元） 
 
ここまでを踏まえれば、企業は、言語実践の規範的関係の中でのみ意図的に行為する、い
わば意味論的次元でのみ意図的に行為する行為者である。他方で、第一次・二次・三次原因
者は、企業と同様に言語実践の規範的関係においてその意図的行為を理解されるが、同時に
信頼可能な弁別的反応の傾向性を通じて、言語と独立な世界の対象に因果的に反応するこ
ともできる。企業の行為が言語と独立な世界との交渉を持ち得るのは、第一次・二次・三次
原因者のそうした行為を通じてである。この点で、第四次原因者である企業は、その行為を、
第一次・二次・三次原因者である個人に因果的に依存する108。企業活動は、第一次・二次・
三次原因者である経営者や従業員の行為に依存して可能になる。これは、従来から言われて

 
108 これは、ワーヘインが存在論的な依存関係としていたものに相当する(Werhane 1985:49)。 
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きた通りのことである。 
しかし、第四次原因者としての企業は、意味論的次元（言語実践の規範的関係）において
は、第一次・二次・三次原因者の行為に依存しない。社会一般に流通した言語実践で、我々
は、企業それ自体を意図的行為の行為者として扱うからである。JR 西日本で言えば、上述
の通り、我々は「JR西日本の列車運行」とか「JR西日本が事故を起こした」のような、JR
西日本を行為者とする発話を行う。また、フレンチとM社が督促の適切さをめぐって対話
したのと同様の仕方で、我々は JR 西日本に問い合わせを行ったり、JR 西日本から返答を
受けたり、場合によって JR西日本から発話の理由を尋ねられたり修正を求められたりさえ
する。 
ブランダムの議論を思い出せば、我々が相手に言説的なスコアリング姿勢を取るのであ
れば、その相手は我々の一員である。我々は企業に対してそうした実践を行っている。それ
ゆえに企業は意図的行為の行為者として認められる。この実践では、第四次原因者（企業）
と第一次・二次・三次原因者（個人）の間にある因果的な依存関係が捨象される仕方で、第
四次原因者（企業）が一つの行為者として扱われる。さらに、我々もまた第四次原因者とし
ての企業から、言語実践に参加する行為者として扱われる。つまり、第四次原因者としての
企業は、因果的には第一次・二次・三次原因者である個人に依存するが、意味論的には依存
しない。 
企業の道徳的行為者性の批判者は、この整理における因果的な依存関係を問題にし、擁護
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

者はこの整理における意味論的な独立性を強調する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。この点、ここまでの議論では、第二次
原因者である経営者の判断が問題にされる場面では、第三次原因者の非言語的なパフォー
マンス（あるいは第一次原因者の非推論的な観察報告）ではなく、言語実践の規範的関係で
理解される実践的コミットメントが、道徳的責任の問題にとって本質的であることを論じ
た。 
 
3.4 身体と存在論的身分 
では、問題が言語実践の規範的関係における実践的コミットメントの理解であり、さらに
第二次原因者である経営者が問題に関して無知である場合、企業それ自体の実践的コミッ
トメントを認めることを否定する理由はないと言ってよいのだろうか。ここで、後回しにし
てきた、企業に身体がないこと、そして企業の存在論的身分の問題を取りあげ、それに答え
よう。 
身体の有無や存在論的身分に訴える議論は、企業が非言語的なパフォーマンスンスをな
し得ないことをもって、身体の有無や存在論的身分に訴えるのではない。それは、企業に意
図的行為が認められる言語実践を生身の身体を通じて行うのは個人だけであることを主張
する議論であり、その意味で企業と個人には存在論的身分の点で決定的な違いがあると主
張する議論である。言い換えれば、いくら意味論的次元で企業が意図的な行為者であること
が成立するとしても、それを可能にする個人の身体や、その存在論的身分まで捨象できるわ



 131 

けではないということである。この主張に反論する。 
意味論的次元で成立する企業の意図的行為に対して、身体の有無や存在論的身分を持ち
出す主張は、記述的な主張ではなく、もはや規範的な主張である。つまりこの主張は、企業
活動の道徳的責任をめぐる我々の実践が、身体の有無や確かな存在論的身分に基づいて行
われていることを記述する主張ではなく、企業活動の道徳的責任をめぐる我々の実践が、身

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

体の有無や確かな存在論的身分に基づいて行われるべきことを規範的に主張する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ものであ
る。 
それが規範的な主張として、我々の企業活動は身体や存在論的身分に基づいたものであ
るべきだと論じるのであれば、それは本稿の否定するところではない。企業活動の「あるべ
き論」は、本稿の範囲外である（第１章第 3.3 節）。他方で、企業活動をめぐる我々の道徳
実践が、身体の有無や確かな存在論的身分に基づいて行われているのだから、企業は道徳的
行為者ではないと論じるなら、それは既存の実践に照らして誤りである。我々の実践は、そ
のようにはなっていない。我々の実践はむしろ、身体の有無や存在論的身分に言及しないこ
とを通じて、企業を意図的行為を行う行為者として成立させる。ゴンザレス＆ザモラ=ボニ
ラは、推論主義的な実践に参加する行為者の特徴が、その実践の規範によって決まると論じ
たが、企業をめぐる実践の規範こそが、企業と我々を言語実践で等価なものとして扱うこと
を要請する。上記で、我々は企業を言語実践の参加者として扱わざるを得ないと論じたが、
これは翻って、我々が我々の身体や存在論的身分を捨象した実践を営まなければならない
ことの裏返しである。 
したがって、企業の意図的行為を認める議論に対して身体の有無や存在論的身分を持ち
出す議論への応答は次のようになる。もしそれが道徳的責任をめぐる実践に必要だと主張
するなら、実際にそうした実践が行われていることを示すべきである。言語実践における語
の使用が志向的状態の内容に、またその主体の行為者性に本質的である場合、身体が重要な
のであれば、そのことを示す実践がなくてはならない。もし、問題ある企業活動の方針を決
めた「身体ある行為者は誰か」と問うならば、それが企業でないのは自明である。しかし、
我々の実践はそれを問うものになっていない。そのため、企業はなお、企業活動を意図的に
行う行為者としての資格を失わないのである。 
 
身体および存在論的身分を捨象する実践 
「身体ある行為者は誰か」。企業活動でこのような発話の例をあげるのは難しい。しかし、
現行の企業活動が身体を捨象する仕方でなされており、それゆえ企業が行為者として成立
することを論じるため、次の一例をあげる。水俣病で自主交渉派として活動した川本輝夫
が、東京のチッソ本社で嶋田賢一社長と面会した場面である(川本 2006:4)。 
 
川本輝夫 社長、今日はな、わしゃ血書を書こうと思うてカミソリばもって来た。 
嶋田賢一社長 えっ。 
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川本輝夫 血書を書く、血書を。要求書の血書を。あんたがわしの小指を切んなっせ、ほ
ら。 
嶋田社長 それはご勘弁を109。 
 
川本の行動は、新認定された水俣病患者に対する対応を求めるため、チッソの責任を明確
にし、誠意ある対応を求めるためのものであった。そして、上記の発話は、道徳的責任をめ
ぐる対話の相手が、他でもない、指を切れば血が出る生身の身体を持った人間であることを
確証するものとして理解することができる。相手が企業であれば、血書を書くことはできな
い。また、川本は対話の中で「同じ人間なら痛もうじゃなかな。でくるでしょ、それくらい。
水銀ば飲むいうた人間なら」（ibid.5）とも述べ、対話の相手が同じ人間であることを強調
している。これに対し、嶋田社長は、勘弁してくれと繰り返すばかりで、最終的に血書を書
くことはなかった。すなわち、指を切れば血の出る「身体ある行為者」として対応すること
を最後まで拒んだ。チッソ側の応答は、「水俣でしか話し合いに応じられない」というもの
だった。 
本稿はこの事例が、企業活動に関して、「身体ある行為者」同士の言語実践を行うのこと
の困難を現す事例だと考える。実際、企業活動をめぐる一般的な言語実践では、たとえ事故
や不祥事で道徳的責任の所在が問題になったとしてさえ、誰に身体があるかが問われるこ
とはないだろう。そして実際、それを発話するとしたら、奇怪な目で見られるだろう。上記
のチッソ社長のような対応がなされるかもしれない。本稿で、企業の意図的行為が認められ
る言語実践は、身体の有無を捨象したものであると言うのは、このような意味においてであ
る。誰が固有の身体のある個人であるか示すことを、時として強烈に拒絶するような実践で
は、企業と個人が意味論的次元で等価なものとして扱われる。そこに血は流れない。身体の
有無を捨象した言語実践の規範的関係があるのみである。 
身体の有無に基づく企業の道徳的行為者性への批判は、実際に身体への言及がない実践
が標準的なものとして行われ続ける限り、そのような実践をなすべきではないとする規範
的な主張にしかなり得ない。ブランダムの「部分的に、我々がそうあるところの種類の物事
は、我々が我々自身を何と扱うかに依存する」(Brandom 1994:3)という言葉を再び引けば、
我々は身体を捨象した実践における意図的な行為者として自身と企業を扱うし、その実践
ゆえに、実際にそうした事態が成立するのである。 
企業と個人の存在論的身分の違いに基づく議論も、同様のことが言える。我々は、企業活
動で身体の有無を捨象した実践を行っているのと同様に、企業と個人の存在論的身分の違
いを捨象した実践を行っている。その実践が社会的に流通したものとして行われる中で、道
徳的責任は個人のような確たる存在論的身分を持つ行為者のみに帰属されると主張するな
らば、実際にそうした実践があることを示すべきである。そうでない限り、それは道徳的行

 
109 ジョニー・デップ主演『MINAMATA』にも、同場面を念頭に置いたと思われるシーンがあ
る。 
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為者に関する記述的な主張ではなく、現行の実践を変えるべきという規範的な主張として
しか理解できない。 
もちろん、言語実践において存在論的身分を捨象した実践がなされているからといって、
言語と独立な世界に対する企業活動の影響が消失するわけではない。むしろそれは、時とし
て言語を介さない圧倒的な生の事実として現前するだろう。ここで言っているのは、例えば
企業の公害や事故で生じる人間への危害である。我々の言語実践が、身体の有無や存在論的
身分を捨象し、企業と個人を同等に意味論的次元における意図的行為者として扱うとして
も、言語と独立な世界の影響を、つまり時として生じる危害を身に受けるのは、身体を持ち、
企業と異なり存在論的に客観的な身分を持つ人間だけである。本稿は、そうした実践を変え
るべきとも維持すべきとも論じない。しかし、できる限り問題を記述的な仕方で検討すべく
進めてきた本稿の議論から言えるのは、身体の有無にも存在論的身分の違いにも言及する

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことなく行われる言語実践では、場合により企業が我々と機能的に等価な意図的に行為す
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

る行為者として
、、、、、、、

認められるということである
、、、、、、、、、、、、、

。 
 
身体と存在論的身分を持たない行為者 
企業に「責められる魂もなければ、蹴りつけられる肉体もない」（「はじめに」第 1節）と
いう、そもそもの問題に戻れば、次のように言うことができる。まず、道徳的責任の帰属に
必要とされる行為の意図は企業活動に限って言えば、それは推論主義で言う実践的コミッ
トメントであり、心的状態ではない。我々が企業を規範的地位をめぐる実践の相手として扱
う限り、企業に実践的コミットメントを認めることは可能であるし、企業が意図的に行為す
ると言うこともできる。魂、あるいは心的状態がないことは問題ではない。次に、企業に身
体のないことは、そこでなされる言語実践や行為の内容によって問題になる場合もあるが、
企業をめぐる我々の言語実践が、広く身体の有無に言及することなく進められるものであ
る限り、企業に身体のないことは問題にならない。むしろ、我々もまた、自身の身体を捨象
する仕方で、企業と共に言語実践に従事している。そうした実践が安定してなされている限
りにおいて、企業は意図的に行為する行為者である。 
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第 6章 企業の道徳的行為者性 
第 5 章で、推論主義に基づき企業が意図的な行為者と認められることを示した。本章で
は、企業の能力責任に対して提起される残りの批判（第 4 章 3.4）、すなわち、企業は自律
性（二階の志向的状態）・知識・感情が持てないとする批判に反論する。本章では、自律性
（二階の志向的状態）・知識に関して、企業がそれらを持つことができると主張する。他方
で、感情に関しては、確かに企業はそれを持ち得ないが、ビジネスの活動を論じる際に、感
情の有無に訴えることが適切ではないと反論する。この作業を通じて、企業が道徳的行為者
であるとはいかなることか、本稿の理解の全体を示す110。 
 
1 企業の自律性（二階の志向的状態）に訴えるタイプの議論 
レンネガード＆ヴェラスキーズによれば、道徳的行為者とは自律的な行為者のことであ
る。そして、自律的な行為者とは、自身の欲求に対し、二階の欲求を持つことができる行為
者のことである(Rönnegard 2013: 87, 2015: 28; Rönnegard and Velasquez 2017: 135)。
例えば、肉を食べたいという一階の欲求を持つ行為者が、動物を傷つけたくないという二階
の欲求を持つ場合がそうである(Rönnegard and Velasquez 2017:135)。この行為者が、肉
を食べたいという一階の欲求に対して、動物を傷つけたくないという二階の欲求を持つが
ゆえに、肉を食べないことを意図するのであれば、その行為者は、自らの行為を自身で選ん
だのだと言える。二階の志向的状態を持つこと、行為者が単に欲求に反応するだけでなく、
意図的な行為を自ら選択することを可能にするものであり、自律性の基礎である。しかし、
企業は自身の一階の志向的状態に対する心的な気づきを持ち得ないため、二階の志向的状
態を持つことができない。したがって、企業は自律性を持たないため、道徳的行為者ではな
い。 
企業が二階の志向的状態を持ち得ないとするこの議論は、すでに検討したサールの心理
主義（第 4 章 3 節）に基づく。サール流の心理主義的な志向的状態の理解が、企業活動の
道徳的責任を論じる際に適切ではないことは、すでに確認した（第 5章 1.3 節）。そのため、
レンネガード＆ヴェラスキーズの議論は、維持することができない。 
この点、推論主義から見て、企業が二階の志向的状態を持つと考えることは可能である。
例えば、2021 年 2月にキリンホールディングス（以下、キリン）が発表した、ミャンマー
での合弁先企業との提携解消を、そのような例として理解することができる111。キリンは、
2021 年 2 月にミャンマーでクーデターを起こしたことを受け、軍と取引関係があるとし
て、ミャンマー・エコノミック・ホールディングスとの提携を解消する方針を発表した。同

 
110 ただし、個人責任の問題は除く。個人責任は第Ⅱ部で論じる。 
111 キリンの事例は次を参照(日本経済新聞 2021; アムネスティ・インターナショナル 2021; 
岡田 2021; 若井 2021)。ミャンマーのクーデターに関しては、北川(2021)を参照。杉本
(2022)は、ミャンマーで活動する企業を例に、企業は人権侵害をしないだけでなく、人権侵害
を許さない道徳的義務があると主張する。 
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社は従来から、株主の多くが国軍の幹部や関係者で、配当金を受領していると指摘されてい
た。キリンは、クーデターを受け、「軍が武力で国家権力を掌握した行動は大変遺憾で、今
回の事態は会社の人権方針などに根底から反する」と発表した。 
キリンの判断は、ミャンマーでの合弁先企業との活動という実践的コミットメントに対
して、その実践的コミットメントが実行的にならないよう、二階の実践的コミットメントを
引き受けたものと理解することができる。志向的状態を行為者が自ら引き受けたり互いに
帰属させ合ったりする規範的地位と考える推論主義の視点から言えば、企業が二階の志向
性状態を持つと考えることに問題は生じない。 
補足として、フランクファートの二階の欲求ではないが、自律性に関するブランダムの見
解を確認しておく。ブランダムは、理由を与え求める実践で規範（あるいは規則）に従う能
力が、カント的な自律性に相当すると論じる。つまり、カントが言うように、我々は単なる
強制や拘束として規範に従うのではなく、むしろ我々がそれを正当な規範と認めることに
よって、自ら規範に従うのである。ブランダムはこの考えを「自律性テーゼ」(Brandom 
2002:219)と呼び、次のように言う。 
 
これこそが、カントが自然の領域と自由の領域とを区別したことの根拠である。自然の
領域とは、自然の法則という形で住民が規則に拘束される領域であり、自由の領域とは、
むしろ規則の概念によって、つまり自分達を拘束するものとして住民達自身が承認す
ることによってのみ、住民を拘束する規則によって、住民が拘束される領域である
(Brandom 2002:219)。 
 
このように、ブランダムは、規範的な言語実践に参加する仕方で我々が規範に従う能力を
持つことを自律性と考える。これはすなわち、ある主張を行うことがどのような理由を必要
とするか、また行われた主張を理由としてどのような主張が可能か（あるいは可能でない
か）といった言語使用を司る規範（規則）を理解し行為する能力に他ならない。ブランダム
は次のようにも言う。「我々は、理由が拘束する者であり、より良い理由の特別な力に従う
者である」(Brandom 1994:5)。このような意味においては、企業は我々の従事する規範的
な言語実践の参加者と言い得るのだから、企業は自律性を持つと言える112。 

 
112 ただし、このように我々が自身で正当なものと認める規範に従うと言われる点は、何が真に
正当な規範なのかという問題を生じさせる。何が我々が従うべき規範かが、我々の態度に依存
して決まることになるからである。例えば、ヒースは、我々は規範に従う行為者であるという
点でカント的な行為者だが、その規範の内容は、必ずしも規範倫理学一般で論じられるような
道徳的内容を保証しないと主張する(Heath 2008: Ch.9)。これは推論主義で、規範的地位の態
度依存性の問題として論じられる。ブランダム自身は、この問題をヘーゲルの相互承認論に訴
えて解決しようとする。ブランダムによれば、ヘーゲルのアイデアは次のようなものである。
「あなた自身がコミットした内容の規定性（あなたがコミットするかどうかが自分次第である
のと同様に、あなた次第ではない部分があること）は、少なくとも暗黙のうちにその権限を付
与された他者の態度によって担保される」（Brandom 2002: 220）。このようにブランダムは、
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2 企業の知識に訴えるタイプの議論 
次に、企業は行為の知識を持ち得ないとする批判に移る。レンネガード＆ヴェラスキーズ
は、企業は行為の知識を持てないため、その行為に道徳的責任を負うことはできないと主張
する。レンネガード＆ヴェラスキーズの知識の理解は、ここでもまたサールに依拠した心理
主義的なものである。企業活動の道徳的責任が問題である場合、心理主義に訴えることがで
きない点はここでも同様である。 
 
2.1 推論主義による知識の理解 
この点、推論主義から見る場合、企業が自身の行為に関する知識を持つと考えることは可
能である。推論主義では、信念や意図が社会的地位として実践の相手から評価されるのと同
様に、知識もまた他者の評価を受ける。伝統的な「正当化された真なる信念」という三条件
を充たす意味で人が知識を持つことを、ブランダムは推論主義の視点から次のように説明
する(Brandom 2000:119 [166])。 
 
(1) 発話者に信念的コミットメントが帰属される。 
(2) 発話者の信念的コミットメントにエンタイトルメントが帰属される。 
(3) 発話者の信念的コミットメントを実践の相手が引き受ける。 
 
(1)は、すでに確認した推論主義から見る信念の説明に相当する。すなわち、信念とは言
語実践で自ら引き受けたり互いに帰属させ合ったりする、信念的コミットメントのことで
ある。正当化された真なる信念が問題になる場合も、推論主義によるこの理解が適用され
る。再び、M社がフレンチに出した督促の例（第 4章 3.1 節）で言えば、この事例でM社
は、フレンチが税金を滞納しているという信念的コミットメントを引き受け、またフレンチ
から帰属される。つまり、M者はフレンチが税金を滞納しているという信念を持つ。 
(2)は、(1)で見た信念的コミットメントが正当化されていることを示す。これが、「正当化
された真なる信念」の「正当化」に相当する。M 社の督促で言えば、M 社はフレンチから
督促が誤りではないかと問われ、（S を通じて）会社のコンピュータにフレンチの滞納を示
すデータがあることを示した。このやりとりで、M 社はフレンチに自社の督促に理由のあ
ることを示し、それにより、フレンチはM社が持つ滞納に関する信念的コミットメントに

 
「明確な内容のコミットメントを持つことは、コミットメントを引き受ける者と、それを帰属
させ、引き受ける者を拘束する者との間の分業があって初めて理解できる」という考えを、ヘ
ーゲルに帰属させる（ibid. 220-1）。このアイデアをブランダムは、ヘーゲルの精神現象学を
解釈した著作で体系的に展開する(Brandom 2019)。企業の道徳的行為者性の成立も、このよ
うな規範的地位の態度依存性の帰結と言えるかもしれない。志向的状態としての規範的地位が
我々の態度に依存しない仕方で内容を持つのであれば、企業はその主体とはなり得なかったか
もしれない。我々は企業を道徳共同体の一員として迎え得るかに関しては、本章第 3.3 節で排
除すべきと主張する議論を検討する。 
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エンタイトルメントを帰属させる。 
(3)は、実践の相手（聞き手）が、発話者の信念的コミットメントを自らも引き受けること
で、発話者の信念的コミットメントに支持を与えることを示す。これが、「正当化された真
なる信念」の「真」に相当する。ここで、実践の相手（聞き手）は、発話者の主張の内容を
自らも引き受け、自身の次の推論実践における手番とする仕方で、発話者の真なるものとし
て扱う。M社の督促の例で言えば、フレンチは自身の税金の滞納を主張するM社の信念的
コミットメントを自らも引き受ける仕方で、それを受けたさらなる発話、例えば速やかに支
払いをするとか、支払いを待ってもらうよう交渉するとかの次の手番をとる。 
ブランダムの論じる三条件の理解で、目を引くのは(3)であろう。それは、知識の最も重
要な要素であるはずの真であることを、言語実践の規範的関係から説明されるとするもの
である。このような仕方で知識の定式化を与えるならば、それは言語実践の参加者の評価次
第で、ある信念的コミットメントが知識として認められたり、そうならなかったりすること
を引き受けることになる。そのような議論では、言語と独立な世界の側に成り立つだろう、
世界の客観的なあり方を捉えられないだろう。実際、ブランダムの議論は、知識や真である
ことをこのように言語実践内の評価の問題に回収する点で、言語的な観念論であると批判
される。 
 
2.2 企業は推論主義的な知識を持つ行為者である 
企業が推論主義で言う意味での知識を持てるかという問題と、そもそも推論主義で言う
意味での知識の理解を支持するかという問題を分けて論じよう。 
まず、推論主義的な仕方での知識の理解に基づくならば、企業が知識を持つことを認める
ことは可能である。実際、M社の督促の例で見たように、(1)M社は「フレンチが税金を滞
納している」という信念的コミットメントをフレンチから帰属され、また、(2)督促の正当
であることを示すことで、フレンチから当該の信念的コミットメントにエンタイトルメン
トを帰属され、さらに、(3)フレンチの側も、督促を正しいものとして対話を続ける仕方で、
当該の信念的コミットメントを引き受ける。このように、言語実践の規範的関係から考える
限り、企業が知識（推論主義的な仕方で理解する正当化された真なる信念）を持つと考える
ことは可能である。 
 
2.3 推論主義的な知識理解の妥当性 
次に、そもそもこうした仕方での知識の理解を支持するかという点である。ブランダムの
議論に提起される言語的観念論との批判は、推論主義が知識を言語実践から評価する仕方
に留まる限り、言語と独立な世界との関係との対応を捉えられないことを批判するもので
ある。 
白川は、言語的観念論との批判に推論主義が対処できるかを検討する中で、否定的な結論
を下す(白川 2015: 127)。他方、その中で白川は、そのような帰結はむしろ、「表象主義を
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否定するタイプのプラグマティズムの本質と限界を考えるうえで教訓的」(ibid.)だと述べる。
本稿の文脈で言い換えれば、企業の知識の客観性が実践の参加者の評価に依存する点は、言
語実践から意図的行為や行為者の知識を扱う本稿の議論の限界を示す点で重要だと言える
113。 
しかしここでは、これを単に本稿の理論的問題としてのみならず、企業の知識の実践的問
題として捉えたい。というのも、企業事故や不祥事では、企業がまさに推論主義的な仕方で
知識を持つと理解されることが、問題の本質となる場合があるからである。 
例えば、福知山線事故で JR西日本が保持していた知識は、推論主義で言う正当化された
真なる信念として理解することができる。まず、(1)JR 西日本に対して、問題のカーブに危
険性がないという信念的コミットメントを、乗客あるいは乗客に留まらない多くの行為者
から帰属させていた。また同時に、(2)当該の JR西日本の信念的コミットメントに、乗客あ
るいは乗客に留まらない多くの行為者が、エンタイトルメントを帰属させていた。このよう
に考えることができるのは、問題のカーブに危険性がないという信念的コミットメントが
JR 西日本に帰属され、かつその信念的コミットメントにエンタイトルメントが帰属されて
いたからこそ、JR西日本は、福知山線を運行できたからである。最後に、(3)問題のカーブ
に危険性はないという信念的コミットメントを、乗客あるいは乗客に留まらない多くの行
為者が引き受けていた。問題のカーブに危険性はないという信念的コミットメントを乗客
が自ら引き受けていたからこそ、乗客は列車に乗るという実践的コミットメントを帰結と
して引き受け、実際に列車に乗る行為を行う。ここで、乗客にも一定の道徳的責任があると
言いたいわけではない。重要な点は、このように見る限り、問題のカーブに危険性はないと
いう JR西日本の信念的コミットメントが、正当化された真なる信念という知識の三条件を
充たす点である。 
しかしもちろん、この信念的コミットメントは、言語と独立な世界との対応から見て誤り
である。JR 西日本は、実のところ言語と独立な世界との対応から見て客観的ではない信念
を基に、福知山線の運行を行った。企業の信念の誤りは、時として凄惨な形で明らかになる。
「自然は騙されてくれない」。これは、NASAのチャレンジャー号爆発事故で、事故調査を
担う大統領委員会に参加した物理学者ファインマンの言葉である(The Presidential 
Commission on the Space Shuttle Challenger Accident n.d.)114。 
他方で、このように見ると、推論主義による知識の三条件は、企業事故や不祥事で問題に
なる知識の有り様を、またその誤りが明らかになる仕方を、うまく説明することが分かる。
企業活動では、時として言語実践の参加者の評価によって行為者が知識を持つことが認め
られる。しかし、それは必ずしも、言語と独立な世界の客観的なあり方に対応したものでは
ないのである。 

 
113 とはいえ、この問題に完全な決着が着けられたわけではない。ブランダム自身が、新たな議
論を提案している他(Brandom 2019)、それに対する検討も行われている(白川 2021)。 
114 チャレンジャー号事故の概要は、第Ⅱ部冒頭の 2を参照。 
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もちろん、問題はそのような誤った信念をいかにして修正し得るかである。そして何より、
誤った信念の修正を通じて、事故や不祥事をいかにして防止するか、このことが問題とな
る。その場合、問題は、推論主義的な知識の理解をめぐる理論的な妥当性に留まらず、推論
主義的な意味で成立する企業の知識をいかにして、言語と独立な世界の客観的なあり方に
対応させ得るかをめぐる実践的な妥当性の問題ともなる。つまり、客観的な世界のあり方と
対応した知識をめぐる理論上の問題と、実践上の問題は軌を一にする。推論主義的な仕方で
企業の知識を考える本稿の議論は、確かに言語と独立な世界との対応の点で限界を抱える
かもしれないが、それは同時に、企業事故や不祥事で問題になる、企業の知識の限界とも言
えるのである。 
企業の知識をめぐる議論は、知識が可謬的なものであることを前提する。例えば、JR 西
日本の旧社長である井手正敬氏は次のように言う。「鉄道に『絶対安全』なんてあり得ない。
一つ事故があったから、ここを直そう。また事故があって、あそこを直そう…その積み重ね、
経験工学なんですよ。むしろ、絶対事故を起こさないという慢心こそが事故を起こすんで
す。事故の芽は無数にある。どれが大事故につながるか、予測できる人なんていません。だ
から、本社・支社の幹部は日々現場を歩き、小さな芽を見つけたら一つ一つ潰していかなき
ゃならない」(松本 2018:237)。リスクの完全に排除された状態があり得ず、結局のところ
トライ・アンド・エラーしかないのであれば、企業の知識をめぐる実践で、いかにして客観
性を担保した企業の知識が可能になるか。このことは、理論だけでなく、現行のビジネスを
めぐる実践でも、最も重要な課題になるだろう115。 
また、企業の知識をめぐる議論は、組織内の複数行為者間で、いかにして集合的な知性と
言える状態を達成するかをめぐって論じられる116。こうした議論は、知識が不可避に、複数
行為者間の相互作用でもたらされることを前提する。言語実践の規範的関係から知識を理
解する推論主義は、この点で企業の知識のあり様を捉えるのに適している。推論主義的な知
識の理解を拒否して、異なる認識論的立場を採用する方針も可能かもしれない。しかし、こ
こで見たように、企業事故や不祥事で問題になる企業の知識の問題と、推論主義から見る知
識の理解の問題は、言語実践に参加する複数行為者間の関係から、いかにして世界との対応
が可能になるかを課題とする点で、問題を共有する。そのような企業の知識をめぐる理論

 
115 むしろ実践的な方法論や取り組みの側から、理論的な考察に示唆が与えられるかもしれな
い。ヒューマンエラーや安全文化の研究で知られるジェームズ・リーズンが提唱する「スイス
チーズモデル」では、システムに備わる複数の防護壁に空いた穴が全ての位置で一致してしま
う時、事故が起こるとされる(芳賀 2020:30)。その対策には、防護壁の穴を小さくする、少な
くする、防護壁を増やすなどがある。個別命題と世界との対応とは異なる仕方で、できる限り
世界のあり方に対応する試みと言えるかもしれない。 
116 ジャニスの集団浅慮（groupthink）の問題はよく知られたものである。ボジョリー＆フォ
スター＆メリカンは、これを用いてチャレンジャー号爆発事故を検討する(Boisjoly et al. 
1989)。黒川(2016)は、東電原発事故が集団浅慮によって引き起こされた論じる。哲学的な集
団意思決定の分析としては、第 8章でリスト＆ペティット(2011)の推論的ジレンマを取りあげ
る。 
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的・実践的問題を明示的にする点で、推論主義的な知識の理解には意義がある。本稿はそれ
を否定することはしない。そして、推論主義から見る限り、企業は知識を持つ行為者と言え
る。 
 
3 企業の感情に訴えるタイプの議論 
ここまで、企業に自律性（二階の志向的状態）および知識が持ち得ないとする批判に反論
した。企業はそれらを持つことができる。残る批判は、企業に感情は持ち得ないとする批判
である。レンネガード＆ヴェラスキーズによれば、道徳的行為者であるためには、ここまで
見たように、行為の意図・二階の志向的状態・知識といった複数の要素が必要とされる。さ
らにその要素の中には、感情を持つことも含まれる(Rönnegard and Velasquez 2017:132)。
企業には情緒的な能力がなく、感情を経験することができない。そのため、人間であれば罪
悪感や自責の念の感情を引き起こすはずの場面で、そうした感情を持つことができない。ま
た、感情を持たない企業は、人間の気持ちを知ることも、人間に共感することもできない。 
レンネガード＆ヴェラスキーズの議論では、なぜ感情を持たない企業が、道徳的行為者とし
て適切でないかが明らかではない。つまり、道徳的責任の帰属に関して、なぜ感情が必要な
のかが明らかではない。この点を補足するため、企業と感情の問題に焦点を当てるセピンウ
ォールの議論(Sepinwall 2017)を参照する。 
 
3.1 企業への非難に訴えるタイプの議論 
セピンウォールは、企業の道徳的行為者性をめぐる議論の一部である感情と非難の問題
論に焦点を絞り、次のように主張する。すなわち、「企業が仮に道徳的行為者であるとして
も、それは非難の適切な対象ではない」(Sepinwall 2017:146)。非難の適切な対象であるた
めには、道徳的行為者性に必要な能力に加えて、感情を持たなくてはならない。しかし、企
業は感情を持つことができないため、非難を向けることはできない。企業は、我々の道徳共
同体の一員として相応しくない(ibid. 144)。セピンウォールの議論は大まかに次の構造を持
つ。 
 
(1) 非難の対象となるためには、感情を持つことが必要である。 
(2) 企業は感情を持つことができない。 
(3) (1)(2)から、企業は非難の対象になり得ない。 
 
(1) 非難における感情の重要性 
非難と道徳的責任の関係を確認する。セピンウォールは、「非難に値すること
（blameworthy）」に二つの意味があると言う。一つ目は、「道徳的に責任があること
（morally responsible）」と同値の意味で「非難に値すること」を用いるものである。本稿
で論じてきた道徳的責任はこの意味に相当する。つまり、企業に道徳的責任があると言える
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のであれば、それは、当該の企業が非難に値することを意味する。しかし、セピンウォール
によれば、非難に値することには、もう一つの意味がある。二つ目の意味で「非難に値する
こと」を用いる場合、非難がその本質的な機能を果たす条件を、非難を向けられる対象が充
たすことを意味する。より具体的には、「AはXについて非難に値すること」が意味をなす
のは、非難が対象者に誘発しようとする状態、典型的には罪悪感とそれに付随する感情をA
が経験できる場合のみである。セピンウォールは、二つ目の意味に焦点を当てる。罪悪感や
それに付随する感情を経験する能力は、一つ目の意味で非難に値するという場合には必要
ないかもしれないが、二つ目の意味で非難に値するという場合は必要になる(Sepinwall 
2017:146‒47)。 
非難に感情が必要であるかどうかには議論がある。感情を含まない非難が可能だと主張
する議論や(Sher 2005)、感情を手に負えない厄介者だと主張する議論も可能である(Hurley 
2007: 84; Sepinwall 2017: 149)。しかし、セピンウォールは次のように主張する。すなわ
ち、被害者による非難を通じた怒りの表現は、加害者に自身の行いの影響を理解させる力が
ある。非難の説明がそうした感情的要素を欠いたものであるなら、その説明は非難の持つ力
を完全に捉えることができない。セピンウォールは次のように言う。 
 
非難する側は、怒りを教訓的あるいは懲罰的な道具として行使しているのではない。彼
女の怒りは生で本物であり、教訓を与えるために作られたものではないからこそ、教訓
的で懲罰的な力を持つことができる。このように、怒りに満ちた非難は、加害者が引き
起こした痛みを明らかにする。そうすることで、加害者は自分の犯した罪の影響を、そ
の全ての力において理解することができる。共感的な加害者（非難する人の痛みを理解
できる人）は、非難によって、自分が受け止める(absorb)ことを意図された怒りの源で
あることを知り、自分自身が痛みを感じずにはいられなくなる(Sepinwall 2017:153)。 
 
このように、セピンウォールは、被害者が自身の怒りを表明することを通じて加害者にそ
の痛みを理解させる点に非難の本質があり、その点を説明しない非難の説明は不十分だと
主張する。「被害者やコミュニティの怒りに直面することで、加害者の過ちの重大さがさら
に浮き彫りになる。もし加害者が他人の感情を気にかけるなら、怒りに満ちた非難は、冷静
な軽蔑の判断が与える苦痛に加えて、加害者にさらなる苦痛を与えるだろう」（ibid. 154）。 
 
(2) 企業に感情はない 
次に、(2)セピンウォールは、企業には非難の対象となるために必要な感情を持つことが
できないと主張する。この点に対しては、企業に感情を認めること、あるいは企業が非難に
値することを正当化するいくつかのアプローチがある。 
企業に感情を認める代表的な議論に、ギルバートの(Gilbert 2000, 2014)議論がある。ギ
ルバートの議論は、共同行為論を主題とする第 7章で詳述する。ここでは、ギルバートが、
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どのように集団（企業）が感情を持つと論じるかだけ確認する。ギルバートは次のように主
張する。「ある集団Gがある行為に対して自責の念を感じるのは、Gの構成員が統一体とし
て（as a body）自責の念を感じることに共同でコミットするとき、かつそのときのみであ
る」(Gilbert 2000: 135)。しかし、ギルバートの議論は、「感じる（feeling）」という言葉を
持ち出すものの、実際に集団が何かを感じることを説明するのではなく、集団を構成する個
人の行為や振る舞いを通じて集団の感情が構成されると論じるに過ぎない。ギルバートは、
集団の感情が、現象学的な心的状態を必ずしも必要としないと考える。例えば、人が「自責
の念に駆られている（I feel great remorse）」のように言うとしても、そこに何らか心の痛
みが要請される必要はないと、ギルバートは言う（ibid.）。また、ギルバートは次のように
も言う。「一見同等に見える表現でも、『私は十分に反省している』『私は本当に後悔してい
る』など、『感じる』という言葉を全く使わないものもある」（ibid. 135）。この点で、ギル
バートの議論は、セピンウォールが要請するような、実際の感情を、集団が持つことを説明
する議論ではない。 
企業に感情を認める別のアプローチとして、ストローソンの反応的態度に訴えるトレフ
セン(Tollefsen 2003)の議論がある。ストローソンの議論は、道徳的責任の問題を伝統的な
決定論の問題と切り離そうとした議論として知られる。そこでストローソンは、我々が特定
の個人的な関係で、その主体となる反応的態度（例えば、憤り、感謝、許しといった態度）
が、個人に道徳的責任があることを正当化すると主張する。つまり、反応的態度こそが我々
の道徳的責任を構成する。言い換えれば、誰かに道徳的責任を帰属させることは、すなわち
その相手に対して反応的態度をとることである。この議論は、我々が日常的に企業に怒りや
非難を向けることに注意を向けさせる。実際、トレフセンは以下で見るように、我々が企業
に非難、つまり反応的態度を向けることを論拠に、企業が非難の適切な対象であることを主
張する。ここではまず、反応的態度に注目する中で、企業に感情を認めるトレフセンの議論
を確認する。 
トレフセンは、現象学的な心の状態と感情の関係に疑問を投げかけるギルバートの議論
を支持しつつ、仮に現象学的な状態が感情にとって本質的であったとしても、次の方法で企
業の感情を説明することができると論じる。それは、集団の構成員が感じる感情を通じて表
現されるものとして、集団（企業）の感情を理解する方法である(Tollefsen 2003:231)。こ
のアプローチは、集団そのものが感情を感じるわけではないが、構成員が然るべき感情を感
じることを通じて、その感情が集団的なものであり得ると論じるものである。反応的態度を
向けられる集団は、その構成員が然るべき感情を感じることを通じて、反応的態度を向けら
れるに相応しい感情を持つと理解される。 
しかし、トレフセンの議論は、集団が反応的態度を向けられる場合に、然るべき感情を持
つことを保証しない(Sepinwall 2017:157)。セピンウォールが強調する意味での非難に値す
ることは、その対象が反応的態度を向けられるだけなく、その集団（あるいは、トレフセン
の説明を採用するならばその構成員）が被害者の怒りを受け止める仕方で、集団的な罪悪感



 143 

を経験する必要がある。しかし、トレフセンの議論は、そのように構成員が求められる感情
を感じることを保証しない。そのため、集団が然るべき感情を持つことを説明できない117。 
このように、企業に感情を認める議論が、セピンウォールが要請する心的な感情を説明で
きないのであれば、むしろ企業の情緒的能力ではなく、企業に非難を向ける実践そのものに
焦点を当てる方針が望ましいかもしれない。上記のトレフセンの議論は、むしろこの点を主
題とするものである。 
トレフセンが強調するのは、我々が日常的に企業を非難している実践そのものである。ト
レフセンは、我々に自由意志がないことが発見された場合でさえ、個人に道徳的責任を負わ
せる実践が動揺しないのと同様に、企業に非難に値する特徴（感情を含む）が欠けているこ
とが発見された場合もまた、企業に非難を向ける実践は動揺しないだろうと考える118。トレ
フセンは、企業に対する反応的態度のない世界を考えることが、ストローソンが言う反応的
態度のない世界を考えるよりも難しいと指摘する。トレフセンは言う。「集団に対する感情
的反応を消去する」ことは、「集団との関係の可能性を、また人間社会の重要な部分を占め
る種類の関係を消去するだろう」（Tollefsen 2003: 230）。 
しかしもちろん、すでに確認したように、我々が企業に反応的態度を向けるとしても、企
業は然るべき感情を感じない。企業に感情を認める議論はいずれも成功しない。そこでセピ
ンウォールは、企業を非難する発話は確かに行われているが、誰に向けられていかが不明確
であると指摘する。我々は非難を企業それ自体に向けるのか、非難の真の対象である構成員
の集合の省略表現として、企業を呼び出すに過ぎないのか、決して明確ではない。そこで、
セピンウォールは次のように言う。「重要な反実仮想は、集団的な行為に関して我々の反応
的態度を放棄することではなく、集団が我々の反応的態度の究極の対象であるとする概念
を放棄することである」（Sepinwall 2017: 159）。セピンウォールは、そのような放棄が、
実践の不可能性や貧困をもたらすとは思わないと述べる。むしろ、企業それ自体を非難する
ことができないのであれば、我々は企業の構成員に憤りを向けるかもしれない。どちらかと
いえば、企業を非難する我々の実践に目を向けるストローソン的戦略は、企業が我々の反応
的態度の対象である必要はないことを明らかにする。我々が企業を非難することを拒否す
るとしても、結果的に何も失わないかもしれない。 
 
3.2 セピンウォールの議論の検討 
本稿は、上記のセピンウォールの議論に同意する。セピンウォールが言う通り、(1)非難
の実践には感情（怒りとその受け止め）を本質的要素とするものがあること、他方で、(2)企
業はそうした感情を持ち得ないこと、それゆえ、(3)企業は感情を必要とする仕方での非難
の対象になり得ないこと、さらに、企業は非難の実践を行う道徳共同体の一員ではないこ

 
117 セピンウォールはまた、構成員の感情がなぜ集団の感情とみなされるかの説明がなければ、
集団的感情を立証するには十分ではないとも述べる(Sepinwall 2017a:158 n.21) 
118 同様の議論にシルバー(Silver 2005, 2006)の議論がある。 
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と。これらはいずれも正しい。 
まず、(1)について、企業事故で被害者は、しばしば自身が表現する怒りを、加害企業が受
け止め理解することを期待する場合がある。例えば、福知山線事故遺族の淺野氏は、通夜に
来て補償の話を始めた JR西日本の幹部に対して、次のように述べる。 
 
しかし普通の人間的感情を持っている者であれば、自分たちが殺した被害者の通夜に
来て、いきなりそんな話をしますかね。自分たちがどれほどの事故を起こし、どれだけ
の人の命や生活を奪ったか、彼は何もわかってないんやとはっきり悟った。なんで僕が
怒ったのかも、理解できていないと思う。おそらく彼はこれまでもそうしてきたし、あ
の会社ではそれでも出世できたんでしょう。だけど僕にすれば、これほど非常識かつ稚
拙な人間がトップにいる組織に女房は殺されたのか、殺されねばならなかったのかと
……あまりにも不条理ですよ。その時から、この事故を不条理ととらえ、なぜそんなこ
とが起こったのかを考えるようになっていった（松本 2017: 49）。 

 
被害者が表現する怒りを加害者が理解すること、さらに加害者が、その原因が自身にある
ことを理解すること。非難の実践にこうした要素があると主張すること、さらにそれが非難
の本質であると主張することを、本稿は否定しない。 
次に、(2)については、確かにギルバートが行うような仕方で、現象学的な心的状態を必
要としない感情の理解を主張することは可能である。推論主義を擁する本稿の議論であれ
ば、感情もまた規範的地位（志向的状態）の一つとする仕方で、それを機能主義的に理解す
ることも可能だろう。しかし、上で引いた事故遺族の怒りが、必ずしも言語的で志向的な形
をとることの保証はない。セピンウォールが言うような、非難の実践で要請される感情を、
言語以前の、すなわち文の形を持たない現象学的な心的状態と考えることはなお可能に見
える。企業活動を構成する志向的状態がおよそ文的なものと考えられるのとは対照的に、こ
こで言う怒りの感情は、実在的な生の感じを持っている。そのように考えることができる。 
そのため、(3)感情を持たない企業は、被害者の怒りの宛先の意味で、非難に値する行為
者とは言えない。さらに、そうした非難の実践を行う道徳共同体の一員として見る場合、企
業は確かにその一員として相応しくない。本稿は、セピンウォールの議論に同意する。 
しかし、セピンウォールの議論は次の点で間違っている。すなわち、ビジネスの実践は、
そもそもセピンウォールが言うような情緒的要素を要請するものではない。 
 
3.3 ビジネスで感情は前提されない 
例えば、旧ライブドア社長の堀江貴文氏は、「堀江は人の気持が分からなさすぎると言わ
れた際、「他人の気持ちなんて、分かるわけないじゃないですか！」と述べたとされる(堀江 
2016)。しかし堀江氏は、そのことでビジネスの実践から排除されはしない。また、漫画家
の蛭子能収氏は、葬儀に出席した際に笑いを抑えることができないと公言する(蛭子 2017)。
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しかし蛭子氏も、そのことでビジネスの実践から排除されはしない。つまり、ビジネスの実
践では、行為者が相手の感情を理解できることや、状況に応じて適切な感情を抱くことな
ど、情緒的な能力が必ずしも要請されるわけではない。 
これは取るに足らないことではない。実際、企業事故や不祥事でも、企業の構成員が口に
する謝罪の言葉に関して、相応する感情を抱いていないように見えることが問題になる。再
び、福知山線事故遺族の淺野氏の言葉を引く。 
 
ひと言で言えば、彼らには事故を起こした当事者という意識がないんですよ。乗客の安
全を誰が守るのかという自覚がない。ただ自分たちの組織と権益を守りたいから、外部
に責任転嫁を図ったり、運転士個人のミスとして処理しようとする。上から下までそう
いう組織になってしまっているんでしょう。だから、幹部連中が入れ替わり立ち替わり
うちに来て、いくら謝罪の言葉を並べ立てても一つも響かない。本当に申し訳ないこと
をしたという人間的感情も、これからは絶対に安全最優先に努めるという意志も伝わ
ってこない(松本 2017: 56)。 

 
このように、企業でなく人間で、怒りを受け止める能力を示さない行為者がいることは、
セピンウォールの議論でどのように説明されるだろう。ミッチェルが言うように、企業の構
成員が「普通の人間とは別の存在、つまり企業の取締役、経営者、社員」であり、「自己決
定の能力を奪い取る人工的な企業世界で働く」(Mitchell 2001: 45 [52])存在なのであれば、
そうした存在も、企業と同様に排除されるのだろうか。少なくとも、感情を持つことが条件
だと主張するのであれば、企業だけでなく、場合により個人も排除されると主張するのでな
ければ、一貫性がない。 
反対に、非難で向けられる怒りの感情を吸収できない行為者であっても、ビジネスの実践
から排除されないのであれば、セピンウォールが言う非難の実践に参加することは、そもそ
もビジネスの実勢に参加するための条件ではない。感情を持たない企業であれ、感情を持つ
がそれを適切に抱くことがない人間であれ、それだけでビジネスへの参加資格が剥奪され
るわけではない。 
それだけでなく、自由市場の熱心な擁護者は、むしろ情緒的要素をビジネスに持ち込むこ
と自体を否定するだろう。楠は、上記のミッチェルの言葉に対し、ハイエクであれば、次の
ような仕方で「冷水を浴びせるだろう」（楠 2010: 102）と言い、次の言葉を引用する。「…
市場秩序に基礎をおく社会から疎まれたり遠ざけられたりしているような人々は、新しい
道徳の使者などではなくて、開かれた社会が根拠をおいている行動ルールを学習したこと
のない教化されていない非文明的な人々であり、かれらは部族社会から導きだされた本能
的で『自然的な』概念をその社会に課したいと願っている」(Hayek 1976: 147 [201]) 119。

 
119 本稿は、ハイエクが市場に参加しない人々に向ける「教化されていない非文明的な人々」と
いった記述が、差別的な表現だと考える。本稿でハイエクの引用を用いることは、そうした差
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それはまた、次のように、市場の自由な競争に開かれていない閉じた社会の道徳観を捨て去
ることができないとも評される。 
 
部族社会から開かれた社会へ移ろうとする人々の最初の試みが失敗しても、実際には
驚くことではない。なぜならば、人にはまだ部族社会の間に育まれてきた道徳観を捨て
去るだけの用意がないからである（ibid. 146 [200]）。 

 
このように、問題がビジネスの場合、セピンウォールが強調する情緒的要素を強調するこ
と自体に反対があり得る。むしろ、感情を持つことができない行為者であっても、競争に参
加できるのがビジネスである。もちろん、人々のニーズが情緒的要素である場合、それを満
たせない行為者は競争に負けるだろう120。しかし、だからといって競争に参加する資格が失
われるわけではない。 
まとめれば、情緒的な非難の実践に企業が参加できず、企業はそうした非難を行う道徳共
同体から排除されるべきとするセピンウォールの議論は、確かに筋が通っている。しかし、
それはビジネスとは別の領域の話ですらあり得る。セピンウォールの議論は正しいが、ビジ
ネスに適用できる議論ではない。 
 
感情のないビジネスの共同体 
それでは、企業はいかなる意味で、我々の道徳共同体の一員なのだろうか。推論主義を擁
するここまでの議論で言えば、企業は規範的地位をめぐる実践の参加者であるという意味
で、我々の一員である（第 5章 2.3 節）。ビジネスの実践でも、他者に危害を加えない、嘘
や不正を働かないという最小限道徳が参照されることはすでに確認した（第 2 章 2.2 節）。
したがって、企業は、最小限道徳を含む規範的な言語実践の参加者であるという意味で、
我々の道徳共同体の一員である。 
しかしこれは、明らかにセピンウォールが言う道徳共同体と異なる意味においてのこと
である。フレンチは、我々が企業を道徳的行為者として扱う実践をもって、企業を道徳共同
体の一員と論じる。本稿もまた、企業は我々の道徳共同体の一員であると考える。しかし、
セピンウォールが言うような情緒的要素を要請しない道徳共同体とは、いかなる共同体だ
ろうか。そこで行われる非難は、どのような要素をもって非難と言い得るのだろうか。セピ
ンウォールの議論を退けることが可能だとしても、企業がその一員であるような道徳共同
体、またそこで行われる非難について、説明する必要がある。 
 
3.4 道徳共同体の一員としての企業 

 
別的な表現までも支持するものではない。 
120 情緒的要素が必要とされるサービスとして、いわゆる感情労働があるだろう。感情労働につ
いては渋谷(2003)を参照。 
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企業を一員とする道徳共同体は、セピンウォールが退けた一つ目の意味での非難、すなわ
ち道徳的責任の帰属と同値の意味で、非難を行う共同体である。セピンウォールは、この意
味での非難を「冷静な不正行為の宣告」（Sepinwall 2017: 162）と言うが、企業が対象とな
り得る非難は、そのようなものでしかないだろう。行為文が責任帰属を行うという責任帰属
主義に照らして言い直せば、この意味での非難は、道徳規範への違反を記述する文の使用で
ある。ツィマーマンは、「誰かを非難することは、その人の道徳的台帳に減点項目を登録す
ることであり、その人の道徳的失敗を記録し、その人の人格に対する評価を下げることでも
ある」(Zimmerman 1988:38)と述べる。この意味で考えるなら、企業が対象となる非難の
推論主義的な理解は、参加者が互いに道徳規範に照らしたスコアキーピングを行う実践と
言えるだろう。この意味で非難を行うことは、行為者が規範に違反したことを、スコアキー
ピングの台帳に記録することである。それはつまり、行為の正しさや誤りを互いに記述し合
う実践である。 
この意味での非難であれば、企業をその対象と考えることに理論上の問題はない。むしろ
問題は、この意味での非難ですら、企業が適切に対応し得えないように見えるという、実践
上のものである。 
企業事故や不祥事が起きる場合、企業はしばしば、自社に向けられる非難、すなわち自ら
の道徳的責任（あるいは社会的責任）に対して、言葉の上では謝罪や反省を述べながら、そ
の実、自社の非を頑なに認めない場合がある。福知山線事故、また信楽高原鐵道事故でも JR
西日本とやり取りがあった弁護士の佐藤氏は、信楽高原鐵道事故当時の JR西日本の印象を
こう述べる。 
 
非常に硬直した、官僚主義の、表面上の言葉とは裏腹に、本質的な部分では自分たちの
責任や誤りを決して認めず、絶対に譲歩しない。そんな組織でしたね(松本 2017: 79)。。 

 
環境社会学者の友澤は、公害を通じた環境不正と企業の社会的責任を論じる中で、「加害
的立場の組織に属する人びとは、その立場に拘束され、けっして被害者に歩み寄らない頑な
な決意を全身にみなぎらせて被害者対応にあたる傾向がある（むろん一様ではない）」(友澤 
2019:44)。と述べる。しばしば指摘されるように、これは、自社に道徳的責任（あるいは社
会的責任）を認めることが、処罰や補償と連続的に考えられることの帰結なのかもしれない
(Dekker 2007)。しかし、道徳的責任を帰属させるというセピンウォールからすれば薄い意
味での非難にすら、企業が適切な対応を取り得ないのであれば、結局のところ、企業はこの
意味でも、道徳共同体の一員ではないと考えられるかもしれない。被害者を出した事故や不
祥事で言えば、加害企業はいかにして自社の誤りを認め得るのか。この点に関して、何らか
の答えを提示する必要がある。 
 
修正された合理的行為者モデル 
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第 3 章で確認した、道徳規範に従って行為する企業モデルの議論を思い出そう（第 3 章
3 節）。ゲームの規則に道徳の語彙を含むように修正されたラッドのフォマール組織は、原
理的に規範に違反し得ない組織とされるため、道徳的行為者ではあり得ないのだった。 
これに対して、本稿は、規範に従ったり違反したりする企業モデルとして、ドナルドソン
の議論を修正した、修正された合理的行為者モデルを提案した。修正された合理的行為者モ
デルは、ビジネスの実践の規則外の領域からなされる未整備の倫理的慣習に照らした異議
申し立てに対応する仕方で、自らの方針や規則の制御を行う企業モデルである。その一例に
は、モーリシャス原油流出事故を受けた商船三井の対応をあげた。この事例は、法規範に関
して違反のない状態で、未整備の倫理的慣習に基づく異議申し立てがなされた事例である。
この事例で商船三井は、当初は法規範に従うことのみを強調していたが、後に法規範外の倫
理的慣習に基づく異議申し立てに対応する仕方で、会社の方針を変更した。この事例で商船
三井には、法規範に還元されない道徳規範への違反が認められ、それに基づく道徳的責任が
帰属され、さらに道徳的責任の帰属に基づく諸々の対応が負担責任として負わされた（商船
三井自らが引き受けた）。この事例を本稿はそのように特徴づけた。 
しかし、多くの企業事故や不祥事で、商船三井のようには、企業が自らの道徳的責任を認
め得ないのであれば、そうした企業は、修正された合理的行為者モデルの規準を充たさない
のではないか。すなわち、それらの企業は、感情を必要としない意味での非難であっても、
それに値すると言えないのであり、それゆえ、情緒的要素を必要としないビジネスの実践で
あっても、やはり道徳共同体の一員とは言えない、ということになるのではないだろうか。 
 
企業を道徳的行為者と認めること 
本稿の答えは、その答えは我々に開かれている、というものである。この点を説明するた
め、ここまでの議論を整理する。 
セピンウォールが論じる感情を要する非難の実践、またセピンウォールと異なり感情を
要しない非難の実践に照らして、企業がその対象となり得るかどうかを整理すれば、次の四
つの選択肢がある。 
 
(1) 非難とは感情を必要とする実践であり、企業はそれに値しない。 
(2) 非難とは感情を必要とする実践であり、企業はそれに値する。 
(3) 非難とは感情を必要としない実践であり、企業はそれに値する。 
(4) 非難とは感情を必要としない実践であり、企業はそれに値しない。 
 
(1)はセピンウォールの見解である。(2)は企業に感情を認める見解を前提するが、それは
すでに否定された（本章第 3.1 節）。他方、(1)は基本的に正しいが、この議論をビジネスの
領域に適用するためには、ビジネスそのものを情緒的要素を中心とする実践に変える必要
がある。そうであれば、企業は確かにセピンウォールが言う意味での道徳共同体の一員とし



 149 

て相応しくないだろうし、排除されるべきである。この方針は理論上は可能だろう。しかし、
これは本稿の志向する方針ではなく、セピンウォールに帰属される方針である。 
本稿で問題となるのは、(3)(4)である。企業の道徳的行為者性を正当化するのであれば、
(3)が正しいことを示さなくてはならない。他方、(4)では、ビジネスの実践で必ずしも感情
が必要とされず、また企業が規範的な言語実践の参加者と言い得るとしても、企業が事故や
不祥事で自社の誤りを頑なに認めないのであれば、企業は非難に値する行為者とは言えな
いと思われる。その場合、企業はビジネスにおける道徳共同体の一員ではないのであり、排
除されたり、然るべき仕方で処罰や制約されたりすることが望ましいかもしれない。(3)(4)
で問われるのは、非難の実践に感情が必要ない場合で、企業が自社の誤りを認めない姿勢を
見せる、つまり自社の規範への違反を認めない姿勢を見せる場合を、どのように評価するか
である。 
この問題が、上で述べたように我々に開かれているのは、企業を道徳規範に従ったり違反
したりする行為者として扱うか、それとも排除するかの選択が、我々が企業に向ける態度に
よって左右されることによる。企業を意図的行為者として扱う実践が成立するかどうかが、
我々の実践のあり様に依存して決まるのと同様に、（企業でもそうでなくとも）実践の相手
を規範に従ったり違反したりする行為者として扱うかどうかもまた、我々の実践のあり様
に依存して決まる。 
この点を説明するため、福知山線事故後の JR西日本の対応を取りあげる。推論主義から
見る場合、JR 西日本を福知山線事故を引き起こした行為者として理解できることはすでに
論じた（第 5 章 3.3 節）。しかし、そのような仕方で JR 西日本それ自体に道徳的責任を帰
属させ得る（JR 西日本それ自体の行為として行為文を使用することができる）としても、
JR 西日本が自らの道徳規範への違反を認めないのであれば、それは我々の一方的な行為記
述で終わるだろう。商船三井の事例で、商船三井が自ら道徳規範への違反を認めたと論じた
ように、規範に違反した行為者が自ら規範への違反を認めるのでなければ、規範への違反が
成立したとは言えない。一方的に規範への違反を記述され続ける存在を、当該の実践に参加
する行為者と認めることはできない。そのような行為者は、もはや実践の参加者とは言え
ず、ラッドがフォマール組織で言うように、機械のように制約される他はない存在である。 
 
福知山線事故の共同検証 
JR 西日本の対応で焦点を当てるのは、福知山線事故の遺族と、JR西日本が共同で行った
事故原因の共同検証である。この検証作業は、加害企業と遺族が共同で事故原因の検証に当
たった稀有な事例として知られる121。 
共同検証が始まるのは、2005 年 5月の事故から 4年後の、2009 年 11月である。JR 西
日本の組織的・構造的問題の解明を目的とする「福知山線列車脱線事故の課題検討会」が、

 
121 この事例を移行期司法の対話的正義の視点から論じた高浦は、この事例が「企業倫理のフロ
ンティア」(高浦 2012)として位置づけられると述べる。 
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被害者遺族の集まりである「4.25 ネットワーク」の提案を受ける形で設置された。検討会
の設置に当たっては、JR 側の「責任問題を一端横に置き、遺族と共同して事故の真相解明
のための検討の場」とすることが明記された(4･25 ネットワーク and 西日本旅客鉄道株式
会社 2011)。このように、加害企業の責任問題が留保されるのと対照的に、遺族らは、自ら
に別の責任があると述べている。例えば、検討会設置の要望書には、「被害者である私たち
遺族も今回の事故の真相解明を通して、JR 西日本の組織的・構造的な問題の抽出と事故の
教訓を共有することが、犠牲となった家族を無駄にしないための私たちの責務」と記載され
た(JR 福知山線尼崎脱線事故 4･25 ネットワーク 2009)。 
共同検証は 2009 年 12月 25日から 1年 4ヶ月で計 16回、遺族側の質問に JR西日本側
が答える形で行われた。検討会報告書では、結論部分を遺族側と JR側で併記する形となっ
たものの、JR 側が自社の安全対策や社員管理に率直な反省を見せ、事故調査委員会の事故
調査報告書より踏みこんだ分析結果となった。特に、JR 西日本の認識に関して、ヒューマ
ンエラーが原因ではなく結果であったと、変化が見られたと記載された(4･25 ネットワーク 
and 西日本旅客鉄道株式会社 2011)。 
さらに、2012 年 5月からは、課題検討会の成果を基に、福知山線事故のヒューマンエラ
ーの要因は何か、JR 西日本はその要因に組織としてどのように関わっていたかを明らかに
するため、JR 西日本、被害者に加えて、第三者の立場にある委員も入り、「JR 西日本安全
フォローアップ会議」が設置された。同会議は、2012 年 5月から 2014 年 4月まで、11回
に渡り行われた。会議報告書には、ダイヤの速達化・ATS整備・乗務員管理・保守管理の実
態等、従来から指摘された JR 西日本の組織的問題の検討結果が書かれた(JR 西日本安全フ
ォローアップ会議 2014)。 
注目すべきは、まとめ部分に「安全管理体制の不備と JR西日本の責務」の項が設けられ、
次のように JR西日本の役割責任への違反が記述された点である。 
 
速達化計画を進める際は必ず安全問題も検討するような安全管理体制を構築しておく
ことは、鉄道事業者の責務と考えられるが、JR 西日本はその責務を十分に果たしてい
なかったと指摘される（ibid. 48）。 

 
この報告書では、頑なに自社の問題を認めようとしなかった JR西日本が、遺族らとの共
同検証を通じて、自社が然るべき役割責任を履行していなかったことを明記する仕方で、自
社による規範への違反を自ら記述している。 
 
道徳共同体の一員としての企業 
企業それ自体が（感情を必要としない意味での）非難に値する行為者であるかどうかが、
我々の態度に依存して決まると考えられるのは、このような事例においてである。この事例
では、事故遺族が、課題検討会への設置に当たり、JR 西日本の責任問題を留保した上で、
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また対照的に自らに事故原因を明らかにする責務があると述べた上で、JR西日本と共同で、
JR 西日本の規範への違反を記述するに至った。この事例から言えることは、問題を起こし
た企業が自社の規範への違反を認めるかどうかが、むしろ道徳的責任を問う側の我々の態
度で決まるということである122。 
セピンウォールは、加害者が被害者の怒りを受け止めることで、自身の起こした問題を理
解すると考えた。これに対して、福知山線事故共同検証の事例は、セピンウォールが言うよ
うな加害者の内在的プロセスではなく、いわば加害企業と被害者との規範的な言語実践の
中で、加害企業の規範への違反が記述されるに至った事例である。 
ここでもまた、本稿はこうした実践を望ましいとも、望ましくないとも論じない。また、
これが加害企業と被害者のあるべき姿とも論じない。しかし、セピンウォールが言うような
情緒的要素を介さない非難の実践のあり様は、一つにはこのようなものであるかもしれな
い。すなわち、非難を通じた道徳的責任の帰属は、加害企業と共に実践に参加する我々の態
度を通じて、規範に違反したことを記述する仕方でなされる場合がある。本稿はこれを、企
業がその一員となる道徳共同体の実践の一例と考える。このような実践において、企業は
（感情を必要としない意味での）非難に値する行為者であり、それゆえ道徳的行為者である
と言える。 
問題を振り返ろう。上記(4)、すなわち非難とは感情を必要としない実践であり、企業は
それに値しないと考える場合、我々は企業との対話を拒否し、それを排除したり、然るべき
仕方で処罰や制約したりすることになるかもしれない。 
他方で、(3) 非難とは感情を必要としない実践であり、企業はそれに値すると考える、あ
るいはそのような仕方で我々が企業を扱うのであれば、企業は実際に、道徳規範に従ったり
違反したりする仕方で、我々の道徳共同体の一員ということになるかもしれない。 
 
第Ⅰ部 まとめ 
ここまで、企業の道徳的行為者性をめぐる様々なタイプの議論を検討し、特に企業の志向
性を推論主義から論じる仕方で、企業の道徳的行為者性を正当化した。先行研究に照らして
本稿の議論を位置づけるなら、おおよそ次のようになる。 
まず、企業の道徳的行為者性を否定する議論、特に志向的状態に関する心理主義や、関連
する心理主義的な議論を擁する立場には、（感情の問題を除いて）全面的に批判を行った。
企業活動で重要なのは、心理主義者が重視する心的な志向的状態ではなく、互いに帰属させ
合ったり自ら引き受けたりする規範的地位としての志向的状態である。企業は、我々が企業
を扱う態度のゆえに、そうした意味での志向的状態の主体になり得るし、その限りにおいて
意図的な行為者として認められる。 
次に、企業の道徳的行為者性を擁護する議論は、従来から前述の心理主義的な議論にうま

 
122 ブランダムは、2019 年の著作で、問題ある行為者の行為を共同体が承認するという、共同
体責任の議論を行っている(Brandom 2019)。 
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く対応することができなかった。さらに、多くの論者が採用する機能主義的な議論の含意も
尽くすことができていない。この点、前章で詳述したように、企業が我々の言語実践の参加
者と認められる実践は、人間に固有の身体や企業にはない存在論的身分を捨象した実践で
ある。機能主義を採用する先行研究の多くは、機能主義的な議論のバリエーションを増やす
に留まり、このような含意を引き出せていない。 
特に、本章の最後で論じたように、企業を規範的な言語実践の参加者だと認める仕方で意
図的な行為者と認めることができるとしても、なお企業を我々の道徳共同体から排除すべ
き理由があるかもしれない。本稿はこの点を、福知山線事故の共同検証を例に、企業に相対
する我々に開かれた問題と論じた。この議論から言えば、企業は一律に道徳的行為者である
わけでも、また一律に道徳的行為者でないわけでもなく、我々の実践次第でそうであったり
なかったりする存在である。このことは翻って、我々自身もまたビジネスの実践の中で、そ
の道徳的行為者としてのあり様を変化させ得ることを含意する。志向的状態の問題、身体の
有無や存在論的身分の問題、そして非難の問題で見たように、我々の実践はある程度の部分
まで、企業を道徳的行為者として認めるような仕方でなされている。その場合に、企業を道
徳的行為者として認めるべきか否か、本稿はそれを論じないが、ここまでの議論はそれを検
討する一助となるだろう。 
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第Ⅱ部 企業責任と個人責任 
第 7 章と 8 章では、推論主義による企業の道徳的行為者性の正当化を踏まえて、企業に
道徳的責任が帰属される場合の、個人の道徳的責任の所在を検討する。これにより、「企業
に道徳的責任がある」という場合の、本稿の理解の全体を明らかにする。 
ここまでの議論では、主に経営者が問題の発生を予見できない場合、つまり経営者が問題
に関して無知である場合に焦点を絞り、そうした場面で企業それ自体が道徳的行為者と認
められる場合があることを論じた。経営者が企業活動で生じる問題に関して無知であれば、
当該の企業活動（例えば福知山線事故における問題ある福知山線の運行）を経営者の実践的
コミットメントに基づく組織的な行為として記述することはできない。そのため、取り得る
行為記述の選択肢は、企業それ自体の意図的行為だけとなる。 
 
1 企業責任と個人責任 
他方で、企業事故や不祥事が生じる場面は、経営者が問題に関して無知である場合だけで
はない。前述の井上の分類に照らして言えば、ここまでの議論は、下記の A に焦点を当て
たものである。以下では、残るB、C、Dに焦点を移したい。 
 
ケース A. 業務不全が発生してからも、その事実を経営者が知らないまま不祥事が継続、
拡大し続ける。 
ケースB. 問題発生を知ってからも、直ちに適切な措置を取らず、隠蔽とまでは言えない
が、不決断や逡巡によって不祥事が継続・拡大する。 
ケース C. 問題発生を知って、経営者が確信的に隠蔽を図る。 
ケース D. 経営者自身による不正、不適切な判断と行為。 
 
B、C、D の多くの事例では、経営者の判断を通じて問題ある企業活動が続けられる。そ
の場合、問題の企業活動を企業の意図的行為として記述することができるとしても、最初に
検討すべきは、問題ある意思決定を行った経営者の道徳的責任だろう。そうでなくては、経
営者は、企業それ自体に道徳的責任があるのだから、自らには何らの道徳的責任もないと主
張することが可能になる。 
そこで問題になるのが、問題ある企業活動をめぐる意思決定が、必ずしも単独の経営者に
よって行われるわけではない点である。例えば、有名な NASA のチャレンジャー号爆発事
故では、ロケット噴射時に燃焼室から高温ガスが漏れないように密封するシール材（O-リ
ング）の危険性を繰り返し警告する技術者ボジョリーと、その警告を受けながら経営上の判
断を優先させた複数の経営者の意思決定が問題とされる。以降の議論で参照するため、事故
の概要を確認する。 
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2 チャレンジャー号爆発事故 
チャレンジャー号爆発事故（以下、チャレンジャー号事故）は、NASAのスペースシャト
ル・チャレンジャー号（STS-51L ミッション）が、1986 年 1月 28日 11時 39分、ケネデ
ィー宇宙センターから打ち上げられた直後に爆発し、7人の乗組員全員が死亡した事故であ
る123。 
 
 O-リング問題 
この事故の直接の原因は、O-リングと呼ばれる、噴射時にロケットの燃焼室から高温ガ
スが漏れないように密封するシール材の損傷である。O-リングに関して、固体ロケットブ
ースター（SRB）の製造元であるモートン・サイアコル社の上級エンジニア、ロジャー・ボ
ジョリーは、O-リングが低温下では断熱性を失うことで損傷する問題に気づき、サイアコ
ル社の上司やNASAに対して問題を伝え続けた。しかし、O-リングの問題を解決するため
の十分な反応を得ることはできなかった124。例えば、ボジョリーは、サイアコル社の技術部
門の副社長であるボブ・ランドに、問題の緊急性のを伝える「社外秘」とラベルを貼ったメ
モを送ったが、「この問題は慎重な扱いが必要なので、公にはしない」(Chernov and 
Sornette 2016:45)という内々の指示だけが返された。1985 年 10 月、チャレンジャー号
61-A 便で見つかった破損は、低気温とO-リングの弾力性の関係をより強く証拠づけるもの
だった。しかし、その後も問題は解決されることなく、発射前夜を迎えることとなる。 
 
発射前夜の意思決定 
発射前夜となる 1986 年 1 月 27 日、サイアコル社と NASA の上層部の遠隔会議が行わ
れた。ボジョリーは、サイアコル社の技術者アーニー・トンプソンと共に、図表を用いて、
O-リングの性能に関する懸念について説明した。ランドは、打ち上げを実行するには接合
部分の温度が摂氏約11.7度でなければならないとするサイアコル社の勧告を含む図を提示
し、発射台の気温が少なくとも摂氏 11.7 度まで上がるまで打ち上げを見合わせるべきだと
述べた。また、サイアコル社のスペース・ブースター・プログラムの副代表であるジョー・
キルミンスターも、同様に摂氏約 11.7 度以下での打ち上げには賛成できないと述べた。 
NASA のマーシャル宇宙飛行センターの科学および工学部門の副局長ジョージ・ハーデ
ィは、「この勧告にはぞっとする」(Boisjoly, Curtis, and Mellican 1989: 221 [242]) と述
べた。しかし、ハーディーは、サイアコル社が打ち上げに反対するなら、打ち上げには賛成
しないとも述べた。NASA の他の幹部には、サイアコル社の判断に異論を唱える者もあっ

 
123 チャレンジャー号事故の記述は次を参照（Boisjoly et al. 1989; Chernov and Sornette 
2016; The Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident n.d. 
Vaughan 1996; Whitbeck 1998）。 
124 問題が 1985 年 7月に行われた 51-F 便の飛行準備審査会で報告された時点で、NASAとサ
イアコル社の主だった技術者と上層部は、低い気温がO-リングに与える影響の問題を認識して
いたとされる(Boisjoly, Curtis, and Mellican 1989: 219 [238])。 
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た。ラリー・マロイは 10 月の 61-A 便のデータを元に、気温は重要な要素ではないと主張
し、次のように述べたとされる。「おお、サイアコル、打ち上げをいつまで待ってほしいの
だ？4月までか？」（ibid.）。 
ボジョリーは反論に対して、気温が原因であることを図表を用いて再度説明を行った。こ
うした中で、ジョー・キルミンスターは、遠隔会議を 5分間中断し、センターの人間だけで
議論することを要求した。 
ボジョリーとトンプソンは、幹部に対して再度説明を試みた。しかし、幹部の一人、ジェ
リー・メイスンは、「シャトルを飛ばそうとしているのは私だけかい？」（ibid: 222 [243]）
と尋ね、ボブ・ランドに「君の技術帽を脱いで、経営者の帽子をかぶってくれないか」（ibid.）
と言った。4人の管理職は、少しだけ議論した後に、コメントを付して全員が打ち上げに賛
成した125。 
 NASAのマーシャル宇宙飛行センターの管理職員は、サイアコル社の決定を受け、さら
に上の階層に、「問題は解決しました。モートン・サイアコル社は打ち上げに同意しました」
と報告した。 
翌日、スペースシャトル・チャレンジャー号は打ち上げから 72秒後に爆発した。打ち上
げ時の発射台の気温は摂氏 2.2 度だった。 
 
望まぬ集団意思決定の問題 
多くの企業活動は、このように複数の行為者による共同の意思決定や行為を通じて遂行
される。特に問題は、チャレンジャー号事故に見るように、経営者が問題を認識しながら、
経営上の判断ゆえに、望まぬ仕方で意思決定を行う場面である。ボジョリーの再三の警告を
退け、打ち上げを支持した経営者の道徳的責任を、どのように考えるべきだろうか。本稿の
冒頭で引いたミッチェルが言うように、企業の構成員は、「普通の人間とは別の存在、つま
り企業の取締役、経営者、社員」であり、「自己決定の能力を奪い取る人工的な企業世界で
働く」（Mitchell 2001: 45 [52]）存在であり、「彼らが企業を動かしているのではなく、企
業が彼らを動かしている」（ibid. 44 [51]）と考えるなら、打ち上げを支持したのはサイア
コル社それ自体であり、経営幹部に道徳的責任を問うことはできないということになるの
だろうか。 
総じて言えば、企業それ自体を道徳的行為者と認めることができ、道徳的責任を帰属させ
ることが可能だとしても、共同で、あるいは組織的になされる企業活動で、個人の道徳的責
任をどのように考えるか、この点がなお問題となる。この点を明示することなしには、十全
な仕方で企業への道徳的責任を論じたと言うことはできない。以下で検討するのは、このよ
うな問題である。 
 
3 企業の実践的コミットメントと個人の実践的コミットメント 

 
125 このコメントは第 8章 2.1 節で取りあげる。 
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この問題を、推論主義の視点から言い直すと次のようになる。すなわち、企業それ自体の
道徳的責任と個人の道徳的責任の関係をめぐる問題は、企業の実践的コミットメントを企
業内の特定の個人の実践的コミットメントとして理解することができるかどうかをめぐる
問題である。 
例えば、あるワンマン経営者Aが経営するB社を考えよう。この企業は経営者Aに権限
が一元化されており、その判断がそのまま企業の活動方針となる。選択された方針に関連し
てなされる質問や要請への応答に関しても、経営者 A の判断をそのまま反映したものとな
る。そのような企業であれば、「B 社が是々のサービスを開始すると発表した」のような、
B 社の実践的コミットメントの承認の内実は、経営者 A による実践的コミットメントの承
認として理解することができるのではないだろうか。そうであれば、B社の始めた活動で何
らかの問題が生じた場合、その道徳的責任は、B 社それ自体というより、経営者 A に帰属
させるべきだろう126。 
これに対し、前章で見た JR 福知山線の問題ある運行は、JR 西日本それ自体の実践的コ
ミットメントに基づく行為として記述することができる一方、経営者の無知ゆえに、経営者
の実践的コミットメントに基づく組織的な行為として記述することができないのであった。
この点から言えば、前章の議論は、企業それ自体の実践的コミットメントを経営者の実践的
コミットメントとして理解できない場合に、企業それ自体の道徳的責任が問題となること
を論じたものであった。 
その上で、チャレンジャー号事故で行われたような、複数の経営者によってなされる企業
活動の意思決定を考えるなら、問題は次のようになる。すなわち、複数の経営者が望まぬ仕
方で行った意思決定を通じて形成される企業の実践的コミットメントは、何らかの仕方で
経営者ら特定の個人の実践的コミットメントとして理解可能なのか。本章の課題は、このよ
うな、複数の行為者が望まぬ仕方で、かつ共同で承認する実践的コミットメントと、企業そ
れ自体の実践的コミットメントの関係を検討することを通じて、企業それ自体の道徳的責
任と、個人の道徳的責任の関係を明らかにすることである。 
 
規範的語用論から推論的意味論へ 
ここで見た、推論主義による、志向的状態を含む語や概念の意味内容を考える議論を、「推
論的意味論（inferential semantics）」と呼ぶ(Brandom 1994: Ch.2)。他方で、前章までに
見た、推論主義による、規範的地位や態度を通じた言語実践の規範的関係を考える議論、ま
たそれを通じて言語実践の適切な参加者の適格性を問う議論は、「規範的語用論（normative 
pragmatics）」と呼ばれる（ibid. Ch.1）。つまり、前章までの議論は、規範的語用論に基づ

 
126 もちろん、B社が法人格を持つ場合、法律上の契約主体はB社である。しかし、すでに確認
したように（第 4章 2.3 節）、企業活動の道徳的責任の問題は、法人格としての企業の問題で
はなく、道徳的行為者としての企業の問題である。ここでの議論の趣旨は、たとえ法律上はB
社との契約関係が結ばれそれに伴う法的責任がB社に帰属されるとしても、その契約の道徳的
責任が問題になる場合、それは経営者Aに帰属され得るという点にある。 
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き企業の言語実践への参加資格を問う議論であったのに対し、以降の議論は、企業が言語実
践の参加者であることを前提した上で、推論的意味論に基づき企業と個人の実践的コミッ
トメントの関係を問う議論となる。 
以降の議論の焦点は、次の点にある。すなわち、問題ある企業活動を企業それ自体の実践
的コミットメントに基づく行為として記述することができる場合、当該の実践的コミット
メントはどのような条件の下で、経営者や従業員ら特定の個人の実践的コミットメントに
基づく行為として再記述することができるのか（あるいはできないのか）。企業の実践的コ
ミットメントを経営者や従業員の実践的コミットメントとして理解することができる場合、
その道徳的責任は、まず当該の経営者や従業員に帰属されるものとして考えられるべきで
ある。反対に、企業の実践的コミットメントが経営者や従業員の実践的コミットメントとし
て理解できない場合、道徳的責任は、やはり企業それ自体に帰属されるものと考えられる。 
 

第 7章 共同行為論から見る企業活動 
1 共同行為と企業の道徳的行為者性 
1.1 共同行為論との接続 
この問題を検討するため、英語圏の哲学で共同行為論と呼ばれる議論を参照する。前章ま
でに見たように、企業の道徳的行為者性の問題は、基本的に個人が道徳的行為者であると言
われる場合の特徴を抽出した上で、それを企業に見出すことができるかどうかをめぐって
論じられてきた。別の言い方をすれば、伝統的な議論の構図は、単独の行為者として捉えら
れた個人の特性と企業の特性の比較に収斂する。 
他方で、2000 年前後からの新たな議論の潮流として、共同行為論との接続がある(Arnold 
2006; Bratman 2017; Pettit 2017; Rönnegard 2015)。共同行為論は、企業活動を含む複
数行為者が共同で行為する場合の行為の意図を分析する。さらに、それを通じて、集団それ
自体が意図を持ち得るか、さらに集団それ自体の道徳的責任が支持し得るかを検討する。こ
の議論を参照することで、上述の複数の経営者や従業員が共同で行う意思決定や行為を分
析することが可能になる。 
本章で取りあげるのは、ギルバートとブラットマンの議論である。二人は共同行為論の代
表的論者であり、その議論は、共同行為の道徳的責任に関して、対照的な含意を持つ。以下
で詳述するが、簡単にその特徴を確認する。 
まず、ギルバートは、以下で見る共同行為と呼ばれる行為一般に関して、各行為者が共通
の目的を実現することを意図するよう共同でコミットする（共同コミットメントを持つ）場
合に、共同行為の意図が成立すると主張する(Gilbert 2014)。さらに、ギルバートによれば、
共同行為の意図が成立する場合、その意図の主体は複数主体（plural subject）と呼ばれる
集団それ自体であり、共同行為の道徳的責任は、集団それ自体に帰属される。この議論は、
企業活動のみならず、政府や大学など様々な集団の道徳的行為者性や道徳的責任を認める
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議論として知られる。 
他方で、ブラットマン(Bratman 2014)は、ギルバートが「共同コミットメント」とか「複
数主体」などの新たな道具立てを導入して共同行為を論じることを批判する。ブラットマン
は、自身の計画意図の理論（第 4 章 3.1 節）を共同行為に拡張することで、共同行為を個
人の計画意図の組み合わせとして分析する。この議論に従えば、共同行為の意図は個人の計
画意図の組み合わせとして説明することができる。それゆえ、企業やその他の集団の道徳的
行為者性は否定される。ブラットマンの議論は、企業活動の道徳的責任に関する還元主義と
して理解される(Rönnegard 2015: 82)。 
このように、ギルバートとブラットマンの議論は、共同行為としての企業活動の理解、さ
らに企業の道徳的行為者性に関して対照的な含意を持つ。二つの立場のいずれが適切なの
か、あるいは、二つの立場は共同行為の異なる側面を捉えているのか。以下、両者の議論を
取りあげ、これを推論的意味論の視点から検討する仕方で、共同行為としての企業活動の特
徴を整理する。 
 
1.2 共同行為とは何か 
まず、共同行為とはいかなる行為か、大まかな前提を確認する。共同行為とは、一緒に散
歩に行くこと、一緒に壁にペンキを塗ること、一緒にダンスを踊ること、オーケストラで交
響曲を演奏すること、また企業や政府の組織活動まで、広範に渡って実現される、複数の行
為者を通じてなされる行為である。 
他方、複数の行為者を通じてなされる行為には、集団や群衆による行為であっても、共同
行為とは言い難いものもある。共同行為とそれ以外の集団的な行為の違いは、しばしば次の
ように説明される(Searle 1990)。次の三つのうち、共同行為とされるのは(3)である。順に
見ていこう。 
  
(1) 公園で雨が降ってきたとき、Aは建物に駆け込んだ。 
(2) 公園で雨が降ってきたとき、公園にいた人々が一斉に園内の建物に駆け込んだ。 
(3) 公園で雨が降ってきたとき、公園にいた野外バレエの一団が振り付けで、一斉に園
内の建物に駆け込んだ。 
  
(1)は Aの単独の行為である。これが共同行為でないのは自明である。 
(2)は、公園にいた複数の人々による行為である。園内の人々は、少なくとも見かけ上、一
同に園内の建物に駆け込んでいる。これは一種の集団的な行為と考えられる。しかし、ここ
では、各人が「共同で」建物に走る行為を行ったわけではない。別の言い方をすれば、各人
は「同時に」とか「同じ仕方」で走り出したかもしれないが、「一緒に」あるいは「皆で」
走り出したわけではない。 
(3)は、外見上は(2)と同様、公園内の人々が一同に園内の建物に駆け込む事例である。し
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かし、このとき人々は、バレエの振り付けという共通の目的を持ち、各人の行為を何らかの
仕方で考慮に入れながら、適宜必要な調整を行うことで「一緒に」あるいは「皆で」園内の
建物に走り出している。この場合、各人が「共同で」建物に走る行為といってよいように見
える。 
このように、各人が共通の目的を持ち、互いに関連する仕方で行為する場合を、ひとまず
の共同行為と理解しよう。  
 
1.3 共同行為に従事する行為者の意図 
共同行為をこのように理解する時、その場合の「各人の行為の意図がいかに説明されるか」
が問題となる。仮に(2)と(3)で外見上の区別がつかないなら、その違いは各人の意図のあり
様に求められる他はない。 
そうした違いは、共同行為の道徳的責任を問う際の区別として重要である。例えば、(2)
のように人々が互いに何も示し合わせることなく園内の建物に走り出したことで、園内の
芝生補修用に区分けされた一部の区画が踏み荒らされたとしよう。この結果に対して、公園
の補修担当者が、「あなた達が一斉に走り出したことで芝生が踏み荒らされた」のように問
題の行為に道徳的責任を問うとしても、走り出した人々の誰かは、「我々は一緒にやったわ
けでない」と反論することができる。つまり、「一緒に走り出したこと」は各人が意図的に
行ったことではないため、それに対して「一緒に」行った行為に関する道徳的責任を帰属さ
せることはできない。この場合の道徳的責任は、走り出した各人に対して個別に問うことし
かできないだろう。 
これに対して、(3)の場合、団員達に「あなた達が一斉に走り出したことで芝生が踏み荒
らされた」と道徳的責任を帰属させることは、団員が互いに示し合わせて行為を行った以
上、適切な帰属だと思われる。団員の誰かが「私は自分の足跡にしか責任がない」と反論す
るなら、自身の行為をどこかで矮小化しているように見える。団員達がバレエの振り付けの
目的を持って走り出したのであれば、「共同で走り出したこと」に対応する道徳的責任があ
る、そのように考えられる。 
このように、共同行為とそうでない行為の道徳的責任の違いは、共同行為に従事する行為
者の意図の違いを反映する仕方でしか、首尾よく説明できないように思われる。 
この点から見ると、(2)の場合、建物に走り出した各人は、「私は建物に向かって走る」と
表現される意図（推論主義で言う実践的コミットメント）を持つと考えられる。その結果に
対する道徳的責任は、各人の意図的行為を通じて芝生が踏み荒らされたことに対して、個別
に帰属されるだろう。 
他方で、(3)の場合、各人は単に「私は建物に向かって走る」だけでなく、共通の目的や他
の団員の行為を考慮に入れる仕方で、建物に走ることを意図するように思われる。この場
合、もっともらしい意図のあり方は、「我々は建物に向かって走る」とか「我々はバレエの
振り付けで建物に走る」と表現されるだろう。 
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すなわち、(2)で各人の意図が「私」という一人称単数形で表現されたのに対し、(3)で各
人の意図は、「我々」という一人称複数形で表現される。例えば、(3)の場合、問題の行為に
関して、「あなた達が一斉に芝生を踏み荒らした」のように行為を記述すること、他に「我々
が一緒に芝生を踏み荒らした」のように行為を記述することは、適切だと思われる。 
とはいえ、共同行為に従事する行為者の意図を、このように「私」と「我々」によって区
別することは、自明の方法ではない。例えば、トレフセンは、我々は自身の行為において「私」
と「我々」を意識的に使い分けていないと主張する(Tollefsen 2015:34)。むしろ、「我々」
は「私とあなた」のような参加者を列記する不便さを回避するための省略表現かもしれない
127。しかし、そうだとしても、私が制御できるのは私の身体運動のみである。そうであれば、
どのように私が「私とあなた」の行為を意図することができるだろう。 
このように、共同行為の問題はそれを行う意図の問題と密接に結びつく。またそれは、
「私」と「我々」の関係をめぐる問題として整理することができる。企業活動においても、
それを「私」の行為の集合として見るか、「我々」による統一された行為として見るかに応
じて、道徳的責任の捉え方は大きく異なる。複雑な共同の活動である企業活動で、いかなる
場合に「我々がそれを引き起こした」と言うことが適切か。このような問題意識を念頭に、
「私」と「我々」をめぐるギルバートとブラットマンの議論を確認する。 
 
2 ギルバートの共同コミットメント 
2.1 二つの還元不可能性 
ギルバートは最も積極的に、共同行為が個人の私的な行為と異なる行為であると論じる
論者である。その議論の特徴は、次のような二つの還元不可能性の主張で捉えられる。 
  
(1) 「我々が～する」と表現される意図の個人的な意図への還元不可能性 
(2) 「集団的な行為者」の個人への還元不可能性 
  
(1)は、共同行為で「我々が～する」と表現される意図が、「私が～する」のような個人的
な意図として説明できない独自の特徴を持つとする主張である。 
(2)は、そうした「我々が～する」と表現される意図が成立するとき、共同行為の行為者と
なる集合的な行為者が構成されるとする主張である。 
この二つの還元不可能性を通じて、ギルバートは共同行為と個人の私的な行為が本質的
に異なること、さらに共同行為が行われる際に、集団それ自体が行為者として成立すること
を主張する。これに対し、次節で取りあげるブラットマンは、二つの還元不可能性をいずれ
も否定する。このように対照的な共同行為モデルを主張する二人の議論を参照することで、
共同行為に従事する行為者の意図の適切な理解を検討する。 

 
127 第 4章 3.2 節で省略した、レンネガード＆ヴェラスキーズが言う、企業に意図を帰属させる
もう一つのやり方が、省略表現としての帰属である。 
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2.2 共同コミットメント 
ギルバートの議論は基本的に、「我々が～する」と表現される意図や集団的な行為者の概
念を、明晰な仕方で分析・論証するというより、そうした概念なくしては、我々の社会的実
践が有意に説明できないことを示す仕方で進められる。別の言い方をすれば、上記の二つの
還元不可能性のアイデアを用いることで、我々の日常的実践が首尾良く説明できること、こ
の点がギルバートが強調する点である。 
「我々が～する」という意図から見て行こう。次の例から考えよう128。 
  
A と Bが部屋に一緒にいたところに、Cが通りかかった。 
Cは Aに今日の午後何をするつもりか聞いた。 
Aは Bに向かってジェスチャーしながら、「我々は買い物に行くつもりだ（We intend to 
go shopping）」と答える。 
Bはそれを聞いて「そうしよう」と答えた。 
  
ギルバートによれば、これが一緒に行為することへの意図が成立する日常的な場面であ
る。以下では次節で見るブラットマンの用語に合わせて、共同行為に従事する行為者の意図
を「共有意図（shared intention）」と呼ぶ。ギルバートによれば、共有意図の成立は次のよ
うに表される。 
 
A と Bが Xするという共有意図を持つのは、二人が一体として（as a body）Xすること
を意図するよう共同でコミットするとき、かつそのときのみである（Gilbert 2000: 22）。 
 
ここで、「共有意図を持つ」ことが、二人が「一緒に買い物に行く」意図を持つことを指
す。そして、そのような意図を持つことができるのは、二人が一体として買い物に行くこと
を意図するよう共同でコミットする場合だとされる。「一体として（as a body）」」は、「統
一体として（as a unit）」「一つとして（as one）」などの表現でも表される(Gilbert 2014:32‒
33)。これは、集団的な行為者の要請を念頭に置いた表現でもあるが、今は差し当たり、行
為がひとまとまりの集団としてなされることと理解しておけばよい。 
このように見るとき、問題は、そうした一つの集団として買い物へ行く意図を持つよう、
共同でコミットすることの中身である。これは、ギルバートの用語で「共同コミットメント
（joint commitment）」と呼ばれる。共同コミットメントが成立するために必要なのは、各
行為者が一緒に行為することの準備を表明することである。ギルバートは次のように言う。
各行為者は「コミットする他の者全てと共に、私的な準備をオープンに表明しなくてはなら

 
128 この例は、ギルバート(Gilbert 2000:14‒15)の例から作成した。 



 162 

ない。一旦全ての者による合致する表現が生じ、それが参加者間の共通知識になると、共同
コミットメントが生じる」（ibid. 115）。 
ギルバートによれば、上の例は、まさに二人が共同コミットメントを形成した例である。
上のやり取りで、Aはまず、一緒に買い物に行くことへ準備があることを表明している。次
に、Bはそれを聞いて、自身も同様の準備があることを表明している。これらのやり取りは、
二人の間で公然となされており、二人がそれぞれ一緒に買い物に行くことへの準備を表明
したことは、二人の間で共通知識になっていると考えられる129。これにより、二人は一緒に
買い物に行くことを意図する共同コミットメントを形成することになる。 
二人のやり取りは、ごくありふれたものに見える。ギルバートは、共同コミットメントを
それ以外の概念で分析するのではなく、これが我々の日常的な実践の説明に必要であるこ
とを強調する。上でも触れたように、この概念の妥当性は、それが我々の実践を上手く捉え
ることができるかにかかっている。共同コミットメントにより、我々の実践のどのような特
徴が説明されるかを見てみよう。 
 
(a) 選言基準 
ギルバートは、共有意図（共同コミットメント）の説明が充たさなくてはならない三つの
基準を示す。これが、共同コミットメントで捉えようとする実践の本質的な特徴となる。 
まず、共有意図の説明では、それが成立する場面で、各行為者の相関する私的な意図が存
在する必要はない（ibid. 105）。ギルバートはこれを、共有意図の説明の選言基準
（disjunction criterion）と呼ぶ。これは、次節で見るブラットマンの議論と比較すれば分
かりやすい。ブラットマンは、ギルバートと対照的に、共有意図には各行為者の行為への私
的な意図がなくてはならないと主張する(Bratman 2014:116‒17)。すなわち、上の事例で、 
Aと Bは買い物へ行くことを、それぞれ心から意図しているのでなくてはならない。 
これに対し、ギルバートは、A と B のどちらか、あるいは両方が、実のところ一緒に買
い物に気乗りがしないとか、向かっている途中で止めたくなったなどのように、共通の目標
に対する私的なコミットメントが欠如していても、共有意図は可能であると考える130。つま
り、上のように二人が公然とした仕方で、買い物へ行く準備を表明したなら、すでに共有意
図、つまりギルバートのいう共同コミットメントは成立するのである。  
 
(b) 同意基準 
共有意図の適切な説明の基準の二つ目は、一旦共同コミットメントが成立したならば、そ
れが「変化させられるか撤回される、あるいは所与の参加者がそれに参加することから解放
されるために、特別な背景の理解なしに、全ての参加者の同意が要求される」（Gilbert 2014: 

 
129 本稿では共通知識の詳細に立ち入らない。共通知識については筒井(2014)を参照。 
130 選言（disjunction）の名から、最低一人は共通の目標に向けた意図を持たなくてはならな
いと予想されるが、ギルバートは誰一人目標を意図していなくてもよいとする。 
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106-7）ことである。適切な共有意図の説明は、このことを含意しなくてはならない。 
ギルバートはこの基準を、同意基準（concurrence criterion）と呼ぶ。個人の私的なコミ
ットメントと比べることで、同意基準の特徴が明らかになる。個人の私的なコミットメント
が問題の場合、行為者は自身のコミットメントをいつでも解除することができる。例えば、
Aが単独で「買い物に行く」という意図を持つとしよう。これにより、Aは買い物へ行くこ
とへのコミットメントを持つ。このとき、Aはそれを止めるのも、別の日に変更するのも、
自身の好きに変更することができる。 
他方で、問題が共同コミットメントの場合、それが成立したなら、勝手に止めたり変更し
てはならない。もし二人が歩き出しながら A が歩くのを止めると、B は次のように言うか
もしれない。「勝手に止めないで」（ibid. 106）。このことが意味するのは、私的なコミット
メントと異なり、Aは単独で行為の中止や変更を決める立場にないということである。買い
物の中止に必要なのは、相手の同意である。  
 
(c) 義務基準 
三つ目の基準は、上記の同意基準と関連するものである。すなわち、共有意図が成立する
場合、「各参加者は、他の連言の共有意図に適切な仕方で行為するべきだと、互いに義務づ
けられる」（ibid. 108）。ギルバートは、これを共有意図の説明の義務基準（obligation 
criterion）と呼ぶ。 
同意基準で見たように、共同行為の参加者は、一旦その内容に共同でコミットした以上、
勝手にそれを変更したり中止したりしてはならない。そのことと関連する形で、各行為者は
適切な仕方で共通の目的を達成することを義務づけられるのである。例えば、上の事例で二
人が実際に買い物に出かけた場合、二人は適切な距離を保ったり、適切な速度で歩かなくて
はならないだろう。加えて、このように同意や義務などの制約が参加者に課される中で、も
し同意なくコミットメントの内容に逸脱すれば、残りの参加者は逸脱したメンバーを非難
する権利を得ることになるとも言われる（ibid. 111）。 
このように、ギルバートは、共有意図が一旦形成されると、同意基準や義務基準が示すよ
うな仕方で、各行為者が規範的に拘束されると考える。これは、我々が日常的に馴染んだ仕
方で、互いに規範的に制約され合う状況をうまく捉えているように思われる。一旦は一緒に
行為しようと互いに表明したのであれば、人がそれをしなかったとき、我々はその人を責め
るだろうし、もし止めるなら同意を得て欲しいと思うだろう。共同コミットメントは、この
ように、我々が日常的に規範的制約を生じさせる実践を特徴づける。 
以上がギルバートの共有意図の概要である。選言基準、同意基準、義務基準をひとまず妥
当なものと考える場合、その特徴は、共有意図の形成において全ての参加者の私的なコミッ
トメントを要請せず、他方で一度成立するなら各行為者を規範的に拘束する点にある。 
これを、「我々が～する」と表現される意図に照らせば、この意図は、その始まりは各人
の準備の表明によって形成されるが、一旦成立するなら元あった個人的な意図に還元され
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ない「我々」的な意図となり、然るべき仕方で各人を行為するよう規範的に拘束するのであ
る。これが、「我々が～する」という意図に関するギルバートの還元不可能性の主張である。 
 
2.3 複数主体 
この議論を見る限り、ギルバートが言う行為者間の規範的制約は、各行為者の間で成立す
るように見える。しかし、ギルバートによれば、そうした制約を行為者に与えるのは、共同
コミットメントによって構成される集団的な行為者である（ibid. 119）。ギルバートはこれ
を、複数主体（plural subject）と呼ぶ。これが、ギルバートのもう一つの還元不可能性、
すなわち共同行為の行為者がそれを構成する各個人へ還元できないとする主張である。 
上の例では、A と B が一緒に買い物に行くことへの準備をそれぞれ表明し、それが共通
知識になるとき、二人は「我々が買い物に行く」と表現される共有意図を持つのであった。
ギルバートは、このことを次のような仕方でも表現する。すなわち、 
 
A と B が X を行う共有意図を持つのは、二人が X を行う意図の複数主体を構成すると
き、かつそのときのみである(Gilbert 2000: 22)。 
 
買い物の例で言えば、A と B が「我々が一緒に丘の上に買い物に行く」と表現される共
有意図を持つのは、二人が「買い物に行く」と表現される意図を持つ複数主体を構成すると
きである。 
複数主体を論じる際に、ギルバートはしばしば「身体（body）」の語を用いる。またそれ
は、「人格（person）」や「行為者（agent）」の語で置き換えて良いとも述べる（Gilbert 2014: 
116）。ギルバートがここで強調するのは、共同コミットメントによって、各行為者が文字
通り一つの身体を構成するということではなく、各行為者が各自の仕方で、単一の身体をエ
ミュレートするよう行為するということである（ibid.）。別の言い方をすれば、当事者は特
定の意図を持つ単一の身体をエミュレートするよう、共同でコミットしているとも言われ
る。 
共同コミットメントの条件文が複数主体の条件文と置換されることから分かるように、
ギルバートは二つの議論を同値として扱う。しかし、複数主体の成立には、各参加者の共同
コミットメントだけでなく、複数主体が行為者であることを論証するより積極的な議論が
必要だと批判される(Tollefsen 2015; Velleman 1997) 。企業の道徳的行為者性に照らして
も、すでに見たように、単に集団の個人への還元不可能性を主張するだけでは、集団が一個
の行為者であることは帰結しないと、ヴェラスキーズは批判する(Velasquez 2003: 541)。 
 
推論主義と複数主体 
本稿が複数主体論をどのように評価するかを述べておく。本章は、第Ⅰ部で論じた推論主
義による企業の道徳的行為者性の正当化を前提する。したがって、ギルバートの複数主体論
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が集団の行為者性を十分に論じていないとされる点に関して、推論主義的な行為者性を補
完する仕方で読み替える。第Ⅰ部で論じたように、推論主義から見て道徳的行為者とは、言
語実践で互いの規範的地位を解釈する中で、（道徳規範を含む）規範に従ったり従わなかっ
たりする行為者である。ギルバートが言う複数主体のうち、この条件を充たす集団は道徳的
行為者として認めてよい。 
この点、ギルバートの議論は、二人で買い物に行く場面から企業活動まで、全ての共同行
為を対象に含む。そのため、全ての共同行為で複数主体が成立することになる。しかし、本
稿の議論に従うならそれは誤りである。第 5、6章で論じたような、規範的地位をめぐる実
践に参加し、道徳規範に従ったり違反したりする集団（組織）が、推論主義から見る道徳的
行為者の候補である。 
しかし、このようにギルバートの複数主体論を推論主義から補完するとしても、道徳的責
任の帰属に関してなお問題が残る。ギルバートの議論では、集団は全て道徳的行為者として
道徳的責任を帰属されることになる。本章の課題は、どのような場合に企業それ自体の実践
的コミットメントが企業それ自体のものとして理解され、どのような場合に特定の個人の
実践的コミットメントとして理解されるかである。共同コミットメントの評価を確認した
後に、本章の最後でこの点を取りあげる。 
 
3 ブラットマンの共有意図 
3.1 二つの還元主義 
前節で見たギルバートの二つの還元不可能性の主張に対して、ブラットマンはその両方
を否定する。すなわち、ブラットマンは、(1)「我々が～する」と表現される共有意図が、各
行為者の関連する意図の複雑に組み合わされた状態からなると考える。そのため、「我々」
に「一緒に」のような含意はなく、これは「私とあなた」のような個人の合計の組み合わせ
た表現に過ぎないと考える。 
さらに、(2)ブラットマンは、共有意図を各行為者による関連する意図の組み合わせとし
て説明するため、あくまで共同行為の主体はそれらの意図を持つ各個人となる。 
このように、ブラットマンの議論は、二つの還元不可能性をいずれも否定する個人主義モ
デルと理解できる。以下では、ブラットマンの共有意図の理解を、ギルバートに対する批判
も踏まえながら確認しよう。 
 
オッカムの剃刀 
ブラットマンはしばしば、自身の議論でオッカムの剃刀を強調する(Bratman 2014: 36, 
118)。すなわち、共同行為の理解に関して、それを適切に説明するよりシンプルな道具立て
があるなら、我々はそれを採用すべきであり、余分な道具立ては用いない。このことは、ギ
ルバートの二つの還元不可能性に対する批判でもある。以下で見るように、ブラットマン
は、自身の重視する個人の計画合理性に焦点を当てれば、共同行為に必要な特徴がいずれも
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適切に説明できると考える。そうであれば、ギルバートのように共同コミットメントや複数
主体など、新たな道具立てを導入する必要はない。 
本稿の主たる焦点は、すでに述べたとおり、共有意図の還元不可能性にある。そのため、
まず行為主体の還元不可能性に関するブラットマンの批判を簡単に見た後、ブラットマン
の提示する共有意図の議論を確認する。  
 
(1) ブラットマンの還元主義：行為主体 
まず、集団的な行為者に対するブラットマンの見解である。ブラットマンによれば、ある
主体が意図を持つためには、それに関連する信念など他の心的状態を全体論的に持つので
なくてはならない（ibid. 127）131。この点から見ると、集団が意図だけでなく信念など他の
心的状態の主体となることは、ありそうもないことである。ギルバートの複数主体に関して
も、上でも見たように、集団が意図や他の心的状態を持つことに関して、より積極的な議論
を提示する必要があるということになるだろう。そして何より、次で見るように共同行為の
説明は自身の議論で尽きているのだから、オッカムの剃刀に従い余計な概念は放棄されね
ばならない。 
 
(2) ブラットマンの還元主義：共有意図 
次に、ブラットマンの共有意図の理解を確認する。上でも触れたように、ブラットマンは
ギルバートと異なり、「我々が～する」と表現される意図の「我々」が、個別の各行為者に
分散できると考える。つまり、各行為者はそれぞれ、「私が～する」と表現される仕方で、
共同行為の内容を意図することになる。 
こうしたブラットマン方針は、ギルバートの共同コミットメントのような、それ以上の分
析を許さない新たな概念の導入を避けることにある（ibid. 114）。ブラットマンは、共同コ
ミットメントが成立するための、「各参加者が共通知識のもとで、一緒に行為するよう意図
する準備があることを相互に表明する」という条件について、これは分析ではないと指摘す
る。というのも、この条件では、一緒に行為することの内実が語られないまま、一緒に行為
するという考えが組み込まれているからである。ブラットマンは、この点について、もしギ
ルバートに「何がコミットメントを共同コミットメントにするのか、コミットメントの共同
性は何から成り立つのか」と問うても、その答えは「この共同性は、原始的で非還元的な現
象である」（ibid.）というものでしかないだろうと述べる。そうではなく、「一緒に」「共同
で」などに関する実質的な分析を与えることが、共有意図の説明で必要とされるのである。 
では、ブラットマンのいう共有意図の分析とはいかなるものか。ブラットマンによれば、
共有意図は次のように成立する（Bratman 2017: 40）132。 

 
131 この指摘は、デイヴィドソンの心の全体論(Davidson 2001)を参照している。 
132 ブラットマンの共有意図の定式化は、細かな修正を加えた多くのバージョンがある。ここで
はブラットマンが企業の道徳的行為者性を論じた論文（Bratman 2017）で提示したものを参
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(a) それぞれが、我々はXすると意図する。 
(b) それぞれが、それぞれの(a)の意図を通じて、また下位の意図と行為における相互反応
性を通じて、また互いに噛み合うそれぞれの下位計画を通じて、我々はXすると意図する。 
(c) それぞれが正しく、(a)の意図の間で継続的な相互依存性があると信じる。 
(d) この全てが明るみに出ている（out in the open）。 
  
順に見ていこう。まず、(a)は、各行為者が共通の目的への意図を持つことを表す。このと
き、それぞれが「我々は X する」と意図するのだから、実際には各人が「私は「我々が X
すること」を意図する」と表現されるものになる。さらに、意図の内容として言及される
「我々」に、「一緒に」「共同で」などの含意はない。これもまた、「私とあなた」とか「我々
のそれぞれ」「全ての行為者」のように、各行為者に個別に言及するに過ぎない133。 
前節の二人で買い物に行く例で言えば、Aと Bのそれぞれが、「私は「Aと Bが買い物に
行くこと」を意図する」状態となる。これはすなわち、それぞれの意図の内容に、「Aが買
い物に行くこと」と「Bが買い物に行くこと」は個別に含まれるが、「一緒にAと Bが買い
物に行く」のような共同性は含まれないことを表す。 
（b）は少々複雑である。ごく簡単にいえば、各参加者が互いの意図を考慮に入れながら、
共通の目的のための下位の意図や行為で相互に反応しつつ、また相互に噛み合った下位計
画を持つような仕方で、それぞれ共通の目的を意図することを表す。詳細には立ち入らない
が、このような各参加者の相互に噛み合った状態が、ブラットマンの要請であると理解して
おこう。 
さらに、これらの状態に加えて、(c)上述の意図のあり方に関して各参加者が正しい信念
を持ち、最後に(d)その全てが公然のものとなっていることが要請される。 
これらがいずれも充たされている場合、共有意図が成立する。このような構造を通じて、
行為者が互いに必要な調整や考慮を行いながら、共同行為が実現されることになる。こうし
た仕方であれば、共同コミットメントのような新たな概念を導入しなくとも、共有意図を説
明できる。ブラットマンはそのように考える。 
このように考える場合、「我々が～する」と表現される意図は、あくまで各人が「私とあ
なた」のような個人の合計に言及するに過ぎないものである。従って、その意図に基づいて
なされる行為の道徳的責任は、それぞれの個別の意図の内容に応じて帰属させることが可
能だと思われる。実際、レンネガードは、ブラットマンの共有意図に言及することで、企業
活動の道徳的責任が、共同行為の内実に照らして、あくまで関係する個人に帰属されること
を主張する(Rönnegard 2015:82)。ブラットマンの議論が支持される限り、「我々が行った

 
照し、読みやすいように修正を加えた。 
133 これは、意図の内容に「一緒に何かを行う」という含意のある「我々」が持ち込まれること
で、循環しているとの批判を避けるための対処である（Bratman 2014: 41-50）。 
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こと」に関して個人に還元不可能な要素はない。そのように考えられるのである。 
 
3.2 ブラットマンとギルバートの相違点 
ここまでの議論に照らすと、ブラットマンの共有意図は、ギルバートが要請する共有意図
の説明の適切さに関する三つの基準、すなわち、選言基準、同意基準、義務基準のいずれも
充たさないように見える。それぞれの主張を確認することで、二人の相違点を明確にする。 
一つ目は、選言基準である。ブラットマンの共有意図の場合、そこには必ず各参加者の個
人的な行為の意図がある。これに対し、ギルバートの選言基準は、共通の目的への参加者の
個人的な意図を要請しない。前節の例で言えば、A と B のどちらか、あるいは両方が、実
のところ一緒に買い物に気乗りがしないとか、出かけたものの途中で帰りたくなったなど
のように、共通の目標に対して私的なコミットメントを持たなくても、共有意図は成立す
る。各行為者は、それぞれが共通の目的を一緒に行うよう意図する準備を表明すれば、それ
だけで共同コミットメントが成立する。 
これに対し、ブラットマンは、選言基準が共有意図の説明に必要であることを否定する。
ブラットマンに言わせれば、買い物の例で、二人のどちらが買い物への意図を持っていない
なら、それは反対に「一緒に買い物に行かない」ことを意図している事態ですらある
（Bratman 2014:117）。買い物の例で共有意図が成立しているというために必要なのは、
次のようなことである。すなわち、Aと B がそれぞれ「Aと B が買い物に行くこと」を心
から意図しており、相互に関連する仕方で必要な意図や下位計画を持った上で、互いにその
ことを正しく信じており、またそれが公然となっている。確かに、このような状態が成立し
ていれば、二人が共同で買い物に行っていると十分に説明できるように思える。 
しかし、ギルバートは、この説明における各行為者は、ギルバートのいう私的なコミット
メントをしているに過ぎないため、それはいつでもそれぞれの判断で一方的に放棄できる
と主張する（Gilbert 2014: 122）。ギルバートが重視するのは、共同コミットメントによっ
て各行為者が関連する仕方で行為するようコミットすることであり、それが共同行為に必
要な連携を確証することである。つまり、ギルバートにとって、各行為者が共同行為の実現
に向けて互いに拘束される事態が、共有意図の説明に本質的であり、そこに私的なコミット
メントがあるかどうかは、付随的な要素に過ぎないのである。 
 
共有意図の規範的制約 
ではなぜ、ギルバートは、そのように共同コミットメントが各行為者を拘束する仕方を信
頼できるのか。これは、ギルバートが共有意図の適切な説明に求める基準の二・三点目、す
なわち同意基準と義務基準に関わる。ギルバートによれば、（選言基準をひとまず正しいも
のとして）いったん共同コミットメントが成立すると、各行為者はそこから抜けたり、それ
を変更したりしたい場合、他の全員の同意が必要となる（同意基準）。さらに、これと関連
する事柄として、各行為者は適切な仕方でコミットした内容を実現させる義務を負うこと
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にもなり（義務基準）、加えて違反した相手を非難する権利を得ることにもなる。 
選言基準との関連で言えば、一度共同で何かを行うことへの準備が互いに表明されたな
ら、たとえ私的なコミットメントが伴っていなくとも、各行為者はその内容を実現するよう
義務づけられ、そこから抜ける場合に同意を必要とすることになる。さらに、ギルバートは、
こうした規範的制約から、ブラットマンが要請する各行為者間の相互関係や下位計画も適
切に導かれると考える。このように考えるなら、共同コミットメントで生じる規範的制約
は、各行為者の私的な意図の組み合わせよりも、「改定可能性、取消可能性、解放可能性の
点でより大きな安定性をもたらす」（ibid. 123）ことになる。 
しかし、こうした規範的制約について、ブラットマンは、それが共有意図の成立に本質的
だと考えない。参加者は嘘をつく、反対を表明しないなど、実際は行為への意図を持たない
仕方で、共同コミットメントに参与することが可能である。しかし、そのような仕方で共同
コミットメントが成立し、行為を適切に遂行する義務や離脱のための同意の要請が生じる
としても、そもそも共同行為を実現する気のない行為者が行為に望むわけはない。したがっ
て、義務や同意など規範的関係は、共有意図にとって付随的要素でしかない。 
このように見ると、両者の相違は、行為者間に生じる規範的制約が、共同行為の実現に有
効かどうかとなる。ただし、この点を検討する際に注意が必要なのは、このように両者が規
範的制約の是非を論じる際、それぞれ異なる制約を念頭においているように見える点であ
る。 
 
義務の理解 
まず、ブラットマンが、ギルバートの規範的制約に言及する際、念頭に置くのは道徳的義
務（本稿の整理で言えば道徳的な役割責任）である（Bratman 2014: 118）。ブラットマン
にとって、道徳的義務は、共同行為の実現にそれが必要かどうかの文脈で問題となる。そし
て、上で見たのと同様に、共同コミットメントがいくら道徳的義務を生じさせるとしても
（例えば、共同行為を約束することでそれを履行する道徳的義務が生じるように）、それは
行為を心から意図しない行為者を共同行為に向かわせるのに寄与しない。 
他方で、ギルバートが義務基準を要請するとき、道徳的義務が問題になっているのではな
い。ギルバートに言わせれば、約束をすることでその内容を履行する道徳的義務が生じると
考える場合、問題は、そもそもどうしてそのように約束することが道徳的義務を生じさせる
かである（Gilbert 2014:296-322）。約束で生じる道徳的義務の説明に約束は使えない。し
たがって、約束の道徳的義務を共同行為の規範的制約として導入するなら、それを説明す
る、より基本的な規範性の源泉が必要となる。 
この点に関して、ギルバートが主張するのは、法的でも道徳的でもなく、それらの義務を
可能にする何らの基礎も置かない規範的関係を、共同コミットメントが創り出すことであ
る。言い換えれば、約束、また合意といった手段に訴えずに、我々が規範的関係を創り出す
ことを説明するため、ギルバートは共同コミットメントを導入するのである。 
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共同行為の合理性 
さらに、このような義務の理解の相違は、両者の合理性に関する理解の相違とも関連する。
すなわち、義務の理解の相違だけでなく、両者は、共同行為の実現に向かわせる行為者の合
理性についても異なる見解を持つ。 
ブラットマンの場合、彼が自身の共有意図の理論の基礎と考えるのは、行為者の計画合理
性である。これは、ブラットマンの意図の計画理論の核をなすアイデアとして知られる。そ
れは、我々が計画を立て、必要な修正や調整を行いながら、それを実現していくことを可能
にする実践的能力である。ブラットマンが、共有意図の成立に義務が本質的でないと考える
理由も、計画合理性に基づき共有意図を説明できると考えることによる。 
それによれば、計画合理性を持つ行為者は、それぞれが（嘘や表面上ではない仕方で）共
通の目的を（「一緒に」の含意のない仕方で）意図することで、それを実現させることを要
求する合理的プレッシャーの下に置かれることになる。「このプレッシャーは自身の計画を
一貫性と整合性のあるものにしたいという合理的な要求から引き出される。あなたに反応
し、あなたと協調しなければならないという私への合理的なプレッシャーは、私自身の計画
に組み込まれている」（Bratman 2014: 108）。このようにブラットマンは、個人の計画合理
性から、共同行為を可能にするような規範的拘束力が生じると考える。それゆえ、計画合理
性に依拠する限り、ギルバートの同意基準や義務基準を要請せずとも（そして義務の理解が
いかなるものであったとしても）、各行為者による共同行為の実現が可能になると考えられ
るのである。 
他方で、ギルバートは、ブラットマンの計画合理性と異なる合理性の理解を擁する。ギル
バートによれば、我々が共同コミットメントにより規範的制約の下に置かれるのは、コミッ
トメントの形成が、その内容を実現することの「理由」となるからである（Gilbert 2014:88）。
こうした理由への注目は、共同コミットメントに特有のものではない。例えば、ある人が一
人で買い物に行くことを決めた場合、その人はその決定に従って行為する理由を持つ。言い
換えれば、人は他の条件が同じであれば、自身の決めたことを行うよう理由によって拘束さ
れるのである。 
これと同様に、共同コミットメントの場合も、それを形成した各人に関して、「共同コミ
ットメントが充足されるか、共同で取り消されるか、あるいはその他の方法で共同で休息を
とるまで、それに準拠して行為する十分な理由を当事者に与える」（ibid.）ことになる。さ
らに、各行為者は、コミットメントを破った場合、他の全ての当事者に対して共同コミット
メントに違反したことへの責任を負うことになるし、各行為者は他の参加者の不履行につ
いて説明を求める立場に立つことになる。このように、ギルバートは、一旦なされたコミッ
トメントが理由となって行為者を拘束することに基づき、共同コミットメントが共同行為
を推進する規範的制約を導くと主張する。 
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ここまでのまとめ 
このように見るとき、ギルバートとブラットマンの対立は、共有意図がいかにして行為者
を行為へ動機づけるかに関する、規範的制約の理解に関するものだと分かる。選言基準、同
意基準、義務基準へのブラットマンの不同意は、この点を反映したものである。ブラットマ
ンの場合も、共同行為に従事する参加者が規範的に拘束されると考える点は、ギルバートと
同様である。他方、ギルバートとの違いは、ブラットマンが、規範的制約が個人の計画合理
性から導かれると考える点にある。 
とはいえ、もしかすると両者の相違は、共同行為としてどのような事態を想定するかの違
いと考えることもできるかもしれない。ブラットマンの共有意図は、控えめな社会性
（modest sociality）の名の下で、二人で壁にペンキを塗ることや散歩に行くこと、ダンス
をすることなど、基本的に小規模の複数行為者間の行為を説明するものである（Bratman 
2014:7）。それに対し、ギルバートの共同コミットメントは、それらの場面を含みながらよ
り大規模な集団の活動をも包括的に説明しようとする。そのため、両者の相違は、共同行為
で想定する事態の違いに収斂する。そう考えたくなるかもしれない。 
しかし、ギルバートの議論は、少なくともブラットマンが想定する小規模な共同行為の説
明も含むのだから、やはり両者の対立は存在するのである。さらに、両者の相違を、想定す
る事態の違いと片付けるだけでは、両者の議論の接合点が不明確なままである。つまり、ど
のような場面でブラットマンの共有意図が適切であり、どのような場面でギルバートの共
同コミットメントが適切なのかが分からない。この点が明確でなければ、どのような場合
に、我々は「我々」として道徳的責任を負い、どのような場合に、我々の中の「それぞれ」
として道徳的責任を負うのかも示せないだろう。 
両者の違いを適切に説明するために、次節で推論主義を用いた検討を行う。 
 
4 推論主義から見る共有意図 
上で見た買い物の例のように、言語使用は、共有意図の形成に必須とされるわけではない
が、ごく当然のものとして事例に組み込まれる。推論主義は、そうした言語実践から、信念
や意図など志向的状態の内容を説明する。以下で、推論主義を用いる場合に、共有意図がど
のように理解されるかを見る。 
 
4.1 推論主義と共同行為 
推論的役割の分析 
推論主義は文の推論的な役割の観点から、志向的状態の内容を説明する議論である。これ
は、問題となる共有意図、すなわち「我々が～する」と表現される意図の場合も同様である。
共有意図の分析に当たっては、第 5 章で見た個人的な意図の分析（第 5 章 1 節）を参照す
ることができる。 
第 5 章で確認したのは、基本的に意図は、理由を与え求める実践で行為者が承認し帰属
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させ合う実践的コミットメントとして説明されることだった。すなわち、行為者は、「私は
～する」のような発話を通じて、表現された行為へのコミットメントを承認する。本節では
この議論を拡張して、「我々が～する」という発話の分析を行う。以下では、ギルバートと
ブラットマンの議論に照らしながら、この発話の推論的な役割を特定する134。 
まず、「私」の語の役割を簡単に確認しておこう。実践的コミットメントは、前節で見た
ように、「しよう」「だろう」などの語を使用することで、発話者によって承認されたり、「す
べき」のような語を使用することで、聞き手から帰属されたりする。このとき、そうした語
の使用に「私」を加えることで、「私は～するだろう」のような、他の同一指示表現（発話
者の名前や「彼女」などの代名詞）では代替不可能な、他でもない発話者自身による、コミ
ットメントの承認を表現することが可能になる（Brandom 1994: 552-567）。 
ここから、「我々が～する」という発話を考えてみよう。単純に考えれば、「私は～する」
という発話により、発話者が行為へのコミットメントを承認するのであれば、「我々は～す
る」という発話の役割は、発話者を含む集団による、行為へのコミットメントを承認するこ
とと考えられる。 
このように考えるとき、問題は、一人称単数形の指標詞「私」が一人称複数系の「我々」
に置換されることで、どのような推論的役割の変化が生じるかである。実際には、以下で見
るブラットマンの議論のように、必要な統語論的操作は主語を置換するに留まらないが、基
本的には、このような「我々」の使用で生じる推論的役割の変化が指標となる。 
この作業を行うため、推論主義による文の推論的な役割の特定を確認しておく。任意の文
の推論的な役割は、その文をどのような文から導くことができるか、またその文からどのよ
うな文が帰結しあるいは両立不可能なものとして排除されるかを見ることで特定すること
ができる。すなわち、問題の文に関する推論的な前提と帰結によって、その文の推論的な役
割が決まるのである。 
 
4.2 推論主義から見るブラットマンの共有意図 
ブラットマンの共有意図を推論的役割から検討する。再びこの例から始めよう135。 
  

 
134 本稿の議論は、このように共有意図の内容が言語的に構成されるものとして議論を進める。
このアプローチは、一緒に楽器を演奏することやダンスを踊ることなど、非言語的要素も含む
ような共同行為の分析に適さない。本稿の議論は、共同行為とされるもの全てを、推論主義で
分析できると主張するものではない。他方で、企業活動のような、言語中心的で身体運動に依
拠しない場面が多い共同行為では、このアプローチでこそ捉えられる側面もあるように思われ
る。共同行為の意図に関して、表面的な斉一性から深い共同性までを連続的に論じる議論に、
トレフセン＆デール(Tollefsen and Dale 2012)がある。 
135 以下の議論は、共有意図のうち、発話を伴う先行意図の承認に焦点を当てている。サールが
指摘するように、共有意図の分析がこのように先行意図の分析に偏っていることは否定できな
い(Searle 2010: 46 [69])。他方で、企業活動が問題の場合、発話に焦点を当てた先行意図の分
析は、その点を差し引いても意義のあるものだと思われる。 
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Cは Aに今日の午後何をするつもりか聞いた。 
Aは Bに向かってジェスチャーしながら、「我々は買い物に行くつもりだ」と答える。 
Bはそれを聞いて「そうしよう」と答えた。 
  
ブラットマンの議論から考えよう。「我々が～する」と表現される意図について、ブラッ
トマンはこれを、各行為者による「我々が～する」と表現される意図の組み合わせから説明
する。すなわち、各行為者の意図は「私は「我々が～する」ことを意図する」と表現される。
さらに、各行為者の意図の内容にある「我々」は「一緒に」のような含意を持たないため、
それは「私とあなた」や「我々のそれぞれ」のような各行為者の連言に置換可能である。上
の例で言えば、ブラットマンの考える共有意図は、「私は「私とあなたが買い物に行く」こ
とを意図する」という発話によって構成される136。 
これを推論主義の視点から見れば、ブラットマンは、「我々が～する」という発話の推論
的役割が、「私は「私とあなたが～する」ことを意図する」という発話のそれで尽きている
と考えていることになる。 
ここから、「私は「私とあなたが～する」ことを意図する」という発話の前提と帰結を考
えることで、ブラットマン的な共有意図の役割を特定しよう。 
まず、発話の前提についてである。どのような状態にある場合に、「私は「私とあなたが
買い物に行く」ことを意図する」のような発話のエンタイトルメントが、発話者に帰属され
ているだろう。基本的に、A と B が知り合いであることや、行為の内容が二人の関係から
見て適切であることなどが求められるだろう。境界事例を考えることは可能だと思われる
が、ひとまず、このような基本的な状況にあるとき、発話者は「私は「私とあなたが～する」
ことを意図する」のような発話を行うことができるとしよう。 
このとき、上の例で見るように、発話の前提条件としては、関係者全員のコミットメント
の表明は必要ないと思われる。もちろん、関係者全員が「私は「私とあなたが～すること」
を意図する」のように、すでにコミットメントを表明しているのであれば、それを受けて相
手も「私は「私とあなたが～する」ことを意図する」と発話するのは自然である。 
しかし、そのような推論関係のあり方は、すでに同じ内容の発話に依存している。そのた
め、注目すべきは、そうした発話が最初になされる状況である。この点、ブラットマンが言
うような「我々」の使用は、当事者間で未だ暗黙のままとなっているコミットメントを、一
部の行為者の承認という形で、明示化する役割を持つと思われる。上の事例で言えば、Aは
Bにジェスチャーをしながら「私は「私とあなたが買い物に行くこと」を意図する」と発話
することで、それまでは明示的でなかったコミットメントを承認するのである。 
このような、関係者のコミットメントの欠落した状況は、ギルバートの選言基準に相当す
るように思われる。ギルバートの共同コミットメントにあっては、当事者全員のコミットメ

 
136 形式的制約のために日常会話で使用されるとは想定し難い文になっているが、適宜自然な発
話を想像して読んで欲しい。 
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ントの明示は必要ない。この点から、少なくとも「私は「私とあなたが～する」ことを意図
する」のような発話は、その前提として選言基準と同様の状況を含むと考えられる。こうし
た使用は、複数行為者間でコミットメントが明らかでない時に役割を果たすのだから、それ
は単純な「私が～する」の発話にはない役割を持つと言うことができるだろう。 
もちろん、これはあくまで発話の推論的な前提に注目したものであり、「私は「私とあな
たが～する」ことを意図する」という発話の帰結として、選言基準が維持されることを意味
しない。むしろこの点を否定するのが、ブラットマンのギルバート批判の眼目の一つであ
る。ここでは、少なくともブラットマンの共有意図が、その前提として単純な「私が～する」
のような発話と異なる特徴を持つと指摘するに留めておく。さらなる問題は、この発話の帰
結がいかなるものになるかである。 
 
ブラットマンの共有意図の帰結 
ブラットマンの共有意図は、各行為者が上記と同様の意図を、必要に応じた関連する仕方
で持つことから構成される。上の例で言えば、まず、Aと Bがそれぞれ「私は「私とあなた
が買い物に行くこと」を意図する」と発話する状況がそうである（Aが「我々は買い物に行
くつもりだ」と言った後で、Bが「そうだね」と答えるような場面がそうだろう）。さらに、
各行為者は相手の意図を考慮に入れながら、目的の達成に必要な仕方で相互に関連するよ
うな仕方で、上記の意図、つまり実践的コミットメントの承認を続ける。その上で、それぞ
れがこうした相互に連関した意図に関する正しい信念を持ち、かつそれが公然となってい
る場合に、共有意図が成立する。 
この場合、承認された実践的コミットメントは、相手の行為をその内容に含みはするが、
主語は「私」であり、あくまで発話者本人の目標（ブラットマンに言わせれば計画）という
ことでしかない。そのため、この仕方での実践的コミットメントの承認は、相手にその実現
を確約するものではないし、相手もまたその実現を促す特別なエンタイトルメントを持つ
ものでもない。ギルバートが、ブラットマンの共有意図は各行為者の私的な意図から構成さ
れると指摘するように（Gilbert 2014: 122-3）、それぞれの「私は「私とあなたが買い物に
行くこと」を意図する」というコミットメントの承認は、発話者本人の任意で解消したり変
更できるように思われる。この点で、ブラットマンの共有意図は、その帰結としてギルバー
トのいう同意基準と義務基準を（両立不可能なものではないが）含意しない。 
さらに、選言基準に対して、ブラットマンは、各行為者が実際に「私は「私とあなたが買
い物に行くこと」を意図する」状態を要請する。発話の帰結の点から見れば、ブラットマン
の共有意図の実践は、「私は「私とあなたが～すること」を意図する」ことの帰結として、
各行為者の否定的態度を、両立不可能なものとして排除するものと言える137。 

 
137 推論主義から補足すると、各行為者が実際にそれぞれ当該の意図を持つ、すなわち実践的コ
ミットメントを承認しているかどうかは、行為者本人の視点から一意に決まるものではない。
各行為者のコミットメントやエンタイトルメントは、言語実践のスコアキーピングの点から評
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以上をまとめると、ブラットマンの共有意図が示す実践は、推論主義から見て次のように
なる。まず、共有意図を構成するのは、各行為者による「我 （々我々のそれぞれ）が～する」
という実践的コミットメントの承認である。この承認の適切な前提には、関係者のコミット
メントが明示的でない状態があげられる。さらに、共有意図の実現は、上記の実践的コミッ
トメントが、相手の実践的コミットメントを考慮し必要な手段を講じるなど、適切な仕方で
引き続き承認されることからなる。各行為者がそのように行為するのは、互いに引き続く発
話や行為を評価する中で、それぞれが適切とされる実践を行うよう計画合理性に基づき規
範的に要請されるからである。この実践は、その帰結として義務基準、同意基準を含意せず、
また選言基準については、これを両立不可能なものとして排除する。 
 
4.3 推論主義から見る共同コミットメント 
このようにブラットマンの共有意図を整理するとき、問題は、「我々が～する」の発話の
推論的役割が、上記の実践で尽きているかどうかである。ギルバートの共同コミットメント
を同様に発話の推論的役割から考えることで、この点を明らかにしよう。これにより、推論
主義から見たギルバートとブラットマンの対立点が、明確に示されるはずである。 
ブラットマンと対照的に、ギルバートは「我々が～する」と表現される意図を、文字通り
「我々」のものとして考える。したがって、ギルバートの考える共有意図は、「我々が～す
る」の発話による実践的コミットメントの承認と考えられる。この発話の前提と帰結の点か
ら、その特徴を確認する。再び上の例から引こう。 
  
C は Aに今日の午後何をするつもりか聞いた。 
Aは Bに向かってジェスチャーしながら、「我々は買い物に行くつもりだ」と答える。 
Bはそれを聞いて「そうしよう」と答えた。 
  
まず、Aの発話の前提から見よう。この例で、Aの「我々は買い物に行く」という発話は、
ブラットマンの場合と同様、選言基準を充たす形でなされることで、その役割を果たすと思
われる。すなわち、A と B の買い物へのコミットメントが明示的でない状況でこそ、それ

 
価される。上の例で言えば、Aと Bは互いに、それぞれが承認した「私とあなたが買い物に行
く」という実践的コミットメントに照らして、その実現に向けた適切な発話や行為が行われて
いるかを評価する。この点で、二人が当該のコミットメントを引き続き承認していると言える
のは、スコアキーピングの点から見て適切な実践がなされている場合となる。加えて、このよ
うに見る場合、各行為者の「私とあなたが～する」という実践的コミットメントの実現は、ブ
ラットマンのいう計画合理性の合理的プレッシャーに言及せずとも、言語実践の適切さの要請
として理解できるように見える。すなわち、各行為者は互いの実践を適切さの観点から常に評
価しており、それぞれが承認した「私とあなたが～すること」を理由として、その実現を規範
的に要請される。そうであれば、そうした要請が同意基準や義務基準ほど強く相手を拘束する
とは言えなくとも、少なくとも行為者間の規範的要請として、各行為者は承認した「私とあな
たが～すること」の実現に向かわされると言えるのではないだろうか。 
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を承認することに意味がある。他方で、ブラットマンの場合は、その承認があくまで「私」
を使用して行われるのに対し、ギルバートは、それが個別ばらばらではない「我々」として
行なわれると主張する。その帰結はいかなるものになるだろう。 
上の例で、A の発話に続く、B の「そうしよう」は、B が同様に「我々は買い物に行く」
と表明したものと考えられる。ギルバートによれば、このように、各行為者が互いに共同で
行為するよう意図することの準備を表明するとき、共同コミットメントが成立する。推論主
義から見れば、これは、二人による「我々が～する」という実践的コミットメントの承認と
考えられる。 
このとき、互いのコミットメントの承認を受けて、A と B は互いに「相手は買い物へ行
くべきだ」のような、三人称的コミットメントを帰属させるかもしれない。ブラットマンの
共有意図と異なり、この場合の「我々」は「一緒に」や「共同で」のような含意を持つから
である。また、このコミットメントは、二人にとって一緒に買い物に行く理由となるし、そ
のため二人は、互いに相手が一緒に買い物に行くことを正当に期待できると思われる。加え
て、二人は相手が行為しなかった場合に、その理由を尋ねるエンタイトルメントを帰属させ
合ってもいるだろう。 
このとき、Aと Bは、もし承認したコミットメントを変更したり解除したりしたければ、
相手の同意を得る必要があるように思われる。すなわち、一度は「我々」として承認したコ
ミットメントから離脱するエンタイトルメントを、相手から帰属されることが求められる。
このように見ると、A と B による共同の行為へのコミットメントの承認は、ギルバートの
いう義務基準と同意基準に相当する規範的制約を帰結するように思われる。すなわち、双方
は単に私的に意図を表明した場合と異なり、承認したコミットメントの内容を実行する義
務を負い、そこから抜けるために相手の同意を必要とすることになる。さらに、もし同意な
くコミットメントから離脱すれば、相手はそれを非難するエンタイトルメントを持つこと
にもなる。こうした規範的制約は、ブラットマンの共有意図の場合よりも明確に、行為者の
コミットメントとエンタイトルメントのあり方を特徴づけるだろう。 
 
選言基準と「我々」 
では、選言基準はどのように理解されるだろう。ブラットマンの共有意図は、実践的コミ
ットメントの承認の帰結として、選言基準を両立不可能なものとして排除するものであっ
た。これに照らしていえば、ギルバートの共同コミットメントは、選言基準を帰結として許
容するものと言える。 
このような実践を特徴づけるには、「我々が～する」という実践的コミットメントの承認
が、各行為者の否定的態度を推論的帰結として許容する事例を考えればよい。別の言い方を
すると、発話の役割の観点から見て、「我々」の使用が選言基準を帰結として許容する場面
を示すことができれば、共同コミットメントはブラットマンの共有意図にない共同行為の
特徴を捉えていることになる。 
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買い物の例に戻ろう。上の事例でブラットマンが問題にしていたのは、AとBが共に「我々
が～する」と表明しながら、他方が嘘をついている場合である。確かに、共同行為の参加者
の誰かが嘘をついているなら、共有意図は成立しないと考えるのに十分に見える。ギルバー
トはこうした場合でも共同コミットメントは成立すると考える。だが、ここでは別の仕方で
考えてみたい。すなわち、この事例で、実は B が買い物に乗り気でなく、A に合わせる形
で一緒に出かけていたという場合を考えてみよう138。 
本来なら望んでいない行為を集団において渋々実行することは、しばしば共同行為の特
徴として取りあげられる事態である(柏端 2007)。上の例の場合、B は結局のところ行きた
くないと言いながら、実際は買い物に行くことを意図していたのだ。そう言いたくなるかも
しれない。これを推論主義的に特徴づけるなら、Aが Bに対して、「買い物に行きたい」と
いう実践的コミットメントを帰属させながら、B 自身は、「買い物に行きたくない」という
実践的コミットメントを承認している場面だろう。このとき、Bの実践的コミットメントは
一人称的と三人称の視点で食い違うものとなっている。このような食い違いは、何らかの仕
方で解消されなくてはならないと考えられるかもしれない。 
しかし、この場面で、Bがなお自身は買い物に行く意図はなかったと言いたい場合、次の
ように言うことも可能だろう。すなわち「私は

、、
買い物
、、、

に行きたくなかった。しかし「我々」
、、、、、、、、、、、、、、、、、

はそのようにした
、、、、、、、、

」。 
この言明に対し、なお次のように言うことができるかもしれない。すなわち、Bが持って
いるのは「買い物に行きたくない」という欲求であり、その上で一緒に買い物へ行く意図を
持っているに過ぎない、したがって、Bが「私は買い物に行きたくない」という意図を承認
しているとまでは言えない。言い換えれば、Bの実践的コミットメントと言えるものは、や
はり「我々は買い物に出かける」というもので尽きているというわけである。確かに、買い
物に行く事例のような、実践的コミットメントの承認からその実現までの期間が相対的に
短く、かつ行為の形式も比較的単純に見える事例では、そのような疑念は拭えないかもしれ
ない。 
しかし、問題が企業活動における長期的で複雑な計画や判断である場合、「私」と「我々」
の実践的コミットメントに関して、行為者が相反する内容を承認していると評価すること
が自然な場合もある。例えば、チャレンジャー号事故で、爆発の原因となるロケットブース
ターの開発技術者だったロジャー・ボジョリーは、最後まで問題のあるシャトルの打ち上げ
に反対しながら、会社（モートン・サイアコル社）の一員としてシャトルの打ち上げに関わ
った。この場合、ボジョリーが明示的な仕方で「私はシャトルの打ち上げに反対だ」という
実践的コミットメントを承認したと考える（また、そのような実践的コミットメントをボジ
ョリーに帰属させる）ことは理に適っている。反対に、それを単なる欲求として評価するこ
とは理に適っていない。さらに、その上でボジョリーは、会社の一員として最終的にシャト
ルの打ち上げを迎えている。そうであれば、ボジョリーが「私は反対だったが、我々はその

 
138 このような例は、例えばギルバート（Gilbert 2014: 103）にある。 
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ようにした」のように自身の実践的コミットメントを述べるのは自然である139。実際、ボジ
ョリーは打ち上げの決定の後にこう述べたとされる。「打ち上げてもオーケーだという主張
に、私個人としては同意できない」(Boisjoly et al. 1989: 223 [245])。このように、長期的

、、、

で複雑な過程を経てなされる組織的な経営判断において、社員が
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

正
、
に「私」と「我々」で相
、、、、、、、、、、、

反する実践的コミットメントを承認していると評価することが合理的な場面がある
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 
このように見れば、「我々」の語の使用の固有の特徴は、行為者の「私」を用いた否定的
な態度の表明を、「我々が～する」という実践的コミットメントの承認と矛盾しない形で許
容する点にあると言うことができる140。別の言い方をすれば、こうした場面で「私」は、行
為者が集団の一員として承認したコミットメントと両立不可能なコミットメントを、修正
することなく表現することを可能にする。 
ギルバートが選言基準で説明しようとした事態は、推論主義の視点から見るとこのよう
に理解することができる。ブラットマンと対比すると、ブラットマンの共有意図の実践が、
「我 （々我々のそれぞれ）」の推論的帰結として個人の意図の連言のみを許容するのに対し、
ギルバートの共同コミットメントの実践は、「我々」の推論的帰結として個人の意図の選言
も許容する。この違いは、「我々」を「私」に置換可能な表現と考えるブラットマンと、「我々」
には「私」に置換できない固有の役割があると考えるギルバートの違いを反映している。 
このように見る限り、両者の提示する実践は、互いに排除し合うものではない。むしろ、
共同行為の異なる側面を捉えていると考えるのが適切である。その中でも、ギルバートの議
論は、「我々」という語に固有の役割を認めることで、同意基準や義務基準に見る行為者間
の規範的制約が生じること、それと関連して行為者が「私」と「我々」で異なる態度を両立
させ得ることを示している。これは、ブラットマンの議論では捉えられない、共同行為の特
殊な一面と言える。 
 
5 共同行為論から見る企業活動 
ここまでの議論を踏まえて、共同行為論から見る場合の企業活動を考える。その上で、道

 
139 第 8章でも再び取りあげるが、ここで想定するボジョリーの関与は、チャレンジャー号打ち
上げを支持した 4人の経営陣による最終決定への関与でなはく、それを通じて遂行された、チ
ャレンジャー号打ち上げを支持するNASAへの勧告への関与である。本稿は、ボジョリーは 4
人の経営陣による最終決定から排除されていたが、それでもなおサイアコル社による打ち上げ
の勧告に関して、自らをその共同行為の一員として理解していたと考える。つまり、ボジョリ
ーは、個人的には明確に反対の立場を示していたが、それでもなお、サイアコル社の一員とし
て、チャレンジャー号打ち上げを支持する勧告に関する、「我々」としての実践的コミットメ
ントを承認した。そのように考えなくては、ボジョリーが事故後に行った、大統領事故調査委
員会への内部告発を説明できないと思われる。ボジョリーは、自身のキャリアを危険に晒し、
サイアコル社が主要な雇用主である街に住み続けたいはずにもかかわらず、委員会に文書を提
供した(Whitbeck 2011: 149)。そのようなボジョリーの行為は、ボジョリーが自身をサイアコ
ル社の勧告行為の一員と理解していたと考えるのでなければ、説明が困難である。 
140 柏端も、共同行為の参加者が「私」と「我々」で異なる態度をとることは論理的に可能と指
摘する（柏端 2007: 162）。 
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徳的責任の問題がどのように理解されるかを確認する。ブラットマンとギルバート、それぞ
れの議論に応じて、企業活動に関して二通りの類型を見ることができる。 
 
5.1 ブラットマンモデルの企業活動 
まず、ブラットマンの議論から見るならば、企業活動は、構成員の私的な実践的コミット
メントの連言を通じて遂行される共同行為である。すなわち、仮に企業それ自体に実践的コ
ミットメントを認め、それに基づく行為記述を行うとしても、当該の実践的コミットメント
は、企業内の個人の実践的コミットメントの連言に置換可能である。この場合、企業活動の
道徳的責任は、関わった全ての個人に対して、その関与の程度に応じて帰属される。企業の
道徳的行為者性を否定する論者は、実際にこのモデルを支持する(Rönnegard 2015: 82)。
この点から見れば、少なくとも、企業の道徳的行為者性を否定する論者が言うような、企業
内の個人に道徳的責任を分配し得る企業活動があることは、論理的に見て否定されるもの
ではない。 
しかし、こうした個人主義的なモデルで、全ての企業活動を説明できるかには疑問がある。
ブラットマンの議論は、論理的には対象となる企業の大きさに上限を持たないだろうが、経
験的には、ある程度の大きさを備えた企業活動を扱うことはできないように思われる。例え
ば、組織研究では、組織の規模がその構造にとって重要な要因とされる(Kimberly 1976)。
サイズが小さな組織は、環境の変化を機敏にとらえ迅速に対応できる、コミュニケーション
の伝達効率的に都合がよいなどの特徴を持つ(桑田 and 田尾 2010: 147)。小規模な組織は、
各人の明示的な関与を前提し、それらが状況に応じる仕方で柔軟に反応し合うことを論じ
るブラットマンの議論と親和的に見える。また、ブラットマン自身が、自身の議論は小規模
の社会性を念頭に置くものだと明言している。これらの点から言えば、ブラットマンの議論
がとらえる企業活動は、小規模な組織のサイズに留まると考えるのが自然である141。 
このように見れば、ブラットマンの議論は、小規模の企業、あるいは特定の部局や少人数
のチームの行為を説明するのに適していると言える。他方で、このモデルで大規模な企業活
動を網羅的に説明するのは困難だと思われる。企業活動の実践的コミットメントを個人の
私的な実践的コミットメントの連言に置換可能だと自然な仕方で考えられるのも、ブラッ
トマンの議論が適用できる限りにおいてのことである（注意しておくと、この点は、ブラッ
トマンの議論の貢献を損なうものではない）。 
 
5.2 ギルバートモデルの企業活動 
次に、ギルバートの議論から見ると企業活動は、構成員の「我々」としての実践的コミッ
トメントの連言を通じて遂行される共同行為である。「我々」としての実践的コミットメン
トは、各人の私的な実践的コミットメントと異なり、目標の実現に適切な仕方で行為するこ

 
141 例えば、奥村(2006)は、責任の所在を明確にできる企業の規模の上限は、120人程度までで
はないかと指摘する。 
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とや、勝手に離脱しないことなどの規範的制約を帰結する。さらにこのとき、構成員は、
「我々」として実践的コミットメントを承認すると同時に、それと両立不可能な内容を持つ
私的な実践的コミットメントを承認する場合もある。 
ギルバートの議論は、ブラットマンの議論より、広範な企業活動を説明するのに適してい
る。というのも、「私」と「我々」のコミットメントが乖離する話面を包摂するギルバート
の議論は、大規模組織の中で、参加者が全体の行為に関して無知であったり、否定的な態度
を持ったり、無関心であったり、また積極的に関与したりする場合まで、多様な仕方で組織
の目標の実現に関わる状況を首尾よく説明できるからである。そうした構成員の多様な関
与は、大規模な企業活動を遂行するために論理的に必然とは言えないまでも、経験的には避
け難いだろう。小規模な組織の構成員は、互いに顔を見知っている中で、上述のように環境
に応じた機敏な対応をとったり、効率的なコミュニケーションをとったりすることができ
る。他方で、組織は一般に、規模が大きくなるにつれ官僚制化が進むと言われる(桑田 and 
田尾 2010: 147-9)。その中で、構成員は顔を見知った関係ではなくなり、権限の行使が定
式化され、経営幹部に権限が集中するのに逆比例して、誰が何をしているか把握しにくくな
る。そうした組織では、場合によって構成員は分業化された自身の役割を遂行するだけで、
全体の目標に無知とか無関心であるとかの仕方で、多様な「私」としての実践的コミットメ
ントを承認する。あるいは、上述のチャレンジャー号爆発事故のボジョリーのように、明示
的に反対の態度を続ける構成員がいる中で、経営上の判断がなされることもある。ギルバー
トの議論は、これら多様な構成員の関与を共同コミットメントの概念に包摂する。この点
で、ギルバートの議論は、大規模で複雑な企業活動の多様な局面を適切に説明する議論だと
考えられる。 
 
5.3 ギルバートモデルにおける道徳的責任の問題 
しかし、ギルバートの議論から見る場合、企業活動の道徳的責任は、ブラットマンの場合
のように、簡単に答えることができない。その答えは、以下で見るように次章に持ち越さざ
るを得ないが、本章の最後に、残される問題を確認しておく。 
本章の冒頭で確認した問題は、企業それ自体の実践的コミットメントは、いかなる条件で
経営陣や従業員の実践的コミットメントとして理解することができるか（あるいはできな
いか）というものであった。 
ギルバートの議論では、企業内の個人が「我々」としての実践的コミットメントをそれぞ
れ承認するとき、共同コミットメントが成立する。さらにその時点で、企業それ自体の実践
的コミットメントが成立する。すなわち、各人の「我々」としての実践的コミットメントの
連言から、企業それ自体の実践的コミットメントが帰結する。すでに確認したように（本章
第 2.3 節）、推論主義を擁する本稿の議論で、企業それ自体の実践的コミットメントが認め
られるのは、企業が推論主義的な言語実践の参加者である場合である。ギルバートの議論は
この点で不十分なものと言わざるを得ない。他方で、これもすでに言及したように、ギルバ
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ートの議論を推論主義的な行為者性の条件を充たすものと補完的に考えるなら、共同コミ
ットメントの成立を通じて遂行される企業活動で、企業それ自体が規範的な言語実践の参
加者として認められる場合、企業それ自体の実践的コミットメントが認められる。 
ところで、ギルバートが論じる「我々」としての実践的コミットメントは、その内容と両
立不可能な内容を持つ「私」としての実践的コミットメントを帰結し得るのであった。具体
的には、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかない」のような実践的コミ
ットメントが、我々としての実践的コミットメントから帰結し得る。 
この点、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかない」という実践的コミ

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ットメントは、企業それ自体の実践的コミッ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

トメントからは帰結しない
、、、、、、、、、、、、

。企業それ自体は単
独の行為者であり、その実践的コミットメントから、「我々」と「私」の乖離する実践的コ
ミットメントが帰結するとは考えられない。 
したがって、企業それ自体の実践的コミットメントは、それを構成する参加者が、企業活
動の内容（「我々」としての実践的コミットメント）に対して、私的には否定的な実践的コ
ミットメントを承認する場合、参加者の実践的コミットメントとして理解することができ
ない（以下で見る、ワンマン経営の企業のような場合を除く）。 
 
「我々」と「私」の関係 
しかし、「我々」としての実践的コミットメントは、「我々」と「私」が乖離するものから
一致するものまで様々な内容があり得るから、共同コミットメントの成立だけをもって、全
ての共同コミットメントが「我々」と「私」の乖離した実践的コミットメントを帰結するわ
けではない。つまり、「我々」と「私」で同一の内容を持つ実践的コミットメントを承認す
る構成員がいる場合、企業それ自体の実践的コミットメントは、その構成員の実践的コミッ
トメントとしてなお理解することが可能である。 
再び、ワンマン経営の企業を思い出そう。ワンマン経営の企業の実践的コミットメントも
また、ギルバートに従うならば、構成員の「我々」としての実践的コミットメントの連言に
よって成立する。このとき、構成員の実践的コミットメントには、「我々」と「私」が乖離
するものから一致するものまで様々なものがある。ここで仮に、ワンマン経営者以外の構成
員の全てが、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかない」という「我々」
と「私」が乖離する実践的コミットメントを承認し、経営者だけが、「我々」としても「私」
としても企業活動に前向きな実践的コミットメントを承認している場合、経営者の「我々」
としての実践的コミットメントは、経営者の私的な実践的コミットメントとして理解する
ことができるだろう。例えば、経営者が「我々は是々のサービスを開始する」のように、
「我々」としての実践的コミットメントを承認するとしよう。さらにこのとき、構成員は会
社の一員としてそれに従いながら（「我々」としての実践的コミットメントの承認）、同時に
「個人的にはやりたくない」という私的な実践的コミットメントを承認するとしよう
（「我々」と「私」の乖離）。しかしここでさらに、経営者だけは、「個人的にもやりたい」
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という私的な実践的コミットメントをなお承認するとしよう。このとき、「我々は是々のサ
ービスを開始する」における「我々」としての実践的コミットメントは、経営者による「私」
としての実践的コミットメントとして理解するのが適切だと思われる。つまり、この企業の
「我々」としての実践的コミットメントは、経営者の私的な実践的コミットメントとして理
解することができ、他の構成員は、それに従っているだけというわけである。 
実際、企業の活動方針や具体的な活動内容を「我々」として表現することができるエンタ
イトルメントを持つのは、基本的には経営者である。ギルバートの議論に照らすならば、経
営者の「我々」としての実践的コミットメントの表明（承認）があった場合、それに対して
構成員が明示的な反対の表明を行わないことでも、共同コミットメントは成立する。そし
て、ここでの議論のように、共同コミットメントを通じて成立する企業の実践的コミットメ
ントを、経営者の私的な実践的コミットメントとして理解することができるのであれば、そ
の企業活動で問題が生じた場合、最初に考えるべきは、経営者に対する道徳的責任の帰属と
いうことになるだろう142。 
このように見るならば、企業の道徳的行為者性で焦点を当てるべき場面は、企業内の全員
が、問題の活動で「我々」と「私」が乖離した実践的コミットメントを承認する場面である。
その場合、企業それ自体の実践的コミットメントは、企業内の誰の実践的コミットメントと
しても理解することができない。そうであれば、企業それ自体の実践的コミットメントは企
業それ自体のものとして捉える他はなく、その実践的コミットメントに基づく行為の道徳
的責任は、企業それ自体に帰属される他はない。そのように考えることができる。 
 
次章の課題 
しかし、ここからが次章の課題となるが、この議論には次の問題がある。一つ目に、この
議論は、要するに企業の活動方針に関して、企業内の誰もが「個人的にはやりたくなかった
が、組織としてやるしかなかった」と言い得る状況であった場合に、個人を免責して企業に
道徳的責任を帰属させることを主張するものである。しかし、企業事故や不祥事では、そう
した状況を招いた組織運営にこそ、経営陣は道徳的責任を問われるべきではないか。そのよ
うな批判が可能である。 
二つ目に、問題ある企業活動に関わった個人が全て、「個人的にはやりたくなかったが、
組織としてやるしかなかった」と述べたとしても、当事者は問題の企業活動に反対すべきだ
ったのではないか。そのような批判が可能である。 
ここでの問題意識をまとめれば、企業の構成員の全員が、「個人的にはやりたくなかった
が、組織としてやるしかなかった」という実践的コミットメントを承認したことをもって、
直ちに全員の免責を主張することが妥当なのか。この点が問題である。 
「個人的には反対だった」。そのような発話がなされる場面の道徳的責任は、従来から集
団の道徳的責任をめぐる主たる論点である。 

 
142 このような場合、残りの構成員の道徳的責任をどのように考えるかは、第 8章で論じる。 
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例えば、大庭(2005)は、集団責任と個人責任を扱った論考の中で、個人が集団の歯車とし
て自身の役割に甘んじていく様子を次のように述べる。 
 
集団の規模が大きくなって、内部が複雑に文化して、集団全体の意思決定の回路が硬直
してくると、末端のメンバーのあいだでは、「個人は、しょせん組織の歯車にすぎない。
個人が何をつぶやいたって、この集団の仕組みは変わりはしない…」という無力感も強
くなってくる（ibid. 133）。 
 
企業の道徳的行為者性をめぐる議論でも、同様の問題は提起される。例えば、ガレット
(Garrett 1989)は、企業の問題ある決定に個人が従属してしまう状況を「意志の弱さ」の問
題として考察する。第 2 章で見たラッドは、個人が組織の目標を自身のそれと切り離して
志向する中で、没個性的になると論じる。フレンチは、現代社会で個人が交換可能な存在だ
と論じる(French 1995:17)。ミッチェルは、企業の構成員は、「普通の人間とは別の存在、
つまり企業の取締役、経営者、従業員」であり、「自己決定の能力を奪い取る人工的な企業
世界で働く」（Mitchell 2001: 44 [51]）存在だと論じる。個人が企業内で協調的、従属的、
あるいは没個性的な仕方で関わることは、従来から指摘される事態である143。このような場
合に、果たして個人は免責されるべきだろうか。次章でこの点を検討する。 
  

 
143 組織研究では、サイモンの組織同一化の概念から発展した組織コミットメントに関する研究
がある。その中で、個人が組織に留まり続ける要因に、功利的（例えば金銭的な理由）、感情
的（例えば組織への愛着）、規範的要因（例えば組織に従う義務）があるとされる(服部 
2020)。 
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第 8章 個人責任の所在 
本章では、前章で論じたギルバートの共同コミットメントを念頭に、引き続き個人責任と
企業責任の関係を検討する。前章の最後で見たように、企業内の全員が「個人的にはやりた
くなかったが、組織としてやるしかなかった」のような実践的コミットメントを承認する場
合、個人責任をどのように考えるべきかに焦点を当てる。 
 
1 意見集約のジレンマ 
1.1 リスト&ペティットの共同行為論 
この目的のため、ブラットマン、ギルバートと並んで共同行為論を代表する、リスト＆ペ
ティットの議論を参照する。以下で見るように、リスト＆ペティットの議論を用いること
で、企業内の全員が「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」とい
う実践的コミットメントを承認する場面を、形式的に特定することができる144。 
 
個人として反対、集団として賛成：推論的ジレンマ 
リスト＆ペティットの議論の特徴は、推論的ジレンマ（discursive dilemma）と呼ばれる
集団の意見集約の手続きで生じるジレンマに注目し、企業をはじめとする特定の集団の道
徳的行為者性を正当化する点にある。このジレンマは次のように提示される145。まず、作業
場の安全確保の費用のために、賃金の減額に同意するか否かを決定しなければならない工
場の職員について考える。職員達はこの問題を考えるに当たり、次の三点を考慮する。 
 
(1) 現在の作業条件下で深刻な危険が存在するか？ 
(2) 予定されている改善手段は効果的か？ 
(3) 賃金の減額は妥当な額か？ 
 

 
144 リスト＆ペティットの議論を、前章の共同行為をめぐる議論から整理しておく。まず、共同
行為に従事する個人の意図に関しては、リスト＆ペティットは、ブラットマンの共有意図を支
持する(List and Pettit 2011:33)。次に、共同行為の主体としての集団的な行為者に関しては、
以下で見る意見集約のジレンマを用いて独自の正当化を行う。関連して、前章でブラットマン
は、共同行為の主体となる集団的な行為者を認めないと論じたが、ブラットマンは 2017 年の
論文で、リスト＆ペティットの議論で言われるような意見集約の手続きを通じて、集団（企
業）が道徳的責任の主体となり得ると論じるに至っている(Bratman 2017)。 
145 ここでは、ペティット(Pettit 2003)によるジレンマの例を参照する。レンネガード
(Rönnegard 2013, 2015)、レンネガード＆ヴェラスキーズ(Rönnegard & Velasquez 2017)の
批判が、この例に対して提起されるからである。推論的ジレンマは法学のdoctrinal paradox
と呼ばれるパラドクスを一般化したものとされる(Pettit 2003: 170)。ここで取りあげるジレン
マは、前提が結論を論理的に導く形になっていないが、リスト&ペティットの議論では、その
ような形を持つものも提示される。ジレンマの類型の全体は、リスト＆ペティット(List and 
Pettit 2011: Ch.2)を参照。 
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次に、集団がA、B、Cの 3人から構成されている時、次のような二つの意思決定手続き
を考える。一つ目は結果重視アプローチ（conclusion-centered approach）である。この
手続きでは、参加者は三つの前提(1)(2)(3)それぞれについて態度を決め、さらに賃金の減額
に同意するか否かを決定する146。この手続きでは、賃金の減額についての各自の判断（表 1
の右列）の多数派が最終判断となる。つまり、この事例で賃金の減額に対する各自の判断は
いずれもNoなので、投票結果（表 1の？部分）もNoとなる。結果重視アプローチで考え
る場合、3人の最終判断は賃金の減額を拒否するものとなる。  
二つ目の手続きは、前提重視アプローチ（premise-centered approach）と呼ばれる。こ
の場合も、参加者は三つの前提(1)(2)(3)それぞれについて態度を決め、さらに賃金の減額に
同意するか否かを決定する。前提重視アプローチでは、個々の前提(1)(2)(3)の多数意見（そ
れぞれ(1)(2)(3)の一番下段）に注目し、その多数意見から最終判断（表の？）を導く。つま
り、三つの前提 (1)(2)(3)に対する各自の態度の多数派は、(1)Yes、(2)Yes、(3)Yes であるか
ら、最終判断は、多数意見であるYes となる。つまり、前提重視アプローチでは、個別の前
提の多数派から最終判断を導くため、3人の最終判断は、賃金の減額に同意するものとなる。 
 
表 1 

 
二つの意思決定手続きが与えられ、かつ集団が前提重視アプローチを採用する場合、結果
重視アプローチの場合なら賃金の減額は拒否されることになるにもかかわらず、集団は賃
金の減額に同意するという状況が発生し得る。すなわち、各メンバーは個人的には賃金の減
額に反対であるにもかかわらず、集団としては減額を受け入れることになる（逆もまた然り
である）。 
このように、集団として共通の目標を定めながら、構成員がいずれも個人的にその目標に
反対する状況は、前章で見た、それぞれが我々としての実践的コミットメントを承認しなが
ら、私的にはそれを支持しない実践的コミットメントを承認する状況に相当するものと考
えられる。つまり、この事例で前提重視アプローチを採用する場合、個別の全体的な判断は

 
146 意思決定の参加者の態度は、判断と選好のどちらかであり、両方であることはないとされる
(List & Petti 2011: 48)。判断の場合、命題「p」に対する個人の態度が肯定的であることは、
その個人が pと判断していることを意味し、否定的であることは、その個人がpと判断してい
ないことを意味する。選考の場合、「p」に対する個人の態度が肯定的であることは、その個人
が pを選好することを意味し、否定的であることは、その個人が pを選好しないことを意味す
る。 

 (1)深刻な危険 (2)効果的な手段 (3)妥当な金額 賃金の減額 
参加者 1 Yes No Yes No 
参加者 2 No Yes Yes No 
参加者 3 Yes Yes No No 
多数派 Yes Yes Yes ？ 
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賃金の減額に不同意であるにもかかわらず、最終的な集団の決定は減額に同意するものと
なるため、3人は「我々」として賃金の減額に同意する実践的コミットメントを承認する一
方で、同時に「私」としてはそれに反対する実践的コミットメントを承認する、そのように
言うことができる。この場面は、共同行為の参加者が、「個人的にはやりたくなかったが、
組織としてやるしかなかった」と主張し得る場面を形式的に特定するものである。このよう
な手続きを経て共同行為が遂行された場合、参加者は私的には反対していたことを理由に、
免責を主張することができるかもしれない。 
 
問題ある意思決定を選択したことの責任 
しかし、レンネガードは、たとえ集団と個人の判断に乖離が生じる場面があるとしても、
その道徳的責任は、問題ある結果を招くような手続きを選択した個人にあると主張する
(Rönnegard 2013:94)。前章の最後で見た一つ目の問題点は、この点に相当する。すなわち、
企業の構成員がいずれも、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」
のように主張する場合（特に本章で見る意見集約のジレンマのような場合）、企業それ自体
に道徳的責任を帰属させることが正当化されるように思われるかもしれないが、むしろ道
徳的責任は、そうした意思決定が生じ得る意見集約手続きを用いた個人に問われるべきで
はないか、という問題である。 
すでに見たように、レンネガードは、心理主義に基づき企業の道徳的行為者性を否定する
（第 4章 3.2 節）。他方で、意見集約のジレンマに対するここでの批判は、心理主義を取り
下げた後でもなお有効である。心理主義を否定する推論主義を採用してもなお、問題を次の
ように提示することができる。すなわち、意思決定に関わった企業の構成員が全て、私的に
は反対、我 （々企業）として賛成という実践的コミットメントを承認する場合があるとして
も、そのような意思決定手続きの選択自体が、当該の意思決定手続きに基づき企業の方針を
決めるという実践的コミットメントの共同の承認であり、この点にこそ個人は道徳的責任
を問われることになる148。 
 
1.2 集団レベルの合理性 
改めてレンネガードの主張を確認すると、参加者と集団の決定が乖離した結果が特定の
意見集約手続きから帰結することに関して、当該の手続きを選択した道徳的責任を個人に
帰属させるというものであった。しかし、リスト＆ペティットによれば、こうした手続は問
題ある恣意的なものというより、集団の決定に合理性を持たせるための最善ではないが最
低限の条件を充たすもっともらしいものである。 

 
148 補足として、こうした場合に、レンネガードが道徳的責任の帰属をどのように考えるかを確
認する(Rönnegard 2015:67)。レンネガードによれば、不正や事故で道徳的責任の帰属先とな
る個人が特定できない場合、それが特定できるまで、道徳的責任の帰属を差し控えるべきであ
る。レンネガードに言わせれば、企業に道徳的責任を帰属したいという願望は、いわば現実の
企業組織の中身が複雑で不透明であるがゆえに生じるものである。 
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合理的で一貫性のある集団 
まず、企業や政府、司法や各種の委員会などが、集団レベルで合理性や一貫性を示すこと
は、その集団・組織が社会的存在として活動するための条件である。このことを確認するた
め、集団レベルの合理性が損なわれる事例を見てみよう。 
例として、気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate 
Change）のような、特定の問題に関して提言を行わなければならない専門家からなる意思
決定集団を考える(List & Pettit 2011：45)。この集団は、次のような命題（およびその否
定）に対する判断を行わなくてはならない。 
 
(1) 化石燃料からの世界の二酸化炭素排出量は、年間6500万トン以上である（命題「p」）。 
(2) 世界の二酸化炭素排出量がこの基準値を超えている場合、今後 30 年間で世界の気温
は少なくとも 1.5℃上昇する（命題「if p then q」）。 
(3) 世界の気温は、今後 30年間で少なくとも 1.5℃上昇する（命題「q」）。 
 
表 2 

 
このとき、仮に専門家の判断が表 2のように、各命題（p、q、if p then q）の組み合わ
せに関して、いずれも論理的な推論関係として矛盾のない判断を行っているとする。専門家
１の判断は、p、if p then q、qのいずれも支持している。専門家２は、pを支持するが、if 
p then q を支持しないため、qを支持しない。専門家３は、if p then q を支持するが pを
支持しないため、qを支持しない。 
しかし、これら各命題に対する集団の判断を多数決で決める場合、集団は、p、if p then 
q を支持しながら、qを支持しないという、矛盾した判断を示す。これはすなわち、相互に
関連した命題に関する各専門家の判断が、それぞれの個人レベルで合理的であるにもかか
わらず、集団レベルで矛盾したものになることを意味する。 
専門家集団の最終的な判断が、このように各命題のレベルで矛盾するものであることは、
その信用を失わせるに十分である。このことは、認知的に高度な水準の意思決定を行う他の
集団、例えば企業、司法委員会、立法府など様々な組織にも言える。つまり、集団のうち特
定のものは、その判断に関して合理的であり、一貫性を示すことが要請される。 

 (1)排出量は基準
値以上か？ 

(2)もし排出量が基準値以上
なら、気温は上昇するか？ 

(3)気温は上昇す
るか？ 

専門家 1 True True True 
専門家 2 True False False 
専門家 3 False True False 
多数派 True True False 
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以下の議論の結論を先に述べておく。上述の前提重視アプローチや結論重視アプローチ
など、各命題に対して優先的な重み付けをもたせる手続きは、集団レベルの判断に合理性や
一貫性を保持させるための、最善ではないが最も望ましい意見集約の方法となる。そのた
め、こうした手続きを受け入れたことをもって、そこから帰結する集団レベルの判断の道徳
的責任を、集約手続きを選択した個人に帰属させるというレンネガードの主張は、もっとも
らしいものではなくなる149。 
なぜ、集団内の個人に道徳的責任を帰属させることが可能な集約方法より、参加者と集団
の決定に乖離を生じさせる可能性のある、前提重視や結論重視の手続きが望ましいと言え
るのか、リスト＆ペティットの議論を確認しよう。 
 
1.3 集約関数と不可能性定理 
まず、以下では集約手続きを、前提となる命題を入力とし、集団の判断を出力するとする
集約関数として議論を進める。集団レベルの判断の合理性と一貫性を実現する集約手続き
の検討は、望ましい集約関数を検討する作業となる。 
リスト＆ペティットは、合理的で一貫性のある集団レベルの判断を出力する集約関数の
最小限の条件として、次の四つをあげる（List & Pettit 2011: 49）。 
 
(1) 普遍的ドメイン（universal domain）：集約関数は、問題となる命題に対する個人の
態度のあらゆる可能な組み合わせを入力として認める。もし、個人の態度の組み合わせのう
ち特定のものを制限する場合、得られる集約関数は、当然ながらそれら特定の命題の組み合
わせにしか適用できないものとなる。 
 
(2) 集合的合理性(collective rationality)：集約関数は、問題となる命題に対して一貫性の
ある出力を生成する。上記の気候変動パネルの例で見たように、出力される集団の判断が前
提となる命題の組み合わせにおいて矛盾することは、集団の合理性を損なわせる。 
 
(3) 匿名性(anonymity)：すべての個人の態度は、集団の態度を決定する際に等しい重み
づけを与えられる。最高経営者や会議の委員長など、特定の参加者の決定を優先する集約関
数は、この条件を充たさない。 
 
(4) 体系性(systematicity)：各命題に関する集団の態度は、その命題に対する個人の態度
にのみ依存し、他の命題に対する個人の態度には依存しない。また、個人と集団の態度の間

 
149 他方で、レンネガードの主張が全面的に棄却されないのは、集団レベルの判断に合理性や一
貫性を保持させるための意見集約の方法には、以下で見るように、特定の個人にその判断の責
任を帰属させることのできるものも存在するからである。しかし、それらは一般的な使用可能
性が乏しいとか、限定された組織にしか当てはまらないなど、最もらしさに欠けるものとな
る。 
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の依存のパターンはすべての命題について同じである。具体的には、上述の前提重視アプロ
ーチや結果重視アプローチは、この条件を充たさない。すなわち、前者は個人と集団の判断
の間の依存関係について、結果よりも前提の多数派を優先し、後者はその逆となっている。
このような個人/集団の判断の依存関係のうち特定の関係を優先させたり、特定の命題に対
する個人/集団の判断の依存関係に他の命題に対する個人の態度が影響を与える場合、そう
した優先づけや影響関係の正当性が問題となる。 
 
これらの条件を踏まえて、集約関数の一例として多数決を考えてみる。例えば、上記の気
候変動パネルの例は多数決の一例である。そして、すでに見た通り、出力される集団の判断
は、前提となる命題の組み合わせレベルで見た際、矛盾したものである。このように見ると、
多数決は、上記の条件のうち(2)集合的合理性を充たさないが、他の三つ、(1)普遍的ドメイ
ン、(3)匿名性、(4)体系性を充たす。 
 
集約関数の不可能性定理 
さて、上記の四条件を全て充たす集約関数は、(1)入力される命題の制限がなく、(2)問題
となる命題の組み合わせに関して合理的と言える出力を行い、(3)参加者の判断に関して優
先づけがなく、(4)参加者と集団の判断の間の依存関係に関して特別な優先づけや影響関係
を持たないものとなる。 
これらは、個別の条件として見た場合に、それ自体で強過ぎるものではなく、全体として
見た場合も、集団レベルでの合理的な判断を集約していくための最低限の条件を充たした
もっともらしいものに見える。 
しかし問題は、これらの条件を全て充たす集約関数が存在しないことである。リスト＆ペ
ティットは次の定理を証明する。 
 
定理：普遍的ドメイン、集団的合理性、匿名性、体系性を充たす集約関数は存在しない

(List and Pettit 2002)。 
 
この定理の一つの解釈の仕方として、集団の一貫性ある合理的な判断を形成することが
不可能だとするものがある。しかし、リスト＆ペティットはそうした解釈を支持しない。リ
スト＆ペティットは次のように言う。「より建設的に言えば、我々の結果は、集団が志向的
態度を形成しようとするならば、四つの条件のうち少なくとも一つを緩和しなければなら
ないことを示していると捉えることができる」（List & Pettit 2011: 50）150。 
 
望ましい集約関数の検討 

 
150 本稿では立ち入らないが、社会的選択理論のアローの不可能性定理との違いと関連にも言及
がある（List & Pettit 2011: 50）。社会的選択理論については坂井(2015)を参照。 
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結論から言うと、緩和しなくてはならない条件は、(4)体系性とされる。他の条件を緩和
する場合、手に入る集約関数の魅力はより乏しいものになるからである151。 
まず、(2)集合的合理性を充たさない集約関数が、集団レベルの合理性を達成するものと
して問題のあることはすでに見た。上記の気候変動に関する政府間パネルの例で見たよう
に、多数決はこれを充たさず、(1)(3)(4)を充たす集約関数である。しかし、集団が合理的で
一貫性ある存在として存立することを念頭におく場合、この条件を緩和することはできな
い。 
次に、(1)普遍的ドメインを緩和する方法を考える。(1)を緩和して、(2)(3)(4)を充たす集約
関数として、一次元的整列（unidimensional alignment）と呼ばれるものがある(List & Petti 
2011: 52)。これは、表で見ると分かりやすい。 
 
表 3 

 
この表で、p、if then q、q、の各命題ごとに参加者の態度を見ると、いずれも「偽・真・
偽」とか「真・偽・真」のような、いずれかの態度が他方の間に挟まれる並びがない。この
ような形に入力を制限すると、集団レベルの判断は、いつでも中央の個人の判断と一致する
ことが分かっている。上の図では、参加者 3の態度、pについて偽、if p then q について
真、q について偽とする判断が、各命題に対する多数派の判断、つまり集団の判断となる。 
この場合、個人の判断が合理性を保っていれば、(2)集団レベルの合理性も保つことがで
きる。この関数は、(3)個人の態度に特定の重みづけを置かない。さらに、(4)命題ごとの重
みづけや、個人/集団の判断の間の依存関係のうち、特定のものに重みづけを与えてもいな
い。 
さらに、集団的な判断の道徳的責任の所在という関心に照らせば、こうした集約手続きを
採用する場合、なされた判断の道徳的責任は、中央の位置に該当する個人に帰属されること
になる。そのため、道徳的責任の帰属の点では、これはレンネガードの主張する、個人への
道徳的責任の帰属を常に可能にする関数である。しかし、参加者の態度がこのような入力の
パターンに収まる保証はない。そのため、この集約関数が一般的に機能すると考えることは
難しいと思われる。 
そこで、(3)を緩和する方法を考える。例えば、一人の参加者を「独裁者（dictator）」と
任命し、その態度が常に集団の判断となることを取り決める。このような集約関数は、(1)

 
151 以下は、定理をめぐる主だった議論を取りあげる。詳細は次を参照(List and Pettit 2002)。 

 参加者 1 参加者 2 参加者 3 参加者 4 参加者 5 
p False False False False True 

if p then q True True True True False 
q True True False False False 
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普遍的ドメイン、(2)集合的合理性、(4)体系性を充たす(ibid. 52)。 
この集約関数が望ましいかどうかは、対象となる集団によって異なる。つまり、この関数
は、民主的な構造を志向する集団では魅力的ではないが、企業の取締役や組織の長など、個
人が独裁的な役割を果たす集団では有効かもしれない。前章であげたワンマン経営の企業
の例は、この集約関数を採用したものと考えることができる。この集約関数を用いてなされ
た判断は、単独の個人の判断に常に一致するのだから、集団の判断の道徳的責任もまた、当
該の個人に帰属されると考えることができる。しかし、この関数には次の問題がある。すな
わち、独裁者に当たる個人は、集団の判断において、集団の構成員に分散する情報を利用す
ることができない。そうした集団は、民主的な構造が持つ認識論的な利点を失うことになる
(ibid. 53)。 
そこで最後に、(4)体系性を緩和することを考える。これは、上で言及したように、前提重
視アプローチや結論重視アプローチがその例となる集約関数である。そうした集約関数は、
個人/集団の判断の依存関係のうち特定の関係を優先させる点で体系性を充たさない。しか
し、それゆえに(2)集団レベルの判断の合理性を保つ。具体的には、例えば前提重視アプロ
ーチは、個別の前提となる命題への判断の多数派意見から、最終判断を導くため、集団レベ
ルで一貫した判断をもたらすことができる。さらに、(1)参加者の態度の入力に特定の制限
を設けることがなく、(3)参加者の間に何らの重みづけも与えない。つまり、前提重視や結
論重視の集約関数は、(4)を充たさない代わりに、(1)(2)(3)を充たす。 
もちろん、すでに見たように、前提重視アプローチや結論重視アプローチは、そのいずれ
かを選択するかに応じて、参加者と集団の判断に乖離を生じさせる問題を抱える。しかし、
これに対して考えられる代替案は、ここまで見たように、(1)一般的に機能することが望め
ないように入力を制限したものか、(2)そもそも集団レベルの合理的判断を放棄したものか、
(3)特定の個人の判断を機械的に優先するものでしかない。 
このとき、(1)(2)の緩和を選択の余地がないものと考えるなら、残る選択肢は(3)と(4)であ
る。(3)独裁的な集約関数の使用は実際にあり得るものであり、道徳的責任の所在が明確に
なる利点もある。しかし、そのことをもって、(3)独裁的な集約関数こそが最も望ましいと
して、(4)前提重視や結論重視の集約関数を選択したことを問題とするのは、共同で、ある
いは組織的になされる活動の可能性を極端に狭くすることになるため、強すぎる制約と言
わざるを得ない。レンネガードの議論に照らして言い直せば、(4)前提重視アプローチや結
論重視アプローチを採用したことで、個人/集団の判断の乖離を生じさせるとしても、手続
の採用それ自体の道徳的責任を個人に問おうとする議論は、妥当なものとは言い難い。 
もちろん、判断の乖離を念頭に責任逃れを講じる場合のような、特殊な場面は別である152。
しかし、ある程度の大きさの集団を構成し、その構成員がなるべく民主的かつ現実的な仕方
で、集団の判断の合理性や一貫性を保たせながら集団を維持・存続させていくことを念頭に

 
152 組織の社会心理学では、前提重視アプローチと結果重視アプローチをもって、任意の選択肢
を結論に導く戦略として説明する(山口 2020: Ch.22)。 
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置くならば、そのために必要な最低限の条件を充たす集約関数に関して、それを選択した道
徳的責任を常に個人に問うべきとするのは、無理のある要求である153。 
しかし、ここまでの議論では、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかな
かった」と個人が言い得るような集団決定の場面で、個人が免責されるとまでは言えないだ
ろう。集約手続きの選定に関する議論で言えるのは、上述の通り、集団の意見集約のための
もっともらしい手続きの選定に関して、個人に常に道徳的責任を問うことは過大な要求と
いうことまでである。集団内の誰も望まないような決定が選択された場合の個人責任に関
して、引き続き検討する。 
 
2 集団の意見への反対と免責の評価 
前節で確認したのは、参加者全員が「我々としてそれを行う、しかし個人的には反対であ
る」のような実践的コミットメントを承認する集団の意思決定で、そのような帰結を招く集
約関数を選択したことに対して、個人の道徳的責任を問うことは難しいということである。 
リスト＆ペティットは、この議論を通じて企業の道徳的行為者性を正当化する。つまり、
問題の集約関数（具体的には前提重視アプローチと結果重視アプローチ）で、参加者の全て
が「我々としてそれを行う、しかし個人的には反対である」のような実践的コミットメント
を承認する場合、集団レベルでは合理性と一貫性が保たれた判断が維持され得る。このよう
な、参加者と独立に集団それ自体が合理性を示す場合に、集団はそれ自体で道徳的行為者と
して成立する(List and Pettit 2011: Ch.3)。 
推論主義の視点から言い直せば、この議論は、特定の集約関数を通じて承認された企業そ
れ自体の実践的コミットメントを、構成員の実践的コミットメントとして理解することが
できない場合に（全員が「我々としてそれを行うが、個人的には反対である」という実践的
コミットメントを承認する）、企業それ自体が道徳的行為者であることを主張するものであ
る。もちろん、推論主義に基づく本稿の議論は、リスト＆ペティットが言う集団レベルの合
理性のみならず、企業が規範的地位をめぐる言語実践に参加することを要請する。その点
で、リスト＆ペティットの議論は、企業の道徳的行為者性の正当化として不十分である。他
方、リスト＆ペティットが論じる合理的な集団を、推論主義的な言語実践への参加という条
件も充たすものとして補完的に考えることは可能である。すなわち、集約関数の入力・出力
の関係から、企業それ自体の実践的コミットメントが構成員のそれとして理解することが
できず、かつそのように出力される判断（実践的コミットメント）を企業が規範的地位をめ
ぐる実践で承認していると理解できるのであれば、道徳的行為者である企業それ自体が、そ
の判断の主体であると考えられる。 

 
153 しかしそれでも、ここでは集約手続きの選定に関する一般的な制約が論じられるのみであ
り、個々の事例では、なお特定の集約手続きを選択したことに関して、個人の道徳的責任を問
うべきと考えられる場合がある。そのように考えられるかもしれない。この点は、以下でチャ
レンジャー号事故を例に再度言及する。 
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そうであれば、企業の構成員の全てが「我々としてそれを行うが、個人的には反対である」
という実践的コミットメントを承認する場合、全ての個人は免責され、他方で企業それ自体
だけが道徳的責任の帰属先として認められる。そのように言うことができるのではないだ
ろうか。 
 
2.1 チャレンジャー号打ち上げの意思決定 
しかし、全ての構成員が「我々としてそれを行うが、個人的には反対である」という実践
的コミットメントを承認するとしても、経営幹部や担当部署の幹部、あるいは技術担当者な
ど、意思決定に関わる主要な構成員は、問題ある決定に反対を表明すべきではないだろう
か。前章の最後に見た二つ目の問題点は、この点に相当する。 
この点を、チャレンジャー号事故を例に検討する。以下では、サイアコル社の経営幹部 4
人による、打ち上げを支持する意思決定に焦点を当てる。他方で本稿では、打ち上げを支持
する最終的な意思決定は経営幹部 4 人によってなされたと考えるが、それを通じてなされ
た NASA への勧告は、技術者のボジョリーも含むサイアコル社全体としてなされたものと
考える（つまり、4人の経営幹部、ボジョリー、さらに他の構成員を含むサイアコル社とし
てなされた共同行為と考える）154。その上で、NASAへの勧告に関するサイアコル社の道徳
的責任に関して、経営幹部は「個人的には反対だった」のような仕方で免責を主張すること
ができるのかを検討する。4人の経営幹部（さらにボジョリーのような構成員）が全て免責
されるのであれば、打ち上げを支持するサイアコル社の勧告の道徳的責任は、サイアコル社
それ自体に帰属されるものと考えられる。反対に、4人の経営幹部のような、最終的な意思
決定を行った行為者が免責されないのであれば、サイアコル社の勧告の道徳的責任は、まず
意思決定を行った個人に帰属されるべきだろう。本稿は、4人の経営幹部は免責されないと
主張する。これを通じて、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」
と企業内の個人が言い得るような企業活動において、個人の免責条件をどのように考える
か、本稿としての見解を示す。 
 
サイアコル社のコメント 
まず、問題となる経営幹部 4 人の意思決定が、推論的ジレンマを形成することを確認す
る。モートン・サイアコル社が NASA に打ち上げ決定を伝えた際に付されたコメントは次
の内容であった(Boisjoly et al. 1989:222 [243-44])155。 
 
証拠物件Ⅰ SRM-25（51-L）の打ち上げと気温の関係に関するモートン・サイアコル社
の評価（SRMは Solid Rocket Motor、固体燃料ロケットエンジンのこと）。 
(1) SRM-25 の Oリングは、SRM-15 の Oリングよりも 20度は冷たいという計算結果が

 
154 NASAへの勧告をボジョリーも含むものとして考えることについては、脚注 139も参照。 
155 以下の議論に合わせて項目に一連番号を付してある。 
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出ている。 
(2) 気温は第一Oリング部でのガス噴出を予測する上で決定的な要素ではない。 
技術的評価は次の通り。 
(3) O リングは冷たくなるほど固くなる。 
(4) O リングは固くなるほど安定するのに時間がかかる。 
(5) 第一結合部が安定する前に、多量のガスが第一Oリングを通過するだろう（SRM-15
からの予測）。 
(6) 密閉部破損の限界値として証明された値は、SRM-15 の破損時間 0.038 秒の 3倍。 
(7) 第一Oリングが安定していなくても、第二Oリングは安定しているだろう。 
(8) 金属部分が回転し始める前に、第二接合部に圧力がかかり始めるだろう。 
(9) O リングの圧力漏出防止器は、第二接合部を船外の方向に動かして、密閉するまでの
時間を最短にする。 
・モートン・サイアコル社は、1986 年 
1 月 26日に宇宙飛行システム 51-L の打ち上げを行うことを勧告する。 
・SRM-25 と SRM-15 とに大きな相違はないと思われる。 
 
NASAのマーシャル宇宙飛行センターの管理職員は、サイアコル社のこの決定を受けて、
さらに上の階層に、問題は解決し、モートン・サイアコル社が打ち上げに同意したと報告し
た。翌日、スペースシャトル・チャレンジャー号は、打ち上げられ、その 72秒後に爆発し
た。 
 
推論的ジレンマとしてのサイアコル社の決定 
この事例で、経営幹部 4 人によってなされた打ち上げに同意する最終決定と上記のコメ
ントは、推論的ジレンマを形成する。ボジョリー＆フォスター＆メリカンによれば、上記の
コメントのうち、打ち上げを支持するものは(6)、中立的なものは(9)だけであるのに対し、
(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)は打ち上げに否定的である(ibid. 222 [244])。しかし、ボジョリー＆フォ
スター＆メリカンによって打ち上げに否定的と整理されたもののうち、(2)(7)は打ち上げを
少なくとも否定しないように見える。まず、(2)気温は第一Oリング部でのガス噴出を予測
する上で決定的な要素ではないというコメントからは、気温は打ち上げを否定する要素と
して重視されないのであり、打ち上げが否定されることはないと考えられる。次に、(7)第
一Oリングが安定していなくても第二Oリングは安定するというコメントからは、ボジョ
リーらの懸念の通り第一Oリングに問題が生じても、第二Oリングで耐えられるのであり、
打ち上げは否定されないと考えられる。(2)(7)は少なくとも打ち上げを否定しないため、こ
れを打ち上げを支持するものとして改めて整理すると、打ち上げを支持するものが(2)(6)(7)、
否定するものが(1)(3)(4)(5)(8)、中立が(9)となる。 
会議は議論を通じた合議制であり、特定の集約手続きを明示的に採用したものではない。
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また、個々のコメントに関する経営幹部 4 人の評価も定かではない。しかし、個々のコメ
ントの記述を 4 人が真であると判断し、さらに上述のようにそれが打ち上げを支持するも
のか、否定するものか、中立なものかであることを 4人が理解していたと仮定すれば、個々
のコメントによる打ち上げの評価（前提の評価）と、最終的な打ち上げの評価（結果の評価）
を、次のように示すことができる（Yes は打ち上げの支持、No は打ち上げの否定を示す）
156。 
 
表 4 

 
この事例では、前提（個別のコメント）に対する評価の多数派は打ち上げに関してNoで
あるのに対し、打ち上げに関する最終的な評価の多数派は Yes となっており、推論的ジレ
ンマが形成される。しかし、4人の経営幹部の意思決定は、打ち上げを否定する前提重視の
意見集約ではなく、打ち上げを支持する結果重視の意見集約を採用するものである。そうで
あれば、前節で企業活動において特定の意見集約手続きを採用したことの道徳的責任を個
人に問うことは無理があると述べたにもかかわらず、この事例では、サイアコル社の経営幹

 
156 ここでは、このように個別のコメントが打ち上げを支持するものか否かを解釈した上で、個
別のコメントに対する 4人の態度を打ち上げを支持するものか否かとして整理した。しかし、
リスト＆ペティットの議論を用いる場合、このような整理にはならないと批判があるかもしれ
ない。リスト＆ペティットの議論を用いて個別のコメントに関する経営陣の態度を整理する場
合、各人の態度は判断か選好のいずれかとなる（脚注 146を参照）。その場合、例えば各人の
態度を判断として整理するならば、九つのコメント全てに関して、4人はコメントに記載され
た命題を真と判断したものとして整理されるだけで、特段のジレンマは形成されないように思
われる。しかし、ボジョリー＆フォスター＆メリカンのように、コメントを打ち上げを支持す
るものか否かの点から解釈し、打ち上げを支持する最終的な意思決定との不整合を指摘するこ
とは先行研究で行われている。そのため、本稿でもその議論を踏襲し、4人がコメントに記載
された命題を真と判断していることだけでなく、その命題が打ち上げを支持するか否かを解釈
した上で、4人の経営陣の態度を整理することとした。これにより、以下のようにこの意思決
定の論点を明示的にできると考えられる。 

 参加者 1 参加者 2 参加者 3 参加者 4 多数派 
コメント(1) No No No No No 
コメント(2) Yes Yes  Yes  Yes  Yes  
コメント(3) No No No No No 
コメント(4) No No No No No 
コメント(5) No No No No No 
コメント(6) Yes Yes Yes Yes Yes 
コメント(7) Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  
コメント(8) No No No No No 
コメント(9) - - - - - 
打ち上げ Yes Yes Yes Yes Yes 
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部が結果重視の意見集約を行ったことに、なお問題を指摘することが可能に見える。あくま
で後付けの問題提起になるが、結果から言うならば、前提重視でなく結果重視に相当する意
見集約を行ったことで、サイアコル社の経営幹部は、人命の安全と会社の経営の双方に関し
て、両者とも達成することに失敗した。前提重視の意見集約でそれを回避できたのであれ
ば、なされた決定を不合理なものと見ることができる。 
しかし、より本質的な問題は、サイアコル社の経営視点に照らす場合、打ち上げを支持す

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

る結果
、、、

重視
、、
の意見集約を行うことが、集団レベルでなお合理的であった点である
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。事故を調
査したロジャース委員会はその結論で、「サイアコル社の幹部が社内の技術者の意見を無視
して立場を覆し、51Lの打ち上げに同意したのは、マーシャル（宇宙飛行センターの管理職
員たち）に強く迫られてのことであり、大口顧客の要望に答えるためだった」(The 
Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident n.d.:5)と指摘する。
また、ボジョリーは事故の 20 年後に、「あの社内会議は、いうなれば、重要顧客の脅しに
屈して非倫理的な意志決定がなされた場だった」(Chernov and Sornette 2016:48)と述べ
た。他に、チェルノフとソネットによれば、当時のサイアコル社は、米国の会計検査院から
次のような指摘を受けている。「NASAと空軍による下請けの予算の大半を割り当てられて
おり…今後も防衛産業を支える主要な経済主体であり続ける」（ibid. 50）157。 
このように見ると、サイアコル社の集団レベルでは、打ち上げを支持する経営上の合理性
が依然として保たれている。そうであれば、4人の経営幹部の意思決定において、個人レベ
ルの判断と集団レベルのそれがなお乖離しており、サイアコル社という企業それ自体の合
理性が、経営幹部の判断から独立に成立すると言えるのではないだろうか。 
では、このように打ち上げを支持するサイアコル社の勧告が企業レベルで一定の合理性
を示し、かつサイアコル社が規範的地位をめぐる言語実践の参加者と言える場合（おそらく
言い得るだろうし、ここではそのように仮定しよう）、その道徳的責任は、道徳的行為者と
してのサイアコル社それ自体に帰属させられるべきだろうか。さらに、本章の関心に照らし
て言えば、こうした場面で全ての企業構成員は免責されるべきだろうか。 
 
2.2 個人責任をぐって 
個人責任を認める議論 
以下、この事例で個人への道徳的責任の帰属を認める議論と、否定する議論を確認する。
まず、個人の道徳的責任の帰属を認める議論である。ボジョリー＆フォスター＆メリカン
(Boisjoly et al. 1989)は、問題が個人責任ではなく組織構造だと捉えられる点に警鐘を鳴ら
す。ボジョリー＆フォスター＆メリカンは言う。 

 
157 事故後にサイアコル社は、事故に対する罪と法的責任を認め、乗組員の遺族に示談金を支払
っている。チェルノフとソネットは、これによりサイアコル社が、NASAが矢面に立たされる
のを防ぎ、NASAと空軍から何十年もの新契約を勝ち取ったと指摘する(Chernov and 
Sornette 2016:50)。 
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巨大な組織の中で各人が自分は取り替えのきく小さな歯車だと考えていて、他人から
もそう見なされており、更にほとんどすべての人がそのような巨大組織の中で個人は
無力だと信じていることは、現代の最大の問題の一つである（ibid. 227 [253]）。 
 
このような状況では、道徳的責任の所在が拡散することで、責任ある個人がもはや存在し
なくなる。ボジョリー＆フォスター＆メリカンは、個人が自身の役割責任を果たそうとする
場合、ロジャー・ボジョリーのように道徳的英雄として一歩を踏み出さなければならなくな
ることを認めながらも、個人に優先的に道徳的責任を帰属させることが必要だと主張する。
ロジャース委員会の報告書が指摘するように、打ち上げの意思決定過程に欠陥があり、サイ
アコル社の技術者たちの異議が NASA の上層部に正しく伝わっていなかったとしても、技
術者たちが所属するレベルでは、その反対は意思決定過程に強い影響を与えていたはずで
ある。つまり、「これら［経営幹部］4 人の人間がノーと言いさえすれば、翌日のチャレン
ジャー号打ち上げは実行されなかった」(ibid. 227-8 [254])と考えられる。したがって、最
終決定を下したサイアコル社の経営幹部 4 人には、打ち上げに対する道徳的責任が帰属さ
れる。 
ワーヘイン(Werhane 1991)もまた、ボジョリー＆フォスター＆メリカンの議論を支持し、
経営幹部 4人は打ち上げに対する道徳的責任があると主張する。ワーヘインによれば、我々
は「形而上学的映画（metaphysical movie）」と呼ばれるそれぞれの視点からの世界を見て
おり、技術者と経営者のそれは異なる。それぞれの視点に捕らわれると、（チャレンジャー
号事故で言えば人命の安全のような）より広い視点から世界を見ることができなくなる。こ
れを回避するためには、想像力を働かせ、自身の決定が、同業者や、自分が代表する業界の
人々に向けて、公の場で誇りを持って弁護できるようなものかどうかをテストする必要が
ある。このテストを経ることで、自身の意思決定と結果について異なる視点を得ることがで
きる。ワーヘインは、特に最終決定を行った一人である技術者のボブ・ランドに関して、技
術者の視点から各人の見る世界をまとめることができたはずなのに、それを行わなかった
点で、個人的な道徳的責任があると述べる。 
 
個人責任を否定する議論 
これに対し、サンダース(Sanders 1993)は、過度の個人責任の追求に警鐘を鳴らす。個人
責任を追求することは、しばしば再発防止と連続的に考えられがちであるが、両者を混同す
ると、問題ある制度の特徴を探求することが、最終的に道徳的責任を帰属される個人の探求
に圧倒されることになる。サンダースは、ワーヘインの議論を正しいと認めつつ、重要なこ
とは、ワーヘインが言うような異なる視点を考える際に、当事者の置かれた状況を詳細に理
解することだと述べる。もし、問題の意志決定や行為の場面で、行為者が組織的なプレッシ
ャーやストレスに晒されるなら、望ましい解決策は、そうしたプレッシャーやストレスを和
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らげることである。サンダースは言う。「ある特定の立場にある者が、その問題となってい
る特定の立場で客観的に得られるストレスや圧力を受けて、Oリングのように『故障』した
可能性を過小評価してしまうと、重大な誤りを犯すことになる。最良の解決策は、明らかに
これらの特徴的なストレスとプレッシャーを和らげる方向にあるだろう」（ibid. 81）。 
他方でサンダースは、個人への道徳的責任の帰属を否定するわけではない。サンダースは、
個人に道徳的責任が帰属される条件を次のように示す。 
 
彼の立場で責任ある仕方で行為する誰もが同じことをしたであろうと思われない場合
にのみ、不正行為をした人の罪を認定することがもっともらしい。つまり、悩んだ末に
正しい判断をしようと努力し、現実的に入手可能な情報を故意に無視しなかった人が
下した判断によって災害が発生した場合、その人は罪に問われるべきではない（ibid.）。 
 
サンダースは、サイアコル社の経営幹部に関する具体的な評価を提示しない。他方で、上
記のワーヘインの議論に対して、次のように言う。「しかし、彼らがもっと一般的に物事を
考えなかったと確信できるだろうか？そして、もしそうだとしたら、彼らは違った行動をと
ったであろうことが本当に明白だろうか？あるいは、違った行動をとるべきだったとさえ
言えるだろうか？」（ibid.）。サンダースの議論の趣旨は、上述の通り、この点を考える際に、
当事者の置かれたプレッシャーやストレスを理解し、再び同様の事例が起きることのない
よう、それらを緩和すべきとするものである158。 
 
免責条件の整理 
本稿としての個人責任の免責条件を提示するため、まずサンダースの条件を推論主義の
視点から整理する。まず、推論主義から見る場合、サンダースの条件は、次の場合に、サイ
アコル社の経営幹部が免責されると主張するものである。すなわち、サイアコル社の経営幹
部と同様の状況に置かれる行為者がいずれも、O リングの危険性評価に関する信念的コミ
ットメントを引き受け、そこから打ち上げを支持する「我々」としての実践的コミットメン
トを推論する場合である。実際、サイアコル社の経営幹部 4 人は、ボジョリーの警告を受
けてなお打ち上げを支持したのであり、この推論を行ったものと考えられる。同様の状況に
置かれた他の行為者が、いずれもこの推論を支持するなら、サイアコル社の経営幹部は免責
される。 
例えば、技術倫理学者のウィトベックは、マネジメント研究でチャレンジャー号事故を扱
うと、参加者はしばしばサイアコル社の経営幹部と同様の判断をすると述べる(Whitbeck 

 
158 エラーを犯した当事者に非難を向けるかどうかの基準として、リーズンが提案する「置換テ
スト」がある。それは、エラーを犯した当事者を、「同じ産業分野で同等の資格と経験を持つ
他の人間に置き換えて、当事者の行動の当否を検討する方法」(芳賀 2020:189)である。この
基準で他の行為者も同じ行為をする可能性があるなら、当事者は非難されるべきではないとさ
れる。 
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1998:145)。もちろん、それは全ての行為者がいずれも問題の推論を行うことを含意しない。
反対に、同様の状況に置かれた行為者が、問題の推論を行わないことを、理論的にも実践的
にも説明することが可能かもしれない(Card 2005:399)。しかし、ここで重要な点は、サン
ダースの条件に従う限り、問題の推論が一定程度の確かさで行われると言えるなら、サイア
コル社の経営幹部は免責される点である。ここでは、そのように仮定しよう。 
次に、ギルバートの共同コミットメントを検討した本稿の議論に照らすなら、チャンジャ
ー号打ち上げを支持する「我々」としての実践的コミットメントを承認した行為者は、さら
に、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」と推論することが可
能である（第 7章 4.3 節）。「我々」としての実践的コミットメントは、元の内容と両立不可
能な内容を持つ「私」としての実践的コミットメントを、両立可能なものとして許容する。
この「私」としての実践的コミットメントは、原理的には「我々」としての実践的コミット
メントを承認する全ての個人が承認し得るものである。 
しかし、サイアコル社の経営幹部が「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるし
かなかった」と主張する場合と、打ち上げの見直しを主張したボジョリーが同様の主張を行
う場合では、次の違いがある。すなわち、経営幹部に「個人的にはやりたくなかったが、組
織としてやるしかなかった」と主張するエンタイトルメントが帰属されるとは言い難いの
に対し、ボジョリーには同様の主張のエンタイトルメントが帰属される。 
ボジョリーは、打ち上げに対する反対を続けることで、「個人的にはやりたくなかったが、
組織としてやるしかなかった」と正当に主張するためのエンタイトルメントを、実践の参加
者やこの事例を知る我々から帰属される。実際、この事例でボジョリーが引き合いに出され
るのは、我々がボジョリーに「個人的に反対だった」と主張するためのエンタイトルメント
があることを認めるからだろう。このことから、ボジョリーは技術者としての役割責任に基
づいて行為したと言えるのであり、さらに「私は道徳規範に違反していない」と主張するこ
とも可能だと思われる。 
他方、サイアコル社の経営幹部 4人に、ボジョリーと同様の仕方で、「個人的にはやりた
くなかったが、組織としてやるしかなかった」と主張するエンタイトルメントが帰属される
とは考えにくい。確かに、4人の経営幹部も、NASAとの関係を考慮して望まぬ非倫理的な
決定を強いられたかもしれない。その点で、4人もまた、「個人的にはやりたくなかったが、
組織としてやるしかなかった」と主張することは可能だろう。「我々」の語が機能を果たす
のは、正にそのような場面である。しかし同時に、4人は経営幹部として、問題の意思決定
に反対を表明するエンタイトルメントを有していたし、さらにそのための情報もボジョリ
ーから提示されていた。それらを行使して打ち上げに反対しなかった点で、4人の経営幹部
は、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」と主張するためのエ
ンタイトルメントを、ボジョリーのように帰属されるとは考えにくい。まとめれば、ボジョ
リーと経営幹部のいずれも、打ち上げの判断から「個人的にはやりたくなかったが、組織と
してやるしかなかった」と主張することが可能であるが、その主張を行うためのエンタイト
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ルメントに関しては、ボジョリーがそれを帰属される一方、経営幹部にはされない点で、一
見同様に見える両者の主張には大きな違いがある。 
この点、サンダースの議論は、経営幹部 4人に「個人的にはやりたくなかったが、組織と
してやるしかなかった」と主張するエンタイトルメントが帰属されなかったとしても、4人
が免責され得ることを主張するものである。つまり、サンダースの議論は、ボジョリーと経
営幹部 4 人の間にある、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」
と主張するためのエンタイトルメントの違いを考慮しない。 
ここでさらに、ワーヘインが主張する、経営幹部は打ち上げを中止すべきだったとする主
張を、打ち上げに反対するだけでなく、それを成功させるべきだとする主張とみなすなら、
個人が免責される条件として、次の三つを提示することができる159。 
 
(1) 行為者は、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」と主張
するためのエンタイトルメントを帰属されなくとも、同様の状況に置かれた行為者がいず
れも同じ仕方で推論するのであれば免責される。 
(2) 行為者は、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」と主張
するためのエンタイトルメントが帰属される場合に免責される。 
(3) 行為者は、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」と主張
するためのエンタイトルメントを帰属され、かつ問題となる意思決定や行為を撤回させる
ことに成功した場合に免責される。 
 
(1)の条件では、ボジョリーだけでなく、サイアコル社の経営幹部 4人も免責される。(2)
の条件では、ボジョリーは免責されるが、経営幹部 4 人は免責されない。(3)の条件では、
ボジョリー、経営幹部 4人のいずれも免責されない。 
本稿が個人の免責条件として主張するのは(2)である。すなわち、問題ある実践的コミッ
トメントに関与した個人は、「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかっ
た」と主張するためのエンタイトルメントを帰属される場合、つまり我々としての実践的コ
ミットメントに対して明示的な反対の態度を表明した場合に、免責される。 
 
2.3 明示的な反対の表明 
個人の免責条件をめぐる議論は、翻って、行為者が従うべき規範をめぐる議論である。行
為者は規範に違反することで、対応する責任を帰属される。道徳的責任の場合、道徳規範
（別の言い方をすれば道徳的な役割責任の履行）に違反することで、行為者は道徳的責任を

 
159 問題ある活動を防ぐことに成功する責任が経営者にあるとする議論に、ビショップ(Bishop 
1991)のプロフェッショナルとしての責任（professional responsibility）の議論がある。ビシ
ョップによれば、企業の経営者は、自社の活動で他人への危害を防ぐことができる場合、その
ように行為する道徳的な役割責任を負うが、さらに、その役割責任を果たすことに成功するプ
ロフェッショナルとしての責任も負う (ibid. 382)。 
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帰属される。そうでないなら、行為者に道徳的責任は帰属されない（つまり、行為者は免責
される）。 
この点、条件(2)を支持する本稿の主張は、行為者に次の仕方で行為することを要請する
ものである。すなわち、行為者は自身が関与する企業活動の実践的コミットメント（我々と
しての実践的コミットメント）に問題がある場合、それに対する明示的な反対の態度を示す
べきである。この点から条件(2)を見れば、条件(2)は、明示的な反対の態度を表明すべきと
いう要請に従って行為した行為者に関して、「個人的にはやりたくなかったが、組織として
やるしかなかった」と主張するためのエンタイトルメントが帰属されることをもって、問題
ある企業活動に関与した道徳的責任が免除されると述べるものと言える。チャレンジャー
号の打ち上げに反対したボジョリーが、その例となる。 
 
条件(2)を擁護する 
推論主義はそもそも、エンタイトルメントの帰属された発話や行為だけが行われるべき
と主張する議論ではない。この点から言えば、条件(2)を支持する本稿の主張は、推論関係
に照らした実践的コミットメントの分析だけから導出されるものではない。ここでの本稿
の主張は、企業活動に関して「あるべき」論の意味で規範的なものである（つまり、以下の
議論は、企業活動の「あるべき」論を論じない本稿の議論の例外である）。それは、企業が
道徳的行為者として認められるような現行の実践（第 5・6章）の中で、我々が我々自身を
どのような行為者として考えるべきかを主張する。別の言い方をすれば、本稿は個人の免責
条件として(2)を提案することで、問題ある企業活動に関与する個人を、当該の活動に明示
的に反対し得る行為者として考えることを提案する。条件(1)との比較から説明する。その
議論は、同時に本稿が条件(1)を否定する理由の提示にもなる。その後に条件(3)を否定する
理由も提示する。 
 
条件(1)の否定 
サンダースの条件(1)は、企業活動に関与する個人に関して、同様の状況に置かれた行為
者が同様の判断、行為を行うと考えられるのであれば、行為者に問題への明示的な反対の表
明を求めない。この点で条件(1)は、問題ある企業活動に関与する個人を、当該の活動をた
だ遂行するだけの歯車のような存在として考えることを提案するものと言える。この提案
は、上で引用したボジョリー＆フォスター＆メリカンの「巨大な組織の中で各人が自分は取
り替えのきく小さな歯車だと考えていて、他人からもそう見なされており、更にほとんどす
べての人がそのような巨大組織の中で個人は無力だと信じていることは、現代の最大の問
題の一つである」という言葉を思い出させる(Boisjoly et al. 1989: 227 [253])。 
さらに、企業活動に関与する個人をこのように考えることは、ボジョリー＆フォスター＆
メリカンが危惧する通り、企業それ自体の道徳的責任の成立と表裏一体の関係にある。すな
わち、本稿の議論が正しく、かつサンダースの条件(1)を採用するならば、チャレンジャー
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号事故で、正に企業活動に関与した個人が全て免責され、企業それ自体が道徳的行為者とし
て道徳的責任を帰属されることになる。 
大まかに確認すると、次のようになる。まず、個人責任に関して、条件(1)がサイアコル社
の経営幹部 4 人を免責することは確認した通りである。次に、企業それ自体の道徳的責任
に関して、サイアコル社の構成員が承認する、チャレンジャー号打ち上げの「我々」として
の実践的コミットメントは、サイアコル社それ自体が承認する実践的コミットメントとし
てしか理解することができない。サイアコル社の構成員は、「我々」としての実践的コミッ
トメントから「個人的にはやりたくなかったが、組織としてやるしかなかった」と（エンタ
イトルメントなしに）主張し得るが、サイアコル社それ自体において、そうした主張は両立
不可能なものであり、行うことができない。そのため、サイアコル社が承認する実践的コミ
ットメントは、構成員が承認する「我々」としての実践的コミットメントとして理解するこ
とができない。サイアコル社それ自体の実践的コミットメントは、サイアコル社それ自体の
ものと考えられる。その上で、サイアコル社は、NASAへの対応をはじめとする（道徳規範
を含む）規範的な言語実践で、規範的地位をめぐるやり取りの参加者であり（そのように仮
定した）、それゆえそれ自体で道徳的行為者として認められる。チャレンジャー号打ち上げ
を支持する NASA への勧告の道徳的責任は、企業内の誰にも帰属させることができないも
のであり、サイアコル社それ自体に帰属される。 
このように、条件(1)を支持することの帰結は、サイアコル社それ自体に完全な道徳的責
任を帰属させるものとなる。この帰結は、サンダース自身が意図したものではないかもしれ
ない。しかしその議論は、推論主義を用いた本稿の分析と組み合わせられることで、個人責
任の免責を進める裏側で、企業それ自体への道徳的責任の帰属を支持するものとなる。 
これは正に、本稿の冒頭で引いたミッチェルが指摘した事態に見える。 
 
企業の取締役、経営者、社員が、うわべは自由主義の理念による自然人と同じように見
えても、現実には違うという点に、企業の限界がある。すなわち、彼らが企業を動かし
ているのではなく、企業が彼らを動かしているのだ（Mitchell 2001: 44 [51]）。 

 
サンダースの条件(1)は（推論主義と組み合わせられることで）、ミッチェルが言うような
仕方で、企業活動に関与する個人を理解することを提案する。企業の構成員は、「普通の人
間とは別の存在、つまり企業の取締役、経営者、社員」であり、「自己決定の能力を奪い取
る人工的な企業世界で働く」（ibid. 45 [52]）存在である。その一方で、企業それ自体が、
企業の構成員を動かし、その活動で生じた道徳的責任は、企業それ自体に帰属される。企業
内の個人に道徳的責任は帰属されない。 
本稿が主張する条件(2)は、たとえ我々の現行の実践で企業が道徳的行為者として認めら
れるとしてさえ、個人をこのような仕方で理解することを拒否するものである。条件(2)は、
問題ある企業活動の実践的コミットメント（我々としての実践的コミットメント）に関し
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て、企業の構成員に明示的な反対の態度の表明を要請する。我々は企業活動に関与する個人
を、そのような行為が可能な存在として考えるべきである。 
「べき」は「できる」を含意するという反論には、次のように応じたい。たとえ条件(2)
が、ボジョリーのような道徳的英雄の存在を要請することと同値だとしても、実際にボジョ
リーのような行為者は存在したのであり、その点で我々はそのように行為することが「でき
る」。企業の道徳的行為者性の正当化の議論で引いた、ブランダムの言葉をここでも引用す
る。 
 
我々が何であるかは、発見される分だけ作られ、決定される。部分的に、我々がそうあ
るところの種類の物事は、我々が我々自身を何と扱うかに依存する。我々が発展させ自
身が何であるかを作る一つの特徴的な方法は、我々が何かを表現すること、説明するこ
と、そしてそれに関する我々の理解を明確にすることによる（Brandom 1994:3）。 

 
この言葉に従うならば、企業活動に関与する個人を我々がどのように扱うかうかもまた、
我々自身が何であるかを作り出すことに（部分的にかもしれないが）寄与するものとなる。
条件(1)が、企業の歯車として我々自身を理解するよう提案するものだとすれば、本稿は条
件(2)でそれを拒否する。仮にその行為が道徳的英雄と呼ばれ得る困難なものだとしても、
それを実現することを企業内の個人に要請することで、本稿は問題ある企業活動に関与す
る個人を、当該の活動に明示的に反対し得る行為者として理解するよう提案する。議論を振
り返れば、この提案は、企業活動に関与する個人に、「個人的には反対だったが、組織とし
てやるしかなかった」と主張するための、エンタイトルメントを帰属される仕方で行為せよ
と要請するものであった。この要請を実行しなかった行為者であっても、なお「個人的には
反対だったが、組織としてやるしかなかった」と主張し得る。しかし、それを主張するエン
タイトルメントを帰属されることはない。そのような個人は、求められる行為を行わなかっ
たことを理由として、道徳的責任を帰属される。この条件から見る場合、チャレンジャ―号
事故の道徳的責任は次のように整理される。すなわち、NASA への打ち上げの勧告に関し
て、ボジョリーには道徳的責任が帰属されない。これに対して、サイアコル社の経営幹部 4
人には、道徳的責任が帰属される。これら個人の道徳的責任と、サイアコル社それ自体の道
徳的責任との関係は、条件(3)に反論した後に示す。 
 
条件(3)の否定 
最後に、条件(3)を拒否する理由を述べる。本稿は、問題ある企業活動に関与する個人に、
当該の活動に対する明示的な反対の態度の表明を要請するが、それが首尾よく成功するこ
と、つまり問題ある企業活動の中止が実際に実現されることまでは要請しない。それは、問
題ある企業活動を中止することが、それ自体で新たな共同行為だからである。ギルバートあ
るいはブラットマンの議論のいずれから考えても、共同行為は単独の個人の実践的コミッ
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トメントの表明だけで成立するものではない。共同行為が共同行為である所以は、それが他
の行為者の関与を必然的に前提することにある。この点から見れば、問題ある企業活動を中
止させる新たな共同行為の成立は、私的に反対の態度を表明することに留まらない要請を
行為者に課す。実際、サイアコル社の経営幹部の誰か一人が、ボジョリーに加えて反対の態
度を表明するとしても、なおそれが打ち上げを中止させる共同行為に繋がるかは不明であ
る。確かに、そのようなより高い水準を、問題ある企業活動に関与する個人に要請すること
は理論的に可能であるし、実践的にも可能かもしれない。しかし、中止の失敗をもって帰属
されるような道徳的責任を提案することは、ここまで前提してきた、行為の意図を基礎とす
る道徳的責任の理解を全面的に改定することを意味する。その議論は、言うなれば道徳的な
厳格責任（無過失責任）とも言える、ここまでの議論の前提と矛盾するような責任概念を要
請すると思われる。もし、そのような道徳的責任の理解を主張するなら、それを用いた実践
がどのようになるかを明示すべきだろう。その作業は、本稿の範囲に含まれない。その代わ
りに、本稿が支持する条件(2)が、企業それ自体と個人の道徳的責任の関係を、どのように
考えるかを示す。 
 
企業責任と個人責任 
条件(2)を採用する場合、チャレンジャー号事故で免責されるのは、打ち上げに対する明
示的な反対の態度を表明したボジョリーである。他方で、経営幹部 4 人は反対の態度を表
明しなかった点で、それを要請する規範に違反したのであり、道徳的責任を帰属される。こ
の場合、企業それ自体の道徳的責任との関係をどのように考えるか。個人責任と企業責任の
分配に関しては、ディジョージの次の類型が知られている(De George 1989: Ch.5)。 
 
(1) 企業のメンバー全員に対して、全面的に責任を負担させる160。 
(2) 企業のメンバーの全員、あるいはその決定や行為に関わったメンバーに対して、部分
的な責任を負担させる。この場合、各人が果たした役割の大きさに応じて、負担する責任の
範囲が決められる。 
(3) 企業に完全な責任を認めながら、その負担を個人に負担させる。 
(4) 企業に完全に責任を負担させるとともに、個人にも部分的な責任を負担させる。 
(5) 企業そのものに全面的な責任を負担させる。 
 
チャレンジャー号事故に係るサイアコル社の道徳的責任に関して、本稿の見解は(4)を修
正したものである161。サイアコル社は、サイアコル社の構成員が承認する我々としての実践

 
160 例として、共同謀議に関わった者全員が、謀議に関係して行ったいずれの行為についても、
全面的に責任を負担する場合があげられる。ビジネスに関しては、取締役会が解雇される社員
に配慮することなく工場の閉鎖を決定し、それが不道徳的である場合、取締役会全員が責任を
負担する場合があげられる。 
161 本稿の議論で言えば、福知山線事故は(5)に相当する。 
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的コミットメントとしては理解することができない企業それ自体としての実践的コミット
メントに関して、すなわち問題ある打ち上げを支持する実践的コミットメントに関して、道
徳的責任を帰属される（ここでは引き続きサイアコル社が道徳的行為者性の条件を充たす
と仮定する）。しかし他方で、サイアコル社に帰属される道徳的責任は、問題ある打ち上げ
を支持した道徳的責任の全体に、完全に一致するものではない。この点で、本稿の見解は、
ディジョージの(4)とは異なる。 
問題ある打ち上げの道徳的責任の一部は、問題ある打ち上げに対して私的な反対の態度
を表明しなかったことをもって、経営幹部 4 人に帰属される。他に、問題の打ち上げに反
対し得る状況にあってそうしなかった構成員がいる場合、その構成員にも部分的な道徳的
責任が帰属される。その他、問題を知らなかったサイアコル社の構成員は、サイアコル社の
一員であることを通じて、打ち上げを支持する我々としての実践的コミットメントを承認
するが、反対のしようがないことから、免責される。その場合、問題を知らなかった構成員
は、「組織としてそれをやったが（組織の一員であるという仕方で打ち上げに関わったが）、
個人的には知らなかった」のように主張を行うエンタイトルメントを帰属されるだろう162。
このように、ディジョージの条件(4)を修正した本稿の見解は、問題ある打ち上げの道徳的
責任の主たる部分をサイアコル社それ自体に帰属させるが、問題を知りながらそれに反対
しなかった個人に関して、残りの部分的な道徳的責任を帰属させる。 
この見解は、サイアコル社それ自体に帰属される道徳的責任を、その構成員に転嫁させる
ものではない。第２章で確認したように、有責性は転嫁不可能である（第２章 3.3 節）。こ
の見解は、企業事故や不祥事の道徳的責任に関して、言わばその総体のようなものを仮定
し、それを問題への関与の仕方に応じて、企業と個人に分配することを提案するものである
163。したがって、問題ある企業活動に関して、構成員の行為に問題があると言えるなら、そ
の部分に関して道徳的責任は当該の構成員に帰属されるため、企業それ自体に帰属される
道徳的責任は、その分だけ減ぜられることになる。 
このような道徳的責任の分配と、そこから生じる負担責任の関係にも言及しておく。第２
章で確認したように、道徳的責任の中核となる有責性と、行為者に何らかの不利益・負担を
負わせる負担責任は概念的に別のものである。したがって、仮に明示的な反対の表明をしな
かったことをもって、サイアコル社の経営幹部 4 人に道徳的責任が帰属されるとしても、
そこから 4 人に対する処分（負担責任）が論理的に必然的なものとして帰結するわけでは
ない。こうした事例でどのような処分を課すかを問う場合にこそ、サンダースが言うよう

 
162 このような仕方で、問題を知らない構成員が我々としての実践的コミットメントを承認し得
ることは、ギルバートの選言規準が許容するものと考えられる。 
163 瀧川は、責任に関してこのような考え方をする議論を負担責任論と呼ぶ。「この解釈によれ
ば、「責任」とは負われるべきもの、引き受けられるべきものであり、その意味で責任とは何
らかの実体である。そのような実体化された責任を誰に帰属させるか、誰にどれだけ分配する
かを決定することが中心的課題となる」(瀧川 2003:113)。 
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な、当事者が置かれたプレッシャーやストレスを考慮する余地があるだろう164。 
他方で、企業それ自体に道徳的責任が帰属されることで、企業の構成員は、それに応じた
負担責任を各自の役割責任として、役職に照らす仕方で帰属される（第 2章 3.4 節）。これ
もまた、有責性と負担責任が概念的に別のものであることの帰結である。この点を混同し、
例えば窓口で対応する企業の構成員個人に対して、問題ある企業活動への非難を向けるこ
とは間違いである。たとえ謝罪や反省の言葉が、窓口の従業員からなされたとしてもそうで
ある。企業それ自体に道徳的責任が帰属される場合、問題ある企業活動への非難は、企業そ
れ自体に向けたものでなくてはならない。その場合、当該の非難を通じて、企業それ自体と
の情緒的なやり取りを志向することも誤りである（第６章 3.3 節）。企業はそうした感情を
持ち得ないし、さらにビジネスの実践でそうした情緒的なやり取りが前提されるとは限ら
ない。 
以上が、前章と本章で検討してきた、企業の道徳的行為者性が認められる場合の、個人の
道徳的責任のあり方に関する本稿の見解である。我々の現行のビジネスの実践に照らす限
り、企業は道徳的行為者であり、その行為に道徳的責任を問われる場合があるが、その場合
に企業内の個人は、問題を知りながらそれに明示的に反対したのであれば、道徳的責任を問
われないし、反対しなかったのであれば、対応する部分的な道徳的責任を帰属される。その
ように個人を考えるべきだと、本稿は主張した。 
  

 
164 例えば、航空業界では、ヒューマンエラーを処罰しないことが国際標準とされる。日本で
は、日本航空が 2007 年にヒューマンエラー非懲戒の方針を定めた。全日空も同様のポリシー
を定める(芳賀 2020:186)。 



 207 

結論 
第Ⅰ部とⅡ部を大まかに振り返った上で、今後の展望と課題を示す。第Ⅰ部で論じたのは
大まかに次のことである。まず、企業の道徳的な役割責任に関して、これを否定するラッド
の議論に反論する仕方で、他者に危害を加えないこと、嘘をついたり不正を働かないことを
内容とする最小限道徳が、ビジネスの活動でも参照されることを示した。そのため、企業活
動で人間に対する危害が加えられた場合、企業は道徳規範に違反したことで（企業それ自体
か企業内の個人かは別として）道徳的責任を帰属される。 
他方で、企業それ自体がそうした規範に従って行為する能力を持つか、さらに言えば意図
的に行為する能力を持つかという問題に関しては、特に志向的状態に関する心理主義に依
拠した批判が根強いことを確認した。その上で、心理主義に対抗する理論として推論主義を
導入し、企業活動の道徳的責任が問題の場合、志向的状態を言語実践から説明する推論主義
が適切であること、その上で企業による意図的行為を認めることができることを示した。こ
れにより、差し当たり企業の意図的行為の能力は認められることになる。 
しかし、それは同時に、我々の現行の実践が次のような実践であることの帰結である。す
なわち、企業をめぐる我々の実践が、我々自身の身体や存在論的身分を捨象する仕方で、企

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

業と我々を機能的に等価な主体として扱うものとなっている。それゆえに、身体や我々と同
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

等の存在論的身分を持たない企業が、言語実践の意味論的次元において、意図的な行為者と
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

して認められる
、、、、、、、

。これは、企業の道徳的行為者性を擁護する先行研究では論じられていない
事態である。 
さらに、この議論への反論を検討する仕方で、企業が道徳的行為者として認められること
を示した。それは同時に、企業をとりまく我々の道徳実践がいかなるものかを示すものとも
なる。その特徴を示す議論に、企業に対する非難をめぐる議論がある。感情を持たない企業
は、非難を向けられてもその怒りを受け止めることができないし、後悔や自責の念を持つこ
ともできない。企業に対する可能な非難は、ただ規範への違反を記述する働きしか持たな
い。その場合、特に大規模な事故や不祥事の場合に、企業に非難を向けることで企業が自ら
道徳規範への違反を認めるかが問題になる。 
仮に企業を意図的な行為者であると認めるとしても、企業が道徳規範への違反を頑なに
認めないような場合、我々は企業を道徳共同体の一員として認め続けるべきだろうか。福知
山線事故の共同検証の事例で論じたように、その答えは、全面的にではなくとも我々に開か
れている。企業が頑なに自社の規範への違反を認めないような場合、選択肢として企業を排
除することがなお残るが、反対に、加害企業に対する我々の態度も、決して無関係な事柄で
はない165。道徳規範に従ったり違反したりする中で互いのスコアを付け合うことが、我々の
道徳共同体の実践であるなら、企業がその一員であるとも言えれば、そこから企業を排除

 
165 八木は、東電原発事故や福知山線事故で企業側の聞き取りを行う中で、期せずして加害者に
なった者への支援の必要性を論じる(八木 2016)。 



 208 

「すべき」とも言える。本稿はそうしたビジネスの「あるべき論」を論じないが、本稿の議
論は、企業の存在感と影響力がますます肥大化する現代社会にあって、我々がどのようにす
べきかを考えるための議論を提供する。その上でどうするかは、やはり我々次第である（し
かし、もしかするとすでにそれも企業次第ということになっているかもしれない）。 
第Ⅱ部では、上記の議論を踏まえて、企業それ自体に道徳的責任が帰属される場合の、個
人責任の問題を検討した。まず、企業活動を含む共同行為で行為者が持ち得る特有の意図と
して、「我々」と「私」の意図が乖離した内容を持つ場合があることを示した。その上で、
仮に企業活動に従事した個人が、「個人的には反対だったが、組織としてやるしかなかった」
のように主張する場面で、行為者は免責されるかを検討した。本稿の提案は、行為者が「個
人的には反対だった」と主張するエンタイトルメントを帰属される場合、行為者は免責され
るとするものである。この提案は、企業が道徳的行為者として認められるような我々の実践
で、個人を次のような行為者として理解しようとする提案である。すなわち、我々の実践は、
我々の身体や存在論的身分を捨象する仕方で、自身と企業を機能的に等価なものとして扱
うが、それでもなお、問題ある企業活動に従事する個人に関して、当該の企業活動に明示的

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

に反対することができる、そのようなものとして個人を理解する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 
これは、本稿の冒頭で引いた、我々が企業の下で交換可能な存在であるとするフレンチ
(French 1995: 17)の議論や、企業の構成員を「普通の人間とは別の存在、つまり企業の取
締役、経営者、従業員」であり、「自己決定の能力を奪い取る人工的な企業世界で働く」
（Mitchell 2001: 44 [51]）存在だとするミッチェルの議論に、異なる個人理解を提案する
ものである。実際、そのような行為がどこまで実行可能であるかは定かではない。しかし、
「我々がそうあるところの種類の物事は、我々が我々自身を何と扱うかに依存する」
(Brandom 1994:3)のであれば、我々は我々自身をそのようなものとして扱うべきである。 
 
今後の展望と課題 
ここまで、推論主義に基づく仕方で、企業の道徳的行為者性を正当化し、それが成り立つ
我々の実践がどのようなものかを論じてきた。ここまでの議論を踏まえて、次の三つが課題
となる。 
まず、本稿で論じなかった処罰の問題がある。本稿では、有責性と負担性が別の問題であ
ることを強調したが、実際の責任帰属の場面では、やはりそれが問題になる。むしろ、企業
が自社への処罰を念頭に置くがゆえに、規範への違反を認めないことは、しばしば見聞きす
る事態である。そのような場面も含めて、企業の道徳的行為者性が成り立つ場合に、どのよ
うな処罰のあり方が望ましいかの検討が必要である。 
次に、より複雑な事例への適用可能性の問題がある。本稿では、特に福知山線事故とチャ
レンジャー号事故に焦点を当て、それを推論主義の視点から検討する仕方で、道徳的責任の
問題を論じた。福知山線事故は経営陣の誰にも予見可能性が認められなかった事例として、
チャレンジャー号事故は、経営陣が「個人としてはやりたくなかったが、組織としてやるし
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かなかった」と言い得る事例として特徴づけた。他方、両事故にしても他の企業事故や不祥
事でも、このような単純化が適切とは限らない。むしろ多くの場合、元あった事故や不祥事
そのものだけでなく、その後の企業の対応やあるいは対応がなかったことにも、道徳規範へ
の違反が認められるだろう。つまり、元あった事故や不祥事に加えて、それに続く対応自体
に、加害行為や不作為がある場合など、企業に向けられる非難は、単一の規範への違反を記
述するものではなく、同時に多くの蓄積された規範への違反を記述するものとなる。その場
合、企業を行為者とする記述がさらに要請されるかもしれないが、そのような言語使用が適
切か、またそれをどのように分析し得るかは定かではない。 
最後に、本稿で繰り返し論じないと断ってきた、ビジネスの「あるべき」論の問題がある。
推論主義から見る場合、そして我々の現行の実践から見る場合、企業は道徳的行為者として
認められる。企業を我々の規範的な言語実践の、そして道徳実践の参加者として扱う場合、
それは企業を我々の一員として扱うことを意味する。本稿の論じてきたところを見ると、企
業の道徳的行為者性は、当初の問題設定で期待されたようなものではないのかもしれない。
それは、翻って、我々が従事する実践の特殊さを映し出す。それを放棄することも、変化さ
せることも容易ではないが、本稿の議論を踏まえた、望ましいビジネスの形を探求すること
が求められる。 
 
※本稿は、JSPS 特別研究員奨励費 JP20J11383 の助成を受けたものである。 
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